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 監 査 公 表       

監 査 公 表 

静岡市監査公表第14号 

 地方自治法第199条第２項に規定による監査を行った結果は、次のとおりである。 

 同条第９項の規定により、これを公表する。 

  平成19年３月16日 

静岡市監査委員  海 野   洋      

同     大 畑 武 重      

同     井 上 恒 弥      

同     岩ヶ谷 至 彦      

記 

１ 監査の種別   行政監査 

２ 監査のテーマ  補助金の交付事務について 

３ 監査の概要 

  地方自治法（以下「法」という。）第199条第２項による行政監査は行政事務全般の事

務執行について監査することができ、さまざまな課題の中から適時性のある特定のテー

マを設定し、これに該当する事務事業が、法第２条第14項及び第15項の規定による能率

性、効率性及び合理性並びに法施行令第140条の６の規定による適法性に準拠して、執

目    次 
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行されているかどうかを監査するものである。 

４ 監査の目的 

  補助金とは、特定の事業、研究等を育成・助長するために、地方公共団体が公益上必

要と認めた場合に、対価なくして交付される金銭的給付である。 

  支出の基準については、憲法第89条により、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織

若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈愛、教育若

しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」との制

約がある。 

  また、法第232条の２の規定では「公益上必要がある場合においては、補助することが

できる。」という規定があり、法令の規定により支出する場合を除いて、公益上必要か

どうかは地方自治体が認定し、補助金の交付が行われている。 

  しかしながら、地方財政は、地方税収入の増加が見込まれるものの、扶助費や公債費

などの義務的経費の増加などにより、依然として厳しい財政状況にある中、本市におい

ても、財政の健全化に向け、限られた財源を効率的に執行するために事務事業の見直し

が行なわれており、補助金交付についても公正かつ適正な運用が求められている。また、

公益上必要であるかどうかの認定は全くの自由裁量ではないから、客観的にも公益上必

要であると認められなければならない。 

  このような状況を踏まえ、補助金の交付について公益性はもとより、必要性、妥当性

が十分に検討されているかを主眼に検証し、今後の補助金交付事務の適正な執行に資す

るため、監査を行なった。 

５ 監査の対象 

（１）監査の対象事務 

   平成17年度に一般会計及び企業会計において交付された補助金のうち、市単独によ

る補助金の交付事務 

（２）監査対象の局部課 

   総 務 局 総  務  部：人事課 

         企  画  部：企画調整課、男女共同参画課 

   市民環境局 市 民 生 活 部：市民生活課、生活安全課、保険年金課、国際課、青 

                 少年育成課 

         文化スポーツ部：文化振興課、生涯学習課、文化財課、スポーツ振興 

                 課 
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         環  境  部：廃棄物政策課 

   保健福祉局 福  祉  部：福祉総務課、児童福祉課、保育課、障害者福祉課、 

                 高齢者福祉課、介護保険課、児童相談所 

         保 健 衛 生 部：保健衛生総務課、健康づくり推進課、動物指導セン 

                 ター、保健所保健予防課、保健所生活衛生課、保健 

                 所清水支所保健予防課、保健所清水市所生活食品衛 

                 生課 

   経 済 局 商  工  部：産業政策課、商業労政課、地域産業課、観光課、イ 

                 ベント推進課、清水港振興課、中央卸売市場 

         農 林 水 産 部：農林総務課、農業振興課、農地整備課、水産漁港課 

   都 市 局 都 市 計 画 部：都市計画課、交通政策課、市街地整備課、公園緑地 

                 課 

         建  設  部：建築指導課 

   建 設 局 土  木  部：河川課 

         道  路  部：道路保全課、高規格道路推進課 

   区 役 所 葵 区 役 所：まちづくり振興課 

         駿 河 区 役 所：まちづくり振興課 

         清 水 区 役 所：まちづくり振興課 

         清水福祉事務所：障害者支援課 

   消防防災局 消  防  部：警防課、予防課 

   企 業 局 水  道  部：水道施設課 

         下 水 道 部：下水道維持課 

   教 育 委 員 会 事 務 局：教育総務課、学校教育課、学事課、中央公民館 

   ※所管部局は、平成18年４月１日現在による 

（３）書類審査の監査対象事業 

   監査に当たっては、市単独の補助金を交付している課全てから、補助金交付状況調

書の提出を求めた。その結果、58課が所管する372事業が該当した。 

   この中から、１事業当たり100万円以上の補助金を交付している事業を基本に、局・

部・課及び補助区分に偏りが出ないよう抽出した46課104事業について監査した。 
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 （Ｂ）  
区   分 件 数 

監査対象 

（Ａ） 

書類審査 

（Ｂ）   （Ａ）  

運営費補助 126  126  38  30.2％  

事業費補助 209  209  54  25.8％  

建設費補助 21  21  7  33.3％  

利子補給 16  16  5  31.3％  

計 372  372  104  28.0％  

    （注）（１）件数の合計は、各課への調査により、事業数を把握した。 

       （２）運営費補助とは、団体の運営費に係る費用に対して補助するものをい

う。 

       （３）事業費補助とは、団体等が特定の事業を実施する際に、補助基準を定

めて交付するものをいう。 

       （４）建設費補助とは、自治会館等の建設に対して、補助基準を定めて交付

するものをいう。 

       （５）利子補給とは、商工業・農林業等の従事者が円滑な事業の推進が図れ

るよう借り受けた資金の利子の一部を交付するものをいう。 

６ 監査の方法 

  ・予備監査（監査委員事務局職員による関係書類等の監査、聞き取り） 

  ・本 監 査（監査委員による説明聴取、質疑） 

７ 監査の期間 

  平成18年２月16日から平成19年２月１日まで 

８ 監査の主な着眼点 

（１）交付に係る書類の提出時期は適切で、関係書類は具備されているか。 

（２）交付に際して、要綱等が制定されているか。 

（３）事業の目的は明確か、また、公益上の必要性はあるか。 

（４）補助基準は明確に定められているか。 

（５）事業は計画及び交付条件に従って実施され、効果の検証を行っているか。 

（６）交付団体等に対する指導は適切に行われているか。 

（７）繰越金等が多額なものではないか。 
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（８）補助団体の事務局事務を市の担当者が取り扱っていないか。 

９ 監査の結果 

  監査の結果、補助金交付に係る事務手続きは、おおむね適正に執行されているものと

認められた。 

  なお、監査の着眼点に基づいて監査した結果は次のとおりである。 

（１）交付に係る書類の提出時期は適正で、関係書類は具備されているか。 

  ア 監査対象となった372事業のうち、198事業（53.2％）が前金払となっているが、

交付申請時に必要な関係書類がないもの、また、前金払の理由が明確に記載されて

いないものが散見された。静岡市会計規則（以下「会計規則」という。）第86条の規

定により、補助金は前金払ができる経費として定められているが、本来、補助金は

補助事業の完了後に交付することが原則であるので、前金払の申請書及び月別資金

収支一覧等の関係書類等、提出が義務付けられているものについては、会計規則等

に基づいた手続きを行われたい。 

  イ 補助金の確定行為がなされていないものもあった。静岡市補助金等交付規則（以

下「交付規則」という。）第12条では、補助事業が完了したときには、成果を記載し

た実績報告書等の提出を義務付けており、さらに交付規則第13条では、その内容を

審査し、確定通知書による通知を義務付けている。補助金交付事務は、確定通知を

もって完了となることから、交付規則に基づいた手続きを行われたい。 

  ウ その他、事務手続き上で、不備があると認められた事項の主なものは、次のとお

りである。 

  （ア）交付申請書の提出時期が著しく遅滞していたもの 

  （イ）申請前に、事業着手していたもの 

    いずれも、もっとも基本的な事項であるので、交付規則等に基づき、確実に実施

されたい。 

（２）交付に際して、要綱等が制定されているか。 

   監査対象となった372事業のうち、補助金交付要綱（以下「要綱」という。）等を制

定していた事業は150事業（40.3％）であり、222事業（59.7％）については、要綱等

が制定されておらず、毎年度決裁は受けていたが、その内容については、必要な事項

が欠落しているものが多数見受けられた。事業費補助等、単年度で終了するものにつ

いてまで要綱等の制定を求めるものではないが、継続して毎年度交付している運営費

に対する補助金及び事業費補助であっても毎年度恒常的に交付している補助金、利子
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補給に係わる補助金については、要綱等が必要であるので、各事業の状況に合わせ、

要綱等の制定を強く要望する。 

   なお、要綱等が制定されてはいるものの補助基準が明確に規定されていないなど内

容的に形骸化しているものも見受けられたので、今後、改善されたい。 

（３）事業の目的は明確か、また、公益上の必要性はあるか。 

   補助金交付の必要性については、法第232条の２に「公益上必要がある場合」と規定

されている。要綱等や稟議書をもって補助金交付の事務を行っている事業についても、

補助の目的（公益上の必要性）が具体的に記載されていないものが散見されたが、各

事業独自の理由が存在すると思われるので、補助事業の透明性を高める観点から、要

綱等や稟議書で補助金の目的（公益上の必要性）を具体的に記載されたい。 

（４）補助基準は明確に定められているか。 

   補助金を交付する際、一般的には事業費の全てが対象となるわけではないので、事

業費のうち、補助の対象とする項目、対象経費、補助率等の基準を明確にし、補助団

体に対して明示することが必要となる。しかし、要綱及び稟議等で規定されていない

事案が数多く見受けられた。結果として、対象経費の中に慶弔費等が含まれているも

の、当初事業費より決算額が減少したものの補助額が変わらない事例が散見された。 

   このことにより、直ちに不適切な事務処理とは判断できないが、補助基準を定める

ことにより、補助金の支出目的や妥当性が明確になってくるので、各事業について、

補助基準を設けることを強く要望する。 

（５）事業は計画及び交付条件に従って実施され、効果の検証を行っているか。 

   補助団体の事業計画と実績との対比、交付条件の履行状況の確認及び当該補助事業

の効果を検証することは、所管課により行われるべきものであるが、このうち補助金

の効果を毎年度の実績報告書に基づく各種のデータ分析などにより具体的に検証する

ことは、補助金の必要性、有効性を確認する上で特に重要である｡ 

   廃棄物政策課では、過去に補助金を交付した対象者にアンケート調査を実施して、

その効果を試算することにより、ゴミの減量効果を分析し、今後の制度普及の有効な

方法について検討していた例、また、地域産業課では、実績報告書が提出されると、

係数の正確性、目的に沿った執行であるか等を作成したチェックリストで調査すると

ともに、来場者数、商談件数、成約金額等の実績と今後の展望などを記載した補助事

業調書を独自で作成するなど補助事業の効果の検証に努めていた｡ 

   一方、監査した104事業のうち、実績報告書と決算書の提出は求めているものの大半
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については補助事業効果の検証が十分には行われていない状況にあった｡ 

   補助事業の有効性を高めるためにも、補助効果の検証については、その検証項目、

検証方法などの具体的な補助効果の測定基準の作成を含め積極的に実施されたい｡ 

（６）交付団体等に対する指導は適切に行われているか。 

   監査した104事業のうち、補助金交付団体に対して適切な指導監督が不十分な事業が

多数見受けられた。補助金確定通知書の交付の際、提出された書類のみで確定してお

り、事業内容の確認を全く行なっていなかった事例も見られた。補助金は、支出行為、

確認行為が終了すれば事務上の手続きは完了するものであるが、随時、補助金の使用

状況を確認し、適切に指導を行う必要がある。 

（７）繰越金等が多額なものではないか。 

   監査した104事業のうち、繰越金が多額あるいは営繕積立金等への繰入が行われてい

るものなどが見受けられた。翌年度の事業準備金等として最小限の繰越はやむを得な

い事例もあるが、繰越金、又は各種準備金や積立金への繰入れは、その内容を十分精

査し、実質的に多額の繰越金等を生じないよう補助団体に対し、適切に指導を行う必

要がある。 

（８）補助団体の事務局事務を市の担当者が取り扱っていないか。 

   監査した104事業のうち、補助団体の事務局事務を市の担当者が執行している事業が

17件見受けられた。市からの補助金は、市以外の個人及び団体が行う事業や活動を支

援するために支出するものであり、補助金を交付している事業は、市の本来業務では

ないため、市が補助団体の事務局事務を取り扱うことは、極力避けることが望ましい。 

   したがって、補助団体の自立に向けて、自主運営能力を高めるための指導に努める

こと、あるいは、より適切な協働手法について検討されたい。 

   なお、通帳を担当者が保管し準公金として出納事務を取り扱っている課においては、

現金及び入出金等の出納管理に関して、複数者で管理を行うなど、その取扱いには十

分に注意するよう要望する。 

  補助団体の事務局事務を市の担当者が執行していた事業は、次のとおりである。 

課 名 補助事業名称 補助金交付先 性質

青少年育成課
静岡地域青少年健全育成連絡

協議会運営費補助金 

静岡地域青少年健全育成連

絡協議会 
運営

 清水地域地区青少年育成推進 清水青少年育成推進委員長  

 



  号    外        静 岡 市 報     平成 19 年 3 月 31 日  8 
 

青少年育成課 事業費補助金のうち清水青少

年育成推進委員長会補助金 

会 運営

文 化 振 興 課
ふれあい音楽運営委員会補助

金 
ふれあい音楽運営委員会 事業

スポーツ振興課
草サッカー大会実行委員会補

助金 

全国少年少女草サッカー大

会実行委員会 
事業

福 祉 総 務 課
民生委員児童委員協議会補助

金 
民生委員児童委員協議会 運営

健康づくり推進課
保健センター・保健会館管理

運営協議会補助金 

保健センター・保健会館管

理運営協議会 
運営

地 域 産 業 課 地場産業支援事業補助金 (財)静岡産業振興協会 事業

地 域 産 業 課 地場産業振興支援事業補助金 (財)静岡産業振興協会 事業

観 光 課 観光と物産展開催補助金 
静岡市の観光と物産展実行

委員会 
事業

イベント推進課
大道芸ワールドカップ開催補

助金 

大道芸ワールドカップ実行

委員会 
事業

イベント推進課 静岡まつり開催事業費補助金 静岡まつり実行委員会 事業

イベント推進課 清水みなと祭り事業補助金 清水みなと祭りの会 事業

農 業 振 興 課 駿府本山お茶まつり補助金 駿府本山お茶まつり委員会 運営

農 業 振 興 課 認定農業者協会補助金 認定農業者協会 事業

公 園 緑 地 課 緑化推進協議会補助金 花と緑のまちづくり協議会 運営

河 川 課
巴川改修促進期成同盟会補助

金 
巴川改修促進期成同盟会 運営

警 防 課 福祉共済制度加入補助金 静岡消防団 事業

10 ま と め 

  今回、「補助金の交付事務について」をテーマに監査を行ったところ、前述の結果報告

のとおり改善や検討を要する事案が数多く見受けられた。 

  特に、補助金の交付に当たり、公益上の必要性や支出基準及び算出基準の根拠として

「交付規則」を挙げている事業が、監査対象とした補助事業全体の３割超を占めていた

が、交付規則は、補助金交付に際しての事務上の手続きを規定したものであり、個別の
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補助事業の支出根拠及び算出根拠を定めたものではないので、補助事業の透明性を高め

る観点から、個別の補助事業について原則として要綱等を整備していくことを強く要望

する。 

  また、補助事業の支出基準及び算出基準が明確に定められていないことから、補助事

業の適切な執行や効果の検証及び指導等が行われていない事例が多く見受けられた。従

前の経緯から補助金を支出している傾向がみられ、交付を受ける側の既得権化や補助金

への依存度が高まり、団体自立の妨げとなることも考えられるので、社会情勢の変化に

応じて、適正な見直しを行なうことが必要である。これらの見直しは、個々の事情があ

り困難な側面もあろうが、補助事業者等と十分な意思疎通を図り、限られた補助金財源

を有効に活用できるよう全庁的に取り組むことが必要である。 

  今回監査を行った平成17年度の市単独の補助金は、101億6,366万円余に上り、補助金

は行政の政策目的を達成するための一つの手段として重要な役割を担っている。反面、

その財源は、市民の税金であることに特に留意し、補助金交付事務を行う際、常に補助

の必要性、効果について具体的に精査し、その有効性、透明性の確保に、より一層努め

られるよう要望するものである。 
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  予備監査を実施した補助事業 

【単位 円】 

№ 課   名 補助事業名等 性質 補助金交付先 
平成17年度

交 付 額 

要綱の

有 無 

支払

方法

１ 人事課 
自主研究グループ活動

支援事業補助金 
事業

静岡市立学校（園）事務

員研究会 ほか 
599,234 有 通常

２ 男女共同参画課 
静岡市婦人団体連絡会

運営費補助金 
運営 静岡市婦人団体連絡会 700,000 有 前金

３ 市民生活課 遺族会補助金 運営 静岡市遺族会 ほか 2,457,000 無 前金

４ 生活安全課 
静岡市交通指導員会補

助金 
事業 静岡市交通指導員会 2,451,000 無 前金

５ 生活安全課 防犯協会補助金 運営 静岡中央防犯協会 ほか 21,025,000 無 前金

６ 国際課 
静岡市国際交流協会補

助金 
運営 静岡市国際交流協会 52,322,667 無 前金

７ 青少年育成課 
青少年健全育成連絡協

議会運営費補助金 
運営

静岡地域青少年健全育成

連絡協議会 
950,000 無 前金

８ 青少年育成課 
地区青少年育成推進事

業費補助金 
事業

辻地区青少年育成推進委

員会 ほか 
8,600,000 有 前金

９ 青少年育成課 
少年団体（子ども会）

運営費補助金 
運営 静岡市子ども会連合会 7,124,000 無 前金

10 文化振興課 
ふれあい音楽運営委員

会補助金 
事業 ふれあい音楽運営委員会 2,822,247 無 概算

11 文化振興課 市文化振興財団補助金 運営
財団法人静岡市文化振興

財団 
50,544,335 無 前金

12 文化振興課 文化振興事業補助金 運営
静岡市こどもミュージカ

ル実行委員会 ほか 
6,831,247 無 前金

13 文化財課 
市指定有形文化財高源
寺本堂保存修理事業補
助金 

事業 宗教法人高源寺 11,970,000 有 通常

14 スポーツ振興課 
各種目別全国大会出場

補助金 
事業 清水商業高校 ほか 13,000,000 有 通常

15 スポーツ振興課 市体育協会補助金 事業 財団法人静岡市体育協会 12,601,615 無 前金

16 スポーツ振興課 
総合型地域スポーツク

ラブ活動補助金 
事業 竜爪中学校区CSC活動 950,000 有 前金

17 スポーツ振興課 
清水地域連合体育会補

助金 
事業 静岡市清水区連合体育会 4,013,000 無 前金

18 スポーツ振興課 
草サッカー大会実行委

員会補助金 
事業

全国少年少女草サッカー

大会実行委員会 
10,000,000 無 前金

19 イベント推進課 
大道芸ワールドカップ

開催補助金 
事業

大道芸ワールドカップ実

行委員会 
122,600,000 無 前金

20 イベント推進課 
静岡まつり開催事業補

助金 
事業 静岡まつり実行委員会 74,150,000 無 前金

21 イベント推進課 
第58回清水みなと祭り

事業補助金 
事業 清水みなと祭りの会 61,780,000 無 前金

22 廃棄物政策課 
生ごみ処理機器購入費

補助金 
事業 個人386人 5,403,100 有 通常

23 福祉総務課 
静岡市民生委員児童委

員協議会補助金 
運営

静岡市民生委員児童委員

協議会 
4,856,400 無 前金

24 福祉総務課 
静岡市保護司会連絡協

議会補助金 
事業

静岡市保護司会連絡協議

会 
5,389,000 無 前金

25 児童福祉課 
児童福祉援護団体等運

営費補助金 
運営 母子寡婦福祉連合会 1,589,000 無 前金

26 保育課 
市立保育所移管に伴う
施設（設備）整備費補
助金 

利子

補給
社会福祉法人隣保の会 1,640,000 有 前金

27 保育課 
認可外保育所運営費補

助金 
運営 葵学園葵保育園 ほか 25,735,800 有 通常
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28 障害者福祉課 
小規模授産施設運営費

補助金 
運営

静岡市静岡手をつなぐ育

成会 ほか 
292,876,000 有 前金

29 障害者福祉課 
福祉ショップ運営事業

費補助金 
事業

社会福祉法人静岡市社会

福祉協議会 
5,879,258 無 前金

30 障害者福祉課 
重度身体障害者住宅改

造費補助金 
事業 個人15人 8,879,000 有 通常

31 高齢者福祉課 敬老行事補助金 事業
青葉学区連合町内会 ほ

か 
153,858,561 有 前金

32 高齢者福祉課 
高齢者生きがいセン

ター設置費補助金 
事業 木の下町自治会 ほか 6,000,000 有 前金

33 高齢者福祉課 
高齢者等住宅改造費補

助金 
建設 個人106人 70,381,000 有 通常

34 高齢者福祉課 
軽費老人ホーム事務費

補助金 
運営

社会福祉法人静岡市厚生

事業協会 ほか 
215,149,000 無 前金

35 介護保険課 
山間地介護報酬加算補

助金 
事業

社会福祉法人駿河会 ほ

か 
8,423,100 有 通常

36 保健衛生総務課 
山間地診療所運営費補

助金 
運営 個人６人 27,122,096 有 前金

37 保健衛生総務課 
精神障害者共同作業所

事業費補助金 
運営 静岡市静心会 ほか 62,108,000 有 概算

38 保健衛生総務課 
精神障害者共同住居運

営事業費補助金 
運営 静岡市静心会 ほか 9,688,920 有 概算

39 健康づくり推進課
寝たきり者訪問歯科診

療事業補助金 
事業 社団法人静岡歯科医師会 18,344,356 有 概算

40 健康づくり推進課
静岡市清水保健委員活

動費補助金 
事業

静岡市清水保健委員協議

会 ほか 
1,749,000 無 前金

41 健康づくり推進課
保健センター・保健会
館管理運営協議会補助
金 

運営
保健センター・保健会館

管理運営協議会 
2,003,000 無 前金

42 動物指導センター 市獣医師会補助金 事業 静岡市獣医師会 ほか 7,560,000 無 通常

43 保健所生活衛生課
飲料水供給施設等整備

費補助金 
建設 川島水道組合 ほか 22,003,000 有 通常

44 
保健所清水支所保

健予防課 

静岡市結核健康診断費

補助金 
事業 学校法人東海大学 ほか 1,406,200 無 通常

45 産業政策課 
循環型社会対応新産業

創出推進事業費補助金
事業

駿河湾地域新事業推進研

究会  
9,700,000 無 前金

46 産業政策課 
企業立地促進事業補助

金 
事業 （株）巴川製紙所 ほか 42,162,148 有 通常

47 産業政策課 
しみず新産業開発振興

機構補助金 
運営

しみず新産業開発振興機

構 
3,800,000 無 前金

48 産業政策課 
小口資金利子補給事業

費 

利子

補給
（株）静岡銀行 ほか 22,628,778 有 通常

49 産業政策課 
産業振興資金利子補給

事業費 

利子

補給
（株）静岡銀行 ほか 277,026,165 有 通常

50 商業労政課 
労働者福祉協議会補助

金 
運営 静岡市労働者福祉協議会 3,350,000 無 前金

51 商業労政課 
勤労者住宅建築資金利

子補給事業 

利子

補給
静岡県労働金庫 11,507,360 有 通常

52 商業労政課 
商工会議所小規模事業

指導補助金 
事業 静岡商工会議所 ほか 16,557,000 無 前金

53 商業労政課 商工会補助金 運営 庵原商工会 ほか 7,195,000 無 前金

54 商業労政課 
駿府秋のわくわく祭補

助金 
事業 静岡商工会議所 3,500,000 無 通常

55 商業労政課 七夕まつり補助金 事業
清水七夕まつり実行委員

会 
6,200,000 無 前金

56 商業労政課 
商店街イベント振興事

業補助金 
事業

商店街振興組合静岡呉服

町名店街 ほか 
18,744,000 有 通常
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57 商業労政課 
商店街環境整備事業補

助金 
事業

商店街振興組合静岡呉服

町名店街 ほか 
44,415,000 有 通常

58 地域産業課 
地場産業支援事業補助

金 
事業

財団法人静岡産業振興協

会 
14,323,373 無 前金

59 地域産業課 
静岡特産工業協会補助

金 
運営 静岡特産工業協会 24,331,723 無 前金

60 地域産業課 
ホビーショー開催補助

金 
事業 静岡模型教材協同組合 10,000,000 有 通常

61 地域産業課 
静岡みこし祭り開催補

助金 
事業

静岡みこし祭り実行委員

会 
9,500,000 無 前金

62 地域産業課 
地場産業振興支援事業

補助金 
事業

財団法人静岡産業振興協

会 
33,000,000 無 通常

63 地域産業課 
大規模展示会出展等支

援事業補助金 
事業 先生精機株式会社 ほか 17,982,000 有 通常

64 観光課 登呂まつり補助金 事業
登呂会・登呂まつり実行

委員会 
1,710,000 無 通常

65 観光課 
観光と物産展開催補助

金 
事業

静岡市の観光と物産展実

行委員会 
1,682,733 無 通常

66 観光課 観光案内所運営補助金 運営 静岡市観光協会 12,527,000 無 前金

67 観光課 
全国大会開催事業補助

金 
事業

第53回ＪＡＢＡ静岡大会

実行委員長 ほか 
14,095,500 有 通常

68 清水港振興課 清港会運営費補助金 運営 社団法人清水清港会 7,790,000 無 前金

69 農林総務課 

いきいき森林づくり推
進事業費補助金（森林
環境基金事業）作業道
開設費補助金 

事業 静岡市森林組合 ほか 10,260,000 有 通常

70 農林総務課 
静岡地域材活用促進事

業補助金 
事業

静岡地域材活用住宅推進

協議会 
30,000,000 無 前金

71 農林総務課 森林組合補助金 運営 静岡市森林組合 ほか 5,718,000 無 前金

72 農林総務課 農業協同組合補助金 事業 静岡市農協、清水農協 10,200,000 無 前金

73 農業振興課 
農業近代化資金利子補

助金 

利子

補給

静岡市農業協同組合 ほ

か 
6,291,299 有 通常

74 農業振興課 
静岡市農地流動化総合

対策事業補助金 
事業 個人96人 1,490,750 有 通常

75 農業振興課 
茶園若返推進事業補助

金 
建設

静岡市農業協同組合 ほ

か 
4,615,000 有 通常

76 農業振興課 
駿府本山お茶まつり補

助金 
運営

駿府本山お茶まつり委員

会 
7,650,000 無 前金

77 農業振興課 認定農業者協会補助金 事業 静岡市認定農業者協会 1,100,000 無 前金

78 農業振興課 
認定農業者支援事業補

助金 
事業 個人22人 12,614,000 有 通常

79 農地整備課 農業水利費補助金 事業
城濠用水土地改良区 ほ

か 
13,144,600 有 通常

80 農地整備課 
土地改良区事務事業補

助金 
運営 清水農業協同組合 20,000,000 無 前金

81 水産漁港課 河川放流事業費補助金 事業 安倍藁科川漁業協同組合 1,730,000 有 通常

82 水産漁港課 漁業協同組合補助金 運営 清水漁業協同組合 5,000,000 無 通常

83 交通政策課 
静岡市市街地バス路線

維持費補助金 
事業

しずてつジャストライン

株式会社 
49,442,297 無 通常

84 市街地整備課 
土地区画整理組合連合

会補助金 
運営

静岡市土地区画整理組合

連合会 
4,000,000 無 前金

85 公園緑地課 緑化推進協議会補助金 運営
静岡市花と緑のまちづく

り協議会 
5,700,000 無 前金
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86 建築指導課 
狭あい道路拡幅整備事

業 
建設 42個人・団体 15,791,263 有 通常

87 河川課 
巴川改修促進期成同盟

会補助金 
運営 巴川改修促進期成同盟会 150,000 無 前金

88 河川課 
静岡市巴川流域遊水機

能保全事業補助金 
事業 個人445人 27,729,451 有 通常

89 道路保全課 静岡市私道整備補助金 建設 個人２人 1,144,000 有 通常

90 
葵区まちづくり振

興課 

連合自治組織運営費補
助金(静岡市自治会連
合会補助金) 

運営 静岡市自治会連合会 16,368,000 無 前金

91 
葵区まちづくり振

興課 

静岡市防犯灯維持費補

助金 
運営 追手町町内会 ほか 38,982,378 有 前金

92 
駿河区まちづくり

振興課 

静岡市集会所建設費補

助金 
建設 聖一色町内会 ほか 122,223,000 有 通常

93 
駿河区まちづくり

振興課 
学区交通安全会補助金 運営

馬渕地区交通安全会 ほ

か 
722,000 有 前金

94 
清水区まちづくり

振興課 
防犯灯設置費補助金 事業 村松中自治会 ほか 3,572,125 有 通常

95 
清水区まちづくり

振興課 

連合自治組織運営費補

助金 
運営

静岡市清水区自治会連合

会各地区連合自治会 
10,577,000 無 前金

96 警防課 
福祉共済制度加入補助

金 
事業 静岡市静岡消防団 ほか 4,032,000 無 前金

97 水道部水道施設課
布沢川水源周辺地域環

境整備事業補助金 
事業 布沢自治会 ほか 350,000 無 概算

98 
下水道部下水道維

持課 

私道共同下水管設置費

補助金 
建設 個人44人 49,927,000 有 通常

99 教育総務課 校長会補助金 運営 静岡市校長会 5,978,500 無 前金

100 教育総務課 
静岡平和資料センター

運営費補助金 
運営

静岡平和資料館をつくる

会 
3,000,000 無 前金

101 学校教育課 
遠隔地校校外教育活動

補助金 
事業

静岡市立賤機北小学校Ｐ

ＴＡ会 ほか 
2,299,000 無 前金

102 学校教育課 
市中学校体育連盟補助

金 
運営

静岡市・庵原郡中学校体

育連盟  
2,981,000 無 前金

103 学事課 私学振興補助金 運営
学校法人麻機幼稚園 ほ

か 
207,333,256 有 前金

104 学事課 
定時制通信制教育振興

会補助金 
事業

静岡市高等学校定時制通

信制教育振興会 ほか 
1,936,000 有 前金

 

       ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

監 査 公 表 

静岡市監査公表第15号 

 地方自治法第199条第７項の規定による監査を行った結果は、次のとおりである。 

 同条第９項の規定により、これを公表する。 

  平成19年３月29日 

静岡市監査委員  海 野   洋      

同     大 畑 武 重      

同     井 上 恒 弥      
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同     岩ヶ谷 至 彦      

記 

監査の種別  財政援助団体に対する監査 

監査の対象  むし歯予防事業補助金（社団法人静岡歯科医師会） 

       鏡台家具宣伝事業補助金（静岡県家具工業組合） 

       安倍川花火大会開催事業補助金（安倍川花火大会本部） 

監査の範囲  平成17年度中における財政援助に係る出納その他の事務の執行が、交付目

的どおりに適正かつ効果的に実施されているか、対象団体の当該事務につい

て監査した。 

監査の方法  帳票簿冊の審査 

監査の期日  平成19年２月22日～３月29日 

監査の結果  各団体に交付された補助金は目的に沿って執行されており、おおむね適正

に処理されているものと認められた。 

       なお、今後の処理方法について改善が望まれる軽易な事項は、所管課から

指導するよう要望した。 

 

むし歯予防事業補助金 

１ 監査対象団体 

  社団法人静岡歯科医師会 

  （設立目的） 

  社団法人静岡歯科医師会（以下「歯科医師会」という。）は、医道の高揚、歯科医学医 

術の進歩発達と公衆衛生の普及向上とを図り、予防医学の完成に努力し、社会並びに会 

員の福祉を増進させることを目的として、昭和22年11月１日に設立された。 

２ 監査対象事務事業の実施状況 

  平成17年度に行ったむし歯予防事業の概要は、次のとおりである。 

（１）乳幼児むし歯予防事業 

  ア 母親教室 

  （ア）対 象 旧静岡市域内のむし歯多発年齢の乳幼児（０～６才）とその母親（親

権者） 

  （イ）実施人数 1,421組の親子 

  （ウ）回  数 39回 
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  （エ）内  容 歯 科 医 師：初診時にスライドを使用し、一般口腔衛生指導、発育、

咀嚼能力に応じた食形態、栄養摂取法の相談 

          歯科衛生士：染め出し法を中心としたフロッシング・ブラッシング

指導・保健指導 

          栄 養 士：間食についての考え方を含む栄養指導、発育、咀嚼能

力に応じた食形態、栄養摂取法の相談 

  イ ブラッシング指導 

  （ア）対  象 母親教室にて、初診行為のあった乳幼児 

  （イ）人  数 195人 

  （ウ）回  数 39回 

  （エ）内  容 染め出し法により口腔状態の検査の後、正しい歯みがき指導、甘味

制限、悪習慣、悪習癖などの一般保健指導 

  ウ フッ素塗布 

  （ア）対  象 母親教室参加者中、親権者の希望があった者 

  （イ）人  数 987人 

  （ウ）回  数 84回 

  （エ）実施方法 局所歯面塗布法 ２％フッ化ナトリウム液使用 

  エ 歯みがき巡回指導 

  （ア）対  象 旧静岡市域内の保育園児 

  （イ）内  容 紙芝居による口腔衛生指導（正しい歯の磨き方、歯磨き習慣など）

後、染め出し法を用いたブラッシング指導、水を用いたフッ化物洗

口指導 

  （ウ）実施状況 実施した園は次表のとおりである。 

（単位：人） 

実施日 実施園名 人数 実施日 実施園名 人数

５月24日 うしづま保育園 71 10月14日 静岡市立富士見台保育園 114

25日 こすもす保育園 65 17日 静岡市立安倍口保育園 50

26日 いさみ保育園 68 19日 静岡市立中村町保育園 95

27日 小百合キンダーホーム 30 20日 静岡市立東豊田保育園 102

31日 あゆみ第２保育園 115 21日 静岡市立八幡保育園 79

６月１日 麻華保育園 65 26日 静岡市立中藁科保育園 48
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２日 北安東保育園 62 27日 静岡市立田町保育園 57

６日 あけぼの保育園 120 28日 静岡市立服織第二保育園 97

７日 北沼上保育園 83 11月１日 静岡市立用宗保育園 60

８日 こばと保育園 47 ２日 静岡市立丸子保育園 86

14日 一番町保育園 38 ９日 静岡市立広野保育園 48

15日 小鹿保育園 114 10日 静岡市立小黒保育園 53

17日 春日保育園 30 12月７日 静岡市立下川原保育園 83

21日 麻機保育園 23 １月10日 若草保育園 88

22日 こぐま保育園 57 12日 城北保育園 66

７月５日 足久保保育園 59 13日 ルンビニー保育園 56

11日 静岡ホーム保育学園 90 16日 沼上保育園 76

９月14日 静岡市立登呂保育園 65 17日 月影保育園 48

21日 静岡市立服織保育園 92 18日 たんぽぽ保育園 42

22日 静岡市立中田保育園 133 19日 静岡隣人会保育園 105

28日 静岡市立高松保育園 107 24日 若松保育園 72

29日 静岡市立長沼保育園 104 25日 るり保育園 61

10月４日 静岡市立城東保育園 103 31日 ゆりかご保育園 37

６日 静岡市立上土保育園 113 ２月６日 竜南保育園 89

11日 静岡市立新富町保育園 90 15日 蛍ヶ丘保育園 54

12日 静岡市立東新田保育園 140 17日 美和保育園 49

13日 静岡市立瀬名川保育園 98 28日 日吉町保育園 52

計 54 園 4,049

  オ フッ化物洗口実施園への説明会の開催 

  （ア）対  象 幼稚園教諭、保育士及び保護者 

  （イ）内  容 歯科医師によるスライドを用いたフッ化物についての説明 

  （ウ）実施状況 実施した園は次表のとおりである。 

実施日 実 施 園 名 

    ４月22日   日吉町保育園 

    ６月８日   静岡市立用宗保育園 

       11日   麻機保育園 

    ９月26日   小鹿保育園 
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   11月１日   静岡聖光幼稚園 

     17日   しずはた幼稚園 

     18日   静岡聖母幼稚園 

  12月８日   羽鳥るり幼稚園 

    ８日   るり幼稚園 

計 ９ 園 

（２）学童・生徒むし歯予防事業 

  ア 歯科保健巡回指導 

  （ア）対  象 旧静岡市域内の小学校・中学校 

  （イ）内  容 口腔衛生指導、染め出し法を用いたブラッシング指導等 

  （ウ）実施状況 本年度は、歯科医師会独自の巡回指導は実施しておらず、学校保健

会事業として12校実施し、学校教育課へ報告した。 

（３）成人むし歯予防事業 

  ア 妊婦教室（母親教室） 

  （ア）対  象 旧静岡市域内の妊産婦（母親教室参加者を含む。） 

  （イ）人  数 43人 

  （ウ）回  数 39回 

  （エ）内  容 歯 科 医 師：一般口腔衛生指導、口腔診査、個別指導、相談 

          歯科衛生士：ブラッシング指導、妊娠中の口腔衛生管理等 

          栄 養 士：胎児のための栄養摂取について等 

  イ 事業所検診 

  （ア）対  象 旧静岡市域の企業に勤務する労働者及び静岡県歯科医師会との委託

契約を結んでいる企業に勤務する労働者 

  （イ）実施状況 実施した事業所は次表のとおりである。 

（単位 人） 

実 施 日 事  業  所  名 受診者数 

建設連合国保組合（県歯委託） 40 

中部電力健保組合（県歯委託） 13 ４月～３月 

トヨタ販売連合健保組合（県歯委託） 12 

10月５日、11日 三菱電機インフォメーションテクノロジー 6 
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11月28日～12月２日 ㈱日立製作所 静岡支店 11 

２月９日 ヤクルト本社 静岡工場 21 

２月16日 全国共済農業協同組合連合会静岡県本部 15 

２月23日 ㈱田丸屋本店（県歯委託） 10 

３月９日 東光ガード㈱（県歯委託） 12 

計  140 

  ウ 静岡県立大学短期大学部歯科検診 

  （ア）対  象 静岡県立大学短期大学部在籍中の学生 

  （イ）人  数 218人 

  （ウ）実 施 日 平成17年４月14日（木） 

  （エ）内  容 歯科医師による口腔診査及び歯科保健指導 

（４）障害者むし歯予防事業 

  ア 心身障害者歯科検診 

  （ア）対  象 旧静岡市域内の施設入所者及び通所者 

  （イ）人  数 662人 

  （ウ）実 施 日 平成17年９月７日（水）、平成18年２月１日（水） 

  （エ）内  容 歯科医師による口腔診査 

（５）歯の衛生週間事業 

  ア イベント開催「第12回お口健康“歯っぴーふぇあ”」 

  （ア）開催日時 平成17年６月５日（日）午前10時～午後４時 

  （イ）開催場所 葵スクエア＆青葉公園緑地Ｂ１（静岡市葵区呉服町） 

  （ウ）内  容 催事内容は次表のとおりである。 

開催事業名 内        容 

スタンプラリー クイズ形式のスタンプラリーを実施 

歯科相談 歯科に関する相談会の実施 

ぷっち！ないんふーぷす ボールを投げ得点に応じて景品を贈呈 

かき氷 かき氷配布とキシリトール入りガムのＰＲ等 

公開生放送ＦＭ－Ｈｉ76.9 会場から１時間のＦＭ公開生放送の実施 

手作りおやつグランプリ入

賞作品 

おやつグランプリ入賞作品の展示とそのレシピの配布
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図画・ポスターコンクール

作品展示 

図画・ポスターコンクール応募作品の展示 

歯周病とは？/マウスガー

ドとは？ 

歯周病の基礎知識をパネル展示及びマウスガードにつ

いてポスター展示とデモの実施 

いよいよオープン！「歯と

口の健康支援センター」 

「歯と口の健康支援センター（静岡市障害者歯科保健

センター）」のパネル展示による紹介 

往診車「歯っぴー静岡号」の展示 

楽しく歯磨き！ 静岡クイーンと一緒に、音楽を聴きながら歯みがきを

行うデモンストレーションを実施 

石こう手型 アルジネート印象材で石こう手形を作成 

ぐるぐるブローイングマ

シーン 

ブラッシング圧測定、ストローと糸を使って口腔周囲

筋を鍛えるおもちゃ作り 

お口スッキリ静岡茶 冷茶サービス、塗り絵コーナー、冷茶パンフレット配

布 

作ってみよう！スライム スライム作りの体験、ボールペン等販促品の配布 

女性の健康と歯周病フォー

ラム 

お口のアンケートの実施、試供品と歯ブラシのプレゼ

ント 

ドナーカードを普及させる

医療法人の会 

臓器移植の推進を図るために、提供意思表示シールの

配布意識の向上のために啓蒙ポスターの掲示 

  イ コンクール及び表彰式の開催 

  （ア）手作りおやつグランプリ 

    ・開催日 平成17年５月12日（木） 

    ・場 所 静岡歯科医師会館 

    ・内 容 保育園、幼稚園、会員に募集要項を送付、広報紙等へ掲載、１歳半･

３歳児健康診断受診者より参加者を募集し、応募作品を審査した。 

    ・応募数 19点 

  （イ）図画・ポスターコンクール 

    ・開催日 平成17年５月26日（木） 

    ・場 所 静岡歯科医師会館 

    ・内 容 市保育課・保育児童課、教育委員会を通して各幼稚園、保育園、小学
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校、中学校に応募依頼をし、応募作品の審査を実施した。 

    ・応募数 幼稚園・保育園 149点、小学校26点、中学校 ９点 計 184点 

  （ウ）よい歯の8020コンクール 

    ・開催日 平成17年６月２日 

    ・場 所 南部保健福祉センター 

    ・内 容 会員、静岡市老人クラブ連合会に募集要項の配布及び広報紙等へ掲載

し応募者を募集し、審査を実施した。 

    ・参加者 22人 

  （エ）母と子のよい歯のコンクール 

    ・開催日 平成17年６月２日（木） 

    ・場 所 南部保健福祉センター 

    ・内 容 保育園、幼稚園に募集要項の送付、広報紙等へ掲載、３歳児健康診断

時、歯科相談受講者及び母親教室受講者の中から参加者を募集し、審

査を実施した。 

    ・参加者 11組 

  （オ）コンクール表彰式の開催 

    ・開催日 平成17年７月３日（日） 

    ・場 所 江崎ホール 

    ・内 容 各コンクールの入賞者36人に対し、賞状及び賞品を授与した。 

（６）静岡市事業への協力 

   １歳半・３歳児健康診査及び歯周疾患検診への協力 

３ 静岡市からの補助金 

（１）支出科目 ４款 衛生費  ３項 健康対策費  １目 健康増進推進費 

        19節 負担金、補助及び交付金 

（２）名  称 静岡歯科医師会むし歯予防事業補助金 

（３）金  額 6,500,000円（前金払） 

        （支出命令日４月１日2,500,000円、７月13日2,000,000円、 

        11月24日2,000,000円） 
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４ 収支の状況 

  実績報告書に添付された平成17年度における収支の状況は、次のとおりである。 

（単位：円） 

収         入 支         出 

助成金（市補助金） 6,500,000 事業費 8,362,229

交付金（県歯科医師会） 10,000 事務所費 136,538

事業収入 1,585,290 役員報酬 660,000

雑収入 25 事務費 3,876,872

繰入金 6,000,000 積立金 250,000

繰越金 644,806 備品費 44,020

 渉外費 97,230

 予備費 0

計 14,740,121 計 13,426,889

 収入額から支出額を差し引いた収支差額1,313,232円が、次年度繰越金となっていた。 

５ 書類の整備状況 

  監査した帳票簿冊のうち主なものは次のとおりである。 

（１）市所管部局 

   静岡歯科医師会むし歯予防事業補助金交付決定伺決済文書、支出負担行為決定伺書、

静岡歯科医師会むし歯予防事業補助金交付確定伺決済文書等 

（２）監査対象団体 

   元帳、補助金申請書類、領収書綴り、現金出納簿、預金通帳、出勤簿、定款、諸規

程等 

６ 指摘事項 

  次の事項については、適切な措置を講じられたい。 

  事業完了後に実績報告書と共に市に提出された決算書について、記載内容の一部に不

適切な処理が見受けられたので、補助団体においてはチェック体制の整備、強化を図る

など是正措置を講じられたい。 

  また、所管課においては、補助団体に対する監督、指導を徹底すると共に、事業完了

後における所管課としての適切な対応を図るための是正措置を講じられたい。 



  号    外        静 岡 市 報     平成 19 年 3 月 31 日  23 

７ 意見、要望等 

（１）市所管部局関係 

   むし歯予防事業補助金は、市民の歯科保健の向上を図ることを目的として、歯科医

師会が行う各種むし歯予防事業に対して、昭和53年度から当該団体に対し交付されて

きたものであるが、補助金額等の算定根拠となる補助金交付要綱が制定されていない

ため、補助対象事業、補助対象経費、補助率等が不明確な状況になっていた。補助金

交付に関しては、静岡市補助金等交付規則に基づき行われていたが、同交付規則は補

助金交付に関する一般的な事項について規定しているに過ぎず、当該補助金の交付に

関する透明性や公平性の確保の観点からも、早急に独自の交付要綱の整備をされるよ

う要望する。 

（２）交付団体関係 

   ア 事務処理に関する具体的な手続き等を規定した処務規程については、一部を除

き規程が作成されていなかった。このため、支出事務においては、支出状況の詳

細が分かる書類（支払い伝票等）の作成がされておらず、書類上における責任者

の確認行為等もされていなかったので、手続き的な面を含めた事務処理全般につ

いて、事務処理手順等を明記した処務規程の整備について検討されたい。 

   イ 食生活の欧米化が進む中、市民の健康管理において歯が丈夫であることは必要

不可欠なことであることから、むし歯予防対策は重要な位置づけになるものであ

る。また、むし歯予防は、低年齢（乳幼児、学童等）時から継続して実施し習慣

づけることが大切である。歯科医師会が実施している各種むし歯予防事業は、現

代の食生活事情にあってその果たす役割は非常に大きなものがある。 

     今後においても、市が実施する事業と共に事業の更なる充実を図り、市民の歯

科保健の向上に寄与されることを要望する。 

 

鏡台家具宣伝事業補助金 

１ 監査対象団体 

  静岡県家具工業組合 

 （設立目的） 

  静岡県家具工業組合（以下「家具工業組合」という。）は、静岡県内における木製家具

製造業（木製のたんす、戸だな、たな、机、テーブル、鏡台、椅子、腰かけまたは寝台

の完成品製造業をいう。ただし、輸出向け木製家具製造業を除く。以下同じ）の中小企
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業者の改善発達を図るための必要な事業を行ない、これらの者の公正な経済活動の機会

を確保し、ならびにその経営の安定及び合理化を図ることを目的とする。 

 （静岡県家具工業組合定款より抜粋） 

２ 監査対象事務事業の実施状況 

  平成17年度における監査対象事務事業の状況は、次のとおりである。 

（１）事 業 名  シズオカ[ＫＡＧＵ]メッセ2005 

（２）事業期間  平成17年４月１日から10月31日まで 

（３）会  場  静岡市駿河区曲金三丁目１番10号 

         ツインメッセ静岡 北館・南館 ＡＢ区画 

         テーマ： 

         「ＤＥＳＩＧＮ ｉｓ ＰＯＷＥＲ －人みな元気になる。－」 

（４）展 示 会  平成17年６月７日から６月11日まで 

   開催期間  午前９時から午後５時まで（11日は午後４時まで） 

         10日（金）・11日（土）は一般公開日 

（５）後  援  静岡県、静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、岡部町、大井川町、静岡

県中小企業団体中央会、静岡商工会議所、静岡特産工業協会、全国家

具組合連合会、（社）全国家具工業連合会 

（６）事業内容  ア 家具・インテリアメーカー86社による全国規模の新作家具見本市

の開催 

       出品者等     （監査対象は平成17年度で、平成18年度は参考数値） 

区    分 14年度 15年度 16年度 17年度 （18年度）

組合員   （社） 101 90 75 77 （71）

組合員外  （社） 10 ― 10 9 （9）

デザイナー （組） ― ― 14 4 （13）

出展商品概数（点） 5,000 4,000 4,000 4,000 （4,000）

       来場社数等    （監査対象は平成17年度で、平成18年度は参考数値） 

区    分 14年度 15年度 16年度 17年度 （18年度）

来場社数 （社） 1,512 1,480 1,457 1,355 （1,386）

来場人数 （人） 17,237 22,472 22,815 16,899 （19,411）
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過去５ヵ年の推移
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         イ シズオカ［ＫＡＧＵ］アワード2005（コンテスト） 

           デザイン工学専門家や家具関連雑誌編集者を審査員とした審査会

の開催。 

         （ア）審 査 日  平成17年６月10日 

         （イ）審 査 員  ６人 

         （ウ）エントリー 46社 

         （エ）審査結果  グランプリ１点、銀賞１点、銅賞１点、審査員特 

                  別賞２点、奨励賞１点 

         ウ デザイナーズ・サテライト2005 

           デザイナーとメーカーとのコラボレーションを積極的に推進し、

デザイナーに開かれた産地を目指すことを目的として開催。（出展者

４組６人） 

         エ モノづくりとデザイン展 

           これまでに静岡のメーカーが、デザイナー達とコラボレートしな

がら創り出してきた秀逸な家具を展示。（展示デザイナー７人） 

         オ 静岡の家具お楽しみ抽選会 

           来場者アンケートの回答者に組合員有志から提供された景品を抽

選でプレゼント。（アンケート回収500枚余、24社の有志企業から141

点の景品提供） 
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         カ その他 

           メーカーとデザイナー、コンテスト審査員、建築家などの参加に

よる交流会の開催。 

３ 静岡市からの補助金 

（１） 支出科目  ７款 商工費  １項 商工費  ４目 工業振興費 

          19節 負担金、補助及び交付金 

（２） 名  称  鏡台家具宣伝事業補助金 

（３） 金  額  11,000,000円（前金払） 

          （支出命令日８月２日 5,000,000円、10月13日6,000,000円） 

４ 収支の状況 

  平成17年度における収支の状況は、次のとおりである。 

（単位：円） 

収      入 支      出 

【 補助対象経費 】 

会場借上料 

装飾設備費 

企画運営費 

広告宣伝費 

旅費交通費 

賃金 

報償費 

印刷製本費 

通信運搬費 

保険料 

手数料 

賃貸料 

（ 小 計 ） 

 

11,513,544 

12,865,000 

3,751,600 

1,754,000 

132,000 

1,688,925 

725,343 

754,476 

1,713,422 

72,260 

32,835 

732,759 

（35,736,164）

 

事業費負担金 

協賛負担金 

静岡市からの補助金 

その他補助金 

静岡商工会議所助成金 

諸収入 

 

31,405,150 

2,338,000 

11,000,000 

1,700,000 

200,000 

16,800 

【 補助対象外経費 】

消耗品費 

食糧費 

 

320,141 

192,448 
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  会議費 

雑費 

公租公課 

繰出金 

（ 小 計 ） 

594,290 

6,880 

1,640,027 

8,170,000 

（10,923,786）

計 46,659,950 計 46,659,950 

５ 書類の整備状況 

  監査した帳票簿冊のうち主なものは次のとおりである。 

（１）市所管部局 

   静岡市地域産業展示会開催等支援事業補助金交付決定伺決裁、静岡市地域産業展示

会開催等支援事業補助金交付確定伺決裁、確認検査報告書、支出負担行為決定伺書等 

（２）監査対象団体 

   元帳（収支）、振替伝票、見積書、契約書、請求書、領収書、普通預金通帳、組合定

款、平成18年度通常総会資料、組合員名簿、事業実績報告書等 

６ 意見、要望等 

（１）市所管部局関係 

   補助金は、行政の政策目的を達成するための一つの手段として重要な役割を担って

いる。半面、その財源は、市民の税金であることに特に留意し、補助金交付事務を行

う際、常に補助の必要性、効果について具体的に精査し、その有効性、透明性の確保

に、より一層努められるよう要望する。 

（２）監査対象団体 

  ア 家具工業組合の事務局内における、出納処理については、関係する書類は正しく

整備され、一部抽出監査した支出項目の金額も正確であり、おおむね適正に処理さ

れていると認められた。しかしながら、事務局内において専決者が専決できる収入

支出の金額及び事項の基準が明文化されていない状況にあるので、出納処理の透明

性確保の観点から、関係者を始め第三者の理解と納得が得られやすいよう、基準の

明文化について早急に検討されたい｡ 

  イ 当該補助金は、家具の新市場若しくは販路の開拓を目的として展示会を開催する

ものに交付されることとなっている。従って、補助金執行の効果もそれに見合うも
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のが、事業実績として提示されることが必要と考えられる。具体的には、当該展示

会全体の商談件数、成約額等の数値及び今後の展望等であるが、現状の実績報告書

には、これらが述べられていないので、展示会参加企業のアンケート調査等を適宜

実施し、数値を収集するなどして、可能な限り事業実績として報告されるよう、検

討されたい。 

  ウ 本市の家具製造業は、これまでの業界関係者の努力により、全国的にも屈指の家

具産地の一つに数えられる等、産業界において従来から主要な位置を占めており、

製造品出荷額や従業員数をみても本市にとって重要な産業の一つであることが認識

できる。しかしながら、海外からの安価な製品や高級品の流入等により、市場競合

が厳しく、更には新しい形態として、インターネットを利用した売買などの多様化

した販売ルートが、徐々に増加しつつある。このような状況のなかで、本市の家具

製造業を一層発展させていくことは、困難が伴うことではあるが、本市の地域経済

振興のためにも必要なことであるので、当該補助金を有効に活用することにより、

家具工業組合の役員、会員及び職員が一体となってその実現に向けて、努力される

よう要望する。 

 

安倍川花火大会開催事業補助金 

１ 監査対象団体 

  安倍川花火大会本部 

 （設立目的） 

  安倍川花火大会本部は、駒形、新通、田町、長田東及び長田北の５学区町内連合会並

びにその他の本会の趣旨に賛同するものを以って組織され、地域の発展と地域住民の親

睦を図り以って静岡市の観光行事に寄与することと、安倍川流域の物故者の供養を目的

とした団体である。 

  同会の事業は、安倍川花火大会の実施並びに本会の目的達成のために必要な行事及び

事項となっている。 

  この安倍川花火大会は、昭和15年の静岡大火や戦災で亡くなった人たちの供養と合わ

せて市西部の商店街の発展を目的に昭和28年８月に、静岡西部発展会により企画された

第一回東海花火大会がその始まりである。 

  以来50年を超える歳月を経て、静岡県内外から多くの来場者が訪れる県内有数の大花

火大会へと発展し、平成17年は、政令指定都市移行記念と銘うち、約48万人の来場者を
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集め７月30日（土）に開催された。 

２ 監査対象事務事業の実施状況 

  平成17年度に行った政令指定都市移行記念第52回安倍川花火大会事業の概要は、次の

とおりである。 

（１）総会 

  ア 実施日及び場所   ５月５日（木） クーポール会館 

  イ 参加者及び人数   大会役員並びに駒形、新通、田町、長田東及び長田北の５

学区町内連合会の町内会長ほか約150人 

  ウ 内容等       「第52回安倍川花火大会要綱」の発表と５学区町内連合会

へ募金（寄付）等の依頼及び花火大会ポスターの配付等を実

施した。 

（２）市役所他関係機関との打ち合わせ 

  ア 実施日及び場所   ５月20日（金） 市役所会議室 

  イ 参加者       大会役員、中央警察署地域課、消防本部警防課、予防課、

公園緑地課、生活安全課、スポーツ振興課、廃棄物政策課、

イベント推進課、しずてつジャストライン及び服部エンジニ

ア 

  ウ 内容等       花火大会関係機関打ち合わせ会 

              打揚花火の諸注意、河川敷の使用方法、警備、一般廃棄物

の処理、臨時バス運行、その他について関係者・機関が集ま

り打ち合わせを実施した。 

（３）草刈作業 

  ア 実施日及び地区   ５月29日（日） 新通・長田学区 

              ６月19日（日） 田町学区 

              ７月３日（日） 駒形学区 

  イ 参加者及び人数   大会役員並びに駒形、新通、田町、長田東及び長田北の５

学区町内連合会の役員各実施日当たり20～25人 

  ウ 内容等       花火大会の大会本部を設営する河川敷の草刈作業につい

て、学区の割当実施日に草刈り・清掃を行った。 
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（４）第一回総合警備会議 

  ア 実施日及び場所   ６月17日（金） 県防災センター 

  イ 参加者       大会役員、中央警察署地域課、交通指導課、追手町消防署、

各関係分団、生活安全課（民間交通指導員）、イベント推進課、

しずてつジャストライン、服部エンジニア、タクシー協会、

露天商組合及びエスピートーム（警備会社） 

  ウ 内容等       花火大会会場の警備に関する会議 

              花火大会の安全な運営のため関係者・機関が一同に集まり、

昨年の反省や経験を踏まえて花火大会当日の警備全般につい

て協議を行った。 

（５）設営会議 

  ア 実施日及び場所   ６月25日（土） ラペック静岡 

  イ 参加者及び人数   大会役員（設営部）及び業者約20人 

  ウ 内容等       花火大会会場の設営に関する会議 

              ブルーシート、机、椅子、トイレ及びテント等の配置など

大会会場の設営について打合わせを行った。 

（６）現地打ち合わせ 

  ア 実施日       ７月８日（金） 

  イ 参加者及び人数   大会役員、中央警察署、消防署、イベント推進課、露天商

組合及び報道機関ほか約100人 

  ウ 内容等       花火大会当日における役割分担等について、関係者・機関

が一同に現地に集まり打ち合わせを行った。 

（７）大会当日役割発表 

  ア 実施日及び場所   ７月23日（土） ラペック静岡 

  イ 参加者及び人数   大会役員約100人 

  ウ 内容等       花火大会当日における役割分担の発表と確認を行った。 

（８）供養祭 

  ア 実施日時及び場所  ７月30日（土） 午後２時 本部前 

  イ 参加者       大会役員ほか 

  ウ 内容等       花火大会の目的の一つである安倍川流域の物故者の供養

（安倍川花火大会規約第３条で規定）を感応寺住職の読経に
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より行った。 

（９）花火大会 

  ア 実施日時      ７月30日（土） 午後７時～午後９時 

  イ 参観客       約48万人 

  ウ 内 容       仕掛花火、創作花火、スターマイン及び打揚花火の打揚げ 

  （ア）仕掛花火 

     政令指定都市移行記念の仕掛花火を含め12仕掛 

  （イ）創作花火 

     ４発 

  （ウ）スターマイン 

     20発 

  （エ）打揚花火（昼打含む） 

     ＠３号玉（３連）   20発 

     ＠４号玉（10連）   ２発 

     ＠４号玉（５連）   ８発 

     ＠５号玉（10連）   ２発 

     ＠５号玉（５連）   ２発 

     ＠５号玉（３連）   16発 

     ＠６号玉       71発 

     ＠７号玉       35発 

     ＠８号玉       17発 

     ＠10号玉       36発 

（10）清掃作業 

  ア 実施日時及び場所  ７月31日（日） 午前５時～午前９時 本部前 

  イ 参加者       大会役員、駒形、新通、田町、長田東及び長田北の５学区

町内連合会、老人会及び安倍川中学校・田町小学校・駒形小

学校の健全育成会ほか 

  ウ 内容等       大会会場及び周辺の清掃活動を実施した。 

（11）監査会 

  ア 実施日       11月５日（土） 

  イ 参加者       監査人、会計部長及び会計担当者 
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  ウ 内容等       駒形、新通、田町、長田東及び長田北の５学区町内連合会

選出の監査人が、大会役員（会計担当）が作成した第52回安

倍川花火大会事業の決算報告書について、関係書類、通帳等

をもとに監査を実施した。 

（12）決算総会 

  ア 実施日及び場所   11月13日（日） クーポール会館 

  イ 参加者及び人数   大会役員並びに駒形、新通、田町、長田北及び長田東の５

学区町内連合会の町内会長ほか約150人 

  ウ 内容等       第52回安倍川花火大会の決算総会 

              事業報告、収支決算報告、決算監査報告、第53回大会役員

の発表、ほか 

（13）作成物 

  ア 第52回安倍川花火大会ポスター関係 

  （ア）ポスターＢ１（ＪＲ掲示用）            300枚 

  （イ）ポスターＢ２（５学区町内連合会及びスポンサー等）3,000枚 

  イ 交通規制図関係 

  （ア）安倍川花火交通規制図              3,000枚 

  （イ）安倍川花火交通規制図（縮小Ａ４判）       6,100枚 

  ウ プログラム 

  （ア）本プログラム                  5,500部 

  （イ）新プログラム                  43,000部 

  エ ＶＩＤＥＯ撮影関係 

  （ア）ＶＨＳ                       30本 

  （イ）ＤＶＤ                       10本 

３ 静岡市からの補助金 

（１）支出科目  ７款 商工費  ２項 観光費  １目 観光総務費 

         19節 負担金、補助及び交付金 

（２）名  称  安倍川花火大会事業補助金 

（３）金  額  31,000,000円（前金払） 

        （支出命令日５月２日 16,000,000円、６月20日 15,000,000円） 
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４ 収支の状況 

  平成17年度における収支の状況は、次のとおりである。 

（単位 円） 

収     入 支     出 

寄付金 

補助金 

雑収入 

繰越金 

33,063,980

31,000,000

55,056

4,497,343

打揚花火費 

会場設備費 

運営費 

宣伝費 

活動費 

会議会場費 

事務通信費 

繰越金（次年度へ）

34,047,055

16,659,610

3,728,822

3,728,060

3,773,711

2,690,490

969,986

3,018,645

計 68,616,379 計 68,616,379

５ 書類の整備状況 

  監査した帳票簿冊のうち主なものは次のとおりである。 

（１）市所管部局 

   第52回安倍川花火大会開催事業補助金交付決定伺決裁、第52回安倍川花火大会補助

金交付確定伺決裁、第52回大会事業報告、支出負担行為決定伺書等 

（２）監査対象団体 

   第52回安倍川花火大会収支予算書、第52回安倍川花火大会決算報告書、第52回安倍

川花火大会金銭出納簿、第52回安倍川花火大会入金額一覧表、第52回安倍川花火大会

支出費目別No.１～７、請求書、領収書、通帳、第52回安倍川花火大会プログラム、大

会役員名簿、安倍川花火大会規約等 

６ 意見、要望等 

（１）市所管部局関係 

  ア 安倍川花火大会開催事業補助金は、県中部最大の花火大会を実施し、県内外から

の誘客及び地域の活性化を図る目的として、昭和48年度から当該団体に対し交付さ

れてきたものであるが、補助金額の算定根拠となる補助金交付要綱が制定されてお

らず、静岡市補助金交付規則に基づき執行されていた。同規則は、補助金交付の根

拠ではなく、交付に関する一般的な手続きについて規定したものであることから、

交付対象団体に対し補助対象項目や事務手続きを周知するとともに、補助金の透明



  号    外        静 岡 市 報     平成 19 年 3 月 31 日  34 

性や公平性の更なる確保に資するため要綱等の制定について検討されたい。 

  イ 安倍川花火大会は、平成17年度は約48万人、平成18年度は約58万人の見物客を集

め、たいへん盛況な花火大会となり、それとともに大会当日に出る大量の放置ごみ

が問題となっている。大会本部においても必要な予算を組み、大会翌日には地元で

清掃奉仕をするなど、できる限りの対応をしているが、行政においても可能な限り

支援をするよう要望する。 

（２）監査対象団体 

  ア 平成13年７月の明石市の花火大会における惨事は記憶に新しいところである。幸

い安倍川花火大会においては平成18年度の第53回大会まで、大きな事故も無く花火

大会が行われていることは、大会本部をはじめとした関係者の努力によるものであ

る。今後も、引き続き安全対策に意を払い、老若男女が楽しめる花火大会となるよ

う要望する。 

  イ 収支については、大会本部において資金・帳票類の管理をするとともに適切に処

理されているものと認められた。平成17年度の予算規模は、6,800万円余（うち市補

助金は、3,100万円）と大規模となっており、今後とも適切な管理を要望する。 

  ウ 夏の夜の風物詩といえば、花火があげられる。静岡と花火の歴史は古く、『駿府政

事録』に慶長18年（1613）８月花火上手の唐人（明人）が駿府城二の丸で打ち揚げ

た花火を徳川家康が見物をした記述がある。時代を超えて、年齢に関係なく楽しめ

る花火は、市民にとって楽しみの一つである。 

    安倍川花火大会は、静岡大火や戦災で亡くなった人たちの供養と合わせて市西部

の商店街の発展を目的に昭和28年８月に開催され、多くの市民、関係者及び機関の

協力を得て、特に主催者である大会本部の献身的な奉仕による運営活動により、平

成17年度は、52回目の開催を数え、本市にとってかけがえのない祭りとして、春の

静岡祭り、夏の清水みなとまつり及び秋の大道芸ワールドカップ等とともに市民に

親しまれている大きなイベントとして定着しており、大会本部に対しては改めて感

謝を申し上げる次第である。 

    今後も、久しく市民に安らぎと感動を与えるとともに全国に誇れる花火大会とし

て飛躍、発展し、併せて本市の活性化の一助となるよう深く願うものである。 
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       ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

監 査 公 表 

静岡市監査公表第16号 

 地方自治法第199条第12項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、これを公

表する。 

  平成19年３月29日 

静岡市監査委員 海 野   洋      

同    大 畑 武 重      

同    井 上 恒 弥      

同    岩ヶ谷 至 彦      

記 

指  摘  事  項  等 措  置  の  状  況 

 

 「静岡病院産業廃棄物処理業務委託」

の４月分及び５月分の委託料の支出にお

いて、受託者の誤った請求額により、本

来支出すべき額より過大な額で支出さ

れ、その後に事実が判明し返納手続によ

り過払いについて歳入処理されていた。

支出手続きにおいては、再度検収体制の

見直しを実施し、契約書と請求内容の照

合をする等十分に注意し支出手続きを実

施されたい。 

 

（平成18年度第２回定期監査）

[病院局 静岡病院 病院施設課] 

 検収の際には、契約担当者が契約書の

単価と請求内訳書の記載単価の突き合せ

を行うとともに、検算を２人以上の職員

が行うよう体制を整えました。 

 今後、このようなミスが発生しないよ

う十分注意してまいります。 

 

 

 

 

 

（平成19年３月８日 報告）

 

 

 「井川財産区有林看視業務委託」につ

いて、予定価格書の予定価格が、決裁文

[井川財産区（市民環境局 市民生活部 

井川支所）] 

 所内において、今後同様のミスがない

よう事務の見直しを行い、職場内研修等
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書の積算金額を上回る誤った数字となっ

ていたので、記載にあたっては十分注意

するとともにチェック体制を強化された

い。 

 

（平成18年度第３回定期監査）

により正確かつ適正な契約事務を行うよ

う再度徹底してまいります。 

 

 

 

（平成19年３月13日 報告）

 

 産業廃棄物処理業務委託における検収

等の徹底について 

 契約書に定める一般仕様書第４条に規

定する書類及び第15条に定める処分写真

の提出がされていなかった。業務委託に

係る総ての事項は業務契約書に基づいて

進められ、契約書及び仕様書は業務を実

施するにあたり最も重要な書類であるこ

とから、それらを遵守して実施すること

が施設の管理者として必要である。また

産業廃棄物の処理は「廃棄物の処理及び

清掃に関する法律」第12条の規定により

排出事業者として確実に委託した廃棄物

が適正に処理されたか確認する必要があ

り、契約に定めた書類等を提出させ確実

な検収を実施するよう必要な措置を講じ

られたい。 

（平成18年度第１回定期監査）

[企業局 水道部 水道施設課] 

 一般仕様書第４条に規定する実施計画

書や完了報告書等及び第15条に定める処

分写真の提出については、その都度、提

出するようにし、産業廃棄物が適正に処

理されているか確認するようにいたしま

した。 

 また、産業廃棄物の排出事業者として

の責任を改めて自覚し、契約書及び仕様

書に定められた事項については、すべて

遵守するよう管理を徹底してまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

（平成19年３月19日 報告）

 

 浄水場ろ過池ろ砂削り取り修繕に伴う

事前健康確認の徹底について 

 門屋浄水場の緩速ろ過施設は安倍川の

伏流水をろ砂によりろ過して飲料水を供

[企業局 水道部 水道施設課] 

 今後実施するろ過池ろ砂削り取り修繕

におきましては、仕様書どおり作業着手

前に検便等証明書を提出させ、作業員の

健康状態を確認することといたしまし
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給している施設である。このろ過池のろ

砂削り取り修繕において、修繕契約書に

おける仕様書には、作業着手前に検便等

証明書を提出して作業員の健康状態を確

認することとなっている。第１回目につ

いては作業に従事する全員について検査

結果が提出され安全が確認できたが、第

２回目においては作業従事者のうち４名

について、作業者名簿と検査報告書を突

合したところ検便の検査を実施していな

いことが判明した。飲料水の供給事業者

として事前健康確認は最重要項目である

ので、今後漏れなく確認を徹底されたい。

（平成18年度第１回定期監査）

た。水道事業者として市民に安全な水を

供給することは最も重要なことであるた

め、このようなことが二度と起こらない

よう管理を徹底してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成19年３月19日 報告）

 

 

 予算執行上まとめて発注することが望

ましいにもかかわらず分割して業者に発

注する事務処理がみられた。施設修繕は、

本来計画的な修繕計画を立て、正確な積

算とともに、できるだけ競争が働く見積

執行を行い、予算の効率的な執行を踏ま

え実施すべきであり、今後は、原則とし

て緊急止むを得ないものを除き、計画

的・効率的・効果的な事業・予算執行に

より経費の削減に努められたい。 

（平成18年度第２回定期監査）

[建設局 道路部 道路整備第１課、道路

整備第２課、道路整備第３課] 

 平成18年度第２回定期監査の指摘事項

について課内の関係職員に周知し、今後

は原則として緊急止むを得ないものを除

き、計画的・効率的・効果的な事業・予

算執行に努め、経費の削減を図っていき

ます。 

 

 

 

 

（平成19年３月28日 報告）
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       ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

監 査 公 表 

静岡市監査公表第17号 

 地方自治法第252条の37第５項の規定により、包括外部監査人戸谷雄一から監査の結果に

関する報告書の提出があったので、同法第252条の38第３項により次のとおり公表する。 

  平成19年３月29日 

静岡市監査委員 海 野   洋      

同    大 畑 武 重      

同    井 上 恒 弥      

同    岩ヶ谷 至 彦      

記 
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包括外部監査の結果に関する報告書 

 

第１．外部監査の概要 

１． 外部監査の種類 

地方自治法第252条の37第１項の規定に基づく包括外部監査 

２． 選定した特定の事件 

債権（市税、国民健康保険料、介護保険料等）の管理について 

～収納事務を中心として～ 

３． 監査対象債権 

（１）市税｛市民税（個人、法人）、固定資産税（土地、家屋、償却資産）、軽自動車

税、入湯税、特別土地保有税｝ 

（２）国民健康保険料 

（３）介護保険料 

（４）母子及び寡婦福祉資金貸付金 

（５）保育料 

（６）生活保護費返還金等 

（７）老人福祉費負担金及び老人福祉手数料 

（８）市営住宅使用料 

４． 事件を選定した理由 

我が国の社会経済情勢は、長引く不況の中で景気の回復基調は見えてきたものの、

雇用不安や高い失業率、個人消費の伸び悩み、深刻な不良債権や財政赤字など、依然

厳しい状況にある。また、少子高齢化、高度情報化、国際関係の複雑化、深刻化する

環境問題など、国内外にわたるこれらの課題の解決に向けた現実的な対応が求められ

ている。 

こうした事態をグローバルな視点から、経済・財政とともに政治・行政にわたる構

造改革が国を挙げて取り組まれ、そこから規制緩和や地方分権など、社会システムや

地方自治制度のあり方を見直す動きが加速している。 

静岡市行財政改革推進大綱及び実施計画においては、分権型行政の構築における基

本方針の１つとして「効率的で生産性の高い行政体制の整備」が掲げられている。そ

のために行政の事務事業領域、権限、組織、財源などを見直し、市民ニーズに迅速か

つ的確に対応できる体制を構築する必要があると思われる。 

平成17年度における三位一体改革において、平成19年度より全国で概ね３兆円規模

の所得税から個人住民税への税源移譲の税制改革が実現されることとなった。すなわ

ち、地方公共団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービ

スを自らの責任でより効率的に行えるように国税から地方税へ、税そのものの形で税

源移譲することとなった。これからは、静岡市においても自ら地域の財政需要を考え、

自ら必要な財源を安定的に確保することが行政運営の基本となる。そのため、静岡市

が自ら税を賦課、徴収することが以前にも増して重要なものとなってきた。また、徴

収においては、正当な理由もなく納税義務を果たさない者がいて、それがそのまま放

置されるようなことがあれば、しっかりと納税している多くの納税者の信頼は損なわ
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れることとなる。確かに公平かつ適正な徴収を厳格に行うことは困難ではあるが、厳

しい財政の状況をみても、徴収確保の重要性が増大しているといえる。 

地方分権時代を迎え、地方自治体が真に地域の担い手となるためには、安定した財

源の確保が強く求められるとともに、市税、負担金、使用料及び手数料、財産収入な

どの自主財源の確保について一層の努力が求められている。さらに、厳しい財政状況

のなかで、増えつづける市民ニーズに対応していくには、庁内分権を進め、現場の要

請に応えた事業の実施や各区の特性を生かしたまちづくりのために、効率的な財政運

営を行うことが不可欠となろう。 

しかし、経済情勢は企業の倒産、失業率の上昇、所得の減少、消費不振等により厳

しい状況にあり、静岡市においても税収が伸び悩み財政を逼迫させかねない状況とと

なっている。このような状況下において、滞納整理を迅速かつ的確に遂行することに

よって税収を確保し、収納秩序の維持を図る税徴収事務は、困難ではあるが、従来に

も増してその役割の重要性が認められてきている。同様に国民健康保険料、介護保険

料、保育料、市営住宅使用料等についての債権管理の重要性が増してきている。 

債権管理については、包括外部監査の初年度である平成11年度に税収、国民健康保

険料及び市営住宅使用料を監査対象債権として取り扱ったテーマではあるが、平成11

年度においては旧静岡市と旧清水市との合併前であり、政令指定都市となった現在に

おいて清水区を含め、また、債権管理の範囲を広げてテーマとして取り上げ、債権管

理が政令指定都市となってより改善されたか、また債権管理についての現在の問題点

及び今後の改善すべき処置等を検討し、市民など多くの人々に公表することは意義の

あることだと考え、平成18年度のテーマとして選定した。 

５． 外部監査の方法 

（１）監査の要点 

ア．市税の賦課・徴収 

① 市税の賦課は法令等に準拠して行われているか。 

② 市税の賦課は効率的に行われているか。 

③ 市税の賦課は網羅的に行われており、公平性が確保されているか。 

④ 市税の徴収は法令等に準拠して行われているか。 

⑤ 市税の徴収は効率的に行われているか。 

⑥ 市税の徴収は網羅的に行われており、公平性が確保されているか。 

イ．国民健康保険料・介護保険料 

① 保険料の算定は法令等に準拠して行われているか。 

② 保険料の算定は網羅的に行われており、公平性が確保されているか。 

③ 保険料の徴収は法令等に準拠して行われているか。 

④ 保険料の徴収は効率的に行われているか。 

⑤ 保険料の徴収は網羅的に行われており、公平性が確保されているか。 

ウ．母子及び寡婦福祉資金貸付金 

① 制度融資に関する貸付事務は規則に準拠して行われているか。 

② 貸付管理は、規則に準拠して行われているか。また、その管理手続は効率

的に行われているか。 
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③ 貸付金の回収は効率的に行われているか。 

エ．保育料 

① 保育料の算定は法令等に準拠して行われているか。 

② 保育料の徴収は法令等に準拠して行われているか。 

③ 保育料の徴収は効率的に行われているか。 

オ．生活保護費返還金等 

① 生活保護費給付額の算定は適切に行われているか。 

② 不正の事実を発見した場合の対応は迅速かつ適切に行われているか。 

③ 返還金の算定は適切に行われているか。 

④ 返還金の滞納管理、不納欠損処分は適切に行われているか。 

⑤ 返還金の徴収は適切に行われているか。 

カ．老人福祉費負担金及び老人福祉手数料 

① 負担金及び手数料の算定は法令等に準拠して行われているか。 

② 負担金及び手数料の算定は網羅的に行われており、公平性が確保されてい

るか。 

③ 負担金及び手数料の徴収は法令等に準拠して行われているか。 

④ 負担金及び手数料の徴収は効率的に行われているか。 

キ．市営住宅使用料 

① 契約事務は適法かつ効率的に実施されているか。 

② 住宅管理は適法かつ効率的に行われているか。 

③ 入退去手続、家賃収納事務、家賃設定は適法かつ効率的に行われているか。 

④ 家賃の滞納整理、不納欠損処分は適切に行われているか。 

（２）主な監査手続 

諸規程、決算書、予算書、決裁文書等意思決定関係書類、会計帳簿・台帳、滞納

整理リスト及び領収証その他必要書類の閲覧、関係者への質問、証憑突合並びに現

地視察その他必要と認めた監査手続を実施した。 

なお、具体的手続については、「第３.外部監査の結果」の中で個々に記載している。 

６． 監査対象期間 

原則として平成17年度 

ただし、必要に応じて他の年度についても監査の対象とした。 

７． 監査の実施期間 

平成18年７月４日から平成19年３月５日まで 

８． 包括外部監査人及び補助者 

（１）包括外部監査人 

公認会計士 戸谷 雄一 

（２）補助者 

公認会計士 柴田  剛 

公認会計士 杉原 賢一 

公認会計士 内田 宏季 

会計士補  白鳥三和子 
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（注）１ 平成15年４月１日、静岡市と清水市は合併して現在の静岡市となって

いる。本報告書では、合併前の静岡市、清水市をそれぞれ「旧静岡市」、

「旧清水市」、現在の静岡市を「静岡市」と呼称している。 

２ 報告書の中にある表は、単位未満切捨てで表示している。したがって、

合計値と内訳の集計値とが一致しない場合がある。また、「０」は表示単

位未満の数値が存在すること示し、「－」は数値がない（零）ことを示し

ている。 

 

第２．債権管理について 

債権とは、一般に、債権者が債務者に対して一定の行為（給付）を請求することを

内容とする権利であるが、地方自治法上、債権とは、金銭の給付を目的とする地方公

共団体の権利と定義されている（地方自治法第240条第１項）。地方税、分担金、科料

等の公法上の収入に係る債権であるか、物品の売買代金、貸付料等の私法上の債権で

あるかを問わない。 

債権の焦げ付きや未回収を放置しておくと不良債権となり、資金回収を困難にさせ、

市の財政を逼迫させることにもなる。不良債権とは、経営が破綻した企業や経営不振

に陥っている企業に対する貸付金などのように、回収が不可能ないし困難な債権のこ

とをいうものであり、その原因となるものには、債務者の破産や会社更生等がある。 

不良債権が発生した場合、法的な手続をとることはできるが、回収できる金額は僅

かとなる場合が多い。また、弁護士費用や回収のための労力を要し、時間的コスト等

も増大する。したがって、不良債権を発生させないことが重要であり、不良債権の発

生を事前に防止し、また、不良債権が発生したらそれを最善の方法で処理する債権管

理の体制が必要となってくる。債権管理の方法としては、債権の発生年度別状況や理

由別状況の把握、正確、迅速かつ規則的な請求管理などが必要とされる。 

滞納整理とは、滞納となった債権を徴収するための事務手続の総称である。債権が

滞納されると、催告書等による文書催告や電話催告等によって納付の催告を行う。滞

納者に滞納金を一括して完納できない事情があるような場合には、徴収猶予という納

付の緩和措置をとって分割納付してもらうこともある。場合によっては財産調査を

行って滞納処分として財産差押をすることもある。また、滞納者に一定の事情がある

場合には、滞納処分の執行を停止し、一定の期間が経過すると納付義務を消滅させる

こともある。 

静岡市においては、債権の管理に関する事務については、法令等の定めるところに

より、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するよう処理し

なければならない（静岡市財産管理規則第54条）。そして、財産管理者は、その所管に

係る債権の管理状況を明らかにするため、債権管理簿を備え、記録するものとしてい

る（同規則第55条）。また、財政部長は、必要があると認めるときは、財産管理者の債

権に関する事務について調査することができるとしている（同規則第56条）。 
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第３．外部監査の結果 

Ⅰ 市税 

１．個人市民税の賦課事務 

（１）概要 

個人市民税は、地方税法（昭和25年法律第226号。以下「Ⅰ市税」において「法」と

いう。）及び静岡市税条例（平成15年静岡市条例第102号。以下「Ⅰ市税」において「条

例」という。）に基づき、個人の所得に対して課税する市民税であり、均等の額を納め

る均等割と所得に応じて納める所得割から構成されている。 

過去５年間における個人市民税の賦課額の推移は以下のとおりである。 

 
個人市民税の賦課額の推移                   （単位：千円）  

区 分 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

均等割 271,045 274,932 273,263 329,187 370,848

所得割 10,786,758 10,644,633 10,320,213 10,112,441 10,229,856

普

通 

徴

収 
計 11,057,804 10,919,565 10,593,476 10,441,628 10,600,705

均等割 418,203 410,312 408,204 481,962 524,626

所得割 22,959,562 22,234,673 21,384,446 20,216,532 21,063,222

特

別 

徴

収 
計 23,377,766 22,644,986 21,792,650 20,698,494 21,587,848

均等割 689,249 685,245 681,467 811,149 895,475

所得割 33,746,321 32,879,306 31,704,659 30,328,973 31,293,078

合

 

 

計 
計 34,435,570 33,564,551 32,386,126 31,140,122 32,188,554

（注）１．賦課額は当初賦課額による。ただし、特別徴収分については、６月から翌

年５月分までの課税分である。 

２．平成14年度以前は旧静岡市と旧清水市の数値の合算で示している。 

個人市民税の賦課額の推移
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個人住民税の納税の方法には普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかに

よって納税することになる。 

普通徴収とは、事業所得者などの市民税の納税の方法であり、納税通知書によって

市（区）から納税者に通知され、通常６月、８月、10月、翌年１月の４回の納期に分

けて納税することとなる。 

特別徴収とは、給与所得者の市民税の納税の方法であり、特別徴収税額通知書によ

り、市（区）から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月給与の支払の

際にその人の給与から税金を引き去り、これを翌月の10日までに市（区）に納税する

こととなる。特別徴収は、６月から翌年５月までの12ヶ月で徴収することとなってい

る。 

普通徴収及び特別徴収による個人市民税は、景気の低迷等より、いずれも減少傾向

にある。 

過去５年間における個人市民税納税義務者数の推移は以下のとおりである。 

 

個人市民税納税義務者数の推移                 （単位：人） 
区  分 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度  

均等割・所得割の者 94,451 95,091 93,424 93,504 122,661
均等割のみの者 13,992 14,897 15,905 16,246 14,619
所得割のみの者 26,989 26,594 25,680 27,185 2,345 注

普
通
徴
収

計 135,432 136,582 135,009 136,935 139,625
均等割・所得割の者 164,398 160,954 159,572 156,874 184,837

均等割のみの者 2,899 3,176 3,718 3,796 4,224
所得割のみの者 27,805 27,032 26,734 26,273 ― 注

特
別
徴
収

計 195,102 191,162 190,024 186,943 189,061
均等割・所得割の者 258,849 256,045 252,996 250,378 307,498

均等割のみの者 16,891 18,073 19,623 20,042 18,843
所得割のみの者 54,794 53,626 52,414 53,458 2,345

合 
計 

計 330,534 327,744 325,033 323,878 328,686

（注）平成17年度から均等割の納税義務を負う夫と生計をともにする妻で、夫と同じ

市町村に住所を有する者に対する均等割の非課税措置が廃止された。これにより、

原則として所得割のみの納税義務者はなくなったが、徴収方法の選択により、例

外的に所得割のみを普通徴収の方法によって納税する者が存在する。 

 

ア．納税義務者 

① １月１日現在、市（区）内に居住する個人・・・・・・・均等割と所得割 

② 市（区）内に居住しないが、１月１日現在、市（区）内に事業所や家屋敷を

所有する個人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・均等割 

ただし、①又は②に該当する個人であっても、所得等の状況によっては、非課税

となる場合がある。 

イ．税額計算方法 

  個人市民税＝所得割額＋均等割額 

  所得割額＝（前年の所得金額―所得控除額）×税率―税額控除 
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所得金額とは、所得割の税額計算の基礎となるもので、一般に収入金額から必要経

費を差し引いて算定される。所得の種類は、所得税と同じ①利子所得、②配当所得、

③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨

一時所得、⑩雑所得からなる。 

所得控除額とは、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによ

る出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税

負担を求めるために所得金額から差し引かれる額である。 

所得割は、所得が大きくなるにつれて、大きくなった部分の税率が段階的に高くな

り、所得が大きくなるほど多くの税金を納める仕組みとなっている。個人市民税の課

税所得段階による標準税率は以下のとおりである。 

 

個人市民税の標準税率 

課税所得の段階 標準税率 速算控除額 

200万円以下の金額 ３％ ― 

200万円を超え700万円以下 ８％ 100,000円 

700万円を超える金額 10％ 240,000円 

（注）平成19年度分の税率は、所得税から個人住民税へ税源移譲が行われるた

め一律６％となる。 

 

市民税の均等割額は一律年額3,000円である。なお、平成17年度から均等割の納税義

務を負う夫と生計を共にする妻で、夫と同じ市町村に住所を有する者に対する非課税

措置が廃止された。ただし、経過措置として平成17年度は、1 / 2 に軽減され、市民

税は年額1,500円となり、平成18年度から全額課税となった。 

ウ．事務手続（所得捕捉調査）の流れ 

個人市民税の所得捕捉調査（事後調査）の手続の流れは、以下のとおりである。 

なお、事後調査は、年度当初の賦課を行った後、未申告の者などを対象として、呼

び出しハガキの発送、申告受付、電話調査など、適正な賦課のために行う調査のこと

である。
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・ 事後調査台帳 

・ 事後管理リスト 

・ 呼び出しハガキ（往復） 

（一次精査後郵送分のみ出力） 

① 電算打出帳票 

 

・ 端末不明の給報、申告書等 

・ その他 

② 課税資料 

 

・ 当初市申通信欄 

・ 前年度異動届 

（退職時までの給与記載分） 

・ 前年度の事後台帳 

・ 事業所等課税資料 

（確申コピー） 

③ その他の参考資料 

精 査 

・管理リストを横線で消し、

理由を記入 

・事後フラグをオンライン

入力で削除 

・不要な台帳は、引き抜き、

各自保管 

ハガキ発送 呼び出し
整理・電話調

査等 最終報告

・台帳に必要事項を記入 

・②の中に対象者関連資料があれ

ば、台帳の裏面に貼付 

・回答ハガキは台帳に貼付 

・申告受付は、午前、

午後、昼休みの 

三交代制で行う 

・市民税申告で対応

・現地調査が必要と 

思われる者につい 

ては調査すること 

・地区担当者が入力 

と決裁を済ませる 

・勤務先判明したもの

等については電話

等により調査継続

すること 
・受付資料等は回収後、 

各地区担当者に配付 

・各地区担当者が入力と 

決裁を済ませる 

・顛末等を 

台帳に記載 

・個人情報入力 

・課税入力、決裁 

・内容に応じて 

 税通 

・税通あるいは 

 調査依頼など 

 の方策を検討 

 する 

・処理結果を各自 

月別結果記録表 

に記録した後、 

申告書台帳綴に 

 綴る 

申

告

・

回

答

事

後

調

査

不

要 

要事後調査

（ ※月次報告は不要 ）  決 裁 

申

告

・

回

答

※ 配当、報酬資料等については 

資料箋調査時に行う。 

７／１９～８／５         ８／１２      ９／５～９／６               未定（年内） 

       （８／９ 郵送はがき出力） 

未 済

≪ 平成17年度 所得捕捉調査（事後調査）の流れ ≫ 
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（２）実施した主な監査手続 

① 個人市民税の概要について担当者から聴取した。 

② 関係法令、条例、規則等の根拠規定を確認した。 

③ 申告書用紙を送付しているが申告書の提出のない者に対して、担当者にフォ

ロー状況等を質問して確認した。 

④ 未申告者の捕捉状況について担当者へ質問をし、関連資料を閲覧した。 

⑤ 課税客体の異動の捕捉状況について担当者へ質問し、関連資料を閲覧した。 

⑥ 減免一覧表を入手し、減免申請書と突合した。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監

査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べ

ているので参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア． 委託業務における管理について 

個人市民税においては、市県民税データエントリー業務（給与支払報告書、給与支

払総括表、公的年金支払報告書、社会保険庁年金一覧表、個人別チェックリスト、確

定申告書電算処理業務等）、普通徴収納税通知書封入封緘業務等を外部委託している。

いずれも個人市民税に関する個人情報を外部に持ち出すものであり、個人情報保護に

ついては委託契約書に添付する「個人情報の保護に関する取扱仕様書」において個人

情報の流出が生じないように規定している。また、市民税のデータを委託業者へ引き

渡す場合及び入力等を終了し委託業者が当該データを返却する場合には、送り状や課

税資料管理簿などで引き渡したデータが全て返却されたかを管理している。 

しかしながら、送付状（控）を閲覧したところ、送付した書類等の枚数を訂正した

場合に訂正印のないもの、課税資料管理簿が鉛筆書きになっているもの及び送付した

場合に市担当者の押印漏れがあるものが見受けられた。市民税データを外部に引き渡

し、回収する資料管理は個人情報保護に関しては重要なものであり、引き渡した枚数

や返却された枚数等が後日修正できないよう鉛筆書きではなくボールペン等で記載

し、訂正した場合には必ず訂正印を押すことが債権管理のためには必要である。 

イ． 税資料等を持ち出す場合の管理簿について 

臨戸（滞納者・納税者等の自宅や勤務先に訪問し、折衝すること。）において課税資

料を外部へ持ち出す場合に備え、管理簿により持ち出しと返却を管理している。葵区

役所と清水区役所の税務課に往査して当該管理簿を閲覧した。清水区役所においては、

「情報持ち出し記録簿」により持ち出した課税資料の内容、件数、持ち出し先、持ち

出し日、返却日を記載していた。情報持ち出し記録簿には、持ち出した担当者の押印

とともに、持ち出し時及び返却時に責任者の押印があり、持ち出された課税資料が全

てその日のうちに返却されたことが明瞭に記載されていた。葵区役所においても、同

様の「情報持ち出し記録簿」が整備されていたが、その記載様式は清水区よりも簡略

であり、持ち出し先や持ち出し資料の件数が記載されておらず、特に課税資料の返却

の場合における確認印が押されていなかった。そのため葵区の「情報持ち出し記録簿」

は、持ち出した課税資料等が全て返却されているかが判断できない管理簿となってい
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る。持ち出した課税資料が漏れなく返却されたかを把握すべき管理簿の整備運用が必

要であろう。 

 

２．法人市民税の賦課事務 

（１）概要 

法人市民税とは、法人に課税される市民税のことをいい、法人税割と均等割とがあ

る。法人税割とは、法人税額を課税標準として課される税をいい、均等割とは、法人

の資本金額、従業員数等の規模に応じて均等な額が課される税をいう。法人市民税の

調定額（現年課税分）の過去５年間の推移は以下のとおりである。 

 

法人市民税の調定額（現年課税分）の推移            （単位：千円） 
17年度 

区 分 13年度 14年度 15年度 16年度 
静岡市 蒲原町 計 

均等割額 2,434,769 2,367,434 2,311,335 2,284,481 2,366,863 41,605 2,408,468

法人税 

割額 
9,837,497 7,995,391 8,485,249 9,541,842 9,949,402 142,781 10,092,183

合計 12,272,266 10,362,825 10,796,584 11,826,323 12,316,265 184,386 12,500,651

（注）１．平成14年度以前は、旧静岡市と旧清水市の数値を合算して集計してある。 

２．平成17年度の静岡市の調定額（３月調定分）には旧蒲原町の法人町民税が

含まれている。 

 

法人市民税の調定額（現年課税分）の推移

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

（百万円）

均等割額

法人税割額

合計

 

ア． 納税義務者 

（ア）市内に事務所・事業所を有している法人・・・・・・・均等割と法人税割 

（イ）市内に事務所・事業所を有していないが、寮・宿泊所・クラブなどを有して

いる法人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・均等割 

（ウ）市内に事務所・事業所又は寮などを有している法人でない社団又は財団で、

代表者又は管理人の定めのあるもの・・・・・・・・・均等割（ただし、収益

事業を行う場合は均等割と法人税割） 
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イ．税額計算方法 

静岡市の法人税割の税率は、標準税率の12.3％であり（条例第22条）、均等割の税率

は、資本金及び従業員数により区分されている（条例第16条）。 

また、政令指定都市移行に伴い、平成17年４月１日以後に開始する事業年度分等か

ら区ごと（葵区、駿河区、清水区）に均等割が課税されている。 

ウ．課税事務のスケジュール 

① 決算月の翌月に申告書の発送 

② 月末までに受付した申告書の処理 

③ 課税処理事務 

④ 調定事務 

エ．課税処理の事務 

① 申告書のチェック及び電算入力票の訂正 

② 委託業者へ依頼してＦＤ(フロッピーディスク)に申告データを入力 

③ 申告データ入力済みのＦＤをバッチ処理により電算システム入力して、エラー

リストを作成する。エラーリストには行政区の区分が違っていたものや法人税割

の入力誤りなどがある。 

④ 申告書の区分（確定申告、予定申告等の区分）ごと法人番号順に並び替えを行

う。 

⑤ エラーを訂正する。 

⑥ 申告書と入力データとを照合し、電算システムへの入力処理を完了させる。 

⑦ １ヶ月分の課税を確定し、歳入調定の決裁を受ける。 

（２）実施した主な監査手続 

① 法人市民税の賦課の概要について担当者から聴取した。 

② 関係法令、条例、規則等の根拠規定を確認した。 

③ 賦課徴収事務に関する関係書類を閲覧した。 

④ 未申告者の捕捉状況について質問をして、関連資料を閲覧した。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監

査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べ

ているので参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア．法人市民税の均等割の申告における従業員数について 

法人市民税の均等割（年税額）及び平成17年度の納税義務者数は以下のとおりとなっ

ている（条例第16条）。 
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法人市民税の均等割（年税額）及び納税義務者数（平成17年度） 

資本等の金額 区内の従業者数 年税額（円）
納税義務者数

（人） 

50億円超 50人超 3,000,000 119

10億円超 

～50億円以下 
50人超 1,750,000 68

10億円超 50人以下 410,000 1,213

50人超 400,000 1301億円超 

～10億円以下 50人以下 160,000 956

50人超 150,000 3261千万円超 

～1億円以下 50人以下 130,000 3,390

50人超 120,000 2021千万円以下 

50人以下 50,000 14,436

上記以外の法人 50,000 85

（注）１．「資本等の金額」とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額の合計額

である。 

２．「区内の従業者数」とは、区内に有する事務所・事業所又は寮などの従業

員数の合計である。 

３．平成17年４月１日以後に開始の事業年度分等から区ごとの課税となって

いる。 

４．平成17年度の納税義務者数には旧蒲原町分が含まれている。 

 

法人市民税申告書に記載されている従業員数の妥当性については、何ら調査は実施

していない。均等割の課税区分については従業員数が50人以下と50人超において大き

く異なる場合がある。さらに分割法人においては、従業員数に基づいて法人税割を算

定するため、従業員数は重要な意味を持つ。従って、申告書と給与支払報告書総括表

などの従業員数を照合する必要がある。 

法人市民税の申告書の人数は、決算期末の従業員数であり、給与支払報告書総括表

は、年末調整において作成し、毎年１回１月末までに提出するものであり、当該総括

表の在職者人数とは必ずしも合致しないものである。しかしながら、従業員数50人近

くの法人市民税申告書の従業員数と総括表の在職者数を照合した結果、大きく相違す

る場合には実地調査することも検討されたい。 

イ．委託業務に関する管理について 

税務系データエントリー業務委託においては、毎月、委託業者に法人市民税の入力票を

引き渡して電算入力を依頼し、入力後にデータと法人市民税の入力票の返却が行われてい

る。業者に法人市民税の入力票を引き渡す時に「外部パンチ依頼 連絡票」において引き

渡した日時と件数が記載されているが、業者が当該入力票を受け取った受領印は受けてい

ない。返却する場合においては、返却日時と返却する入力票の件数が記載され、業者の押

印がされている。 
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法人市民税におけるデータを外部に持ち出す場合は、持ち出したデータを受領した

という双方の合意のもとで受領印を受けることが情報管理において極めて重要であ

り、また、後日双方の間で不一致等が生じた場合に貴重な証拠資料になるものである。

毎月業者にはデータの引き渡しと返却を受けていることから、課税管理簿のように送

付と返却の欄を設けて双方が押印をして引き渡し及び返却の事実を確認することが情

報管理において必要となろう。 

 

３．固定資産税の賦課事務 

（１）概要 

固定資産税とは、毎年１月１日（「賦課期日」という。）に、土地、家屋、償却資産

（これらを総称して「固定資産」という。）を所有している者が、その固定資産の価格

をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金である。 

ア．静岡市における固定資産税の状況 

平成17年度の静岡市における固定資産税の徴収金額は52,738,660千円（現年度分 

51,945,523千円、滞納繰越分793,136千円）であり、同年度の市税収入全体に占める割

合は45.5％と高い水準にある。このことから、固定資産税が市税収入の根幹をなす重

要なものであるといえる。また、固定資産税の収入未済額は3,625,418千円であり、同

年度の市税全体の収入未済額に占める割合は46.6％である。 

 

平成17年度実績                       （単位：千円） 

区分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
収入未済率

（％） 
現年課税分 53,037,057 51,945,523 1,322 1,094,736 2.1
滞納繰越分 3,574,343 793,136 251,634 2,530,682 70.8

計 56,611,400 52,738,660 252,957 3,625,418 6.4

 

過去５年間の調定額、収入済額及び収入未済額等の推移は以下のとおりである。 

 

固定資産税の調定額等の推移（滞納繰越分） （単位：千円）

区分 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

調定額 2,586,137 2,783,948 3,585,887 3,355,555 3,574,343
収入済額 662,062 636,160 1,198,826 744,906 793,136

不納欠損額 104,969 146,403 124,672 180,569 251,634
収入未済額 1,819,266 2,001,667 2,263,133 2,430,646 2,530,682
収納率(％) 25.6 22.9 33.4 22.2 22.2

（注）13年度分及び14年度は合併前の旧静岡市と旧清水市の数値を合算して算出して

ある。 

固定資産税の調定額等の推移（現年課税分） （単位：千円）

区分 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

調定額 56,369,770 56,522,580 53,444,547 53,106,555 53,037,057
収入済額 55,408,041 54,938,787 52,358,245 51,997,647 51,945,523

不納欠損額 867 1,568 771 477 1,322
収入未済額 962,367 1,583,446 1,092,121 1,111,783 1,094,736
収納率(％) 98.3 97.2 98.0 97.9 97.9



 

  号    外        静 岡 市 報        平成19年3月31日    52 

 

収入未済額及び不納欠損額の推移は以下のとおりである。 

固定資産税　収入未済額等の推移
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収納率（現年課税分、滞納繰越分）の推移は以下のとおりである。 

 

固定資産税　収納率の推移
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固定資産税 収納率の推移
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また、固定資産税の調定額及び納税義務者の推移は以下のとおりである。 

 

固定資産税の調定額の推移 （単位：千円）

13年度 14年度 
区分 

旧静岡市 旧清水市 旧静岡市 旧清水市
15年度 16年度 17年度 

土地 17,797,416 9,653,489 17,379,193 9,572,947 26,095,758 25,236,939 24,784,978

家屋 13,552,916 6,055,178 14,072,386 6,306,013 18,648,218 19,451,152 20,104,354

小計 31,350,332 15,708,667 31,451,579 15,878,960 44,743,976 44,688,091 44,889,332

償却 

資産 
5,679,118 3,631,652 5,548,047 3,643,991 8,679,180 8,323,692 8,087,889

交付金 200,488 249,800 198,497 240,959 430,116 462,100 456,890

計 37,229,938 19,590,119 37,198,123 19,763,910 53,853,272 53,473,883 53,434,111

（注）１．交付金とは、固定資産税を課すことができない国又は地方公共団体が所有

する公務員宿舎、民間貸付地等に対し固定資産税に準ずるものとして、所在

市町村に交付されるものである。 

２．「税務統計書 平成18年1月1日」より記載した。 

 

納税義務者の推移  （単位：人）

13年度 14年度 
区 分 

旧静岡市 旧清水市 旧静岡市 旧清水市
15年度 16年度 17年度 

土地 

家屋 
149,298 80,093 151,351 80,925 233,618 235,067 237,583

償却 

資産 
5,249 3,213 5,220 3,071 8,084 6,784 7,130

計 154,547 83,306 156,571 83,996 241,702 241,851 244,713
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イ．賦課事務手続の流れ 

 

固定資産税の賦課事務の流れは、土地、家屋、償却資産に区分される。それぞれの

流れは以下のとおりである。 

 

土地賦課事務の流れ 

①異動状況の把握（登記済通知書等） 

↓ 

②物件の特定（調査図：公図、マッピングシステム（注）を利用） 

↓ 

③現地調査（必要に応じ所有者への聞き取り調査） 

↓ 

④個別土地に対する補正等の検討（評価基準、評価要綱による） 

↓ 

⑤異動情報の電算入力（権利関係及び土地状況） ＝ 評価調書の作成 

家屋賦課事務の流れ 

①異動状況の把握（登記済通知書等） 

↓ 

②物件の特定（調査図：住宅地図、マッピングシステムを利用）、所有者へ連

絡 

↓ 

③現地調査（新増築、滅失） 

↓ 

④建物情報の電算入力（家屋評価システム、調査図面及び計算書の作成） 

↓ 

⑤家屋評価システム情報の吸い上げ 

↓ 

⑥ 異動情報の電算入力（権利関係） ＝ 評価調書の作成 

                             
（注）  地図情報システムのこと。  
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償却資産賦課事務の流れ 

①納税義務者へ申告書発送（12月中旬） 

↓ 

②申告書提出（1月31日申告書提出期限） 

↓ 

③申告内容の精査（必要に応じ申告者に聞き取り調査） 

↓ 

④異動情報の電算入力（2月末日まで）＝ 評価調書の作成 

 

また、「固定資産税課税フローチャート」のとおり登記済通知書、納税義務者からの

申告、航空写真、現地確認等により課税客体を把握して課税標準額を算定し、税額を

算出している。 
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固定資産税課税フローチャート 

 

（ア）評価のしくみ 

 

（備考） 

・地方自治法第223条 … 地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴

収することができる。 

・地方税法第２条  … 課税権 

・地方税法第３条  … 税目、課税客体、税率等は、条例で定めなければならない。 

総  務  大  臣 

評価の基準並びに評価の実施の

方法及び手続きを定める（388） 評
価
基
準 

地方財政審議会(総務省設置法第9条) 

評価基準の決定について総務大臣がそ

の意見を求めたものについて審議する

(388-2) 

 両議院の同意を得て総務大臣が任命

する5人 

県   知   事 

市町村長に対して固定資産の評価に

関して援助を与える(401) 

・ 評価基準についての指導 

・ 固定資産評価員の研修 

・ 総務大臣が作成した資料の使用方

法についての指導 

・ 評価が困難な資産評価の助言 

・ 不動産取得税との不均衡を認めた

場合の助言 

県固定資産評価審議会 

評価に関する事項で県知事がその意見

を求めたものについて調査審議する(40

1-2) 

 国・県の職員及び市町村の職員並びに

学識経験者で県知事が任命する12人 

市      長 

評価基準によって固定資産の価格を

決定する(410) 

評価調書を受理

し3/31までに価

格を決定する(4

10) 

価

格

決

定 

価格等

を登録

する(4

11) 

台

帳

登

録 

4/1から4/20又

は第 1期納期限

まで関係者の縦

覧に供する(4 1

6) 

縦

覧 

固定資産評価員（助役） 

市長の指揮を受けて固定資産を適正

に評価し、且つ市長が行う価格の決定

を補助する(404) 

評   価 

評価調書を作成し市

長に提出する(409) 

市長が必要と認める場合、評価に関す

る知識及び経験を有する者に評価員

の職務を補助させることができる(40

5) 

実地調査 

毎年少なくとも一回

実地調査する(408) 

 固定資産評価補助員 
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（イ）評価のしくみ 

 

 

 

課税団体 

固定資産の所在する市町村

(342) 

【平成18年度より所在する

区(737)】 

課税客体 

・ 土地 

・ 家屋 

・ 償却資産(342) 

納税義務者 

・ 登記簿に所有者として

登記されている者 

・ 補充課税台帳に所有者

として登録されている

者(343) 

課税標準額 

課税台帳及び補充課税台帳

に登録された価格(349) 

税   率 

標準税率1.4/100(350) 

→市税条例により1.4％と

する(条例66) 

納税の通知(通知書の送達) 

普通徴収による(364) 

非課税 

用途非課税 

・ 公衆用道路等公用又は公共の用に

供するもの 

・ 宗教法人、学校法人及び社会福祉

法人等が本来の用に供するもの 

人的非課税 

・ 国、地方公共団体の資産 など 

課税標準の特例 

・ 登録有形文化財など(349 の 3) 

・ 住宅用地(349 の 3 の 2) 

・ 時限措置的特例(附 15)

免 税 点 

・ 土地 20 万円 

・ 家屋 30 万円 

・ 償 却 資 産  150 万 円

不均一課税 

公益上その他事由に因り必要がある場

合(6) 

→市税条例により規定(条例67) 

 ※国際観光ホテル整備法により登録

された家屋 

税の減額 

新築住宅の軽減(附16) 

特定市街化区域農地の貸家住宅の軽減

(附16)

減  免 

天災その他特別の事情がある者、貧困

により生活のため公私の扶助を受ける

その他特別の事情のある者(367) 

→市税条例により規定(条例77) 

徴収額の決定 
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（２）実施した主な監査手続 

① 固定資産税賦課業務に関する事務の流れについてヒアリングを行うとともに、

関連帳票類を入手し、法どおりに事務事業が実施されていることを確認した。 

② 固定資産税賦課決定手続の網羅性を確保するための施策についてヒアリングを

実施するとともに、関連帳票類を入手して課税漏れが起きない体制が確保されて

いるかどうかを確かめた。 

③ 固定資産税の税額計算の正確性について確認した。 

④ 非課税及び減免の手続が法令等の規定に基づいて適正に行われているかを確か

めた。 

⑤ 過料、不申告、過少申告等に対する賦課徴収が適正に行われているかどうかを

確かめた。 

⑥ 平成 16 年度宅地利用実態調査の内容と結果についてヒアリングを実施した。 

⑦ 平成 17年度重点実施項目及び職場研修計画等についてヒアリングを実施すると

ともに、関係資料を入手して賦課事務に関する組織体制の状況を確かめた。 

⑧ 情報セキュリティに関する取組み状況が適正であるかどうかを確かめた。 

（３）監査結果 

監査の結果、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監査の結果に関連し

た意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べているので参照さ

れたい。 

 

４．軽自動車税の賦課事務 

（１）概要 

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車（こ

れらを「軽自動車等」という。）の所有者に対して課税される税金をいう。 

過去５年間における軽自動車税の調定額の推移（現年課税分）は以下のとおりであ

る。 
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軽自動車税の調定額等の推移（現年課税分）       （単位：件、千円）  

区  分  13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

件数 78,270 76,804 76,131 75,225 74,075
50cc以下 

税額 78,301 76,847 76,224 75,397 74,294

件数 6,691 6,388 6,602 6,373 6,17950ccを超え 

90cc以下 税額 8,029 7,665 7,922 7,647 7,414

件数 5,017 5,263 5,554 5,810 6,16490ccを超え 

125cc以下 税額 8,027 8,420 8,886 9,296 9,862

件数 89,978 88,455 88,287 87,408 86,418

原
動
機
付
自
転
車 

計 
税額 94,357 92,933 93,032 92,341 91,571

件数 9,686 9,794 9,979 10,269 10,643
二輪 

税額 23,245 23,505 23,949 24,645 25,543

件数 7 8 8 10 9
三輪 

税額 21 24 24 31 27

件数 51,569 56,185 61,096 65,913 70,381
四輪乗用 

税額 371,296 404,531 439,891 474,573 506,739

件数 44,150 43,191 42,042 41,378 40,805
四輪貨物 

税額 175,649 171,819 167,174 164,469 162,151

件数 105,412 109,178 113,125 117,570 121,838

軽
自
動
車 

計 
税額 570,213 599,881 631,039 663,719 694,461

件数 773 789 797 800 800
農耕用 

税額 1,236 1,261 1,275 1,280 1,280

件数 2,430 2,444 2,463 2,474 2,554その他小型特殊自動

車 税額 11,420 11,486 11,576 11,627 12,001

件数 8,344 8,332 8,530 8,480 8,565
二輪の小型自動車 

税額 33,376 33,328 34,120 33,920 34,260

件数 206,937 209,198 213,202 216,732 220,175
合  計 

税額 710,605 738,892 771,043 802,888 833,574

（注）１．平成14年度以前は旧静岡市と旧清水市の数値を合算している。 

２．毎年度４月１日現在の数値で集計してある。 
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軽自動車税調定額の推移
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ア．納税義務者 

４月１日現在、軽自動車等を所有（又は使用）している個人、法人（条例第86条、

第90条第１項）。 

 

イ．申告 

軽自動車等の申告は、主として新規（ナンバー取得）、名義変更（所有者の変更）、

廃車（登録抹消、所管変更）の３つに分類される。 

軽自動車等の所有者等は、これらの理由が発生した場合、新規及び名義変更につい

ては、軽自動車等の所有者等になった日から15日以内に、廃車については、所有者等

でなくなった日から、30日以内に申告しなければならない（条例第92条第１項から第

３項）。 

納期は、５月15日から６月５日までである（条例第90条第２項）。 
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ウ．税額は以下のとおりである（条例第89条、第90条） 

軽自動車税の税額                      （単位：円） 

車 種 規  格 税額（年額） 

総排気量0.05㍑以下、定格出力0.6ｋｗ以

下のもの 

1,000

2輪で総排気量が0.05㍑を超え、0.09㍑以

下又は定格出力0.6ｋｗを超え、0.8ｋｗ

以下のもの 

1,200

2輪で総排気量が0.09㍑を超え又は定格

出力0.8ｋｗを超えるもの 

1,600

原動機付自転車 

3輪以上のもので総排気量が0.02㍑を超

え、又は定格出力0.25ｋｗを超えるもの 

2,500

2輪のもの 2,400

3輪のもの 3,100

乗用のもの 

営業用 5,500

自家用 7,200

貨物用のもの 

営業用 3,000

4輪以上のもの 

自家用 4,000

軽自動車 

専ら雪上を走行するもの 2,400

農耕作業用のもの 1,600小型特殊自動車 

その他 4,700

2輪の小型自動車  4,000

 

エ．非課税 

国、県、市町村、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては軽自動車税

を課することはできない（法第443条）。 

また、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供す

るもので、救急用のものに対しては、軽自動車税は課されない（条例第87条）。 

オ．課税免除 

以下に該当する軽自動車税等に対しては、軽自動車税を課さない（条例第88条）。 

① 商品であって使用しないもの（車体試験のため使用するものを含む。） 

② 私立学校において専ら生徒の教育練習の用に供するもの 

カ．減免 

以下の軽自動車等については、軽自動車税を減免することができ、減免を受けよう

とする者は納期限前７日までに必要な申請書を提出しなければならない（条例第94条、

第95条）。 
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減免申請は１年ごとの更新で、毎年度申請し、承認を受ける必要がある。また、以

下の③に該当する場合には、自動車税（県税）を含め、１台のみ減免の対象となる。 

① 公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等（条例第94条第１項第

１号） 

② 貧困により生活のため公私の扶助を受けるものが所有する原動機付自転車（同

条第１項第２号） 

③ 身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等で身体障害者等のために当該

身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等を常時介護する者が運転

するもの（条例第95条第１項第１号） 

④ その構造が専ら身体障害者等の利用に供するものである軽自動車等（同条第１

項第２号） 
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平成17年度の車種別減免件数及び減免対象税額は以下のとおりである。 

 

車種別減免件数及び減免対象税額                （単位：件、円） 

区   分 

第94条 

第１項 

第１号 

（公益） 

第94条 

第１項 

第２号 

（生保） 

第95条 

第１項 

第１号 

（身障） 

第95条 

第１項 

第２号 

（構造） 

合計 

件数 128 ― 12 ― 140原付第1種 

（50ccまで） 
税額 128,000 ― 12,000 ― 140,000

件数 ― ― 4 ― 4原付第2種乙（90

ccまで） 
税額 ― ― 4,800 ― 4,800

件数 1 ― 2 ― 3原付第2種甲（12

5ccまで） 
税額 1,600 ― 3,200 ― 4,800

件数 ― 2 ― 2軽二輪 

（250ccまで） 
税額 ― 4,800 ― 4,800

件数 ― ― ― ―自動二輪 

（250cc超） 
税額 ― ― ― ―

件数 42 407 3 452軽四輪 

（乗用） 
税額 302,400 2,930,400 21,600 3,254,400

件数 50 136 7 193軽四輪 

（貨物） 
金額 200,000 544,000 28,000 772,000

件数 ― ― 1 1軽四輪 

（貨物・営業） 
金額 ― ― 3,200 3,000

件数 221 ― 563 11 795
合   計 

金額 632,000 ― 3,499,200 52,600 4,183,800

 

キ．賦課の手続 
① 静岡県軽自動車販売店協会より軽自動車税申告書（軽二輪・軽四輪・自動二輪）

が新規登録、番号変更、名義変更、廃車の四種別に分類されて、一週間分ごとに

まとめられて、週に一度送付されてくる。 

② パンチ依頼の準備をする。 

車種別、車両番号順にそろえて、整理番号を端末で確認し、申告書に記入する。 

③ 毎週水曜日に委託業者へパンチ依頼のため FD(ﾌﾛｯﾋﾟｰﾃﾞｨｽｸ)と申告書を渡す。 

④ 毎週金曜日に委託業者より FD と申告書が納品される。 
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⑤ 毎週金曜日に情報政策課で FD をシステムでバッチ処理し、パンチエラーリスト

を作成する。 

⑥ 毎週月曜日にパンチエラー分、郵送された廃車分、番号変更申告書を端末処理

して、一週間分の入力分をバッチ処理する。そして各区、全市分の軽自動車税調

定書が出力される。 

⑦ 静岡県軽自動車販売店協会分を、課税課にてチェック後、新規登録、名義変更、

廃車に分別して各区役所に配付する。 

（２）実施した主な監査手続 

① 軽自動車税の概要について担当者から状況を聴取した。 

② 関係法令、条例、規則等の根拠規定を確認した。 

③ 賦課徴収事務に関する関係書類を閲覧した。 

④ 課税客体の異動の捕捉状況について、関係資料を閲覧した。 

⑤ 減免一覧表を入手して減免申請書と突合した。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記指摘事項を除き、特に問題となる事項は認められなかった。なお、

監査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述

べているので参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア．標識（ナンバープレート）の在庫の残高管理について 

新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等になった者

は、標識交付申請書を提出し、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければ

ならない（条例第96条第１項）。また、標識交付証明書の交付を受けた後において当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、

当該標識及び標識交付証明書を返納しなければならない（同条第５項）。商品である原

動機付自転車又は小型特殊自動車を試乗又は販売のため運行する場合においては「試

乗標識」の交付を受け、取り付けなければならない（条例第97条第１項）。また、「試

乗標識」の有効期限は交付の日から翌年の１月31日までである（同条第５項）。 

葵区役所税務課に往査したところ、申請者に交付される標識（ナンバープレート）

は課の窓口近くと市役所の倉庫に保管されていた。標識交付申請書に標識番号を記載

しているが、標識についての受払簿は存在していなかった。そのため現在標識の残高

がどれだけあるのかはすぐに把握できない状況にあった。標識は定期的に業者に発注

を行うが、残高の管理ができないと効率的に発注を行うことが困難であろう。試乗標

識については有効期限が１年間であることから受払簿があったが、通常使用する標識

についても受払簿による残高管理が必要であろう。 

イ．委託業務に関する管理について 

税務系データエントリー業務委託においては、毎週、委託業者に軽自動車税の申告書を

引き渡して電算入力を依頼し、入力後にデータと軽自動車税の申告書の返却が行われてい

る。業者に軽自動車税の申告書を引き渡す時には何ら台帳等で受け渡しの管理をしておら

ず、返却の際に納品書で確認しているだけである。 

軽自動車税におけるデータを外部に持ち出す場合は、持ち出したデータを受領したとい
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う双方の合意のもとで受領印を受けることが情報管理において極めて重要なものであり、

また、後日双方の間で不一致等が生じた場合に貴重な証拠資料になるものである。毎週業

者にデータを引き渡し、返却を受けていることから、課税管理簿のように送付と返却の欄

を設けて双方が押印をして引き渡し及び返却の事実を確認することが情報管理において必

要であろう。 

 

５．入湯税の賦課事務 

（１）概要 

鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設

等の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、

入湯客に課する税で、目的税である（法第701条、条例第132条）。鉱泉浴場所在の市町

村においては、入湯施設と市町村の行政との間の関連性が強いことから、各種施設整

備のための費用を入湯施設の利用者に応分の負担をさせようとする趣旨であり、鉱泉

浴場の入湯客が納税義務者となる。鉱泉浴場とは、原則として温泉法で規定する温泉

を利用する浴場のほかに、同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用す

る浴場、一般的に鉱泉浴場と認識されるものを含む。ただし、静岡市においては、温

泉法で規定する温泉を利用する浴場のみを課税している。 

入湯税の標準税率は、入湯客１人１日150円である（法第701条の２）。「入浴客１人

１日」の解釈は、１泊２日の利用を１人１日として取り扱っている。 

入湯税を「行為的性格」から見た場合は、全ての入湯行為に課税することになるが、

これを補完、修正するものとして「奢侈税的性格」を考慮して奢侈性がない、又は極

めて希薄であると認められるものについては、課税免除の措置を講ずる余地がある。

①13歳未満の者の入湯行為、②日常生活における衛生上の観点から共同浴場や一般公

衆浴場への入湯行為、③「ふれあい健康増進館ゆらら」への入湯行為、④教育活動に

おける入湯行為、⑤日帰り入湯行為については、入湯税は課税免除となっている（条

例第133条）。 

徴収は特別徴収の方法により徴収され、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者

が特別徴収義務者に指定される（法第701条の３、第701条の４第１項）。入湯税納入申

告書には、その月の１日から末日までの「課税対象の入湯客数」及び「日帰り入湯客

数」並びに「課税免除の入湯客数」をそれぞれの欄に記入して申告し、翌月15日まで

に所定の金融機関に納入することとなる。 

過去５年間における入湯税の調定額等の推移は以下のとおりである。 
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入湯税の調定額等の推移                   （単位：人、千円） 

13年度 14年度 
区 分 

旧静岡市 旧清水市 旧静岡市 旧清水市
15年度 16年度 17年度

入湯客 215,832 1,201 199,592 1,023 179,650 210,896 74,493
調定額 32,375 180 29,939 153 26,948 31,634 11,173
収入済額 32,350 180 29,582 153 26,926 31,634 11,173
滞納繰越分収入
済額 

― ― 24 ― 331 52 ―

（注） 平成17年度より「日帰り入湯行為」については課税免除となったため、入湯

税の対象の入湯客数は減少している。 
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（２）実施した主な監査手続 

① 入湯税の課税状況について関係者に質問をし、概況を確かめた。 

② 入湯税に関する課税資料の保管状況を視察し、個人情報保護が遵守されている

かを確かめた。 

（３）監査結果 

監査の結果、特に問題となる事項は、認められなかった。なお、監査の結果に関連

した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べているので参照

されたい。 

 

６．特別土地保有税の賦課事務 

（１）概要 

土地又はその取得に対して土地の所有者又は取得者に課する市税である。土地の投

機的取得及び保有を抑制し、宅地の供給を図るため昭和48年に創設された。 
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課税団体及び納税義務者については、土地（取得以後10年以内のもの）又は土地の

取得に対し、その土地の所在市町村が、その土地の所有者又は取得者を納税義務者と

して課するものとされている（法第585条）。 

① 課税客体 保有分：土地の所有（取得後10年間課税） 

 

② 

 

③ 

 

 

 

④ 

 

⑤ 

⑥ 

 

納税義務者 

 

税額 

 

 

 

免税点 

 

徴収方法 

徴収猶予 

取得分：土地の取得 

保有分：土地の所有者 

取得分：土地の取得者 

保有分 

土地の取得価額×1.4％－固定資産税相当額 

取得分 

土地の取得価額×3％－不動産取得税相当額 

指定都市の区の区域及び特別区の区域   2,000㎡ 

都市計画区域を有する市町村の区域    5,000㎡ 

申告納付 

以下のとおり 

納税者又は特別徴収義務者が、災害あるいは事業の廃止等のために納税を一時にで

きない場合、又は賦課決定等の処分の遅延のために納税が一時にできない場合におい

て、地方公共団体の長は、納税資金調達の時間的余裕を与えるため、一時、徴収を猶

予することができる（法第15条）。特別土地保有税においては以下の場合に徴収を猶予

できるものとなる。 

（ⅰ）非課税土地として利用することが確実な計画があること（法第601条）。 

（ⅱ）国・地方公共団体への譲渡、宅地供給に資する譲渡という特例譲渡をすること

（法第602条）。 

（ⅲ）免税土地として利用する確実な計画があること（法第603条の２の２）。 

従来は、免除土地として利用することの確実な計画がある場合の徴収猶予は最大10

年であるが、非課税土地と特例譲渡等については、徴収猶予の延長期間に制限がなく、

徴収猶予期間が長期にわたることが予想されたことから、平成17年度より現行の徴収

猶予期間の終期の到来後は、延長期間を最大10年に制限することとなった。ただし、

土地区画整理事業等に係る土地の場合、災害が発生した場合について所要の例外措置

を講じるとしている。徴収猶予期間内に建築物等が完成されれば、徴収猶予の台帳か

ら消し込まれる。しかし、徴収猶予期間内に建築物等が完成しなければ、課税の対象

となってしまう。静岡市においては徴収猶予期間が経過し、課税されたケースは数件

あるだけである。徴収猶予された場合には歳入調定を行わないため、日々の残高は徴

収猶予の台帳で管理されることとなる。 

特別土地保有税は、土地の投機的取得及び保有を抑制し、宅地の供給促進を図ると

いう当初の必要性が薄れたため、平成15年度以降、当分の間、新たな課税は行われな

くなった。ただし、徴収猶予となっているものがあるため収入未済額は減少するもの

の当分残ることとなる。 

過去５年間の調定額、収入済額及び不納欠損額の推移は以下のとおりである。 
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特別土地保有税の調定額等の推移(現年課税分)         （単位：千円） 

13年度 14年度 
区 分 

旧静岡市 旧清水市 旧静岡市 旧清水市
15年度 16年度 17年度

調定額 23,891 20,131 33,089 12,707 3,362 ― ―

収入済額 22,678 17,314 30,121 10,970 3,337 ― ―

収入未済額 212 2,816 2,968 1,737 24 ― ―

不納欠損額 ― ― ― ― ― ― ―

 

特別土地保有税の調定額等の推移(滞納繰越分)        （単位：千円） 

13年度 14年度 
区 分 

旧静岡市 旧清水市 旧静岡市 旧清水市
15年度 16年度 17年度

調定額 20,568 11,051 19,300 13,483 36,836 31,977 29,474

収入済額 176 16 90 ― 3,050 23 7,336

収入未済額 19,087 10,665 19,082 13,048 31,952 29,474 21,982

不納欠損額 1,304 367 128 435 1,834 2,479 155

（注）平成15年度及び平成16年度においては特別土地保有税の対象である納税者のう

ち一部の法人が倒産し居所不明となったことなどから、多額の不納欠損額が生じ

た。 

 

特別土地保有税の調定額等の推移
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（注）平成17年度は、対象土地の競売による配当等により滞納繰越分が回収されたために

収入済額が増加した。 
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徴収猶予の発生年度別残高は以下のとおりである。 

 

特別土地保有税 徴収猶予発生状況の推移 （単位：千円）

年 度 取得分 保有分 合 計 

平成５年度 2,468 1,760 4,229

平成６年度 ― 2,944 2,944

平成７年度 ― 19,583 19,583

平成８年度 1,278 19,623 20,901

平成９年度 710 20,266 20,976

平成10年度 ― 16,798 16,798

平成11年度 82 18,998 19,080

平成12年度 945 17,764 18,709

平成13年度 ― 29,597 29,597

平成14年度 15,546 16,372 31,918

合 計 21,031 163,708 184,739

 

収入未済額の発生年度別内訳は以下のとおりである。 

 

特別土地保有税 収入未済額の推移 （単位：千円） 

年 度 取得分 保有分 計 

昭和63年度 267 ― 267

平成元年度 ― 50 50

平成２年度 ― 50 50

平成３年度 ― 50 50

平成４年度 ― 187 187

平成５年度 ― 185 185

平成６年度 ― 114 114

平成７年度 ― 1,973 1,973

平成８年度 ― 5,135 5,135

平成９年度 15 3,110 3,125

平成10年度 1,384 2,695 4,079

平成11年度 53 2,547 2,601

平成12年度 1,003 902 1,906

平成13年度 ― 1,110 1,110

平成14年度 17 1,116 1,133

平成15年度 10 ― 10

合 計 2,751 19,230 21,982
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（２）実施した主な監査手続 

① 特別土地保有税の概要について担当者から状況を聴取した。 

② 関係法令、条例、規則等の根拠規定を確認した。 

③ 賦課徴収事務に関する関係資料を閲覧した。 

④ 徴収猶予一覧表を入手して、関係書類と突合した。 

⑤ 現場視察を行い関係資料の保管状況を確認した。 

（３）監査結果 

監査の結果、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監査の結果に関連し

た意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べているので参照さ

れたい。 

 

７．収納事務 

（１）概要 

市税に関する納税義務者が確定した場合、納税通知書が送付され、納税義務者は現

金で納付することになる。納税者は、静岡市の指定金融機関、あるいは全国の郵便局

の窓口で納付することで、納税が完了する。また、市税は納税義務者が定められた期

日（「納期限」という。）までに、自ら納めることになっている（これを「自主納税」

という。）。 

ア．静岡市における収納の状況 

静岡市における過去5年間の収納率の推移は以下のとおりである。 

 

市税収納率の推移                        （単位：％） 

年 度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

現年課税分 98.4 95.9 98.2 98.1 98.2

滞納繰越分 22.4 19.9 43.3 19.5 19.9静岡市 

計 94.8 92.0 93.9 93.4 93.4

現年課税分 98.4 95.5  

滞納繰越分 25.7 23.6  
旧 

静岡市 
計 94.9 92.0  

現年課税分 98.5 96.6  

滞納繰越分 14.9 12.5  
旧 

清水市 
計 94.7 92.1  

（注）１．平成14年度は旧静岡市と旧清水市との合併による打切り決算である。この

ため、平成15年度の滞納繰越分の収納率が増加している。 

２．平成17年度は、旧蒲原町分を含む。 
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 各市の市税収納率の推移                    （単位：％） 

都市名 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

政令指定都市   

仙台市 92.8 92.6 93.0 93.1 93.7

さいたま市 91.0 90.8 91.0 91.8 92.7

千葉市 92.6 92.7 92.6 92.5 88.7

横浜市 93.5 94.1 94.6 95.3 96.2

川崎市 94.0 93.9 94.2 94.9 95.6

静岡市 94.8 92.0 93.9 93.4 93.4

京都市 94.5 94.8 95.5 95.9 96.6

大阪市 93.9 93.3 93.3 93.9 94.4

堺市 92.2 92.0 92.2 92.5 93.6

広島市 94.1 94.0 94.4 94.6 95.1

北九州市 94.1 94.0 94.6 95.3 96.0

福岡市 94.8 94.5 94.8 95.1 95.3

県内市   

沼津市 90.9 90.5 90.3 90.4 90.9

掛川市 95.3 94.9 94.6 92.5 95.0

浜松市 92.9 93.1 93.4 93.6 94.0

（注）収納率は各市への照会に基づいたものである。 

 

静岡市の収納率は、収納率向上に積極的に取り組んでいる横浜市や京都市などの都

市と比較すると、低い水準にあることがわかる。 

イ．収納事務手続の流れ 

納税義務者より納付された市税は「収納消込事務フローチャート」のとおり指定金

融機関、全国郵便局を経て出納課に集められ、それらの情報が各種のチェック処理後、

収納対策課のシステムに反映される。 
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※ 済通は、領収済み通知書
特徴は、特別徴収
郵振は、郵便振替
口振は、口座振替
二重枠は、ｵﾝﾗｲﾝ中ﾊﾞｯﾁ処理
三重枠は、ｵﾝﾗｲﾝ後ﾊﾞｯﾁ処理

18.7
収納対策課

収納消込事務フローチャート

払込取扱票
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指
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）
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連
絡
票名古屋

貯金事務
センター

済通チェック
ヘッダー付け

システム管理課
パンチャー

収納対策課
OCR

結果処理CT受入
口振分チェック
（口振集計表）

送金

（納付書）

（振込用紙）

領収

（領収書）
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課

①特徴
②法人・諸税
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④３税当初納付書
　　再交付納付書
　督促状・A1催告書

不能通知書（納付書付）

FDへ
パンチ

（現金）

（済通）

口振

収納済通知書
（連記集計票）

（済通）

A（特徴）

Ｂ（３税・諸税）

C（法人）

（済通）
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↓
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↓
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（ｴﾗｰ修正）

送付票
ﾊﾟﾝﾁ依頼

①②③

④

ﾃﾞｰﾀ転送

ﾌｧｲﾙ転送

送付票確認ﾘｽﾄ

ｴﾗｰ修正

　　市税徴収・収納支援システム（MC）
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（２）実施した主な監査手続 

① 市税の収納消込事務についてフローチャートに基づき、消込処理の正確性を検

証した。 

② 現金領収の処理が適正に行われているかどうかを確かめた。 

③ 領収書等の取扱いが適正に行われているかどうかを確かめた。 

④ 情報セキュリティに関する取組み状況が適正に行われているかどうかを確認し

た。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監

査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べ

ているので参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア．コンピュータ室への入退管理について 

市税収納支援システムの運営管理を担当しているのは、システム管理課ではなく、

収納対策課である。そのため、市税収納支援システムのサーバーは、システム管理課

が管理している電算室に設置しておらず、庁舎内の一室を福祉関連システムと共同で

専用の部屋として使用している。当該部屋への入退管理の状況は、システム運用の委

託業者が入室する時に入退室管理簿に記入することが定められているのみであり（「情

報セキュリティ市税収納支援システム実施手順」）、市職員に関しては特に定めはない。

また、委託業者の入退室に関しても、パスワードやセキュリティカードといった手法

で制限しているわけではなく、業者の自主的な管理に委ねているのが実情である。 

情報システムを不正行為から保護するためには、コンピュータ室への入退室を許可

された者のみに限定する仕組みを導入することにより、無権限者による機密情報への

アクセスを防止することが必要である。この点、システム管理課が管理している電算

室の入退管理は、網膜をセンサーでチェックするシステムを導入しており、サーバー

室への入退室に関しては二重の網膜センサーによるチェックを通過する必要があり、

アクセス制限に関しては厳重に管理されている。 

市税収納支援システムで扱っている情報は、市税の滞納者に関する履歴情報も含ま

れていることから、機密の重要度も極めて高いものと考えられる。よって、本来であ

れば、システム管理課が管理している電算室で管理することが必要なシステムである

といえる。 

電算室での管理を早期に実現することが必要であるが、当面の対応策として入口の

ドアは常時施錠するようにして、パスワードあるいはIDカードにより許可された者だ

けしか入室できないような仕組みを導入することが必要である。また、福祉関連シス

テムと共同で使用していることから、コンピュータ室の管理責任部署と管理責任者を

しっかりと定めて管理していくことも必要である。 

イ．領収証の管理について 

書き損じた領収証の管理状況を閲覧したところ、しっかりと×印や廃棄印を押して

３枚綴りをホッチキス止めしているものもあれば、何の処理もしていないものも散見

された。領収証の不正利用を防止する観点から、書き損じた領収証については再利用
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できないように廃棄印を全て押印した上で、３枚綴りをホッチキス止めしておくよう

に処理を徹底することが必要である。 

また、使用しない時の領収証用紙は、領収印とともに施錠付きキャビネットで保管

されているが、その保管管理がしっかりと実行されているかどうかは各担当者に任せ

ている状況にある。しっかりとした保管管理を仕組みとして確立する必要があり、管

理担当者を定めて管理していくことが必要である。なお、清水区役所納税課では、各

担当者に領収証用紙を配付し、全て使用済みになった時点で返還する管理方法を採用

しているが、使用しない時はしっかりと管理担当者にその都度返却することが必要で

ある。 

このような領収証の管理方法については、統一的な処理を周知徹底するために、領

収証管理規程等を新たに設けて明文化することも必要である。 

ウ．つり銭用現金の管理について 

納税課では、つり銭用現金として定額５万円を手提金庫で管理しており、つり銭資

金受払簿で毎月の残高を記帳している。 

現金実査の状況をヒアリングしたところ、日次ベースで現金の現物確認を担当者が

行い、月次ベースで納税課長が現物確認をしているとのことであったが、現金実査を

実施した証拠資料は残していなかった。現金実査を組織の仕組みとして行うためには、

つり銭用現金金種別有高表を作成して、まず担当者が現物確認をした証跡として押印

したうえで、担当者以外の者も再度現物確認をした証跡として押印することが必要で

ある。また、静岡市としてつり銭用現金についての取扱要領等を作成して、市として

の統一的な管理方法を導入することも必要である。 

エ．納付・納入の委託について  

納付・納入の委託とは、滞納者が自ら行うべき有価証券（小切手、手形）の現金化

と、その現金による市税の納付・納入を、徴税吏員に委託することをいう。徴税吏員

は、その有価証券が最近において、確実に取り立てることができると認められるとき

に限り、その委託を受けることができる（法第16条の２第１項）。委託を受けた徴税吏

員は、納付受託証書又は納入受託証書を滞納者に交付しなければならないことになっ

ている（法第16条の２第２項）。 

葵区役所納税課及び駿河区役所納税課では、こうした法の規定を受けて以下のよう

な処理をすることになっている。 
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一方、清水区役所納税課における処理の流れは、電話等であらかじめ有価証券の内

容を聞いたうえで、その内容を記入した受託証書を事前に作成し、有価証券と引き換

えに滞納者に交付している。また、領収証の交付も行われていない。 

同じ静岡市での事務処理であるため、扱いを統一することが必要である。どちらか

といえば、葵区及び駿河区のように、有価証券を預り証と引き換えに区役所に持ち帰

り、証券の内容を確認のうえ、課長決裁を経て受託証書を交付することが、望ましい

処理といえるので、清水区でも同じ処理をすることが必要である。今後、事務処理の

統一が円滑に行われるように、事務処理マニュアル等を作成することも必要である。 

 

８．滞納整理事務 

（１）概要 

納税義務者が決められた納期限内に納付しないことを滞納という。滞納が発生する

と、まず督促状が送付され、次に文書や電話などで納付を促す催告、財産の差押処分、

差押財産の公売など滞納された税を徴収するための一連の事務手続が行われる。 

ア．静岡市における滞納整理の状況 

（ア）不納欠損の状況 

不納欠損とは、収入未済額について、消滅時効の完成等、市税を徴収することがで

きない場合、将来にわたって徴収される見込みのない債権額を除去するための記帳計

算上の処理のことをいう。 

有価証券を受理 

預り証の交付 

証券受領記事作成 

先日付証券 当日付証券 

受託証書、証券引継票の作成

課長決裁 

管理担当（庶務）へ引継 

受託証書の交付と預り証の回収 

納付書の作成 

銀行へ納付 

領収証の交付 

受理した証券の内容を記載

し、滞納者に交付する。 

記載内容の確認 
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静岡市における過去5年間の市税の不納欠損額の理由別発生状況は、以下のとおりで

ある。 

 

市税不納欠損額理由別発生状況                （単位：千円、件） 

処分停止後 

３年経過 

処分停止後 

直ちに消滅 

処分停止中 

時効完成 
時効完成 計 

年度 

金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 

13 

年度 
89,756 1,432 77,494 1,000 51,274 1,681 48,665 9,800 367,192 3,913

14 

年度 
63,713 1,390 85,528 1,157 45,388 1,786 300,150 13,022 494,780 17,355

15 

年度 
41,871 1,372 77,624 1,282 58,518 1,487 196,817 11,152 374,833 15,293

16 

年度 
49,963 1,337 241,628 3,569 39,062 1,708 225,711 14,442 556,366 21,056

17 

年度 
50,581 1,222 256,377 3,055 40,163 1,422 221,475 15,672 568,598 21,371

市税の不納欠損額の推移

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

（千円）

処分停止後３年経過

処分停止後直ちに消滅

処分停止中時効完成

時効完成

 

平成16年度から、静岡市では、時効完成による不納欠損金額の割合を減少させるた

め、滞納処分の停止を積極的に活用する方針で取り組んでいることから、処分停止後

直ちに消滅の件数及び金額がともに増加している。また、平成14年度の時効完成によ

る不納欠損の件数及び金額が増加している要因として、旧静岡市と旧清水市とが合併

するに当たって、旧清水市分の滞納案件のうち時効完成したものを整理したことがあ

げられる。 

（イ）収入未済額の状況 

静岡市における過去５年間の市税の収入未済額の発生状況は、以下のとおりである。 
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市税の収入未済額年度別発生状況 （単位：千円、件） 

年度 金 額 件 数 

13年度 6,417,192 235,062

14年度 9,745,900 281,843

15年度 7,372,336 259,568

16年度 7,630,202 275,106

17年度 7,782,907 291,771

 

市税の収入未済額の推移

0
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12,000,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

収
入
未
済
額

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

件
数

金額
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(千円） （件）

 
（注）平成14年度は、旧静岡市と旧清水市との合併による打切り決算の影響の 

 ため、収入未済額が一時的に増加している。 

 

（ウ）滞納額及び滞納者数の状況（県民税含む。） 

静岡市における過去５年間の滞納額及び滞納者数の状況は、以下のとおりである。 
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市税等の滞納額及び滞納者数の推移            （単位：人、千円） 

年度 内訳 
100万円 

未満 

500万円 

未満 

500万円 

以上 
合 計 

滞納者数 20,440 740 96 21,276
13年度 

滞納額 2,576,035 1,398,462 1,025,087 4,999,584

滞納者数 23,288 759 106 24,153
14年度 

滞納額 2,740,848 1,422,342 1,146,397 5,309,587

滞納者数 33,256 1,218 181 34,655
15年度 

滞納額 4,039,116 2,306,685 2,202,156 8,547,957

滞納者数 35,096 1,283 187 36,566
16年度 

滞納額 4,175,794 2,452,595 2,198,734 8,827,123

滞納者数 36,430 1,306 193 37,929
17年度 

滞納額 4,346,534 2,455,524 2,202,825 9,004,883

（注）１．平成15年度より旧静岡市と旧清水市が合併した新静岡市の数値である。な

お、平成13年度及び平成14年度は旧静岡市の数値であり、旧清水市の数値は

含まれていない。 

２．平成17年度は、旧蒲原町分を含む。 

 

 

 

市税等の滞納額の推移
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市税等の滞納者数の推移

0
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100万円未満

 
 

以上のとおり、年々、滞納金額と滞納者数は増加している傾向にあり、その中心層

として100万円未満の小額滞納案件が増加していることがわかる。 

（エ）滞納債権の差押え等処分の状況 

静岡市における過去２年間の滞納債権の差押え等処分の状況は、以下のとおりであ

る。 

 

各年度末差押処分状況（年度末時点での繰越分）       （単位：千円、件） 

差押 参加差押 交付要求 計 
年度 

金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 

13年度 1,326,968 2,240  

14年度 1,327,866 2,118  

15年度 1,300,913 2,077  

16年度 730,147 823 620,077 720 430,138 470 1,780,363 2,013

17年度 701,636 946 615,275 679 388,367 423 1,705,279 2,048

（注）１．「差押」とは、滞納者の財産処分を制限して換価できる状態におく強制

処分。 

   ２．「参加差押」とは、交付要求に加えて、先行する滞納処分手続が換価に
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至ることなく終結し差押の解除が行われた場合には、参加差押をしたとき

に遡って差押の効力が生じ、その後の滞納処分手続を続行するもの。 

   ３．「交付要求」とは、滞納者の財産についてすでに滞納処分、強制執行等

の強制換価手続が開始された場合に、滞納になった租税につき徴税機関が

自ら差押さえることなく、当該強制換価手続に参加して租税債権の弁済を

受けるための手続。 

４．平成15年度以前のデータは区分集計されていない。 

５．県民税を含んでいる。 

（オ）滞納処分停止の状況 

静岡市における過去５年間の滞納債権に対する滞納処分停止の状況は、以下のとお

りである。 

 

市税等滞納処分停止額の推移                （単位：千円、件） 

法第15条の７ 

第１項第１号 

（財産なし） 

法第15条の７ 

第１項第２号 

（生活を著しく 

窮迫させる） 

法第15条の７ 

第１項第３号 

(所在及び財産不

明) 

計 

 

年度 

金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 

13年度 124,491 1,529 39,419 1,386 91,883 3,127 255,794 6,024

14年度 127,775 1,791 74,728 1,825 74,333 2,330 276,836 5,946

15年度 210,034 2,481 172,598 2,987 140,757 3,484 523,390 8,952

16年度 282,891 2,814 151,384 2,289 34,652 2,117 468,927 7,220

17年度 192,930 2,404 98,060 2,789 39,397 2,254 330,388 7,447

（注）県民税を含む。 

 

滞納処分停止額の推移

0
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滞納処分停止件数の推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

（件）

所在及び財産不明

生活を著しく窮迫させる

財産なし

 

平成15年度から、合併を機会にして、滞納処分の停止の事務処理を促進するように

努めていることがわかる。 
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（カ）滞納繰越分の状況 

静岡市の平成17年度滞納繰越分に係る収入未済額調定年度別の内訳状況は以下のと

おりである。 

 

滞納繰越分の収入未済額調定年度別内訳           （単位：件、千円） 

年度 
軽自動

車税 

固定資産税

(土地家屋) 

固定資産

税(償却

資産) 

市県民税 

(普通 

徴収) 

市県民税

(特別 

徴収) 

市民税 

(法人) 
諸税 合 計 

件

数 

608 7,452 144 11,386 216 103 42 19,951
11

年

度

以

前 

金

額 
1,311 528,012 4,601 520,785 6,415 11,018 18,598 1,090,740

件

数 

213 3,457 54 4,626 139 54 11 8,55412

年

度 
金

額 

558 175,217 2,724 144,505 2,822 3,076 2,454 331,356

件

数 

2,630 7,501 175 18,786 600 160 11 29,86313

年

度 
金

額 

6,751 338,996 8,531 393,964 11,865 9,498 1,110 770,715

件

数 

3,503 10,560 206 23,751 1,093 229 16 39,35814

年

度 
金

額 

9,006 495,359 9,807 535,330 25,982 20,126 5,895 1,101,505

件

数 

4,297 14,109 292 28,389 1,248 306 8 48,64915

年

度 
金

額 

11,316 639,095 13,912 643,846 29,964 30,895 6,088 1,375,116

件

数 

5,596 18,999 226 35,268 1,450 325 9 61,87316

年

度 
金

額 

15,207 895,993 10,375 810,597 49,793 25,933 11,811 1,819,709

件

数 

16,847 62,078 1,097 122,206 4,746 1,177 97 208,248

計 
金

額 

44,149 3,072,672 49,950 3,049,027 126,841 100,546 45,956 6,489,141

（注）県民税を含む。 
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滞納繰越分の収入未済額及び件数の推移
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以上のとおり、滞納繰越分に係る収入未済額のうち平成11年度以前に調定された古

い年度のものが、件数及び金額ともに多く残っていることがわかる。今後、古い年度

の滞納繰越案件については、整理を進めていくことが重要な課題になってきていると

いえる。 

イ．滞納整理事務手続の流れ 

納税義務者より納期限までに市税が納付されない時、その滞納者の滞納登録が行わ

れ、滞納整理事務フローチャートのとおり正規職員が扱う案件と嘱託員が扱う案件に

区分され、マニュアルに従って催告、臨戸等の折衝が行われ滞納整理事務が実施され

る。 
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＜事前調査＞ ＜臨戸等＞ ＜滞納者の申立等＞ ＜調　　査＞ ＜処　　理＞

Ａ１催告
一斉催告

滞納処分票 即　　納
交　　　　付 （現金領収）

催　　告
（臨戸・電話・文書）

納付拒否
約束不履行等

現年１００万円以上
滞納繰越分

職　　員
即　　納

（現金領収）

納付能力調査
面　　接 納付誓約書

（来庁・臨戸） 納付委託

滞納原因 納付能力調査
納付意思（誠意） 担保徴収（差押）
納付能力 納付委託

課税資料等 財産所在 換　価
調　　　査 その他参考事項 納付拒否 捜索（財産調査） （公売）

（課税不服等） 取引先調査 差　　押 （取立）
公簿財産調査 差押処分等 交付要求
その他調査 参加差押

課税内容
職業 捜索（財産調査）
銀行等取引先 取引先調査
家族状況 公簿財産調査
電話番号 住民票等調査

譲渡代金の使途等調査
第二次納税義務等調査 滞納処分の
その他調査 停　　止

戸　　締 滞納処分の
本人不在 停　　止

※ A１催告は、催告書の葉書

督　　促

自主納付

分納申立て

所在不明

財産等の調査

住民票等の調査

転　　出

資力喪失申立て

完　　結

第二次納税義務の賦課

譲渡担保財産の追求

納付連絡等の指示
（不在等連絡箋）

即納

猶予

現年１００万円未満
嘱　託　員

分納管理

猶予の可否判定

職員案件

短期納付申立て

分納申立て

所在不明

配　当

充　当

不履行

＜　処　分　等　＞

履行

不履行

未
納
分

３年経過後
（即　時）
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＜処分の流れ＞
処分解除
調書作成

差押調書
作　　成

執行機関等
差押解除

参加差押 参加差押
調書作成

執行機関等
換価･配当

＜事件の流れ＞

求意見書 競売開始決定 配当期日
受　　理 通知書受理 呼出状受理

　　求意見書 　競売続行 　債権現在額
　　回　　答 　通知書 　申立書

債権届出催告書受理
競売続行通知書受理

処分解除
調書作成

換価事務 公　売 配　当 充　当
差　　押

財産再調査

完　結

催　告 反　応 公売催告 　反　応

完　納

充　当執行権有

執行権無 交付要求 反　応

交付要求 交付要求 競売・公売 配　当

あり あり

なし

なし

あり

なし

なし
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（２）実施した主な監査手続 

① 滞納整理事務の流れについてフローチャートに基づき、その処理の内容につい

てヒアリングを実施した。 

② 収納対策課の平成17年度及び平成18年度における滞納整理方針についてヒアリ

ングを実施した。 

③ 滞納者の実態を十分調査しているかどうか高額滞納者を中心に検討した。また、

その滞納の状況と理由を明確に把握し、かつ記録しているかどうかを確認した。 

④ 滞納者に対する督促、催告が適時かつ適正に行われているかどうかを確認した。 

⑤ 滞納者に対する滞納処分の実態状況をヒアリング及び関係書類により把握し、

適時かつ適正に滞納処分が行われているかどうかを確認した。 

⑥ 滞納整理から滞納処分の執行停止への移行状況について、ヒアリング及び関係

書類により把握し適正に滞納処分の執行停止が行われているかどうかを確認し

た。 

⑦ 不納欠損処分の状況をヒアリング及び関係書類により把握し、その処分の妥当

性を検討した。 

⑧ 情報セキュリティに関する取組み状況が適正に行われているかどうかを確認し

た。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監

査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べ

ているので参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア．行政情報の持ち出しについて 

静岡市では情報セキュリティ業務実施手順を作成し、行政情報の持ち出しについて

は、情報セキュリティ管理者（課長）の許可を受けたうえ、持ち出し内容を記録する

ことになっている。 

清水区役所納税課では、この情報セキュリティ業務実施手順にしたがって、行政情

報の持ち出しを管理しているが、行政情報の対象として管理しているのは、滞納者の

差押書類のみとしていた。滞納者と交渉するために持ち出す情報として、システム出

力される臨戸用個票や催告書などが含まれるが、これらの情報も重要な個人情報とし

て管理すべき行政情報の対象に含まれるはずである。今後は、臨戸用個票や催告書な

ど重要な個人情報が含まれている書類を持ち出すときは、情報セキュリティ業務実施

手順に従った管理をする必要がある。 

イ．行政情報の持ち出し管理記録簿について 

行政情報の持ち出し内容を管理している記録簿をみると、持ち出し月日、整理番号

及び確認印が記録されているのみである。持ち出し内容の管理記録としては、いつ、

どのような情報が持ち出され、その情報がいつ返却されたかが確実に分かるようにし、

かつ、それぞれの時点で情報セキュリティ管理者の確認が行われていることを記録と

して残しておくことが必要である。 

よって、行政情報の持ち出しを管理する記録簿として、持ち出し時と返却時を明確
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に区分して、それぞれの時点で情報セキュリティ管理者の確認印を押すように様式を

改めることが必要である。 

なお、滞納整理関係書類の持ち出しに関連して、滞納整理事務の効率化と情報セキュ

リティ水準の向上を図ることが期待されるモバイル端末を活用した訪問収納を導入し

ている地方自治体もあるので、導入に向けた検討を進めることも必要ではないかと考

える。 

ウ．徴収嘱託員の行政情報の持ち出しについて 

徴収嘱託員は、滞納者へ臨戸等する際に、滞納者の状況が分かる資料として、滞納

目録を持参している。滞納目録は、毎月システムから出力され、徴収嘱託員に配付さ

れるとともに、前月分は回収されることになっている。 

静岡市は、徴収嘱託員に配付した前月分の滞納目録が、全て漏れなく回収されたか

どうかの確認をしていない。重要な個人情報に該当する滞納目録についても、厳格に

管理することが必要であり、少なくとも回収の網羅性を検証する仕組みを導入するこ

とが必要である。このような仕組みとして、件数が多く全件回収チェックが困難であ

るならば、一部サンプリングによるチェック体制を導入することでも、検証効果とし

て十分に期待できるのではないかと考える。 

なお、徴収嘱託員に関しても、前述のモバイル端末導入による情報セキュリティ水準の

向上が期待できるものと考えられる。 

 

Ⅱ 市税以外の収入に係る債権 

１．国民健康保険料 

（１）概要 

ア．制度の概要 

国民健康保険料は、医療分と介護分（国民健康保険加入者で40歳以上65歳未満の人

…第２号被保険者）を合算したものである。医療分は国民健康保険制度に基づく保険

料であり、介護分は介護保険制度に基づく保険料である。 

（ア）国民健康保険制度 

我が国の医療保険制度では、国民はいずれかの健康保険に必ず加入することとなっ

ており、これを「国民皆保険制度」という。この制度の根幹をなすのが、国民健康保

険である。国民健康保険は、相互扶助の精神にのっとり、病気やけがの医療費に充て

るために、被保険者（加入者）が負担する保険料と国や県及び市の財政援助により運

営されている。 

現在の静岡市では、被保険者が負担する保険料を、地方税法の適用を受けない国民

健康保険料（税外収入）として取り扱い、時効は２年とされている。平成15年４月１

日の旧静岡市と旧清水市の合併以前は、旧静岡市では現在と同様の国民健康保険料と

して取り扱ってきたが、旧清水市では地方税法の適用を受ける国民健康保険税として

取り扱い、時効は５年とされてきた。合併後の平成15年度までは、両制度をそれぞれ

の地域で採用してきたが、平成16年度より国民健康保険料として統一された。なお、

過年度分については旧制度を採用している。 
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（イ）介護保険制度 

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者が、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療及

び福祉サービスに係る給付を行うため、相互扶助の精神にのっとり設けられた保険制

度である。加入者は65歳以上の人（第１号被保険者）と40歳以上65歳未満の医療保険

加入者（第２号被保険者）に分けられ、第２号被保険者についての介護保険料は国民

健康保険料として医療分と合算して徴収される。 

イ．国民健康保険料の計算（平成17年度） 

（ア）国民健康保険料の計算方法 

ａ．医療分 

 （ａ） 所得割 （総所得金額等－330,000円）× 6.1／100 

 （ｂ） 資産割  固定資産税額（土地家屋分）× 25.0／100 

 （ｃ） 均等割  28,800円 × 加入者数 

 （ｄ） 平等割  24,600円 

 （ｅ） 医療分計 （ａ）+（ｂ）+（ｃ）+（ｄ）＝（Ａ）（最高限度額53万円） 

ｂ．介護分（第2号被保険者） 

 （ａ） 所得割 （総所得金額等－330,000円）× 1.2／100 

 （ｂ） 均等割  9,900円 × 加入者数 

 （ｃ） 介護分計 （ａ）+（ｂ）＝（Ｂ）（最高限度額8万円） 

ｃ．年間保険料＝医療分(Ａ)+介護分(Ｂ) 

（イ）保険料の軽減 

世帯主及び国民健康保険の被保険者の合計所得が一定以下の場合、保険料のうち均

等割額と平等割額を以下の割合で軽減する（静岡市国民健康保険条例（平成16年静岡

市条例第19号。以下「１．国民健康保険料」において「条例」という。）第23条）。 

 

① 平成16年中の合計所得金額が33万円以

下の世帯 
…

均等割額と平等割額の７割を

軽減 

② 平成16年中の合計所得金額が33万円+（2

4万5千円×世帯主を除いた被保険者数）

の額以下の世帯 

…
均等割額と平等割額の５割を

軽減 

③ 平成16年中の合計所得金額が33万円+（3

5万円×世帯主を含めた被保険者数）の

額以下の世帯 

…
均等割額と平等割額の２割を

軽減 

 

（ウ）保険料の減額・免除制度 

前年の所得が500万円以下の世帯で、リストラや倒産による失業（自己都合や懲戒等

による退職を除く。）、傷病、事業の休廃止などで前年に比べ所得が著しく減少した場

合、就学援助を受けている場合、前年の所得が600万円以下の世帯で被災により保険料

の納付が著しく困難な場合などについて、認められればその世帯の実情に応じて保険

料を減額又は免除する制度がある（条例第31条）。 
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ウ．事務手続の流れ 

賦課事務、収納事務、滞納整理事務の手続の流れは、以下のとおりである。 
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所得把握 

 

賦課資料 

 

更正・決定事由 賦課資料 

 

賦課事務 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当 
 

初 
 

賦 
 

課 

更
正
及
び
決
定
賦
課 

確定申告 

市民税申告 

給与支払報告書 

年金支払報告書 

国民健康保険 

所得申告 

他市町村よ

り転入 

他市町村税

務担当課へ

所得照会 

市民税賦課資料

普通徴収 

特別徴収 

簡易申告書 

回答書 

固定資産税 

賦課資料 

 

本算定 

５月末処理 

納付通知書

発送 

６月中旬 
納付義務者 

納付 収納事務へ 

滞納 滞納整理 

事務へ 

歳入調定 

国保加入・喪失届 

期限後所得修正申告 

期限後簡易申告 

他市町村より転入 

資産税額変更 

他市町村税

務担当課へ

所得照会 

市民税・資産税

賦課資料 

市民税更正決定

簡易申告書 

回答書 

資産税額更正 

決定 

 

更正及び 

決定賦課 

随時処理 

歳入変更 

調定 

更正・決定

通知書 

居所判明分

納 付 通 知

納付通知書

返戻 
公簿等調査 

及び 

現地調査 

住民基本台帳

からの消除を

依頼 
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本処理 
消込 

収納事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （月計） 

  月末出納課通過分の領収済通知書の受入れ処理終了後     出納課で受入れた領収済通知書は、全て「国民健康保険料 医療給付費 現年賦課分」 

  月計処理を行う。                     の科目で収入されているので、月計表をもとに各科目ごとに収入金を科目更正する。 

 

 

納付書 

口座 

振替 

指定金融

機関 

納付済通

知書 

納付済通

知書

OCR 

読み取り
消込 

データ 

受入れ 

処理 

出納課 保険年金

課 

口座振替不能

通知書発送 

消込データを作成し、仮受入れ処理 

（日計） 

還付金支

出命令書

還付金 

支出伺い 
還付金充

当通知書

過誤納付 

発生 

過誤納付

整理処理 

日計表 

還付通知

書

還付請求

書

収入月計 

処理 

月計表作成 収入金更

正 
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滞納整理事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

督
促
状
発
送 

催
告
書
発
送 

滞
納
整
理
台
帳 

電
話
催
告 

臨
戸
訪
問 

文
書
催
告 

窓
口
納
付
相
談 

納
付
誓
約 

不
履
行 

   

電
話
催
告 

臨
戸
訪
問 

文
書
催
告 

窓
口
納
付
相
談 

納
付 

完
結 

差押・交付要求解除 

短期保険証解除 

資格証明書解除 

滞
納
処
分
の
検
討 

強
制
換
価
手
続 

財
産
調
査 

差
押
執
行
予
告 

差
押 

差
押
執
行
通
知 

繰
上
徴
収 

交
付
要
求 

交
付
要
求
通
知 

換
価
（
公
売
） 

配
当 

返
戻 

調
査 

居
所
不
明 

生
活
保
護 

短
期
保
険
証
の
検
討 

短
期
保
険
証
交
付
予
告 

短
期
保
険
証
交
付 

資
格
証
明
書
の
検
討 

弁
明
の
機
会
の
付
与 

保
険
証
返
還
通
知 

資
格
証
明
書
交
付 

処分停止 

時効成立 

不納欠損 
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エ．被保険者の状況 

（ア）国民健康保険の加入状況 

過去６年間の国民健康保険の加入状況は以下のとおりである。 

 

国民健康保険の加入状況 

市全体 被 保 険 者 

加入率 

年度 世帯数 

(世帯) 

人 口 

(人) 

１世

帯の

人員 

(人) 

被保険

者世帯

(世帯)

指 数

（％）

被保険

者(人)

指数

(％)

1世

帯の

人員 

(人) 

世帯 

(％) 

人員

(％)

12年度 263,874 713,052 2.70 123,667 100.0 246,780 100.0 2.00 46.9 34.6

13年度 266,201 711,243 2.67 127,362 103.0 252,340 102.3 1.98 47.8 35.5

14年度 269,172 710,738 2.64 131,725 106.5 258,951 104.9 1.97 48.9 36.4

15年度 272,653 711,247 2.61 134,942 109.1 262,439 106.3 1.94 49.5 36.9

16年度 275,803 709,949 2.57 137,042 110.8 263,027 106.6 1.92 49.7 37.1

17年度 282,871 721,620 2.55 141,441 114.4 267,618 108.4 1.89 50.0 37.1

（注）１．平成12年度から平成14年度は、旧静岡市と旧清水市の合計である。 

２．平成17年度は、旧蒲原町を含む。 

３．上記のデータは、各年度末の状況を示している。 

この表より、被保険者については、世帯数、被保険者数ともに増加傾向にあること

がわかる（過去６年間で、世帯数については14％増加、被保険者数については８％増

加）。 

（イ）介護保険（第２号被保険者）の加入状況 

過去６年間の介護保険（第２号被保険者）の加入状況は以下のとおりである。 

介護保険（第２号被保険者）の加入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．平成12年度から平成14年度は、旧静岡市と旧清水市の合計である。 

２．平成17年度は、旧蒲原町を含む。 

３．上記のデータは、各年度末の状況を示している。 

市全体 被 保 険 者 

加入率 
年度 世帯数 

(世帯) 

人 口 

(人) 

被保険 

者世帯 

(世帯) 

指 数

（％）

被保険

者(人) 

指 数 

(％) 
世 帯 

(％) 

人 員

(％) 

12年度 263,874 713,052 54,987 100.0 81,214 100.0 20.8 11.4

13年度 266,201 711,243 56,634 103.0 81,102 99.9 21.3 11.4

14年度 269,172 710,738 61,543 111.9 81,606 100.5 22.9 11.5

15年度 272,653 711,247 61,236 111.4 81,920 100.9 22.5 11.5

16年度 275,803 709,949 61,077 111.1 81,115 99.9 22.2 11.4

17年度 282,871 721,620 61,040 111.0 80,198 98.7 21.6 11.1
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この表より、被保険者世帯数、被保険者数ともに、平成14、15年頃をピークに若干

の減少傾向にあることがわかる。 

オ．保険料収入状況 

過去５年間の国民健康保険料の収入額、不納欠損額、収入未済額等の推移は以下の

とおりである。 

 

国民健康保険料の収入額、不納欠損額、収入未済額等の推移  （単位：千円、％） 

年 

度 
区分 予算額 調定額 収入額 

不納 

欠損額 

還付 

未済額 

収入 

未済額 

(注３) 

収納率

(注４)

現年賦課分 19,882,418 22,067,311 20,249,522 － 17,530 1,835,318 91.7

滞納繰越分 786,920 4,166,514 628,418 993,249 342 2,545,188 15.1

13

年

度 合 計 20,669,338 26,233,825 20,877,941 993,249 17,873 4,380,507 79.5

現年賦課分 20,062,971 22,236,946 20,216,887 4 14,254 2,034,308 90.9

滞納繰越分 802,376 4,343,947 624,576 911,137 1,109 2,809,342 14.4

14

年

度 合 計 20,865,347 26,580,893 20,841,464 911,141 15,363 4,843,651 78.4

現年賦課分 20,214,274 21,812,826 19,795,083 － 30,323 2,048,066 90.6

滞納繰越分 870,114 4,828,389 615,785 960,089 2,055 3,254,570 12.7

15

年

度 合 計 21,084,388 26,641,215 20,410,868 960,089 32,378 5,302,636 76.5

現年賦課分 20,447,024 22,551,509 20,659,261 － 27,541 1,919,789 91.5

滞納繰越分 920,106 5,259,311 619,129 1,302,583 1,098 3,338,697 11.8

16

年

度 合 計 21,367,130 27,810,821 21,278,390 1,302,583 28,639 5,258,487 76.4

現年賦課分 21,161,525 23,021,653 21,119,242 9 25,691 1,928,092 91.6

滞納繰越分 962,974 5,302,941 650,310 1,227,825 1,723 3,426,528 12.2

17

年

度 合 計 22,124,499 28,324,594 21,769,553 1,227,834 27,414 5,354,620 76.8

（注）１．平成13、14年度は、旧静岡市と旧清水市の合計である。 

２．収入未済額＝「調定額」－「収入額」－「不納欠損額」＋「還付未済額」 

３．収納率＝（「収入額」－「還付未済額」）÷「調定額」 

４．平成17年度は、旧蒲原町を含む。 

 

この表より、以下のことがわかる。 

①  滞納繰越分の収入額は過去５年間、ほぼ同程度の水準で推移している。 

②  滞納繰越分の収入未済額、不納欠損額は、調定額の増加もあり、大幅に増加し

ている。 

カ．保険料の免除及び減額の状況 

過去５年間の国民健康保険料の免除・減額の件数、金額の推移は以下のとおりであ

る。 
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国民健康保険料の免除・減額の件数、金額の推移      （単位：件、千円） 

 

 

 

 

 

 

（注）１．条例第31条第１項 

    第１号…貧困により生活のための公私の扶助を受けている者 

    第２号…災害により、生活に通常必要な資産や事業に供する資産の損失が

あった者 

    第３号…災害、傷病又は倒産、解雇による失業、事業の休止等により著しく

所得が減少した者 

２．平成13、14年度は、旧静岡市と旧清水市の合計である。 

 

この表より、以下のことがわかる。 

①  第１号該当者については、過去５年間、ほぼ同程度の水準で推移している。 

②  第３号該当者は、平成17年度、景気の回復により大幅に減少している。 

キ．保険料の軽減の状況 

過去５年間の国民健康保険料の軽減の件数、金額の推移は以下のとおりである。 

 

国民健康保険料の軽減の件数、金額の推移          （単位：件、千円） 

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 軽減

割合 
(注１) 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

２割 ― ― ― ― ― ― 9,942 166,680 10,608 177,780

４割 3,824 122,856 4,071 129,508 4,119 136,217 ― ― ― ―

５割 ― ― ― ― ― ― 4,977 249,948 4,991 246,502

６割 31,541 946,915 33,962 1,018,417 34,519 1,111,159 ― ― ― ―

７割 ― ― ― ― ― ― 49,527 1,762,260 42,469 1,835,460

合計 35,365 1,069,772 38,033 1,147,925 38,638 1,247,376 55,446 2,178,888 58,068 2,259,742

（注）１．世帯主及び国民健康保険の被保険者の合計所得が一定以下の世帯の場合、

その所得に応じて保険料が軽減される。 

２．平成13、14年度は、旧静岡市と旧清水市の合計である。 

 

この表より、保険料の軽減額は、軽減区分の変更もあり過去５年間でほぼ倍の水準

に増加していることがわかる。 

ク．収入未済額、収納率等の状況 

（ア）収入未済額、収納率、収納担当職員数等の状況 

過去10年間の国民健康保険料の収入未済額、収納率、収納担当職員数等は以下のと

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 区分 

(注１) 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

第１号 158 10,220 176 12,040 139 9,472 141 10,573 145 10,800

第２号 － － － － － － － － 1 34

第３号 276 16,671 223 13,873 325 17,511 236 16,737 136 9,179

合計 434 26,892 399 25,913 464 26,984 377 27,310 282 20,014
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おりである。 

 

国民健康保険料の収入未済額、収納率、収納担当職員数の推移 

年度 区分 
収入未済額 

（千円） 

収納率 

（％） 

収納担当職員数 

（人） 

 現年賦課分 1,060,238 93.5

８年度 滞納繰越分 1,268,899 21.2

 合 計 2,329,138 85.1 45

 現年賦課分 1,516,924 92.0

９年度 滞納繰越分 1,365,905 20.9

 合 計 2,882,830 84.4 47

 現年賦課分 1,827,447 91.0

10年度 滞納繰越分 1,804,518 18.5

 合 計 3,631,965 82.0 38

 現年賦課分 1,724,973 91.4

11年度 滞納繰越分 2,243,868 17.8

 合 計 3,968,842 80.2 39

 現年賦課分 1,887,740 91.4

12年度 滞納繰越分 2,318,411 14.7

 合 計 4,206,152 79.7 40

 現年賦課分 1,835,318 91.7

13年度 滞納繰越分 2,545,188 15.1

 合 計 4,380,507 79.5 43

 現年賦課分 2,034,308 90.9

14年度 滞納繰越分 2,809,342 14.4

 合 計 4,843,651 78.4 42

 現年賦課分 2,048,066 90.6

15年度 滞納繰越分 3,254,568 12.7

 合 計 5,302,635 76.5 41

 現年賦課分 1,919,789 91.5

16年度 滞納繰越分 3,338,697 11.8

 合 計 5,258,487 76.4 42

 現年賦課分 1,928,092 91.6

17年度 滞納繰越分 3,426,528 12.2

 合 計 5,354,620 76.8 46

 

この表より、以下のことがわかる。 

①  収入未済額については、現年賦課分、滞納繰越分ともに大幅に増加しているが、

滞納繰越分の増加額（2,158百万円）は特に大きい。 

②  現年賦課分の収納率が２％程度減少している一方、滞納繰越分の収納率は大き

く（９％程度）悪化している。 

③  収入未済額の増加、収納率の悪化という状況の下で、平成17年度の収納担当職
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員数は10年前と同じ水準（46名）にある。 

④  収入未済額が増加している一方で、収納担当職員数に変化が無いことから、職

員１人当たり担当件数が大幅に増加していることが推測される。 

（イ）収納率の他の政令指定都市（浜松市を含む。）との比較 

平成17年度の収納率について、他の政令指定都市（浜松市を含む。）との比較は以下

のとおりである。 

 

国民健康保険料 各政令指定都市の収納率        （単位：％） 

順位 都市名 現年賦課分 滞納繰越分 合計 

１ 北九州市 93.0 9.1 82.1 

２ 京都市 92.3 11.8 80.0 

３ 浜松市 90.6 15.1 79.0 

４ 名古屋市 91.8 8.0 78.4 

５ 静岡市 91.7 12.2 76.8 

６ 千葉市 88.7 20.6 76.3 

７ 神戸市 91.0 7.9 74.8 

８ 広島市 87.4 19.8 74.3 

９ 横浜市 88.8 18.0 73.1 

10 福岡市 86.6 8.4 71.9 

11 仙台市 86.0 11.4 70.3 

12 川崎市 88.6 8.7 68.8 

13 堺市 88.3 6.1 66.2 

14 札幌市 84.1 5.6 65.0 

15 大阪市 83.6 4.5 63.5 

16 さいたま市 87.1 10.2 61.9 

（注）還付未済額及び居所不明調定額を除く。 

 

この表より、他の政令指定都市との比較では、静岡市の収納率は、比較的良好な水

準にあることがわかる。 

ケ．滞納整理の状況 

（ア）平成16年度末の収入未済額の平成17年度における収入状況 

平成17年３月31日現在における収入未済額の平成17年度収入状況は以下のとおりで

ある。 
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収入未済額の平成17年度収入状況（平成17年3月31日現在） 

16年度末 17年度収入 収納率 
発生年

度 
件数(件)

（Ａ） 

滞納繰越額 

(千円)（Ｂ）

件数(件) 

（Ｃ） 

収入額 

（千円)（Ｄ）

(C)/(A) 

（％） 

(D)/(B) 

（％） 

10年度 

以前 
5,565 141,829 294 4,700 5.2 3.3

11年度 5,123 92,770 259 2,887 5.0 3.1

12年度 26,405 279,432 2,009 14,985 7.6 5.3

13年度 36,084 387,124 3,758 27,620 10.4 7.1

14年度 67,547 788,214 7,886 63,183 11.6 8.0

15年度 162,102 1,649,325 26,592 154,804 16.4 9.3

16年度 220,791 1,919,789 45,324 372,391 20.5 19.3

合計 523,617 5,258,487 86,122 640,573 16.4 12.2

 

この表より、以下のことがわかる。 

① 発生年度を遡るほど、収納率は低くなる。 

② 全体でも、収納率は金額で12％程度（件数で16％程度）である。 

（イ）収入未済額の滞納処分別内訳 

過去３年間の収入未済額の滞納処分別内訳は以下のとおりである。 

 

国民健康保険料 収入未済額の滞納処分別内訳       （単位：件、千円） 

15年度 16年度 17年度 
区 分 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

折衝中 269,982 4,827,264 307,630 4,820,855 319,548 4,911,899

参加差押 

交付要求(注) 
4,322 107,603 4,316 106,635 3,746 99,405

差押（注） 4,030 128,073 3,661 115,873 3,111 100,140

処分停止(注) 4,923 38,194 1,852 14,694 4,240 35,201

管外転出 15,537 201,500 17,378 200,427 18,314 207,973

合計 298,794 5,302,635 334,837 5,258,487 348,959 5,354,620

（注）内容は以下のとおり 

 ・ 差押 … 滞納者の財産処分を制限して換価できる状態におく強

制処分 

 ・ 参加差押 

交付要求 

… 滞納者の財産について、既に滞納処分や強制執行等の

強制換価手続が開始されている場合に、その手続に参

加して債権の回収をはかる制度 

 ・ 処分停止 … 滞納処分をすることができる財産がないなど一定の事

由があるときに、滞納者の申請に基づかないで職権で

滞納処分の執行を停止すること。処分停止後２年（税

は３年）で、納付義務は消滅する。 

 ・ 管外転出 … 静岡市外へ転出 
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この表より、以下のことがわかる。 

① 強制的な換価手続である差押、参加差押、交付要求については、過去３年間減

少傾向にある。すなわち、滞納処分手続として、これらの手続を積極的には行っ

ていない状況が伺える。 

② 処分停止については、平成16年度に大幅に減少しているが、平成17年度には平

成15年度の水準に戻っている。 

（ウ）差押等の滞納処分の状況 

過去５年間に実施した差押等の滞納処分の内訳は以下のとおりである。 

 

国民健康保険料 差押等の滞納処分の内訳         （単位：件、千円） 

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 
区 分 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

電 話 524 17,687 418 15,544 41 1,642 1 17 － －

預 金 6 752 56 2,633 16 346 145 3,003 148 3,487

不動産 224 9,913 213 5,506 85 3,439 19 305 21 340

差 
 

押 

合計 765 28,354 687 23,684 142 5,428 165 3,327 169 3,828

電 話 149 6,785 34 794 － － － － － －

預 金 － － － － － － － － － －

不動産 152 5,627 146 4,999 39 763 53 2,029 192 6,368

参
加
差
押 

合計 301 12,412 180 5,793 39 763 53 2,029 192 6,368

交付要求 372 12,429 429 11,503 514 12,531 1,385 31,707 1,103 27,002

合 計 1,427 53,196 1,296 40,981 695 18,724 1,603 37,065 1,464 37,198

 

この表より、以下のことがわかる。 

① 前頁の「（イ）収入未済額の滞納処分別内訳」に見られたとおり、差押等の強制

換価手続は、合計では過去５年間減少傾向にある。 

② 交付要求は、過去５年間増加傾向にある。 

（エ）不納欠損の状況 

過去５年間の不納欠損の理由別内訳は以下のとおりである。 

 

国民健康保険料 不納欠損の理由別内訳          （単位：件、千円） 

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 
区分 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

生活困窮 52,566 979,733 47,838 892,380 53,197 923,595 73,215 1,276,309 73,378 1,201,436

行先不明 1,701 12,720 2,073 18,437 4,492 36,494 3,475 26,273 2,377 19,082

その他 99 796 27 324 0 0 0 0 7 88

合計 54,366 993,249 49,938 911,141 57,689 960,089 76,690 1,302,583 75,762 1,220,606
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97ページの表に示したとおり、収入未済額のうち、滞納繰越分が過去５年間で34％ 

（2,545百万円→3,426百万円）増加しているが、上の表より、不納欠損額もそれに

伴って増加傾向にあることがわかる。 

（２）実施した主な監査手続 

ア．賦課事務 

① 国民健康保険料の賦課事務が所定のルールに従い適切に行われていることを確

認するために、「国民健康保険料（税）所得申告書」（自主申告資料）や「国民健

康保険料（税）の賦課資料について（回答）」（他市町村への所得照会の回答書）

等の関係書類や証拠書類の内容を確認した。 

② 保険料の軽減、減額・免除が所定のルールに従い適切に実施されていることを

確認するために、「国民健康保険料 減額又は免除申請書」や添付資料の内容を確

認した。 

③ 業務の外部委託が適正に行われていることを確認するために、契約書等の関係

書類の内容を確認した。 

イ．徴収事務 

① 現金による徴収及び現金の管理が適正に実施されていることを確認するため

に、領収証や現金の管理方法について担当者へのヒアリングを行い、管理資料の

内容を確認した。 

② 延滞金の徴収について、所定のルールに従い、適切に実施されていることを確

認するために、担当者へのヒアリングを行った。 

ウ．滞納整理事務 

① 滞納整理事務が所定のルールに従い適正に実施されていることを確認するため

に、滞納整理台帳等の関係資料を閲覧した。 

② 短期保険証や資格証明書が所定のルールに従って適正に発行されていることを

確認するために、担当者へのヒアリングを行い、関係書類の内容を確認した。 

エ．その他 

① 個人情報の保護について、市が行っている施策について、担当者へのヒアリン

グによりその概要を把握するとともに、関係書類の内容を確認した。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は、認められなかった。なお、

監査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述

べているので参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア．賦課事務  

（ア）簡易申告書等による入力事務について 

確定申告書や給与支払報告書等の提出がある人については、税務担当部門からの所

得情報に基づき、国民健康保険料（税）が自動的に計算される。一方、税務担当部門

からの所得情報等が得られない人については、「国民健康保険料（税）所得申告書」（以

下「簡易申告書」という。）や「国民健康保険料（税）の賦課資料について（回答）」（以
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下「他市町村への所得照会の回答書」という。）等の所得情報を入手し、国保年金課の

担当者又は外部委託先がそのデータを電算入力することにより、国民健康保険料が計

算される。 

このデータの入力事務について、各区役所で、以下のようなケースが見受けられた。 

① データの入力担当者名の記入があるものの、乱雑に記載されていて、明確さに

欠ける。（「いつ」入力されたかについても、不明である。） 

② データの入力後、入力確認のチェックマークが鉛筆で記載されているのみで、

「誰が」、「いつ」チェックしたか不明である。 

③ 収入の全くない人については、一部（３月、８月発送簡易申告書）、保険年金課

から外部の業者に入力業務が委託されることになるが、簡易申告書等に外部委託

先での入力業務の完了の押印がない。 

 

データの入力の正確性をさらに一層確かなものとするために、「誰が」、「いつ」チェッ

クしたかが明確になるように、以下のような対策を検討すべきと考える。 

① 簡易申告書等の用紙に入力担当者及び入力チェック担当者の記入、押印欄を設

けることで、入力及び入力チェックが適切になされていること（「いつ」、「誰が」）

を容易に検証できるようにする。 

② 外部委託先で入力業務が行われる場合にも、入力業務が適切に行われているこ

とを確認できるように、外部委託先の押印を求める。 

なお、「国民健康保険料 減額（２割軽減）申請書」（以下「２割軽減申請書」と

いう。）の入力事務についても同じ状況が見受けられることから、同様の対策を講

じることが必要であると考える。 

（イ）委託業務の契約書における明文化について 

「国民健康保険資格異動等データ入力処理業務」及び「行政系データエントリー業

務」の外部委託について、下記の申請書や申告書の入力処理業務がそれぞれの委託契

約書において、委託業務の内容として明確に記載されていなかった。 

① ２割軽減申請書（国民健康保険資格異動等データ入力処理業務） 

② 簡易申告書（行政系データエントリー業務） 

委託している業務の内容については、委託契約書に明確に記載すべきであると考え

る。 

（ウ）入力処理業務等を外部委託している場合の簡易申告書等の関係書類の受渡し

について 

所得の無い人の「簡易申告書」や「２割軽減申請書」等のデータ入力処理業務につ

いては、まとめて外部に委託するケースがあるが、簡易申告書等の関係書類の受渡し

の流れは以下のとおりである。 

各区役所国保年金課 ⇔ 保険年金課 ⇔ 外部委託先 

それぞれのデータの受渡しの流れの中で、以下のような問題点が見受けられた。 

ａ 各区役所国保年金課 ⇔ 保険年金課 

簡易申告書等の関係書類の受渡しに関して、作業内容、依頼件数等を記載した文

書を取り交わしていない。 
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ｂ 保険年金課 ⇒ 外部委託先 

① 保険年金課から外部委託先に対して、入力対象となる簡易申告書等の関係書

類とともに、作業内容、入力依頼件数等を記載した「パンチ依頼書」が交付さ

れるが、担当、依頼日、納期等の記載が無いものがあった。 

② 外部委託先が簡易申告書等の関係書類を預かると、保険年金課に対して預り

書等の書類を交付することになるが、預り書等の内容が委託契約書の第17条第

２項の内容を満たしていない。 

委託契約書第17条第２項の内容は以下のとおりである。 

「乙（外部委託先）は、貸与物件及び契約目的物の授受に当たり、物件名、

数量、授受年月日、引渡者、受領者、返還予定日等の授受管理を甲（静岡市）

に対して明確にしておかなければならない。」 

ｃ 外部委託先 ⇒ 保険年金課 

① 委託業務が完了すると、外部委託先から保険年金課に、「パンチ依頼書」が返

還されるが、委託先が入力者等を記入すべき「パンチャー記事欄」への記載が

全く無い。 

② 「パンチ依頼書」には、委託先が入力データの実績（件数）を記載している

が、依頼件数と実績に差がある場合に何の説明も記載されていない事例があっ

た。 

簡易申告書等の関係書類のデータが正確に、納期どおりに入力されることはもちろ

ん、引渡した全ての関係書類が確実に返還されることを担保するためにも、関係書類

の受渡しに関しては、今後以下のような点に留意して実施すべきであると考える。 

① 各区役所国保年金課と保険年金課との間で、依頼する業務の内容（原票名、件

数、納期等）に関する書面を取り交わす。 

② 保険年金課と外部委託先との間で取り交わされている「パンチ依頼書」や「預

り書」等の書類について、その記載内容を整備するとともに、必要な内容が漏れ

なく記載されていることを、その都度必ず確認する。 

（エ）外部委託の業者選定方法について 

平成17年度の国民健康保険料納付通知書封入封緘業務委託の業者選定は見積合せに

よって行われていたが、見積参加者等は以下のとおりである。 

見積参加者数 ２社 

見積参加者 Ａ㈱、Ｂ㈱(Ａ㈱の子会社) 

見積合せの結果 Ａ㈱辞退、Ｂ㈱に決定 

なお、平成18年度の当該業務委託の見積合せは、見積参加者数は５社に増えている

が、Ａ㈱及びＢ㈱が見積参加業者として選定され、Ａ㈱が見積合せを辞退している状

況は、平成17年度と同様である。 

Ｂ㈱はＡ㈱の子会社（Ａ㈱はＢ㈱の議決権の59％所有）であり、資本関係において

親子関係にある会社である。このようなグループ会社で見積参加者が占められている

場合、見積合せを実施しても価格競争を期待することは無理であり、しかもＡ㈱は見

積合せを辞退する結果となっている。 
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見積合せや競争入札において、複数の会社を選定する場合、適正な競争を確保する

ためにも、選定した業者同士の資本関係について十分な注意を払うべきであり、グルー

プ関係にある複数の会社が候補に挙がった場合には、その内の１社のみを見積参加者

として選定すべきである。 

（オ）２割軽減申請書の申請期限について 

２割軽減申請書の申請期限について、「静岡市国民健康保険条例等施行規則」及び「２

割軽減申請書」における申請期限の記載、実務上の運用の三者間において以下のよう

な違いが見受けられた。 

ａ 静岡市国民健康保険条例等施行規則（以下「施行規則」という。） 

施行規則では、保険料の減額申請について、以下のように規定している。 

 
 

条文中の「…条例第23条第１項第３号及び同条第２項第３号…」とは、条例におけ

る国民健康保険料の２割軽減に関する規定である。したがって、２割軽減を受ける場

合には、当該年度の９月30日までに、又は賦課期日（４月１日）後に納付義務が発生

した場合には、納付義務の発生した日の属する月の翌月の末日と９月30日のいずれか

遅い日までに２割軽減申請書を提出する必要がある。 

ｂ ２割軽減申請書の申請期限の記載 

２割軽減申請書では、申請期限について以下のように記載している。 

〈申請期限〉裏面右上に記載の日から30日以内 

「裏面右上に記載の日」とは、各区役所で２割軽減申請書を印刷した日であり、該

当者への発送は通常翌日に行われる。したがって、２割軽減申請書では、印刷した日

から30日以内での申請を指示していることになる。 

ｃ 実務上の運用  

「２割軽減申請書」をサンプル抽出して、内容を確認したところ、以下のようなケー

スが見受けられた。 

 裏面右上の日付  ７月15日（賦課期日 ４月1日） 

 申請日      12月12日 

このケースでの前述のａ及びｂにおける申請期限は、以下のとおりとなる。 

 施行規則上の申請期限       ９月30日 

 「２割軽減申請書」記載の申請期限 ８月15日 

申請日が、施行規則上の申請期限も、「２割軽減申請書」記載の申請期限も経過して

いる。このようなケースは、この他にも何件か見られたことから、その理由について

担当者に確認したところ、以下のような回答を得た。 

「保険年金課及び各区役所国保年金課による協議により、翌年の５月まで申請を受

第14条 納付義務者が、条例第23条第１項第３号及び同条第２項第３号に規定す

る減額を受けようとする場合には、当該年度の９月30日（賦課期日後に保険料

の納付義務が発生した場合には、当該納付義務が発生した日の属する月の翌月

の末日又は９月30日のいずれか遅く到来する日。ただし、特別の事由がある場

合にはこの限りではない。）までに、国民健康保険料減額申請書（様式第19号）

を区長に提出しなければならない。 
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け付ける取扱としている。７割、５割の軽減を10月以降も行っているため、２割軽減

の申請も、これに準じて10月以降も申請を受け付けている。」 

ｄ ルールの整備について 

「施行規則」、「２割軽減申請書」の記載、実務上の運用、それぞれが相違しており、

合規性の面で問題がある。実務上の運用のルールと、「施行規則」、「２割軽減申請書」

の申請期限の記載を調整する必要があると考える。 

ｅ 関係書類の整備について 

前述したとおり、「保険年金課及び各区役所国保年金課による協議の結果、翌年の５

月まで申請を受け付ける取扱いとしている。」としているようであるが、協議の過程、

決定の通知等の文書を確認できなかった。ルールを作成した場合には、そのルールを

明文化するとともに、所定の決裁を受けることが必要であると考える。 

ｆ 申請書の受付日について 

「２割軽減申請書」に申請期限がある以上、その受付日が明確にされていなければ

ならない。この点について、清水区では、日付の入った受付印が申請書に押印されて

いたが、他の区役所では受付日を確認できなかった。清水区以外の区役所でも、受付

日が明確になるように、日付が入った受付印の押印を徹底することが必要であると考

える。 

イ．徴収事務  

（ア）現金実査について 

国保年金課では、過誤納金の還付用に常時百数十万円の現金を保管している。現金

の受払については「前渡資金受払簿」で管理しており、毎日の残高については現金実

査を実施しているようであるが、現金を実際に数えたことの証拠となる書類が未整備

であった。 

現金実査は現金管理の基本であり、「誰が」、「いつ」実施したかが明確になるように、

現金実査表を整備することが必要と考える。 

（イ）延滞金の徴収について 

条例第28条では、延滞金について以下のように規定している。 

 このように、条例は、納期限後の納付について、原則として、延滞金の徴収を義務

付けているが、実際の徴収の状況は必ずしもルールどおりには行われていないようで

ある。 

問題点としては以下のような点が挙げられる。 

第28条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該

納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、（中略）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければ

ならない。 

２ （略） 

３ （略） 

４ 市長は、特別の理由
．．．．．

があると認めるときは、第１項の規定による延滞金を減

免することができる。 
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① 条例第28条第４項で、延滞金を減免できる場合として「特別の理由があるとき」

を挙げているが、具体的内容については明確になっていない。したがって、延滞

金の減免の可否については、現在、各担当者の判断に委ねられている。 

② 減免した事実、理由について、書面等で明確にされていない。 

ａ 「特別の理由」の内容の明文化について 

延滞金の減免の可否について、現在、各担当者の判断に委ねられていることから、

そこには恣意性が介在する危険性をはらんでいる。このような恣意性を排除するため

にも、条例第28条第4項でいうところの「特別の理由」については、明文化することが

必要である。 

ｂ 減免の事実等の明確化について 

延滞金を徴収することが原則である以上、延滞金を減免した場合には、減免した事

実と理由を、何らかの書面において明確にしておくことが必要であると考える。 

（ウ）領収証の管理について 

臨戸により国民健康保険料を徴収する担当者に交付する領収証を管理するための

「国民健康保険料領収証交付簿」を閲覧したところ、長期間、未返却扱いとなってい

る領収証が何件か散見された。領収証が悪用されることを回避するためにも、未返却

のものについては必ず回収を義務付けることが必要である。 

ウ．滞納整理事務 

（ア）ルールの明文化について 

短期保険証及び資格証明書の発行については、「静岡市国民健康保険短期被保険者証

交付要綱」（以下「短期保険証交付要綱」という。）及び「静岡市国民健康保険被保険

者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止め等に関する

取扱要綱」（以下「資格証明書取扱要綱」という。）に従って事務手続が行われること

になっているが、実務上の運用状況をヒアリングしたところ、ルールとは違った取扱

い、あるいは明文化されていない取扱い等が見受けられた。 

ａ．短期保険証の発行について 

（ａ）短期保険証交付要綱第２条第１項第３号でいうところの「一定割合」につ

いては、実務上「２年間の賦課額の50％未満」という考え方を適用している。 

（ｂ）短期保険証交付要綱第３条では適用除外について規定しているが、第３条

以外に以下のようなケースでも、適用除外の取扱いを行っている。 

・２年間の賦課額の30％以上の納付実績があり、分割納付を行っている。 

・前年度の納期８期以降のもの 

ｂ．資格証明書の発行について 

（ａ）資格証明書取扱要綱第２条に「…保険料等の納付期限から１年を経過する

までの間に当該保険料等を納付していない世帯の世帯主であって…」と交付

対象者についての記載があるが、この部分について実務上は短期保険証を発

行している人を対象としている。 

（ｂ）資格証明書取扱要綱第３条では適用除外について規定しているが、第３条

とは別に資格証明書の交付基準で適用除外者について定めている。（資格証明

書取扱要綱第３条と資格証明書の交付基準との関係が不明確） 
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このように、所定のルールとは違った取扱いや明文化されていない取扱い、あるい

は所定のルールとの関係が不明確なものなど、ルールの明文化という点で問題がある。

短期保険証及び資格証明書の発行については、実態に合わせて、ルールの整備、明文

化を検討することが必要である。 

（イ）短期被保険者証の発行について 

短期被保険者証交付要綱第４条第４項は、「区長は、短期被保険者証を交付するに際

し、短期被保険者証発行世帯一覧表を作成する」と規定しているが、該当する書類を

確認することができなかった。ルールどおりの書類を整備することが必要と考える。 

エ．その他 

（ア）個人情報の保護について 

近年、情報セキュリティに対する関心が高まっていることから、市も、平成16年度

において、保有する情報及び情報システムに関するセキュリティ対策を総合的、体系

的かつ具体的に規定した静岡市情報セキュリティポリシーを策定している。この静岡

市情報セキュリティポリシーは、情報セキュリティに対する基本的な考え方を示した

「情報セキュリティ基本方針」、基本方針を実現するために何をすべきかを示した「情

報セキュリティ対策基準」、各部署ごとに具体的な実施手順を示した「情報セキュリ

ティ実施手順」（以下「実施手順」という。）より構成されている。 

今回、保険年金課及び葵区役所国保年金課について、実施手順の実施の状況を調査

したところ、以下のような状況が見受けられた。 

① 実施手順の中で、重要性の高い行政情報（重要性分類Ⅰ）については、「キャビ

ネット等に保管し、施錠すること」と指示されているが、一部の書類については、

指示通りの保管がなされていなかった。 

② 行政情報（書類、デジタルデータ）の消去や廃棄等について管理方法の指示が

あるものの、担当課では、具体的な方法の検討が行われていないことから、未だ

実施に至っていない項目がいくつか見受けられた。 

また、調査の過程において、静岡市情報セキュリティポリシーについての市の職員

の理解がまだまだ十分ではないとの感触も得た。 

実施手順の実施状況は必ずしも順調とはいえない状況のようである。情報セキュリ

ティ対策が市にとって新たな分野の仕事であること、実施手順が施行されてからまだ

間もない（１年程度）ことなどが、その要因と思われる。 

情報セキュリティ対策は、市の保有する情報を不正なアクセス、あるいは情報の漏

洩、改ざんの脅威から守るために策定されたものである。市民の個人情報を守るため

にも、早急に実施手順の内容を整備し、適切な運用を図ることが必要と考える。 

 

２．介護保険料 

（１）概要 

我が国は、どの国もいまだ経験したことのないような「超高齢社会」に向かって進

んでおり、2015年には、４人に１人が65歳以上になるといわれている。高齢化の急速

な進展により、寝たきりや認知症のため、介護を要する高齢者が増えてきており、も

はや「介護問題」を「家庭の問題」に限定するのではなく、「社会全体の問題」として
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とらえ、介護が必要な人を社会全体で支える仕組みをつくろうとする趣旨で介護保険

制度が創設された。 

介護保険法（平成9年法律123号。以下「２．介護保険料」において「法」という。）

は、介護を必要とする人々が、自分の能力を活用しながら、自分らしく尊厳と生きが

いを持ち、住み慣れた地域で「いつまでも自分らしく生きる」ことができるように、

社会的な支援の仕組みを確立することをねらいとして、平成12年４月に施行された。

市町村を保険者とする社会保険方式を導入し、ケアマネジメントを制度化した我が国

の介護保険は世界で初めての試みといえる。 

法施行後５年を目途に見直しを行うこととなっており、サービスを提供する体制、

保険給付の状況、社会情勢の変化、関連諸制度との整合性、市町村における状況など

を踏まえ、平成17年度に新たに介護予防給付を創設する等制度全般に関して見直しが

行われた。介護保険制度の基本理念は、高齢者介護に対する社会的支援、高齢者自身

による選択、在宅介護の重視、予防リハビリテーションの充実等が挙げられる。改正

にあたっては、この理念を基本としながら、国は「明るく活力のある超高齢社会の構

築」、「制度の持続可能性」、「社会保障の総合化」の観点から見直しを進め､平成17年６

月改正法が成立した（平成18年４月施行）。主な改正点は、①予防重視型システムへの

転換、②地域包括支援センターの創設、③「地域密着型サービス」の創設、④施設給

付費見直し等となっている。 

こうした制度改正の背景には、制度施行時と比較して、軽度の要介護者数が著しく

増加していることがある。その原因の多くは身体を使わないことなどによる心身の不

活発によって起こる機能低下で、介護予防を早めに行うことにより状態の改善や悪化

の防止が可能となる。また、将来、重度の要介護者が増加することを抑えるためにも

介護予防に重点を置いた仕組みが必要となってきたのである。 

介護保険制度は、被保険者が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受け、

サービスを利用する仕組みとなっている。40歳以上の人は、原則として介護保険の被

保険者となり、認定を受けた被保険者はサービス費用の1割を負担することでサービス

を利用することができる。サービス費用の9割については、保険者である市が国民健康

保険団体連合会を通じ、サービス提供業者等へ支払うこととなる。 

介護保険制度における被保険者は、65歳以上の人（第１号被保険者）と40歳から64

歳の人（第２号被保険者）に区分され、保険料の決め方、納め方、サービス利用の条

件などが異なる。 

静岡市の高齢者数、認定者数、サービス利用者数の推移は以下のとおりである。 
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高齢者数、認定者数、サービス利用者数等の推移        （単位：人） 

内 訳 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 

高齢者数 125,160 129,742 134,399 138,166 141,848 146,772 155,606

高齢者数

増加割合 
― 3.7％ 3.6％ 2.8％ 2.7％ 3.5％ 6.7％

認定者数 11,888 13,726 16,450 18,843 20,659 22,058 23,879

認定者数

増加割合 
― 15.5％ 19.8％ 14.5％ 9.6％ 6.8％ 8.3％

サービス

利用者数 
9,442 11,107 13,217 15,068 16,841 18,037 20,017

サービス

利用者数
― 17.6％ 19.0％ 14.0％ 11.8％ 7.1％ 11.0％

高齢化率

（％） 
17.4 18.1 18.7 19.4 19.9 20.7 21.3

（注）１．高齢者とは65歳以上の人をいう。 

２．高齢化率とは総人口に占める高齢者の割合をいい、高齢化の程度を示す。 

３．各年度の介護保険事業状況報告書の10月分報告書の数値を表示している。 

 

これによると高齢者数、認定者数及びサービス利用者数は増加傾向にあり、しかも

高齢者数の増加割合よりも認定者数及びサービス利用者数の増加割合が大きいことか

ら、介護保険のコストが増加しているといえる。 

介護保険事業特別会計における過去５年間の歳入、歳出の推移は以下のとおりであ

る。 
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介護保険事業 歳入及び歳出の推移 （単位：千円）

歳  入 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

介護保険料 3,685,871 4,886,014 4,903,991 4,990,585 5,131,645

使用料及び手数料 757 744 99 5 1

国庫支出金 5,423,077 5,790,537 6,395,874 7,163,984 7,609,815

支払基金交付金 6,390,287 6,897,328 9,014,441 9,415,052 9,952,751

県支出金 2,600,817 3,021,111 3,277,766 3,706,624 3,872,203

財産収入 2,311 325 375 555 356

繰入金 4,613,446 2,487,344 5,710,196 4,810,000 5,482,330

繰越金 841,000 991,800 - 369,748 164,837

諸収入 7,026 11,216 911,469 20,601 63,440

分担金及び負担金 - 2,275 - - -

合  計 23,564,592 24,088,694 30,214,211 30,477,154 32,277,378

 

歳  出 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

総務費 1,139,797 1,256,543 1,192,758 1,111,055 1,061,365

保険給付費 19,903,347 21,073,061 27,791,760 29,124,952 30,841,842

財政安定化基金 

拠出金 
125,186 125,186 29,889 29,889 29,889

基金積立金 835,548 94,937 563,081 555 357

諸支出金 568,915 643,477 266,975 45,866 159,836

合  計 22,572,793 23,193,204 29,844,463 30,312,317 32,093,289

（注）平成14年度以前の数値は、旧静岡市と旧清水市の数値を合算して集計した。 

 

過去５年間の推移をみると歳出の保険給付費が毎年増加しており、平成17年度は平

成13年度と比べると55％の増加となっており、高齢化が加速しているものといえる。

また、毎年、一般会計から多額の繰入をしており将来市の財政を逼迫させることも考

えられる． 

静岡市が支払う９割分の費用（保険給付）の財源は、50％が介護保険料、25％が国、

12.5％が静岡県、12.5％が静岡市の公費となっている。 
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介護保険制度のフローは以下のとおりである。 

 

 

 保険料の納付                   ｻｰﾋﾞｽ利用料の支払 

要介護認定申請                     （介護費用の１割） 

            要介護認定   

           被保険者証交付 

                   ｻｰﾋﾞｽの提供 

 

 

             介護費用の９割を支払う 

 

介護保険の加入者と保険料 

区 分 
加入する人 サービスを 

受けられる人 

保険料の 

決め方 

保険料の 

納め方 

第 １ 号 被 保

険者 

65歳以上の人 日常 の 生 活動

作に 介 護 や支

援 が 必 要 と

なった人 

被 保 険者 の 所

得 と 世帯 の 課

税 状 況に 応 じ

て 静 岡市 が 決

定 

年金が年額18

万 円 以上 の 人

は 年 金か ら 引

去り。 

そ れ 以外 の 人

は、直接静岡市

に 納 付書 で 納

付 

第 ２ 号 被 保

険者 

40歳以上65歳

未満 の 国 保等

の医 療 保 険加

入者 

脳血 管 疾 患な

ど加 齢 に よる

病気 （ 特 定疾

病）が原因で、

介護 や 支 援が

必要 と な った

人 

加 入 して い る

医 療 保険 の 算

定 方 法に よ り

決定 

加 入 して い る

医 療 保険 の 保

険 料 と一 括 し

て支払い 

 

第１号被保険者の保険料は、静岡市で３年間に必要な介護給付費の19％分に応じて、

65歳以上の人の保険料（基準額）が設定され、所得と世帯の課税状況に応じた負担と

なるよう「基準額」を中心に７段階の保険料に分類される。 

基準額＝（静岡市で介護保険給付にかかる費用）×65歳以上の負担額（19％）÷ 

 （静岡市の65歳以上の人数） 

 

被保険者 

静岡市（保険者） ｻｰ ﾋ ﾞ ｽ提供事業
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 介護保険 第１号被保険者の保険料決定基準 

所得段階 要件 基準額 調整率 年額保険料 

第１段階 生活保護を受けている人。 

市民税世帯非課税で、老齢福祉

年金を受給している人 

×0.5 21,600円

第２段階 市民税世帯非課税で本人の前年

の合計所得額と課税年金収入額

の合計が80万円以下の人 

×0.5 21,600円

第３段階 市民税世帯非課税で第２段階以

外の人 

×0.75 32,400円

第４段階 本人は市民税非課税だが、世帯

の誰かに市民税が課税されてい

る人 

×1.0 43,200円

第５段階 本人が市民税課税で、前年の合

計所得金額が200万円未満の人 

×1.25 54,000円

第６段階 本人が市民税課税で、前年の合

計所得金額が200万円以上500万

円未満の人 

×1.5 64,800円

第７段階 本人が市民税課税で、前年の合

計所得金額が500万円以上の人 

 

 

 

43,200円 

×1.75 75,600円

（注）年度途中で65歳になった人は、65歳誕生日前日を含む月から保険料が賦課され

る。また、静岡市へ転入した65歳以上の人は、転入日を含む月から保険料が賦課

される。 

 

ア．保険料の決定と納付方法 

保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収がある。 

年金が年額18万円以上の人は特別徴収となり、年金の定額支払い（年６回）の際に、

保険料があらかじめ差し引かれる。 

老齢基礎年金、厚生年金などの老齢（退職）年金のほか、平成18年10月からは遺族

年金、障害年金も特別徴収の対象となる。 

年金が年額18万円未満の人は普通徴収となり、静岡市が送付する納付書（年８回）

に基づき、市指定金融機関で納付する。 

また、以下の人は、普通徴収で保険料を納めることとなっている。 

① 年度途中で65歳になった人 

② 他の市区町村から転入してきた人 

③ 年金を担保に借入れをした人 

④ 年金支給者への現況届が遅れ、年金支給が一時止まった人 

⑤ 本人及び家族の所得に更正があり、年度途中で保険料額に変更があった人など 

第２号被保険者（40歳から64歳の人）は、加入している医療保険（国民健康保険、

健康保険組合など）ごとに、保険料が決められ、医療保険者が医療保険料とあわせて

社会保険診療報酬支払基金へ納付することとなる。 

保険料の決め方と納め方は以下のとおりである。 
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（ア）国民健康保険に加入している人 

国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められる。 

 

  

＝         ＋ 

 

 

 医療分（国民健康保険）と介護分をあわせて国民健康保険料として世帯主が納付す

る。 

（イ）職場の医療保険に加入している人 

医療保険ごとに設定される介護保険料と、給与（標準報酬月額）及び賞与（標準賞

与額）に応じて決められる。 

 

 ＝            ×  

 

医療保険料と介護保険料を合わせて給与及び賞与から徴収する。 

サービスの利用条件において、第2号被保険者は、特定疾病以外の原因（交通事故等）

で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にならない。 

なお、介護保険課における債権管理は第１号被保険者の介護保険料のみを対象とし

ている。 

イ．保険料の徴収猶予 

納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合に

は、申請に基づき６ヶ月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる（静岡

市介護保険条例（平成15年静岡市条例第108号。以下「２．介護保険料」において「条

例」という。）第22条）。 

① 第一号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、

風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難その他の犯罪行為により、住宅、

家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。 

② 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又

はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その

者の収入が著しく減少したとき。 

③ 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は

業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。 

④ 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、

冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著し

く減少したとき。 

⑤ 前各号に掲げるほか、市長が認める特別な理由があるとき。 

ウ．保険料の減額又は免除 

次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、保険料

を減額し、又は免除することができる（条例第23条）。 

 

介護保険料 

所得割 

第2号被保険者の所得

に応じて計算 

均等割 

世帯の第2号被保険者

の数に応じて計算 

介護保険料 給与及び賞与 介護保険料率 
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① 第一号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、

風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につい

て著しい損害を受けたとき。 

② 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又

はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その

者の収入が著しく減少したとき。 

③ 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は

業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。 

④ 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、

冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著し

く減少したとき。 

⑤ 前各号に掲げるほか、市長が認める特別な理由があるとき。 

保険料の減額又は免除を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収

されている者にあっては納期限前７日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収さ

れている者にあっては特別徴収対象年金給付の支払日前７日までに、申請書に減額又

は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して提出しなければならない。 

エ．特別徴収対象者の保険料徴収実績管理 

（ア）特別徴収結果情報取得 

年金保険者から２ヶ月に１回、年金から引去りをした保険料の徴収結果情報（年金

の支給停止等による特別徴収不能情報を含む）の提供を受ける。 

（イ）特別徴収停止情報等の取得 

年金保険者への住所変更、死亡、適用除外及び住所地特例などの情報提供、又は、

年金保険者が把握した年金支給停止等の情報をもとにした年金保険者の特別徴収停止

処理情報の提供を受ける。 

（ウ）納付原簿への記載 

年金保険者からの特別徴収結果情報、特別徴収停止情報の内容を納付原簿へ記載す

る。 

（エ）特別徴収停止処理 

納付原簿を参照し、特別徴収を停止する者について、普通徴収への切替えを行う。

納期単位の保険料額の決定も併せて行う。 

（オ）納付原簿への記載 

特別徴収を停止し、普通徴収に切り替えた理由及び開始年月日等を納付原簿に記載

する。 

（カ）年金保険者への情報提供 

死亡、転出による資格喪失者及び住所地特例適用者の情報を年金保険者に通知する。 

（キ）特別徴収停止者への通知 

死亡、転出による資格喪失者については、特別徴収停止通知を作成し、送付する。

年金の支給停止等により特別徴収が不可になった者については、特別徴収停止通知と

普通徴収開始の通知を行う。 
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オ．滞納管理 

（ア）保険料納付実績管理 

普通徴収者の保険料の納付実績を、納付原簿に記載する（法第145条）。 

（イ）督促 

納付原簿を参照して、保険料を滞納している被保険者を特定し、保険料納付の督促

を行う。督促内容及び処理年月日等を納付原簿に記載する。各期の未納者に対して納

期限の20日以内に督促状を発送することとなっており（法第143条、第144条）、納期が

１年間に８回あるため督促状は年８回発送することとなる。督促状の発送リストはコ

ンピュータ上で自動的に集計でき、平成18年度においては1期あたり4,500件から6,000

件となっている。 

（ウ）催告書の発送 

督促状を発送しても未だ納付のない者に対しては催告書を発送することとなる。現

年度、過年度に係らず滞納がある者全員に年に４回程度催告書を発送して納付を促進

している。平成18年度に１回あたりの催告書の発送件数は約5,000件となる。 

（エ）延滞金計算 

督促指定期限経過後に納付された保険料について、延滞金の計算を行い告知しなけ

ればならない（条例第21条）。延滞金の計算は収納台帳からコンピュータにより自動的

に計算されるシステムとなっている。 

（オ）時効処理 

時効該当（２年）となった保険料について、納付原簿に記載する。対象者は、給付

実績管理において給付率引下げの対象となる。 

（カ）不納欠損 

時効該当保険料について不納欠損の処理を行う（法第200条）。 

カ．給付制限 

法は、保険料滞納の対応策として、強制的な保険料滞納処分と給付の一時差止など

の給付制限を認めている。 

まず、第１号被保険者に保険料の滞納が発生すると、一定期間を設定して督促が行

われ、この間に自主的な納付が行われない場合には強制的な保険料徴収を行う滞納処

分の権限が市に与えられている（法第144条）。 

このような強制的な保険料徴収方法のほかに給付制限を認める規定により自主的な

保険料納付の促進を図っている。 

介護保険料を滞納している場合は、介護サービスが制限されることとなる。保険料

は、静岡市に住む全ての被保険者で負担するものであり、公平性の原則から、保険料

を納めない人には、以下のような措置が講じられている。 
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介護サービスの制限内容の内訳 

滞納期間 介護サービスの制限内容 

１年以上 

支払方法変更 

介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担し、

申請により９割相当分を市から払戻しを受ける「償還払い」

に支払方法が変更になる（法第66条）。 

これにより要介護被保険者等は保険の現物給付を受けること

ができなくなり、当該要介護被保険者等はサービスの提供を

受けるにあたって、一旦その費用を全額支払い、後日その費

用について保険負担分の償還を受けることとなる（同条第４

項）。 

１年６ヶ月 

以上 

保険給付の一時差止 

償還払いになった給付費（９割相当分）の一部又は全部を、

一時的に差し止めるなどの措置がとられる。なお、滞納が続

く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合

もある（法第67条）。 

２年以上 

給付額減額 

滞納期間が２年を過ぎた保険料は支払いができなくなり、滞

納期間に応じて本来１割の利用者負担が３割に引き上げられ

る。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる

（法第69条）。 

 

過去４年間の給付制限の推移は、以下のとおりである。 

 

介護保険 給付制限の推移                 （単位：件、円） 

内訳 14年度 15年度 16年度 17年度 

件数 2 3 7 11
支払方法変更 

滞納金額 48,800 168,600 563,000 1,073,100

件数 2 15 16 31
給付額減額 

滞納金額 60,700 158,800 694,400 1,586,900

件数 4 18 23 42
計 

滞納金額 109,500 327,400 1,257,400 2,660,000

 

これによると支払方法の変更及び給付額の減額は件数、金額ともに増加傾向にある。こ

れは介護保険料の滞納が増加しているためであると言える。また、介護保険料の納付に対

して積極的でなかった人がサービスの提供を受けることになる場合が増加してきたことが

うかがえる。 
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平成12年度から平成17年度までの第１号保険料の収納状況は以下のとおりである。 

 

介護保険 第１号保険料の調定額等の推移            （単位：千円） 

区  分 調定額 収納額 
収納率

（％）

収入 

未済額 

不納 

欠損額 

特別徴収 702,242 702,242 100.00 － 

普通徴収 132,782 120,907 91.06 11,875 
旧静

岡市 
計 835,024 823,149 98.58 11,875 

特別徴収 345,877 345,877 100.00 － 

普通徴収 59,367 54,458 91.73 4,908 
旧清

水市 
計 405,244 400,336 98.79 4,908 

特別徴収 1,048,119 1,048,119 100.00 － 

普通徴収 192,149 175,365 91.27 16,783 

12 

 

 

年 

 

 

度 計 

計 1,240,269 1,223,485 98.65 16,783 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

特別徴収 2,055,306 2,055,306 100.0 － 

普通徴収 431,016 389,095 90.27 41.920 

計 2,486,322 2,444,401 98.31 41,920 

旧静

岡市 

滞納繰越分 11,828 2,735 23.13 9,093 

特別徴収 1,049,641 1,049,641 100.00 － 

普通徴収 196,057 180,406 92.02 15,651 

計 1,245,698 1,230,047 98.74 15,651 

旧清

水市 

滞納繰越分 4,939 3,485 70.56 1,454 

特別徴収 3,104,947 3,104,947 100.00 － 

普通徴収 627,073 569,502 90.82 57,571 

計 3,732,021 3,674,449 98.46 57,571 

13 

 

 

年 

 

 

度 

計 

滞納繰越分 16,768 6,221 37.10 10,547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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（単位：千円） 

区  分 調定額 収納額 
収納率

（％）

収入 

未済額 

不納 

欠損額 

特別徴収 2,668,906 2,668,906 100.00 － 

普通徴収 581,834 515,361 88.58 66,473 

計 3,250,741 3,184,268 97.96 66,473 

 

旧静

岡市 

滞納繰越分 50,959 12,770 25.06 38,189 

特別徴収 1,427,998 1,427,998 100.00 － 

普通徴収 276,869 248,578 89.78 28,290 

計 1,704,867 1,675,577 98.34 28,290 

 

旧清

水市 

滞納繰越分 17,081 6,699 39.22 10,382 

特別徴収 4,096,905 4,096,905 100.00 － 

普通徴収 858,703 763,939 88.96 94,764 

計 4,955,609 4,680,845 98.09 94,764 

14 

年 

度 

計 

滞納繰越分 68,041 19,469 28.61 48,572 
6,438

特別徴収 4,147,982 4,147,982 100.00 － 

普通徴収 798,993 713,887 89.35 85,106 

計 4,946,976 4,861,870 98.28 85,106 

15 

年

度 

 

静岡

市 

滞納繰越分 136,655 36,120 26.43 100,535 31,480

特別徴収 4,264,993 4,264,993 100.00 － 

普通徴収 780,919 693,947 88.86 86,972 

計 5,045,912 4,958,940 98.28 86,972 

16 

年

度 

 

静岡

市 

滞納繰越分 154,059 24,005 15.58 130,053 55,948

特別徴収 4,362,388 4,362,388 100.00 － 

普通徴収 835,286 741,657 88.79 93,628 

計 5,197,675 5,104,046 98.20 93,628 

17 

年

度 

 

静岡

市 

滞納繰越分 161,640 21,681 13.41 139,958 66,106

（注）１．介護保険料の時効は２年であるため、不納欠損額は平成14年度以降から発

生している。 

２．平成12年度の調定額及び収納額が他の年度よりも極端に少ないのは、政策

的に平成12年４月から９月まで賦課が行われず､平成12年10月から平成13年

９月までの賦課額が半額であったことによる。 
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キ．収入未済額等の推移 

収入未済額及び不納欠損額の推移は以下のとおりである。 

　　（千円）

0
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入
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不
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欠
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額

現年賦課分

滞納繰越分

不納欠損額

（千円）

 

収納率（現年賦課分、滞納繰越分）の推移は以下のとおりである。 

 （％）
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12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

現年賦課分

滞納繰越分

合　計

介護保険料の収納率の推移

 

介護保険料の収入未済額等の推移 
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静岡市における高齢者数、認定者数、サービス利用者数及び高齢化率の現状と今後の推

移は以下のとおりである。 

 

 介護サービス利用者数等の推移                 （単位：人） 

年 度 高齢者数 認定者数 
サービス 

利用者数 
高齢化率（％）

12年度 125,160 11,888 9,442 17.4

13年度 129,742 13,726 11,107 18.1

14年度 134,339 16,450 13,217 18.7

15年度 138,166 18,843 15,068 19.4

16年度 141,848 20,659 16,841 19.9

17年度 146,772 22,058 18,037 20.7

18年度 153,341 23,879 20,017 21.3

19年度 157,980 25,068 21,518 21.9

20年度 162,617 26,045 22,610 22.6

（注）１．各年度の介護保険事業状況報告書の10月分報告書の数値を表示している。 

２．平成18年度までは実績値、平成19年度から推定値で示している。 

３．高齢化率とは総人口に占める65歳以上の人口の割合をいう。 

 

過去７年間の第１号被保険者数と要介護認定者数の推移は以下のとおりである。 

 

介護保険 第１号被保険者数と要介護認定者数の推移 (単位：人)

分 類 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 

第 1 号 被

保険者数 
123,180 127,910 132,450 136,759 140,278 144,589 153,038

要介護認

定者数 
10,226 12,519 14,814 17,448 19,756 21,099 23,007

 （注）各年とも４月末の人数である。 

 

第１号被保険者数及び要介護認定者数は増加傾向にある。これにより、高齢化が加速し 

て進んでいることがうかがえる。 
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支援及び介護を必要とする程度別の要介護者数の推移は以下のとおりである。 

 

要介護者数の程度別推移 （単位：人）

分 類 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 

要支援 1,110 1,323 1,837 2,392 2,593 2,932 3,725

要介護1 2,223 3,031 3,914 4,795 6,208 6,830 7,049

要介護2 1,854 2,484 2,981 3,372 3,184 3,428 3,610

要介護3 1,595 1,946 2,107 2,361 2,722 2,793 3,435

要介護4 1,822 1,846 1,925 2,058 2,420 2,504 2,707

要介護5 1,622 1,889 2,050 2,470 2,629 2,612 2,481

合 計 10,226 12,519 14,814 17,448 19,756 21,099 23,007

 （注）各年とも４月末の人数である。 

 

要介護認定者数は増加傾向にある。とりわけ、要支援、要介護１、要介護２など軽

度の介護が必要な人が著しく増加している。そのため、平成18年4月に改正法が施行さ

れ「予防重視型システムへの転換」が設けられ筋力トレーニング、転倒骨折予防、栄

養改善等の新たなサービスが開始されることとなった。 

 

利用別のサービス利用者数の推移は以下のとおりである。 

 

介護サービス利用別 利用者数の推移 （単位：人）

 区 分 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 

施設サービス 1,920 2,714 2,990 3,177 3,603 3,777 4,054

居宅サービス 5,079 7,694 9,651 11,284 12,697 14,100 15,480

合 計 6,999 10,408 12,641 14,461 16,300 17,877 19,534

 （注）各年とも５月審査の人数である。 

 

介護サービスの利用者は毎年増加している。特に居宅サービスの利用の増加が見受けら 

れる。 

（２）実施した主な監査手続  

① 徴収及び滞納整理事務の流れについて、フローチャートに基づき聴取して検討

を行った。 

② 収入未済額の発生状況を把握し、その内容を検討した。 

③ 不納欠損処分の手続が妥当なものかどうか、担当者へ質問して確認した。 

④ 徴収事務に関して、各福祉事務所に往査して領収書の管理状況を確認した。 

⑤ 徴収による債権額の消し込みについて、コンピュータへの入力状況を視察する

とともに、個人情報の保護に関して十分に機能することを担当者へ質問するなど

して確認した。 
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⑥ 領収印の保管状況について、各福祉事務所を往査して確認した。 

⑦ 臨戸について、その状況を非常勤嘱託員に質問するなどして確認した。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は、認められなかった。なお、

監査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述

べているので参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア． 領収証書の管理について 

介護保険課において静岡市の白紙の領収証書を一括して購入し、各福祉事務所の高

齢介護課に必要とする白紙の領収証書を送付することとなっている。白紙の領収証書

を各福祉事務所に配付交付する場合は、交付年月日、交付先及び綴番号を記載するこ

ととなっている。しかし、介護保険課に白紙の領収証書の残高がどれだけあるかは、

示されていない。白紙の領収証書の残高は往査日に67冊あったが「領収証書の交付台

帳」では分からず、領収証書を印刷会社に、いつ、どれだけ発注するかが容易にはわ

からない状況にある。「領収証書の交付台帳」に残高を記載することが必要となる。な

お、領収証書のミミ（控え）の管理は適正になされていた。 

また、葵福祉事務所高齢介護課及び駿河福祉事務所高齢介護課に往査したところ、

領収証書受付簿による白紙の領収証書の管理は行われていなかった。白紙の領収証書

を介護保険課より受け取った場合や領収証書を使用した場合には、領収証書受付簿に

綴番号を記載することが望まれる。なお、清水福祉事務所高齢介護課においては領収

証書受付簿による白紙の領収証書の管理が行われていた。 

駿河福祉事務所高齢介護課においては、領収証書を書き損じた場合は3枚複写の領収

証書をホチキスで止めたり、×を記載したり、まちまちであった。領収証書を書き損

じた場合は全体に×を記入し、再使用できないことが明確になるように統一して処理

を行うことが望まれる。 

イ． コンピュータによる情報の保全について 

折衝記録は市の職員及び非常勤嘱託員がコンピュータに入力しているが、一度入力

したものを変更する場合や削除する場合のマニュアル等がないため、変更、削除する

場合には何らかの承認を受けた手続を行う必要があるだろう。特に、データを削除す

る場合においては、データの削除が困難な方法にシステムを構築することや、また、

何らかのバックアップがとれるシステムの検討も個人情報の保護という観点から必要

であろう。今後高齢化社会が加速していくと個人データの量も当然に増加することと

なる。そのためには個人情報の管理の厳格な適用が重要性を増すこととなろう。 

 

３．母子及び寡婦福祉資金貸付金 

（１）概要 

ア．目的 

母子及び寡婦福祉資金貸付金の制度は、社会的、経済的に不安定な状態が多く見受

けられる母子家庭及び寡婦に資金の貸付を行うことにより、経済的自立の助成、生活

意欲の助成を図り、安定した生活を営めるようにすることを目的としている。 
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イ．根拠 

本貸付制度は、以下の法令等に基づき実施されている。 

（ア）母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号） 

（イ）母子及び寡婦福祉法施行令（昭和39年政令第224号） 

（ウ）母子及び寡婦福祉法施行規則（昭和39年厚生省令第32号） 

（エ）静岡市母子及び寡婦福祉法施行細則（平成15年静岡市規則第111号） 

旧静岡市では、平成８年４月１日の中核市指定に伴い、母子及び寡婦福祉資金貸付

業務が静岡県より事務移譲された。また、平成15年４月１日の旧清水市との合併によ

り、清水地域の母子寡婦福祉資金貸付金債権が静岡県より譲渡されている。 

ウ．内容 

この制度の貸付資金には、母子福祉資金が13種類、寡婦福祉資金が12種類あり、そ

の内容は以下の表のとおりである。 
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母子及び寡婦福祉資金貸付金の種類及び貸付対象者等 
 資金の種類 貸付対象等 利率 

1 事業開始資金 母子家庭の母 

母子福祉団体 

寡婦 

事業（例えば洋裁、軽飲食、文具販売、

菓子小売業等、母子福祉団体について

は政令で定める事業）を開始するのに

必要な設備、什器、機械等の購入資金 

個人分3％ 

団体分5％ 

2 事業継続資金 母子家庭の母 

母子福祉団体 

寡婦 

現在営んでいる事業（母子福祉団体に

ついては政令で定める事業）を継続す

るために必要な商品、材料等を購入す

る運転資金 

個人分3％ 

団体分5％ 

3 修学資金 母子家庭の母が扶養す

る児童 

父母のない児童 

寡婦が扶養する子 

高等学校、大学、高等専門学校又は専

修学校に就学させるための授業料、書

籍代、交通費等に必要な資金 
無利子 

4 技能習得資金 母子家庭の母 

寡婦 

自ら事業を開始し又は会社等に就職す

るために必要な知識技能を習得するた

めに必要な資金（例：訪問介護員（ホー

ムヘルパー）、ワープロ、パソコン、栄

養士等） 

無利子 

5 修業資金 母子家庭の母が扶養す

る児童 

父母のない児童 

寡婦が扶養する子 

事業を開始し又は就職するために必要

な知識技能を習得するために必要な資

金 
無利子 

6 就職支度資金 母子家庭の母又は児童

父母のない児童 

寡婦 

就職するために直接必要な被服、履物

等及び通勤用自動車等を購入する資金 無利子 

7 医療介護資金 母子家庭の母又は児童

寡婦 

医療（当該医療を受ける期間が1年以内

の場合に限る）を受けるために必要な

資金 

無利子 

8 生活資金 母子家庭の母 

寡婦 

技能習得資金を借り受けて知識技能を

習得している間、療養資金を借り受け

て医療を受けている間又は母子家庭に

なって間もない（5年未満）母及び寡婦

の生活を安定・継続するのに必要な生

活費補給資金 

年3％(療養資

金又は技能習

得資金と合わ

せて貸付けら

れる場合は、

無利子) 

9 住宅資金 母子家庭の母 

寡婦 

住宅を建設し、購入し、補修し、保全

し、改築し、又は増築するのに必要な

資金 

 

10 転宅資金 母子家庭の母 

寡婦 

住宅を移転するため住宅の賃借に際し

必要な資金 

 

11 就学支度資金 母子家庭の母が扶養す

る児童 

父母のない児童 

寡婦が扶養する子 

就学、修業するために必要な被服等の

購入に必要な資金 

 

12 結婚資金 母子家庭の母 

寡婦 

母子家庭の母が扶養する児童の婚姻に

際し必要な資金 

 

特例児童扶養資金

 

 

制度改正前と比較し児童扶養手当額が

減額となった者が児童を扶養するため

に必要な資金(注) 

 13 

（児童扶養資金）

 

 

母子家庭の母 

父母のない児童 

（児童扶養手当の全部又は一部の支給

制限を受け、かつ、前年の収入が一定

額未満である配偶者のない女子） 

 

 （注）平成15年度までは児童扶養資金として貸し付けていたが、平成16年度から制

度改正により児童扶養資金は廃止され、特例児童扶養資金として貸付が行われ

ている。 

 

 

 

 

 



 
  号    外         静 岡 市 報         平成19年3月31日  125 

 

エ．貸付けの決定 

貸付申請書を静岡市母子及び寡婦福祉資金貸付審査会で審査のうえ貸付の承認及び

不承認が決定される（静岡市母子及び寡婦福祉資金貸付要領第30条）。 

オ．貸付金の状況 

過去５年間の貸付金の状況は以下のとおりである。 

いずれの年度においても、修学資金、就学支度資金の順で多く利用されている。 

 

母子及び寡婦福祉資金貸付金の貸付状況の推移 （単位：件、千円）

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

区 分 件
数 

金
額 

件
数 

金
額 

件
数 

金
額 

件
数 

金
額 

件
数 

金
額 

事業開始資

金 
3 5,316 3 6,800 4 9,662 ― ― 3 7,350

業継続資金 1 1,400 ― ― ― ― ― ― ― ―

修学資金 397 225,199 386 221,315 415 225,412 424 216,304 435 220,965

技能習得資

金 
5 928 4 940 2 645 7 2,385 5 2,170

修業資金 7 3,221 9 3,990 7 3,300 10 4,580 5 1,902

就職支度資

金 
4 840 1 100 1 310 ― ― ― ―

医療介護資

金 
― ― 1 191 ― ― 1 260 2 205

生活資金 9 3,326 9 6,757 3 2,575 1 103 1 375

住宅資金 ― ― ― ― ― ― 1 2,000 ― ―

転宅資金 8 1,924 5 1,082 9 2,266 12 2,873 13 3,085

就学支度資

金 
84 19,281 110 25,836 137 39,461 124 42,265 173 54,769

結婚資金 1 300 1 290 ― ― ― ― ― ―

児童扶養資

金 
― ― 1 30 2 251 ― ― ― ―

特例児童扶

養資金 
― ― ― ― ― ― 1 96 2 158

計 519 261,735 530 267,331 580 283,882 581 270,866 639 290,979
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カ．過去５年間における貸付金元金等の償還状況 

過去５年間の貸付金の償還状況は次表のとおりである。母子及び寡婦福祉資金貸付

金については、他の債権と異なり、不納欠損処分が過去５年間に行われていない。 

 

母子及び寡婦福祉資金貸付金の貸付金元金等の償還状況 (単位:千円)

区 分 調定額 収入済額
不納 

欠損額 

収入 

未済額 

償還率

（％）

過年度分 63,407 1,078 ― 62,329 1.7

現年度分 96,589 86,969 ― 9,620 90.013年度 

計 159,996 88,047 ― 71,949 55.0

過年度分 71,949 1,575 ― 70,374 2.2

現年度分 105,959 86,941 ― 19,018 82.114年度 

計 177,908 88,516 ― 89,392 49.8

過年度分 107,926 10,931 ― 96,995 10.1

現年度分 151,325 134,536 ― 16,789 88.915年度 

計 259,251 145,467 ― 113,784 56.1

過年度分 113,628 5,003 ― 108,625 4.4

現年度分 161,510 142,417 ― 19,093 88.216年度 

計 275,138 147,420 ― 127,718 53.6

過年度分 127,718 3,257 ― 124,461 2.6

現年度分 184,290 162,517 ― 21,773 88.217年度 

計 312,008 165,774 ― 146,234 53.1

（注）平成14年度以前は、旧静岡市と旧清水市の数値の合算で示している。 

 

母子及び寡婦福祉資金貸付金　調定額等の推移

0
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キ．政令指定都市における償還率等の比較 

政令指定都市における平成16年度及び17年度の調定額、収入済額及び償還率を比較

すると以下のとおりである。静岡市の償還率は、他の政令指定都市と比べて、平成16

年度では第３位、平成17年度では第２位と非常に良好であった。 

 

母子及び寡婦福祉資金貸付金 

政令指定都市における償還率等の比較 (単位：千円）
16年度 17年度（見込み） 

区 分 
現年度分 過年度分 計 現年度分 過年度分 計 

調定額 183,414 249,544 432,958 191,185 270,946 462,131

収入済額 133,788 27,604 161,392 139,028 30,734 169,762
札
幌
市 償還率 72.9% 11.1% 37.3% 72.7% 11.3% 36.7%

調定額 97,190 165,314 262,504 注 注 注 

収入済額 65,924 12,151 78,075 注 注 注 
仙
台
市 償還率 67.8% 7.4% 29.7% 注 注 注 

調定額 38,114 20,220 58,334 35,819 22,577 58,396

収入済額 33,945 1,812 35,757 31,462 1,654 33,116

さ
い
た
ま
市 償還率 89.1% 9.0% 61.3% 87.8% 7.3% 56.7%

調定額 96,282 71,686 167,968 112,267 90,128 202,395

収入済額 79,963 4,179 84,142 94,134 4,845 98,979
千
葉
市 償還率 83.1% 5.8% 50.1% 83.9% 5.4% 48.9%

調定額 277,900 537,489 815,389 270,297 601,180 871,477

収入済額 202,866 44,456 247,322 注 注 257,261
川
崎
市 償還率 73.0% 8.3% 30.3% 注 注 29.5%

調定額 161,510 113,628 275,138 184,290 127,718 312,008

収入済額 142,417 5,003 147,420 162,517 3,257 165,774
静
岡
市 償還率 88.2% 4.4% 53.6% 88.2% 2.6% 53.1%

調定額 401,664 460,693 862,357 412,167 506,722 918,889

収入済額 324,291 27,946 352,237 315,187 31,657 346,844

名
古
屋
市 償還率 80.7% 6.1% 40.9% 76.5% 6.3% 37.8%

調定額 387,856 702,374 1,090,230 416,035 792,424 1,208,459

収入済額 284,341 19,756 304,097 291,063 29,757 320,820
京
都
市 償還率 73.3% 2.8% 27.9% 70.0% 3.8% 26.6%

調定額 268,739 506,218 774,957 279,316 567,833 847,149

収入済額 188,516 18,608 207,124 196,818 19,082 215,900
大
阪
市 償還率 70.2% 3.7% 26.7% 70.5% 3.4% 25.5%

調定額 175,619 309,442 485,061 177,426 325,283 502,709

収入済額 141,245 18,533 159,778 144,770 21,967 166,737
神
戸
市 償還率 80.4% 6.0% 32.9% 81.6% 6.8% 33.2%

調定額 425,762 288,833 714,595 411,729 316,095 727,824

収入済額 369,161 29,338 398,499 356,937 23,457 380,394
広
島
市 償還率 86.7% 10.2% 55.8% 86.7% 7.4% 52.3%

調定額 684,976 1,620,809 2,305,785 671,609 1,805,449 2,477,058

収入済額 459,757 40,578 500,335 449,703 50,560 500,263
福
岡
市 償還率 67.1% 2.5% 21.7% 67.0% 2.8% 20.2%

（注）集計中のため、データを得ることができなかった(平成18年５月23日現在)。 
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ク．債権の発生時期 

母子及び寡婦福祉資金は貸付が行われた時点で債権が発生する。ただし、償還手続

については、一定の据置期間が経過したのち、償還金についての調定事務が行われ、

貸付を受けた者に対して納入通知書が送付された時点から開始される。 

ケ．償還金の支払方法 

償還金の支払いは、原則として口座振替によっている。貸付申請時に償還口座の登

録が行われているが、口座変更や口座残金不足の場合その他何らかの事情がある場合

には、納付書による償還が行われている。 

コ．債権管理システム 

債権管理は｢母子寡婦福祉資金管理システム｣により貸付申請情報、貸付情報、償還

情報が管理されている。当該システムは、児童福祉課と各福祉事務所とがオンライン

で繋がっており、担当者のみがアクセスできるようにＩＤとパスワードでコントロー

ルされている。 

貸付申請情報及び貸付情報は、貸付申請書類に基づき入力される。その入力により

貸付番号が自動付番される。貸付申請書類は、その付番された貸付番号順に保存され

ている。 

また、償還情報は、出納課から送られてきた収入表（納付書）に付されたバーコー

ドをシステムで読み込むことにより、自動的に消込みが行われる。 

さらに、督促及び催告の情報、納付書の発行履歴もシステム上で管理されている。 

ただし、未納者との折衝記録については、システム上管理されているものと、母子

福祉協力員からの報告書として手書き管理されているものが並存していた。 

サ．督促及び催告 

「静岡市税外収入金に係る督促等に関する条例」第２条によれば、税外収入金を納

期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定

して督促しなければならない。母子寡婦福祉資金管理システムでは、同条の規定によ

り、納期限後に未償還となっているものが自動抽出され、督促状及び督促者一覧表が

出力される。 

督促状の納期限を過ぎてもなお未納の借受人に対しては、催告状を発送する。催告

状の納期限は発効日から10日後としており、督促状と同様に母子寡婦福祉資金管理シ

ステムで自動抽出され出力される。 

催告状の納期限を過ぎてもなお納入されないものについては、各福祉事務所が電話

や文書で再催告を行うほか、母子福祉協力員と連携をとり徴収にあたる。 

母子福祉協力員は、担当する償還滞納者リストをもとに、担当地区在住の滞納者に

対して電話、手紙、臨戸などにより償還指導を行うとともに、その活動状況を定期的

に福祉事務所に報告する。 
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シ．支払猶予 

償還金は、母子及び寡婦福祉法施行令第19条第１項各号に示す事由があるときは、

償還金の支払いを猶予することができる。 

 

 

 

ス．償還免除等 

母子及び寡婦福祉法第15条の規定により、貸付を受けた者が死亡したとき、又は精

神的若しくは身体的に著しい障害を受けたため償還ができなくなったと認めたとき

は、議会の議決を経て償還の免除をすることができるとされている。実際に償還免除

手続をした例は、過去においてない。 

これに対し、遅延損害金に相当する違約金（施行令第17条）については、借受人に

母子及び寡婦福祉法施行令 

（償還金の支払猶予） 

第19条 都道府県は、次に掲げる場合には、第８条第1項の規定にかかわらず、

母子福祉資金貸付金の貸付を受けた者に対し、償還金の支払いを猶予するこ

とができる。ただし、第1号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付

金の貸付を受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合にお

けるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められる

ときは、この限りでない。 

一．災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により母子福祉資金貸

付金の貸付を受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難に

なったと認められるとき。 

二．修学資金又は就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金

の貸付により修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、高等専門

学校若しくは専修学校に就学し、又は修業資金の貸付により知識技能を習

得しているとき。 

２ 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利

子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった母子

福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。 

静岡市母子福祉協力員設置要綱 

（職務） 

第６条 協力員は、次の職務を行う。 

（１）生活援護等を必要とする母子家庭及び寡婦の発見に努め、社会福祉関係諸機

関の行う生活相談に協力すること。 

（２）母子及び寡婦福祉資金制度の趣旨の普及を図るとともに、当該資金の貸付け

を受けようとする者及び貸付けを受けた者に対し、貸付け及び償還に係る手続、

方法等について具体的な指導を行うこと。 
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災害、盗難等が発生したときや、月額収入が減少したとき等（静岡市母子及び寡婦福

祉資金貸付金の償還に係る違約金免除実施要領第２条）に該当する場合には、借受人

からの申請により免除することができる。平成17年度において違約金の免除となった

ものは３件あった。 

 

 

 

（２）実施した主な監査手続 

① 徴収及び滞納整理事務の流れについて、関連部署及び各福祉事務所の担当者にヒア

リングを実施して検討した。 

② 収入未済額の発生状況を把握し、その内容を検討した。 

③ 不納欠損処分の手続の必要性の有無について、担当者へ質問、関連法令、文書

を閲覧して検討した。 

④ 母子寡婦福祉資金システムの入力状況、債権額の消込み状況、アクセス管理等

について、システムを視察するとともに、個人情報の保護に関して十分に機能す

ることを担当者へ質問するなどして確かめた。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監

査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べ

ているので参照されたい。 

 

静岡市母子及び寡婦福祉資金貸付金の償還に係る違約金免除実施要領 

（違約金の免除） 

第２条 令第17条に規定する違約金を免除することができる場合とは、次の各

号のいずれかに該当する場合とする。 

（１） 借受人に災害、盗難、疾病、負傷等が発生したと認められるとき。 

ア． 上記理由により納期限までに償還金を納付することができなかっ

たとき。 

イ． 上記理由により緊急の支出(年間償還額以上)をしたとき。 

（２） 借受人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第６条に規定する被保護者

又は要借受人が疾病、転職等の原因により月額収入が従来より減少(月

額償還額以上) したと認められるとき。 

（３） 借受人が死亡し、連帯保証人又は相続人が償還金が未納となっているこ

とを初めて知り、その後未納分をこれらの者が償還したとき。 

（４） 連帯借受人、連帯保証人又は相続人が償還金が未納となっていることを

初めて知り、その後未納分をこれらの者が償還したとき。 

（５） 令第19条第１項に規定する償還金の支払猶予事由に該当する者が、やむ

を得ない理由により支払猶予申請手続きが遅延していたと認められる

とき。 

（６） その他市長が特に免除することがやむを得ないと認めたとき。 
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（４）指摘事項 

ア．不納欠損処分等について 

現状では、徴収猶予手続や不納欠損処分が全く手が付けられていない状態になって

いた。 

静岡市の母子及び寡婦福祉資金貸付金の年度別収入未済額は以下のとおりである。 

 

 

母子及び寡婦福祉資金貸付金

年度別収入未済額 

 

（単位：件、千円）

年度 件数 合計 累計 

昭和56年度 1 29 29  

昭和57年度 1 58 86  

昭和58年度 1 58 144  

昭和59年度 5 210 354  

昭和60年度 5 212 566  

昭和61年度 7 543 1,109  

昭和62年度 7 778 1,886  

昭和63年度 9 742 2,628  

平成元年度 8 457 3,085  

平成２年度 13 985 4,071  

平成３年度 20 1,768 5,838  

平成４年度 30 2,285 8,124  

平成５年度 41 2,939 11,062  

平成６年度 54 3,956 15,018  

平成７年度 71 5,055 20,073  

平成８年度 87 5,527 25,600  

平成９年度 116 6,669 32,269  

平成10年度 153 8,955 41,224  

平成11年度 160 10,275 51,499  

平成12年度 158 10,127 61,627  

平成13年度 168 10,731 72,358  

平成14年度 187 12,052 84,410  

平成15年度 227 14,988 99,398  

平成16年度 256 17,176 116,574  

平成17年度 303 20,515 137,089  

（注）平成18年７月28日現在の残高である。 

 

上表から、収入未済額のうち最も古いものは昭和56年度に発生していることがわか

る。貸付債権の時効の完成期間は10年間（地方自治法第236条第４項）であるため、上

表の収入未済額のうち時効により不納欠損処分ができるものは、昭和56年度から平成

７年度までの収入未済額の合計約２千万円である。ただし、民法第145条により必要と

される当事者による時効の援用が行われていないため、不納欠損処分が行われていな

い。 

問題は、これらの滞納債権について、放置したままであり何ら滞納整理が行われて
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いないことである。平成８年以前の債権については、静岡県から譲渡を受けたもので

あり、滞納整理を行うことが困難である実情も理解できる。また、回収可能であれば、

不納欠損処分を行わない方が経済的である。しかし、特に徴収停止（地方自治法施行

令第171条の５）の手続がとられていない債権について、時効の援用の手続もとられて

いない状況であった。 

まずは、一定の時点で、全ての滞納債権の借受人、連帯借受人、連帯保証人につい

て、生活困窮、行方不明、死亡等の原因分析を具体的に行って集計することが必要で

ある。原因分析しなければ、回収可能なのか、徴収停止すべきなのか、不納欠損処分

できるのかどうか等の判断ができないからである。時の経過とともに原因分析を行う

ことは、ますます困難になり、原因不明のままの滞納債権が永遠に残ってしまうこと

になる。 

その結果、時効の援用の措置をとれるものであれば、早期に不納欠損処分すべきで

ある。 

 

４．保育料 

（１）概要 

ア．目的 

保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育する

ことを目的とする施設である（児童福祉法第39条）。育児は私的な行為であるが、次代

の社会を支える子どもたちを心身ともに健やかに育成することは社会の責任であるこ

とから、その子どもたちの保育に欠ける状態があるときに、保育所での保育を公的に

保障することが保育所制度の目的である。 

イ．根拠 

（ア）児童福祉法（昭和22年法律第164号） 

（イ）児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号） 

（ウ）児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号） 

（エ）静岡市児童福祉法等施行細則（平成15年静岡市規則第110号） 

（オ）静岡市児童福祉法等施行細則第33条第5項の規定に基づく費用に係る徴収基準

（平成18年静岡市告示第170号） 

（カ）静岡市保育の実施に関する条例（平成15年静岡市条例第146号） 

（キ）静岡市保育等の実施に関する規則（平成15年静岡市規則第105号） 

（ク）静岡市立保育所条例（平成15年静岡市条例第147号） 

（ケ）静岡市立保育所条例施行規則（平成15年静岡市規則第106号） 

ウ．内容 

静岡市内には平成18年３月末現在、101箇所の保育所が設けられている。内訳は、市

立保育所50箇所（うち公設民営２箇所、山間地保育所３箇所）、私立保育所51箇所であ

る。なお、平成18年３月31日に旧蒲原町と合併したことにより、市立保育所２箇所、

私立保育所１箇所が増加している。 
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保育所入所の仕組みを図で表すと以下のとおりである。 

 

①希望入所先の申込

⑥保育料徴収

③入所

④保育

保護者

保育に欠ける
児童

市町村

⑤保育費用
及び補助金

②要件の事実確認と入所の応諾

私立保育所

市立保育所

 

 

上図のとおり、保育料の徴収は市が行い、市立保育所は市が運営し、私立保育所は

市から保育費用及び補助金を受け取ることにより運営されている。 

エ．保育料の決定 

保育料は、静岡市児童福祉法等施行細則（以下「施行細則」という。）第33条におい

て費用徴収するものとされ、具体的金額は、同条第５項の規定に基づく費用に係る徴

収基準（以下「平成18年告示第170号」という。）で定められている。平成18年告示第 

170号では、下表のように所得税や住民税の納税額等に基づく階層区分ごと、乳幼児の

年齢ごとの保育料が定められている。また、山間地の市立保育所で保護される場合に

は、静岡市立保育所条例別表第１により、市町村民税や固定資産税の納付額に基づく

階層区分ごとの保育料が決定される。 

具体的には、まず、各福祉事務所に保護者から提出された保育所入所申込書、就労

証明書等の書類に基づき、福祉事務所の担当者が保育所入所管理システムへ必要な情

報を入力する。次に、当該入力データ及び保育所の受入可能状況等に基づき、月１度

の判定会で審査し、入所の承諾、不承諾が決定される。そして、入所承諾のあった者

はその所得税の課税状況等に応じ階層区分ごとの保育料が決定される。 
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静岡市児童福祉法等施行細則第33条第５項の規定に基づく費用に係る徴収基準(平成18年告示

第170号) 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料（月額・円） 

階層 定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児 

Ａ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む） 0 0 0 

Ｂ０ 
母子・父子家庭在宅障害児・者の

いる世帯 
0 0 0 

2,000 1,500 1,500 
Ｂ 

Ａ階層を及びＤ階層

を除き、前年度分の市

町村民税の非課税世

帯 
その他 

(1,000) (700) (700) 

6,500 4,000 4,000 
Ｃ１Ｇ 

母子・父子家庭在宅障

害児・者のいる世帯 (3,200) (2,000) (2,000) 

その他 7,500 5,000 5,000 
Ｃ１ 

均等割

  (3,700) (2,500) (2,500) 

7,500 6,000 6,000 
Ｃ２Ｇ 

母子・父子家庭在宅障

害児・者のいる世帯 (3,700) (3,000) (3,000) 

8,500 7,000 7,000 
Ｃ２ 

Ａ階層及びＤ階層を

除き前年度分の市町

村民税課税世帯 

所得割

その他 
(4,200) (3,500) (3,500) 

13,300 12,000 12,000 
Ｄ１ 14,000円 未満 

(6,600) (6,000) (6,000) 

14,000円 以上 14,800 13,000 13,000 
Ｄ２ 

24,000円 未満 (7,400) (6,500) (6,500) 

24,000円 以上 19,000 17,000 17,000 
Ｄ３ 

64,000円 未満 (9,500) (8,500) (8,500) 

64,000円 以上 29,000 26,500 23,000 
Ｄ４ 

88,000円 未満 (14,500) (13,200) (11,500) 

88,000円 以上 31,500 27,000 23,200 
Ｄ５ 

112,000円 未満 (15,700) (13,500) (11,600) 

112,000円 以上 32,500 28,000 23,700 
Ｄ６ 

160,000円 未満 (16,200) (14,000) (11,800) 

160,000円 以上 44,300 28,800 24,000 
Ｄ７ 

200,000円 未満 (22,100) (14,400) (12,000) 

200,000円 以上 44,500 29,000 24,200 
Ｄ８ 

264,000円 未満 (22,200) (14,500) (12,100) 

264,000円 以上 45,500 30,000 24,700 
Ｄ９ 

408,000円 未満 (22,700) (15,000) (12,300) 

408,000円 以上 51,000 30,800 25,000 
Ｄ１０ 

510,000円 未満 (25,500) (15,400) (12,500) 

51,200 31,000 25,200 
Ｄ１１ 

Ａ階層を除き、1月分

から3月分までの保育

料については前々年

度の、4月分から12月

分までの保育料につ

いては前年分の所得

税の課税世帯 

510,000円 以上 
(25,600) (15,500) (12,600) 

備考 この表の定める３歳未満児、３歳児及び４歳以上児の区分の認定は、４月に在籍する児童にあっては、４

月１日現在の年齢により、５月以降に入所する児童にあっては、入所の承諾をする初日の年齢による。 

 保育料の欄の下段の（ ）は、兄弟で同時に入所する場合の第２子目の保育料である。第３子目以降は無料とす

る。 

 この表の階層区分に定める税額は、住宅取得控除及び配当控除等を行う前の額とし、特別減税があった場合に

ついては、特別減税前の税額とする。 
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オ．過去５年間における保育料の滞納額等の状況 

過去５年間の保育料の調定額、不納欠損額、収入未済額（滞納額）等の推移は以下

のとおりである。 

平成14年度の収納率が他の年度に比し89.3％と低くなっているのは、旧静岡市と旧

清水市との合併に伴う打切決算によるものである。 

 

保育料収入の調定額等の推移 （単位：千円）

区 分 調定額 収入済額 
不納 

欠損額 

収入 

未済額 

還付 

未済額 

収納率

（％） 

13年度 計 2,633,267 2,474,862 19,901 138,504 - 94.0

14年度 計 2,676,087 2,389,163 22,616 264,356 48 89.3

過年度分 263,766 132,272 19,571 111,923  - 50.2

現年度分 2,420,763 2,385,853 - 35,044 134 98.615年度 

計 2,684,529 2,518,125 19,571 146,967 134 93.8

過年度分 146,967 11,149 26,369 109,461 12 7.6

現年度分 2,402,940 2,364,057 - 39,239 356 98.416年度 

計 2,549,907 2,375,206 26,369 148,700 368 93.2

過年度分 149,241 12,530 26,133 110,612 34 8.4

現年度分 2,613,142 2,570,758 - 43,226 842 98.417年度 

計 2,762,383 2,583,288 26,133 153,838 876 93.5

（注）平成14年度以前は、旧静岡市と旧清水市の数値の合算で示している。平成14年

度以前は過年度分と現年度分との区別が困難であったため、合計のみを表記して

いる。 

 

保育料収入　調定額等の推移

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000
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（千円）

調定額

収入済額

不納欠損額

収入未済額
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収納率は平成17年度で93.5％と非常に高く見える一方で、不納欠損額が２千６百万

円、収入未済額が１億５千万円と、少額とはいえない額となっている。 

カ．政令指定都市における収納率の比較 

全国政令指定都市の保育料の収納率は、以下の表のとおりである。 

現年度の収納率をみると、静岡市は、平成16年度は14都市中第３位、平成17年度は 

15都市中第２位と良好である。他方、過年度分を含めた収納率を見ると、平成16年度、

平成17年度ともに第４位と現年度のみの場合に比し下位に位置している。これは、過

年度分を含めた収納率で静岡市より上位に位置した都市に比べ、静岡市における滞納

保育料の収納率が低いことを意味している。 

 

政令指定都市における保育料の収納率  (単位：％) 

都市名 16年度 17年度 増減 

Ａ市 88.4 ( 97.2) 89.0 ( 97.1) 0.6 △(0.1)

Ｂ市 90.9 ( 98.2) 91.7 ( 97.9) 0.8 △(0.2)

Ｃ市 93.2 ( 98.1) 93.8 ( 98.0) 0.6 △(0.0)

Ｄ市 92.6 ( 97.5) 92.4 ( 97.3) △ 0.1 △(0.2)

Ｅ市 90.9 ( 98.3) 91.7 ( 98.4) 0.8 ( 0.1)

Ｆ市 92.0 ( 98.0) 92.6 ( 97.8) 0.6 △(0.2)

静岡市 93.2 ( 98.4) 93.5 ( 98.4) 0.4 ( 0.0)

Ｇ市 99.7 ( 99.7) 99.4 ( 99.8) △ 0.3 ( 0.1)

Ｈ市 78.8 ( 97.0) 79.6 ( 97.1) 0.8 ( 0.1)

Ｉ市 76.8 ( 95.5) 77.3 ( 95.0) 0.5 △(0.5)

Ｊ市   ― 88.6 ( 97.0)   ― 

Ｋ市 90.6 ( 97.4) 90.6 ( 97.2) △ 0.0 △(0.2)

Ｌ市 89.9 ( 97.9) 90.1 ( 97.7) 0.2 △(0.1)

Ｍ市 90.5 ( 97.7) 91.0 ( 97.9) 0.5 ( 0.2)

Ｎ市 94.3 ( 98.5) 94.3 ( 98.0) △ 0.0 △(0.5)

（注）（）内は現年度分のみの収納率 

 

キ．債権の発生時期 

保育料は、毎月初日に調定されるため、債権の発生時期は、毎月初日である。保育

料は、その月分を毎月末日までに納付しなければならない。 

ク．債権の支払方法 

保育料の収納は、口座振替又は納付書による納付となっている。 

ケ．債権管理システム 

債権管理は｢保育所入所管理システム｣により保育料の賦課状況、収納状況等が管理

されている。当該システムは、保育課と各福祉事務所保育児童課とでオンライン化さ

れており、担当者のみがアクセスできるようにＩＤとパスワードでコントロールされ

ている。 

督促及び催告の情報、納付書の発行履歴もシステム上で管理されている。 

ただし、未納者との折衝記録については、システム上に入力項目として設けられて

いるが、各福祉事務所においてその欄の利用状況はまちまちである。葵福祉事務所及
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び清水福祉事務所では、分割納付台帳に手書きで折衝記録が残されている。駿河福祉

事務所では、特記事項としてシステム入力しているが、「折衝記録」という欄は使用さ

れていなかった。 

コ．督促及び催告  

静岡市税外収入金に係る督促等に関する条例第２条によれば、税外収入金を納期限

までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して

督促しなければならないとされている。保育所入所管理システムでは、同条の規定に

より、納期限後に収入未済となっているものを抽出し、督促状を送付している。この

手続は、保育課運営担当が行っている。 

督促の納期を過ぎても納入がない場合の催告手続は、各福祉事務所の保育児童課入

所担当が任意に行っている。催告の手続についての事務処理マニュアルが無く、各福

祉事務所の保育児童課入所担当の判断で任意に対応している現状である。 

滞納者一覧表は任意の時点でシステムから抽出、印刷することが可能となっている。

入所担当は、一定の時点で滞納者一覧表を出力して滞納整理に利用する。いつ出力す

るかは、各福祉事務所の保育児童課入所担当の判断により異なっている。 

マニュアルで明示されているわけではないが、滞納者一覧表を保育所の園長宛に送

付して催告依頼をしたり、年度の切替手続時に滞納一覧表に名前がある者に対しては

収納指導したりしている。また、電話により収納指導する場合もある。 

収納指導により分割納付の申し出があれば、それに応じて分割納付台帳に記録、保

存している。 

サ．減額又は免除 

保育料の減額又は免除は、施行細則第34条（階層区分の変更）に該当する場合に行

われる。例えば、失業、休業、倒産等による著しい所得の減少、異常な出費等の事由

が生じた等の理由により所得階層が著しく変わった場合が該当する。 

 

 

 



 
  号    外         静 岡 市 報         平成19年3月31日  138 

 

 

 

平成17年度に減免があったのは、葵福祉事務所３件、駿河福祉事務所０件、清水福

祉事務所４件であった。 

シ．不納欠損処分 

毎年３月31日を経過した時点で、当該年度内において時効の到来した案件を集計し、

不納欠損として計上している。 

（２）実施した主な監査手続 

① 徴収及び滞納整理事務の流れについて、関連部署及び各福祉事務所の担当者にヒ 

アリングを実施して検討した。 

② 収入未済額の発生状況を把握し、その内容を検討した。 

③ 不納欠損処分の手続が妥当なものかどうか、担当者へ質問して確認した。 

④ 保育料管理システムの入力状況、債権額の消し込み状況、アクセス管理等につい

て、システムを視察するとともに、個人情報の保護に関して十分に機能すること

を担当者へ質問するなどして確認した。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監

査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べ

ているので参照されたい。 

 

 

 

静岡市児童福祉法等施行細則 

（階層区分の変更） 

第34条 市長は、・・（略）・・法第24条〔乳児・幼児等の保育〕に規定する保育の実

施又は・・（略）・・に規定する措置に関し前条第4項〔階層区分に応じた費用徴収

額〕の規定により階層区分を認定した後において、納入義務者につき失業、休業、

倒産等による著しい所得の減少、異常な出費等の事由が生じたときは、当該納入義

務者の申請に基づき、その状況に応じて当該階層区分を市長が定める階層区分に変

更することができる。 

２ 前項に規定する階層区分の変更の申請は、児童福祉徴収金階層区分変更申請書

（様式第44号）に必要な書類を添付して、市長に提出することにより行われなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請書類の提出を受けたときは、これを審査した上、承

認又は不承認を決定するものとし、児童福祉徴収金階層区分変更／承認／不承認／

通知書（様式第45号）により、当該申請に係る納入義務者に通知するものとする。

 

〔〕内加筆 
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（４）指摘事項 

ア．保育園長による納付代行について 

各福祉事務所の担当者からのヒアリング時に、園長による納付代行の存在を把握し

たため、事実確認を依頼したところ、以下の数の保育所で納付代行をしたことがある

との回答を得た。 

 

保育料の納付代行をしたことがある保育所数 

 （単位：所） 

区分 市立保育所 私立保育所 

葵区  2 ― 

駿河区  4 ― 

清水区  4 2 

計 10 2 

(注)平成19年１月５日現在 

 

出納員ではない園長が、納付代行により公金を扱っているため地方自治法（第171条）

に沿った手続をとっていないことになる。 

ただし、これらの納付代行は、主に滞納保育料を保護者から預かったために行われ

たものであるため、直ちに納付代行を禁ずることが得策とはいえない。滞納となった

保育料については、納付書による納付しかできない。保護者は一般的に就労している

ため、金融機関に出向いて納付することが困難で、納付が遅れてしまうことも多々あ

る。そのため、保護者が園長に納めようとする場合に、適法に預かることができる方

が滞納保育料の納付促進を図ることができるというメリットがある。 

そこで、こうした不適切な取扱いを是正し、かつ、滞納保育料の納付促進を図るた

めに、市立保育所においては、園長を現金分任出納員に任命し、私立保育所において

は、適切な徴収事務委託を行う必要がある。ただし、現状では私立保育所の納付代行

が２件と少ないため、徴収事務委託の手続が煩雑であれば、この２件は金融機関での

納付を促して、不適切な取扱いを回避する必要がある。 

イ．事務分掌規則と実際の職務との乖離について 

静岡市事務分掌規則によると、保育課が「保育料等の調定及び収納事務に関するこ

と」を実施し、福祉事務所保育児童課は、「保育所入所に関すること」を実施すること

となっている。しかしながら、実際には、保育課は、保育料の督促手続までを実施し、

督促後の滞納の保育料の収納事務については福祉事務所保育児童課が行っていた。 

滞納保育料の収納を進めるにあたっては、保護者の様子を把握している者による対

応が適切と思われる。個別の事情に応じて保育料の収納を進めることができるからで

ある。保育児童課入所担当は、保護者の様子を把握できる立場にあることから、現在

の慣行のとおり滞納整理を行うことも適切といえる。しかし、入所担当が本来の業務

でないと認識していると、滞納整理事務が後回しになるだけでなく、責任の所在が不

明確となってしまう。また、入所担当が滞納整理を行う場合でも、保育課が把握、管
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理できる状況になければ、福祉事務所によって滞納整理の状況の相違が生じてしまい、

公正性の観点から問題がある。 

責任所在の明確化のため、また、公平性の観点から、実際の業務と事務分掌規則を

一致させておく必要がある。 

ウ．保育の目的に反する文言の使用について 

清水福祉事務所保育児童課から各保育園長への保育料未納者リスト配付時の文書に

おいて、「退園通告も行っていく」旨の文言が見られた。確かに、悪質な滞納者に対す

る収納を進める上で、相応の対応が必要ではある。しかしながら、保育に欠ける乳児

又は幼児を保育するという保育所設置の目的に明らかに反する文言を用いることが適

切とは考えられない。また、特定の福祉事務所でのみ、そのような文言を用いること

も適切とは言えない。 

 

５．生活保護費返還金等 

（１）概要 

ア．目的 

生活保護制度は、憲法第25条に規定する理念に基づき、現に生活に困窮している国

民に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、

その自立の助長を図ることを目的としている。 

イ．根拠 

この生活保護制度は、以下の法令等に基づき実施されている。 

（ア）生活保護法（昭和25年法律第144号） 

（イ）生活保護法施行令（昭和25年政令第148号） 

（ウ）生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号） 

（エ）静岡市生活保護法施行細則（平成15年静岡市規則第91号） 

ウ．内容 

生活保護制度の保護対象者は、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、

扶養義務者による扶養、稼働能力等の資産、能力等全てを活用した上でも、生活に困

窮する者である。 

保護の種類は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、

生業扶助及び葬祭扶助の８種類の扶助で構成されており、医療・介護扶助は医療機関

等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は、金銭給付が原則となっている。 

保護受給にいたる手続は、申請による場合と職権による場合があり、各場合の手続

は以下のとおりである。 
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（ア）申請による場合 

 

（イ）職権による場合 

 

 

 

申請、職権いずれの場合においても、以下のような保護適用後の調査及び指導等が

継続的に行われる。 

① 世帯の実態に応じ、年１回から12回の訪問調査 

② 収入、資産等の届出を指導し、定期的な課税台帳との照合等の実施 

③ 病状把握のため、主治医訪問等 

④ 就労の可能性のある者への就労指導、指示 

エ．生活保護受給世帯の推移 

静岡市における過去５年間の生活保護受給世帯数及び保護率の推移は、以下のとお

りである。生活保護受給者の多くは大都市に集まる傾向にあるため、静岡地域（葵区

及び駿河区）では、全国平均は下回るものの、静岡県の平均を大きく上回っている。

他方、清水区では、静岡県平均水準をやや上回る程度で推移していることが分かる。 

事前の相談 保護の申請 保護費の支給 

医療機関への入院、保

護施設等への入所  

・ 生活保護制度の説

明 

・ 生活福祉資金、障

害者施策等各種の

社会保障施策活用

の可否の検討 

・ 預貯金、保険、不動産

等の資産調査 

・ 扶養義務者による扶

養の可否の調査 

・ 年金等の社会保障給

付、就労収入等の調査

・ 生活福祉資金、障害者

施策等各種の社会保

障施策活用の可否の

検討 

・ 就労可能性の調査 

行き倒れ等
急迫保護 

(職権保

護)

事後の要否判定 医療機関への入

院、保護施設等

への入所 

・ 預貯金、保険、不

動産等の資産調

査 

・ 扶養義務者によ

る扶養の可否の

調査 

・ 年金等の社会保

障給付、就労収入

等の調査 
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 生活保護受給世帯及び保護率の推移 

推計人口 被保護(３月末現在) 保護率(‰) 注(3) 

区  分 
3月末 (人)

実世帯  

(世帯) 

実人員 

(人) 
市 県 国 

旧静岡市 467,742 2,142 3,068 6.6     

旧清水市 235,287 632 861 3.7     13年度 

計 703,029 2,774 3,929 5.6  3.4 9.4

旧静岡市 473,742 2,257 3,235 6.8     

旧清水市 234,466 668 884 3.8     14年度 

計 708,208 2,925 4,119 5.8  3.6 10.1

静岡地域 473,888 2,464 3,510 7.4     

清水地域 233,701 695 913 3.9     15年度 

計 707,589 3,159 4,423 6.3  3.9 10.9

静岡地域 469,764 2,711 3,873 8.2     

清水地域 232,480 736 960 4.1     16年度 

計 702,244 3,447 4,833 6.9  4.2 11.4

静岡地域 470,667 2,915 4,115 8.7     

(葵) (262,272) (1,726) (2,410) (9.2)     

(駿河) (208,395) (1,189) (1,705) (8.2)     

清水地域 229,810 837 1,111 4.8     

17年度 

計 700,477 3,752 5,226 7.5  4.4 11.8

（注）１．「静岡市の福祉 事業概要 平成17年版」を基に、平成18年3月分生活保護

の実施状況の統計資料から得られるデータを加えて作成した。 

２．静岡福祉事務所は、平成17年度より葵区及び駿河区の各福祉事務所へと分

割されたため、過去における区ごとの推移比較に適したデータは入手できな

い状況であった。そこで、静岡福祉事務所の平成16年度までのデータと平成 

17年度の葵福祉事務所及び駿河福祉事務所の合計データを用いて「静岡地域」

として集計した。 

３．保護率‰は、人口1,000人に対する保護人数を示している。 

 

保護率の推移

9.4
10.1

10.9 11.4 11.8

6.6 6.8 7.4
8.2 8.7

3.7 3.8 3.9 4.1
4.8
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国
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オ．費用返還義務及び費用徴収 

（ア）費用返還義務 

生活保護法（以下「５．生活保護費返還金等」において「法」という。）第63条にお

いて、被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた

ときは、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において返還しなければならな

いとされている（以下「第63条返還金」という。）。例えば、年金の遡及支給があった

ときや交通事故賠償金を収受したとき等、本来資力はあるが、これが直ちに最低限度

の生活のために活用できない場合、とりあえず保護を行い、その資力が実際に活用で

きるようになったときに返還義務が生じる。 

（イ）費用徴収 

不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があ

るときは、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる（法第78条

（以下「第78条徴収金」という。））。例えば、就労収入の未申告や虚偽の申告等がこの

不正受給に該当する。 

生活保護制度を適用して保護費を支給した場合において、第63条返還金及び第78条

徴収金（以下これらを合わせて「返還金等」という。）が生じたときは、静岡市は、支

給した保護費の返還請求又は徴収を行うことになる。 

カ．返還金等の適用 

返還金等の事務処理手順は、以下のとおりである。 

 

① ②

③ ④

分割返納

履行延期申請
書､返済誓約
書を取る｡分
納の決定･再
調定

履行延期承認
(不承認)通知
書・返納通知
書

事
実
判
明

一括返還の決
定・調定

返還決定の通
知・返納通知
書

一括返納

 

返還金等は、一括返還が原則となっているが、分割納付も認められる。この場合に

は、一括返還を決定した後に、履行延期申請書及び返済誓約書が返還義務者から提出

される。 

債権額の個々の残高は、財務会計システム（注）により管理されているとともに、各人

別に債権管理台帳が作成され、返済予定額、返済期間等を明らかにしている。債権管

理台帳は、福祉事務所ごとに任意の様式で作成している。また、債権管理台帳の残高

                             
（注）財務会計システムは、予算要求、予算編成、予算執行、資金管理、決算処理等の財務会計事務を、

コンピュータネットワークの活用により適正かつ効率的に行うために構築された庁内情報システム

である。  
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と財務会計システムの残高が一致していることは、定期的に確かめられている。 

キ．過去５年間の調定額、不納欠損額等の推移 

過去５年間の生活保護費返還金等の調定額、不納欠損額、収入未済額の推移は以下

のとおりである。 

 

生活保護費返還金等の調定額等の推移 （単位：千円）

調定額 

区分 第63条 

返還金 

第78条 

徴収金 

返納金

注 

調定額

計 

収入 

済額 

不納 

欠損額 

収入 

未済額 

収納率

（％）

過年度分 14,969 16,384 296 31,649 2,129 5,458 23,957 6.7 

現年度分 41,447 6,686 1,072 49,205 40,417 - 8,893 82.1 

13

年

度 計 56,416 23,070 1,368 80,854 42,546 5,458 32,850 52.6 

過年度分 16,236 15,428 1,131 32,795 1,617 4,734 26,444 4.9 

現年度分 38,958 7,247 1,036 47,241 35,651 - 11,590 75.5 

14

年

度 計 55,194 22,675 2,167 80,036 37,268 4,734 38,034 46.6 

過年度分 18,155 14,746 1,792 34,693 5,219 13,011 16,463 15.0 

現年度分 42,644 8,365 2,047 53,056 41,499 - 11,557 78.2 

15

年

度 計 60,799 23,111 3,839 87,749 46,718 13,011 28,020 53.2 

過年度分 14,536 8,191 2,475 25,202 1,305 951 22,946 5.2 

現年度分 85,697 13,481 2,496 101,674 74,344 - 27,330 73.1 

16

年

度 計 100,233 21,672 4,971 126,876 75,649 951 50,276 59.6 

過年度分 22,282 16,572 4,134 42,988 4,139 2,757 36,092 9.7 

現年度分 49,679 17,652 3,305 70,636 45,554 - 25,082 64.4 

17

年

度 計 71,961 34,224 7,439 113,624 49,693 2,757 61,174 43.7 

（注）返納金は、保護決定後に保護費の変動があった場合に生じるもので、返還金等

には該当しないが、同様の債権として管理されているものである。 

 

生活保護費返還金等の収入未済額等の推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度

収
入
未
済
額

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

  （千円）

不
納
欠
損
額

現年賦課分

滞納繰越分

不納欠損額

（千円）

 平成16年度は、保護受給者に土地等の売却による収入、年金遡及受給や交通事故の

賠償金受取等の百万円単位の第63条返還金の発生件数が例年より多く、また、それら

の一部については収入未済となっている。そのため、平成16年度の現年賦課分にかか

る収入未済額及び平成17年度の滞納繰越分にかかる収入未済額が、他の年度より多く

発生している。 
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ク．返還金等の支払方法 

返還金等の支払いは、納付書による納付によっている。 

ケ．督促及び催告 

返還金等は、地方自治法第231条の３第３項（滞納処分）の適用を受けない債権であ

る。そのため、生活保護受給者が返還金等を負った場合に、その納期限までに納付し

ないときは、ケースワーカー(注）が個別に訪問等により納入指導をしている。督促状等

の文書発行は行われないため、時効中断には納入の事実が必要となっている。 

また、生活保護廃止者に未納の返還金等がある場合には、原則として、その地域担

当のケースワーカーが納入指導を行っている。 

コ．減免等 

生活保護費の返還金等において、減免の制度はない。 

サ．不納欠損処分 

死亡や居所不明など５年間納付されていないものに対し、消滅時効の完成により不

納欠損処分を行っている（地方自治法第236条第１項）。 

（２）実施した主な監査手続 

① 生活保護費給付額の算定は適切か関連部署の担当者にヒアリングし、関係書類

の閲覧を行った。 

② 分割納付者に対する窓口指導の状況を視察した。 

③ 窓口渡しの金券の発行・管理状況が適切かどうかをヒアリングし、発行・引渡

現場を視察した。 

④ 徴収及び滞納整理事務の流れについて、関連部署及び各福祉事務所の担当者に

ヒアリングを実施して検討した。 

⑤ 徴収及び滞納整理事務の流れに沿い、関係文書を閲覧して検討した。 

⑥ 関係文書が、個人情報の保護を十分に図れるよう保存・管理されていることを

担当者へ質問し、保管現場を視察して確認した。 

⑦ 収入未済額の発生状況を把握し、その内容を検討した。 

⑧ 不納欠損処分の手続が適切か、担当者への質問、関係書類の閲覧をして確認し

た。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監

査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べ

ているので参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア．督促の手続について 

静岡市税外収入金に係る督促等に関する条例第２条によれば、税外収入金を納期限

                             
（注）正式には現業員という。現業員は、援護、育成又は更生の措置を要する者に直接応接し、これら

の者の家庭の状況、資産、環境その他について調査を行い、また、主治医を訪問し、患者及びその

家族の指導上必要な事項について意見を聞き、これらの者がその独立心を損なうことなく、正常な

社会生活ができるように必要な指導及び措置を講ずる等いわゆる社会福祉現業を行うことを任務と

する職員である。  
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までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して

督促しなければならないとされている。 

現在、返還義務者に対して、ケースワーカーが納付書を手渡し又は郵送する等によ

り返還を求めているが、生活保護受給世帯の個別の事情に応じて柔軟に対応する必要

性から、同条例に規定する督促状による督促手続は行われていない。条例に沿った督

促状を検討されたい。 

イ．保護廃止世帯からの徴収について 

債権管理台帳を閲覧したところ、保護廃止後に返還金等が未納となっているケース

が多く見受けられた。 

担当者に質問したところ、担当地区のケースワーカーにより個別に納入指導を行う

予定ではあるが、多くの場合は、納付書を郵送するのみになっているとのことであっ

た。ケースワーカーは、現保護世帯への対応が主になってしまうためである。 

返還金等が生じたときに、その返還義務者から受け取る誓約書上、保護廃止になっ

ても返還履行する旨の記載もあるが、現実に、保護廃止後に返還金等が未納となって

いるケースが多く見られることから、別途、返還促進の措置をとるべきである。 

例えば、返還義務者が保護廃止される場合に、保護廃止理由が死亡による場合を除

き、その廃止時に本人と面接をして、返還金等の残高があること、誓約書に記載のと

おり保護廃止になっても返還義務は免れないこと等を説明して、その説明を受けた旨

の文書を取り交わす等、返還促進の措置を検討されたい。 

 

６．老人福祉費負担金及び老人福祉手数料 

（１）概要 

ア．意義 

老人福祉費負担金は、老人福祉法（昭和38年法律第133号。以下「６．老人福祉費負

担金及び老人福祉手数料」において「法」という。）に基づき、養護老人ホーム入所者

又はその主たる扶養義務者から負担能力に応じて徴収する負担金である。養護老人

ホームへの入所措置対象者は、介護保険の要介護認定において非該当と認定され、環

境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な概ね60歳

以上の高齢者である。 

老人福祉手数料は、高齢者介護予防事業における家事援助事業、通所事業、短期保

護事業のサービスを利用した場合のサービス利用者が負担する手数料である。これら

のサービスを受けられるのは、介護保険の要介護認定において非該当と認定された市

内に在宅する65歳以上の高齢者である。 

イ．内容 

（ア）老人福祉費負担金 

老人福祉費負担金は、法第10条の４第1項（居宅における介護等）又は法第11条第１

項（老人ホームへの入所等）に規定する措置に要した費用の全部又は一部を被措置者

又はその扶養義務者（以下これらを「納入義務者」という。）から徴収することとなっ

ている（法第28条第1項、静岡市老人福祉法施行細則（平成15年静岡市規則第101号。

以下「６．老人福祉費負担金及び老人福祉手数料」において「施行細則」という。）第
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16条）。 

徴収額は、静岡市老人福祉法施行細則第16条第３項に基づく費用にかかる徴収基準

（以下「平成17年告示第172号」という。）で下記のように階層区分に応じた徴収基準

が定められている。 
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平成17年告示第172号別表第１／養護老人ホーム被措置者／養護委託による被措置者／費用徴収基準 

対象収入による階層区分（円） 費用徴収基準月額（円） 

1 0 ～ 270,000    0 

2 270,001 ～ 280,000  1,000 

3 280,001 ～ 300,000  1,800 

4 300,001 ～ 320,000  3,400 

5 320,001 ～ 340,000  4,700 

6 340,001 ～ 360,000  5,800 

7 360,001 ～ 380,000  7,500 

8 380,001 ～ 400,000  9,100 

9 400,001 ～ 420,000 10,800 

10 420,001 ～ 440,000 12,500 

11 440,001 ～ 460,000 14,100 

12 460,001 ～ 480,000 15,800 

13 480,001 ～ 500,000 17,500 

14 500,001 ～ 520,000 19,100 

15 520,001 ～ 540,000 20,800 

16 540,001 ～ 560,000 22,500 

17 560,001 ～ 580,000 24,100 

18 580,001 ～ 600,000 25,800 

19 600,001 ～ 640,000 27,500 

20 640,001 ～ 680,000 30,800 

21 680,001 ～ 720,000 34,100 

22 720,001 ～ 760,000 37,500 

23 760,001 ～ 800,000 39,800 

24 800,001 ～ 840,000 41,800 

25 840,001 ～ 880,000 43,800 

26 880,001 ～ 920,000 45,800 

27 920,001 ～ 960,000 47,800 

28 960,001 ～ 1,000,000 49,800 

29 1,000,001 ～ 1,040,000 51,800 

30 1,040,001 ～ 1,080,000 54,400 

31 1,080,001 ～ 1,120,000 57,100 

32 1,120,001 ～ 1,160,000 59,800 

33 1,160,001 ～ 1,200,000 62,400 

34 1,200,001 ～ 1,260,000 65,100 

35 1,260,001 ～ 1,320,000 69,100 

36 1,320,001 ～ 1,380,000 73,100 

37 1,380,001 ～ 1,440,000 77,100 

38 1,440,001 ～ 1,500,000 81,100 

39 1,500,001 以上 

1,500,000円超過額×0.9÷12

月+81,100円(100円未満切捨

て) 
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平成17年告示第172号別表第2 扶養義務者費用徴収基準 

税額等による階層区分 費用徴収基準月額（円） 

Ａ 生活保護法による被保護者（単給を含む)  0

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 0

Ｃ１ 
当該年度分の市町村民税所得割

非課税(均等割のみ課税) 
4,500

Ｃ２ 

Ａ階層及びＢ階層

を除き前年分の所

得税非課税の者 
当該年度分の市町村民税所得割

課税 
6,600

Ｄ１ 30,000 円以下 9,000

Ｄ２ 30,001 ～ 80,000円 13,500

Ｄ３ 80,001 ～ 140,000円 18,700

Ｄ４ 140,001 ～ 280,000円 29,000

Ｄ５ 280,001 ～ 500,000円 41,200

Ｄ６ 500,001 ～ 800,000円 54,200

Ｄ７ 800,001 ～ 1,160,000円 68,700

Ｄ８ 1,160,001 ～ 1,650,000円 85,000

Ｄ９ 1,650,001 ～ 2,260,000円 102,900

Ｄ１０ 2,260,001 ～ 3,000,000円 122,500

Ｄ１１ 3,000,001 ～ 3,960,000円 143,800

Ｄ１２ 3,960,001 ～ 5,030,000円 166,600

Ｄ１３ 5,030,001 ～ 6,270,000円 191,200

Ｄ１４ 

Ａ階層及びＢ階層

を除き前年分の所

得 税 課 税 の 者 で

あって、その税額の

年額区分が次の額

である者 

6,270,001 円以上 
その月におけるその被措置

者にかかる措置費の支弁額

 

静岡市では、法第10条の４第１項に規定する措置に該当する事例は、これまでに実

績がない。老人福祉費負担金は、法第11条の養護老人ホームへの入所措置により生じ

たもののみである。 

静岡市における平成17年３月31日現在の法第11条の老人保護措置状況は、以下の表

のとおりである。 

 

老人保護措置状況（平成17年３月31日現在） 

種別 施設名 所在地 人数 

静岡老人ホーム 静岡市葵区吉津1905 120
市内 

清水松風荘 静岡市清水区三保2201地先 57

あすらや荘 呉市郷原町2380-160 1

第二静光園 浜松市都田町8091-8 5

金谷富士見寮 島田市島572-2 6

慈恵園 焼津市大覚寺600 5

功徳会 南巨摩郡身延町梅平3180-2 3

市外 

相寿園 榛原郡相良町菅ケ谷1042（注２） 1

合  計   198

（注）１．「静岡市の福祉 事業概況 平成17年度版」64ページより転載。 

２．平成17年10月11日に榛原町との合併により、現在では牧之原市になってい

る。 
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（イ）老人福祉手数料 

老人福祉手数料は、地方自治法及び静岡市手数料条例（平成15年静岡市条例第103号。

以下「６．老人福祉費負担金及び老人福祉手数料」において「条例」という。）に基づ

き徴収される。 

地方自治法第227条では、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定

の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができるとされている。これを

受けて静岡市では福祉関係の手数料を、条例別表第３に以下のように定めている。 

 

条例別表第３ 

区分 手数料の額 

介護予防・生活支援型家事援助サービス事業 １時間につき 200円 

介護予防・生活支援型生きがい活動支援通所事業 １回につき  400円 

介護予防・生活支援型在宅高齢者短期保護事業 １日につき 1,000円 
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ウ．賦課等の手続 

（ア）老人福祉費負担金 

老人福祉費負担金は、以下の手順で賦課決定、徴収される。 

 

収入の申告・利用申請 

・ 入所予定者は、各福祉事務所長宛に収入申告書を提出する。 

・ 継続入所者は、毎年５月末日までに各福祉事務所長宛に収入申告書を提出する。 

・ 各福祉事務所長は、提出された申告書の収入又は必要経費を確認し収入認定す

る。 

 

徴収額の決定 

・ 収入認定された額を、平成17年告示第172号に定める費用徴収基準に当てはめ、

当該年7月から翌年6月までの費用徴収月額を決定する。 

 

電算システム管理 

・ 各入所者の基本情報と、費用徴収基準における階層区分を入力し管理する。 

 

調定 

・ 電算システムにおいて一括調定処理を行う（四半期ごと） 

 

納付書発行 

・ 電算システムにおいて一括発行する。納期限は該当する月の月末までとしてい

る。 

 

発送 

・ 各施設、扶養義務者へ納入通知書の送付 

 

督促 

・ 毎年９月、１月に納入通知書と督促通知を送付する。 
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（イ）老人福祉手数料 

 

老人福祉手数料は、以下の手順で賦課決定、徴収される。 

 

利用申請 

・ 利用希望者は、各福祉事務所高齢介護課に利用申請書・調書等の必要書類を提

出する。 

・ 介護保険の要介護認定において、非該当と認定された市内に在宅する65歳以上

の高齢者が対象 

 

利用の決定 

・ 各高齢介護課で審査 

・ 当該サービスの提供が必要と認められた場合は、申請者本人及びサービス提供

事業者に対して「在宅福祉サービス決定通知書」にて通知する。 

 

徴収額の決定 

・ 各サービス提供事業者及び各高齢介護課から翌月７日までに、実績報告書が高

齢者福祉課に提出される。 

・ 各利用者の利用実績を福祉トータルシステムに入力する。 

・ 当該実績報告に基づきそれぞれの利用者の徴収額を決定する。 

 

納入通知書兼領収証書発行及び歳入調定 

・ 家事援助事業及び通所事業の場合は、福祉トータルシステムで、納入通知書兼

領収証書を発行したうえで、財務会計システムで個別一括調定処理を行う。 

・ 短期保護事業の場合は、財務会計システムで、歳入調定し、納付書を発行する。 

 

交付（発送） 

・ 納入通知書兼領収証書（納付書）を利用者本人又は福祉事務所が指定する代理

人に郵送する。 

 

督促 

・ 毎年５月、10月に利用者本人又は代理人に督促状と、未収分納付書を郵送する。 
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エ．過去５年間における調定額、収入済額及び不納欠損額の推移 

（ア）老人福祉費負担金 

老人福祉費負担金の過去５年間における調定額等は以下のとおりである。 

 

老人福祉費負担金の調定額等の推移 （単位：千円）

区 分 調定額 収入済額 
不納 

欠損額 
収入未済額 

収納率 

（％） 

過年度分 15,692 2,238 251 13,203  14.3 

現年度分 41,457 41,296 － 161  99.6 13年度 

計 57,149 43,534 251 13,364 76.2 

過年度分 18,085 789 4,300 12,996  4.4 

現年度分 63,794 58,329 － 5,465  91.4 14年度 

計 81,879 59,118 4,300 18,461 72.2 

過年度分 16,423 3,670 － 12,753  22.3 

現年度分 66,995 66,800 － 195  99.7 15年度 

計 83,418 70,470 － 12,948 84.5 

過年度分 12,949 400 4,550 7,999  3.1 

現年度分 83,349 80,895 － 2,454  97.1 16年度 

計 96,298 81,295 4,550 10,453 84.4 

過年度分 10,446 2,091 7,959 396  20.0 

現年度分 83,174 79,496 － 3,678  95.6 17年度 

計 93,620 81,587 7,959 4,074 87.1 

 

老人福祉費負担金の収入未済額等の推移
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平成15年度は、処理すべき収入未済額が無かったため、不納欠損額は発生しなかっ

た。 

また、平成17年度の不納欠損額が多くなっている。その理由は、扶養義務者に支払

義務がある場合で、措置者本人が死亡したときに、措置者の年金受給ができなくなっ

たため支払えなくなったものが約４百万円ある。他の理由のひとつに介護保険制度の
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スタートがあげられる。平成12年度の介護保険制度スタート前は、特別養護老人ホー

ムへの措置も市が行っていたが、スタート後は特別養護老人ホームと本人との直接契

約になり市が介在しなくなったため、スタート前に生じた負担金の徴収が困難となり

滞納繰越となっていた。平成17年度になってそれらの滞納繰越の時効が成立したため、

不納欠損処分されたものが約２百万円ある。 

（イ）老人福祉手数料 

老人福祉手数料の過去５年間の調定額等の推移は以下のとおりである。 

 

老人福祉手数料の調定額等の推移 （単位：千円）

区 分 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
収納率

（％） 

過年度分 5,747  47 849 4,851  0.8 

現年度分 1,641  1,566 － 75  95.4 13年度 

計 7,388 1,613 849 4,926 21.8 

過年度分 4,926  60 962 3,904  1.2 

現年度分 1,624  1,295 － 329  79.7 14年度 

計 6,550 1,355 962 4,233 20.7 

過年度分 4,274  288 － 3,986  6.7 

現年度分 1,842  1,783 － 59  96.8 15年度 

計 6,116 2,071 － 4,045 33.9 

過年度分 4,217  10 － 4,207  0.2 

現年度分 1,766  1,675 － 91  94.8 16年度 

計 5,983 1,685 － 4,298 28.2 

過年度分 4,614  151 4,118 346  3.3 

現年度分 1,303  1,174 － 128  90.1 17年度 

計 5,917 1,325 4,118 474 22.4 

 

 

平成15、16年度には、合併による事務の一元化を図る必要があったため、不納欠損

処分が行われず、平成17年度にまとめて処分された。 

 

老人福祉手数料の収入未済額等の推移
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オ．支払方法 

老人福祉負担金及び老人福祉手数料の支払いは、納付書による納付によっている。 

カ．減免等 

老人福祉負担金は、入所者又は主たる扶養義務者が年度中途において、収入又は必

要経費に著しい変動がある場合等で、徴収金階層区分の変更申立てがあったときは、

徴収金階層区分の変更をすることができる（静岡市老人ホーム入所者等費用徴収事務

取扱要綱第２条第５項）。 

他方、老人福祉手数料は、条例第４条の規定により、一定の事由に該当する場合に

は減免される。 

 

キ．不納欠損 

老人福祉費負担金のうち、徴収不能のものにつき、５年の時効が完成した場合には、

地方自治法第236条第１項及び第２項の規定に基づき、不納欠損処分を行っている。 

   

（２）実施した主な監査手続 

① 関連部署の担当者にヒアリングし、関係書類の閲覧を行った。 

② 徴収及び滞納整理事務の流れについて、関連部署及び福祉事務所の担当者にヒ

アリングを実施して検討した。 

③ 徴収及び滞納整理事務の流れに沿い、関係文書を閲覧して検討した。 

④ 関係文書が、個人情報の保護を十分にはかれるよう保存、管理されていること

を担当者へ質問し、保管現場を視察して確認した。 

⑤ 収入未済額の発生状況を把握し、その内容を検討した。 

⑥ 不納欠損処分の手続が適切か、担当者への質問、関係書類の閲覧をして確認し

た。 

 

 

地方自治法 

（金銭債権の消滅時効） 

第236条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の

法律に定めがあるものを除くほか、５年間これを行わないときは、時効により

消滅する。（以下略） 

２．金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅について

は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、そ

の利益を放棄することができないものとする。（以下略） 

静岡市手数料条例 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は

免除することができる。 

（１） 生活保護法の規定により保護を受けている者から請求があったとき。 

（２） 官公署から請求があったとき。 

（３） 前２号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。 
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（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は認められなかった。なお、監査の

結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べているの

で参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア．督促の手続について 

静岡市税外収入金に係る督促等に関する条例第２条によれば、税外収入金を納期限

までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して

督促しなければならないとされている。 

現在、老人福祉費負担金は毎年９月・１月の２回、老人福祉手数料は毎年５月・10

月の２回限り督促状を送付しているのみであり、納期限後20日以内の督促は行われて

いない。同条例の規定に従い督促状を漏れなく発送されたい。 

イ．老人福祉手数料の債権残高（収入未済額）の管理について  

老人福祉手数料の平成17年度の繰越調定額が過大となっていた。福祉トータルシス

テムから印刷される歳入徴収簿を信頼して担当者は繰越調定を行ったが、実際には、

繰越調定すべきではない金額が福祉トータルシステム上残ってしまっていたことが原

因となっている。これは、担当者による誤りというよりは、過年度において福祉トー

タルシステムの債権残高と財務会計システムの債権残高との一致を確認していなかっ

た債権管理の方法としての問題である。両システムの残高一致を確認していれば、繰

越調定すべきではない金額が福祉トータルシステムに残っていなかったはずである。 

そこでまず、過大な繰越調定の原因となった福祉トータルシステム上の金額の誤り

を、適切な承認のもと、遡って適切な額に修正するとともに、過大調定額を修正し、

両システムの残高一致をはかる必要がある。 

次に、両システムの残高一致は定期的に確認する必要がある。例えば、生活保護デー

タの入力がその月の老人福祉手数料の賦課計算に間に合わなかった場合には、遡って

福祉トータルシステムを適宜修正する必要がある。 

そして、両システムの残高一致を定期的に確認する場合には、誤りの防止のため、

担当者と担当者以外の者によるダブルチェックが必要である。 

ウ．書類の保管状況について 

福祉事務所に往査し、書類の保管状況を視察したところ、ほとんどの資料が鍵のか

かる棚に適切に保管されていたが、個人情報が含まれる書類の一部について、鍵のか

からない棚に保管されていた。 

鍵のかからない棚には、個人情報等が含まれない書類を保管するようにし、個人情

報等重要な情報が含まれる書類は、全て鍵のかかる棚に保管するなど、セキュリティ

管理に注意をはかる必要がある。スペース上、現在の鍵のかからない棚の場所に保管

せざるを得ないのであれば、その棚を鍵のかかる棚に替える必要がある。 
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７．市営住宅使用料 

（１）概要 

市営住宅は、公営住宅法（昭和26年法律第193号。以下「７．市営住宅使用料」にお

いて「法」という。）及び住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）に基づき「健康で文

化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して

低廉な家賃で賃貸し又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄

与すること」及び「不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的

な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もって公共の福祉に寄与すること」

を目的として整備されたものである。 

ア． 入居者の決定業務 

申込資格は以下のとおりである。 

(ア) 申込日現在、静岡市に住民登録又は勤務場所があること。 

(イ) 親族２人以上で入居する者（婚姻予定の者は、入居可能日から３ヶ月以内に同

居できる者）。 

(ウ) 現に住居に困窮している者（現在公営住宅に入居している者は原則不可）。 

(エ) 持ち家のない者（共有名義も含む）。 

(オ) 課税された住民税を完納している者。 

(カ) 確実な連帯保証人、身元引受人がある者。 

(キ) 同居予定の者全員の過去１年間の収入から算出した金額が以下の基準額に該

当すること。 

① 一般世帯 政令収入 月額 200,000円以下（改良住宅 137,000円以下） 

② 裁量世帯 政令収入 月額 268,000円以下（改良住宅 178,000円以下） 

なお、裁量世帯とは申込者又は同居者が以下の項目に該当する世帯 

・ 身体障害者手帳に記載された障害の程度が１級から４級までの者 

・ 療育手帳に記載された障害の程度がＡ及びＢの者 

・ 精神障害者福祉手帳に記載された障害の程度が１級及び２級の者 

・ 戦傷病手帳（特別項症から第６項症まで、又は第１款症）の交付を受けている

者 

・ 原子爆弾被爆者の認定を受けている者（以下「原爆認定者」という。） 

・ 引揚者で本邦に引き揚げた日から５年を経過していない者（以下「引揚者」と

いう。） 

・ 世帯主及び同居者のいずれもが60歳以上であるか、経過措置として、平成18年

４月１日前において50歳以上である者（同居者のいずれもが18歳未満である場合

を含む。） 

・ ハンセン病療養所入所者等 

・ 小学校就学前の子供のいる世帯 

(ク) 単身者は、前述の（ア）及び（ウ）から（キ）までに該当し、かつ、以下のい

ずれかに該当するときは、申込みをすることができる。 

・ 60歳以上の者（経過措置として平成18年４月１日前において50歳以上の者） 

・ １級から４級の身体障害者（戦傷病者は特別項症から第６項症・第１款症） 
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・ ＤＶ（配偶者等からの暴力）被害者 

・ 生活保護を受けている者、原爆認定者、引揚者 

・ ハンセン病療養所入所者等 

市営住宅の制度の趣旨は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を提供する

ことにある。入居資格を有さないものが不正に入居している場合には、本来入居すべ

き低額所得者の入居の機会を奪うことになり、市営住宅の制度の趣旨に反することと

なるため、入居者の資格要件の確認は適切に行われる必要がある。 

イ． 入居者の収入申告について 

（ア）入居者の収入申告の義務 

公営住宅の毎月の家賃は入居者の収入に基づいて算出されるので、収入額を確実に

把握する必要がある。このため、入居者は毎年度、市長に対し収入申告をすることが

義務付けられている。 

（イ）収入申告の方法 

収入の申告は、収入申告書によって、前年１月１日から12月31日までの収入につい

て行うものとされている。収入申告書は、毎年12月に管理人を通して配付される。入

居者は、収入申告書に所得を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、

毎年度市長が定める日までに市長に提出しなければならない。 

入居者からの収入の申告がない場合は、近傍同種の住宅の家賃が課されることにな

る。 

収入申告書の収入金額の妥当性については、入居者から入手した市民税・県民税納

税通知書等の資料と照合することにより確認している。 

（ウ）収入・家賃の決定 

入居者の収入申告を受けて、市は入居者に対し「収入認定・家賃決定通知書」を発

行する。 

ウ． 家賃額の算定方法について 

公営住宅の家賃の算定方法は、以下のように定められている。 

家賃＝家賃算定基礎額（ア）×市町村立地係数（イ）×規模係数（ウ） 

×経過年数係数（エ）×利便性係数（オ） 

（ア） 家賃算定基礎額は以下のとおりである。 

家賃算定基礎額一覧                       （単位：円） 

 入居者の収入 家賃算定基礎額

① 123,000円以下の場合 37,100

② 123,000を超え、153,000円以下の場合 45,000

③ 153,000を超え、178,000円以下の場合 53,200

④ 178,000を超え、200,000円以下の場合 61,400

⑤ 200,000を超え、238,000円以下の場合 70,900

⑥ 238,000を超え、268,000円以下の場合 81,400

⑦ 268,000を超え、322,000円以下の場合 94,100

⑧ 322,000円を超える場合 107,700
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（イ） 市町村立地係数 

静岡市 1.05 

（ウ） 規模係数 

床面積の合計を70㎡で除した数値 

（エ） 経過年数係数 

木造以外＝1－0.0039×経過年数 

木造 ＝1－0.0087×経過年数 

（オ） 利便性係数 

事業主体が区域及び周辺の地域の状況、公営住宅の設備等を勘案して0.5から

1.3までの範囲内で設定する。 

エ． 家賃の減免制度について 

入居者の収入が著しく減少したときなどは、家賃を減額し、若しくは免除し、又は 

その徴収を猶予することができるとされている（静岡市営住宅管理条例（平成 15 年静

岡市条例第 253 号。以下「７．市営住宅使用料」において「条例」という。）第 13 条）。 

減免の取扱いについては、条例及び同条例施行規則（以下「施行規則」という。）に

より規定されているが、平成17年度は減免制度の適用はない。 

 

平成17年度減免制度利用状況の他の政令指定都市との比較 

 （単位:％） 

自治体名 
収納率 

（現年度）
減免世帯の割合 

家賃収入と 

減免総額の比率 

名古屋市 98.8 46.9 9.7  

神戸市 97.2 44.7 32.9  

広島市 97.4 32.8 14.7  

京都市 96.9 30.1 11.6  

大阪市 98.3 29.2 22.0  

堺市 96.4 28.4 13.1  

札幌市 99.0 26.7 16.4  

仙台市 96.3 16.7 12.4  

福岡市 98.0 12.5 6.2  

川崎市 96.2 8.7 6.4  

北九州市 97.7 8.4 3.4  

横浜市 98.4 6.4 3.3  

さいたま市 95.7 3.6 2.5  

千葉市 94.4 3.5 1.8  

静岡市 92.4 0.0 0.0  

（注）１．収納率（合計）の降順で表示している。 

２．堺市は平成18年４月より政令指定都市に移行している。 
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この表から現年度の収納率が高い自治体については、減免制度の適用割合が高いこ

とが分かる。 

オ． 家賃の徴収事務について 

家賃については、口座振替又は納付書による徴収が行われている。 

口座振替の加入件数と加入率の推移   （単位：件、％） 

 

 

過去５年間の口座振替の加入率の推移を見て明らかなように加入率は低下傾向にあ

る。最近の新規入居者は高齢者が多く含まれ、高齢者は口座振替に加入しない傾向に

あることが、加入率低下の原因の一つであると思われる。口座振替による納付は、家

賃に関する徴収事務の作業量が減少するのみならず、現金出納そのものに徴収員が携

わらないため、徴収誤りや不正が発生する土壌がそもそもなくなるといった点で内部

統制上も好ましいことから、入居者の申込みの際に口座振替の加入を積極的に依頼す

る必要がある。口座振替は口座に残高があれば徴収漏れは発生しないため、口座振替

の加入率の上昇が収納率の向上の一つの施策になると思われる。

年度 調定件数 加入件数 加入率 

13年度 51,442 34,297 66.7 

14年度 51,672 34,573 66.9 

15年度 75,715 49,731 65.7 

16年度 75,146 47,997 63.9 

17年度 75,031 46,183 61.6 



  号    外                       静  岡  市  報                平成19年3月31日  161 
 

 

 

支払い(毎月）

調定資料

FDによる口振

依頼（毎月）

収入消込

 事務

口座振替

関連事務

入居申込

決　定

収入申告書

入居者の登録  ※収入基準等入居
 　 資格の審査

世帯調査

収入調査

税情報

 家族構成

照　合

関連システム

住記情報
口座振替関連処理

家賃算定処理

家賃収納日計表

 納付指導

滞納整理

消込処理

済通知

収入認定

納入通知書作成

口座振替不能者へ納入通知書を送付

  事務

家賃調定

関連事務

 収納状況の
 把握

（個人情報変更）

催告書の作成

　住　宅　管　理　事　務　処　理　フ　ロ　ー　チ　ャ　ー　ト

未納者

窓口相談

電話相談

 収入

納入通知書

  発行事務

新規入居希望者 金 融 機 関市営住宅入居者
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カ． 滞納家賃の管理について 

過去５年間の決算状況の推移は以下の表のとおりである。 

 

静岡市営住宅使用料年度別決算状況               （単位：千円） 

区分 調定額 収入済額 不納欠損額
還付未

済額 
収入未済額 

収納率

(％) 

過年度分 
229,577 

116,806 

29,699

24,040

4,340

1,628

0

0

195,538 

91,137 

12.9

20.6

現年度分 
1,032,320 

534,231 

973,829

504,277

0

0

0

0

58,490 

29,954 

94.3

94.4

13 

年

度 

計 
1,261,897 

651,037 

1,003,529

528,317

4,340

1,628

0

0

254,028 

121,091 

79.5

81.2

過年度分 
254,028 

121,091 

29,976

29,581

4,586

9,554

0

0

219,466 

81,955 

11.8

24.4

現年度分 
1,022,460 

537,537 

884,713

501,371

0

0

2

0

137,749 

36,166 

86.5

93.3

14 

年

度 

計 
1,276,489 

658,628 

914,689

530,952

4,586

9,554

2

0

357,215 

118,121 

71.7

80.6

過年度分 475,336 149,641 18,007 0 307,686 31.5

現年度分 1,528,003 1,435,774 0 0 92,228 94.0

15 

年

度 計 2,003,339 1,585,416 18,007 0 399,915 79.1

過年度分 399,915 56,864 58,896 0 284,154 14.2

現年度分 1,448,845 1,344,036 0 0 104,808 90.3

16 

年

度 計 1,848,760 1,400,900 58,896 0 388,962 75.8

過年度分 388,962 69,518 11,020 0 308,424 17.9

現年度分 1,430,552 1,321,319 0 0 109,233 92.4

17 

年

度 計 1,819,515 1,390,837 11,020 0 417,657 76.4

（注）平成13、14年度については上段が旧静岡市、下段が旧清水市 

 

現年度分の収納率はここ数年90％以上を維持しているが、過年度分は10％台と低迷

している。これは毎年発生する現年度分の滞納額が翌年に過年度分に加算されること、

過年度分は時間の経過とともに徴収困難となっていくことが原因と考えられる。また

過去の収入未済額が回収されず、不納欠損とならないまま滞納になっていることも原

因のひとつであろう。収納率を今後改善していくためには、過年度分の収入未済額に

ついて、回収を図っていくとともに、不納欠損処分を進めていく必要がある。 
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静岡市営住宅使用料の収入未済額及び不納欠損額の推移 
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収納率（現年賦課分、滞納繰越分）の推移 
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平成17年度滞納者の世帯別内訳 （単位：世帯、千円） 

区分 世帯数 金額 

一般世帯 510 202,340 

単身世帯 124 52,888 

母子世帯 134 41,879 

高齢者世帯 43 13,078 

単身で高齢者世帯 103 30,706 

退去世帯（注） 240 76,765 

計 1,154 417,657 

       （注）家賃を滞納したまま退去した世帯 

 

 

市営住宅使用料 滞納繰越分年度別内訳           （単位：月、千円） 

年度 月数 滞納繰越金額 年度 月数 滞納繰越金額 

昭和47年度 10 40 平成元年度 67 469

昭和48年度 22 76 平成２年度 102 1,070

昭和49年度 12 48 平成３年度 150 1,552

昭和50年度 19 69 平成４年度 233 2,802

昭和51年度 23 114 平成５年度 273 3,420

昭和52年度 24 120 平成６年度 365 4,924

昭和53年度 24 177 平成７年度 399 5,063

昭和54年度 24 177 平成８年度 527 6,531

昭和55年度 25 147 平成９年度 697 8,176

昭和56年度 38 208 平成10年度 820 8,657

昭和57年度 65 538 平成11年度 1,181 17,560

昭和58年度 106 955 平成12年度 1,922 32,057

昭和59年度 117 1,092 平成13年度 2,464 42,931

昭和60年度 161 1,482 平成14年度 2,606 42,932

昭和61年度 66 466 平成15年度 3,049 50,771

昭和62年度 82 619 平成16年度 4,237 72,508

昭和63年度 90 657 平成17年度 5,836 109,233

計 25,836 417,657

 

滞納者に対しては「静岡市営住宅家賃滞納整理要綱」の中で、以下のように定めて

いる。 
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〈納付指導等〉 

(ア) 督促状の送付 

滞納者に対して、納付期限後20日以内に督促状を送付する。 

(イ) 催告書の送付 

滞納月数２ヶ月以上の滞納者に対して年２回催告書を送付する。 

送付時期は、９月、３月の督促状送付より10日以内に送付する。 

(ウ) 呼出書の送付 

滞納月数６ヶ月以上の滞納者に対して、呼出書を送付する。 

(エ) 生活保護受給者への納付指導 

生活保護受給者に対しては、委任払い（代理納付）を含め、各福祉事務所社会福祉

課とよく協議し指導を行う。 

(オ) 電話による納付指導 

滞納月数２ヶ月以上５ヶ月以内の滞納者に対して重点的に行い、高額滞納者になら

ないよう随時行う。 

(カ) 臨戸による納付指導 

臨戸の際は、必ず二人一組とし、夜間にも行っている。この場合、身分証を携帯し、

関係者から請求があった場合はこれを提示する。また、滞納者が不在の場合は、不

在箋を戸口へ投函する。 

(キ) 退去滞納者への納付指導 

家賃を滞納したまま退去した滞納者に対しては、引き続いて納付指導を行うものと

し、遠隔地へ転居しているものに対しては、文書による納付指導を行う。 

(ク) 連帯保証人への納付指導依頼 

再三に渡り催告しているにも関わらず、滞納解消に努めない滞納者の場合は、連帯

保証人に対して滞納金額を知らせるとともに、入居者に対して家賃納付の指導を依

頼する。併せて、滞納解消が見られない場合は、連帯保証人に対して滞納金額を請

求する旨通告する。 

〈法的措置〉 

(ア) 明渡訴訟 

・ 高額滞納者で滞納解消に努めない者に対し、明渡請求書を送付する（条例第34条第

１項及び施行規則第23条）。 

・ 明渡請求期限までに滞納解消又は明渡しのない者について、明渡訴訟の提起をする。 

・ 明渡訴訟の提起を取りやめる条件としては、滞納額の半分を一括弁済し、残りの滞

納分について分割で弁済することを約束すること。 

(イ) 和解 

・ 明渡訴訟による判決言い渡し前に、訴状上の請求金額を被告人が一括弁済した場合、

和解をすることができる。 

(ウ) 強制執行 

・ 明渡訴訟で退去判決が出たにも関わらず、不法入居し続ける者に対しては、強制執

行の申立てを行う。 
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現状の滞納整理事務のフローは、「滞納整理事務フローチャート」のとおりであるが、

前述の「静岡市営住宅家賃滞納整理要綱」どおりでない部分が存在する。
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住宅明渡し連帯保証人通知

訴訟対象者の確定

和解（滞納額の半額納付）

訴　　訟
決　　裁

専決処分の議会報告

判　　決
口　　頭
弁　　論

１２ヶ月以上の滞納
者に呼出書送付

（面接相談）

１２ヶ月以上の滞納
者の連帯保証人に催

告書送付

滞納整理事務フローチャート

６ヶ月以上の滞納者宅へ
徴収嘱託員臨戸、不在時

は納付相談通知投函

２ヶ月以上、１２ヶ月未満
の滞納者に電話催告

年６回（偶数月）

法的措置対象者の選定

和解（滞納額の一括納付）

滞納発生
納期限は
毎月末日

納期限後
２０日以
内に督促
状送付

明渡請求書送付 裁判所へ訴訟提起

２ヶ月以上の滞納者に
催告書送付

年２回（９月・３月）

納付誓約書を
提示させる

退去指導

口座振替対象者に不
納通知・納付書送付

毎月１０日頃
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キ． 他の政令指定都市との比較 

 

調定額等（平成17年度決算額）の他の政令指定都市との比較    （単位:千円） 

自治

体名 
年度 調定額 収入済額 

不納 

欠損額 
収入未済額 

収納率 

（％） 

現年度 6,132,898 6,072,912 ― 59,986 99.0

過年度 244,825 72,100 41,630 131,094 29.5
札幌

市 
計 6,377,723 6,145,013 41,630 191,080 96.4

現年度 1,726,560 1,663,138 ― 63,422 96.3

過年度 367,684 67,002 29,345 271,336 18.2
仙台

市 
計 2,094,244 1,730,140 29,345 334,758 82.6

現年度 573,471 549,062 ― 24,408 95.7

過年度 82,396 17,682 ― 64,714 21.5

さい

たま

市 計 655,867 566,744 ― 89,122 86.4

現年度 1,539,695 1,452,920 ― 86,775 94.4

過年度 519,842 53,365 37,902 428,573 10.3
千葉

市 
計 2,059,537 1,506,286 37,902 515,348 73.1

現年度 9,807,020 9,653,421 ― 153,599 98.4

過年度 895,075 142,934 33,974 718,166 16.0
横浜

市 
計 10,702,096 9,796,355 33,974 871,766 91.5

現年度 4,984,032 4,797,576 ― 191,456 96.2

過年度 582,169 116,420 ― 465,749 20.0
川崎

市 
計 5,566,201 4,908,996 ― 657,205 88.2

現年度 1,430,552 1,321,319 ― 109,233 92.4

過年度 388,962 69,518 11,020 308,424 17.9
静岡

市 
計 1,819,515 1,390,837 11,020 417,657 76.4

現年度 19,629,707 19,387,956 ― 241,750 98.8

過年度 679,733 205,868 44,376 429,488 30.3
名古

屋市 
計 20,309,441 19,593,824 44,376 671,239 96.5

現年度 5,118,498 4,957,588 ― 160,910 96.9

過年度 668,147 133,359 29,913 504,874 20.0
京都

市 
計 5,786,645 5,090,947 29,913 665,784 88.0
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（単位：千円） 

自治

体名 
年度 調定額 収入済額 

不納 

欠損額 
収入未済額 

収納率 

（％） 

現年度 29,759,415 29,240,526 ― 518,889 98.3

過年度 2,864,949 367,154 142,750 2,355,044 12.8
大阪

市 
計 32,624,365 29,607,681 142,750 2,873,933 90.8

現年度 938,175 904,735 ― 33,439 96.4

過年度 124,795 29,277 ― 95,517 23.5堺市 

計 1,062,970 934,013 ― 128,956 87.9

現年度 12,509,376 12,164,552 ― 344,824 97.2

過年度 1,113,390 325,871 121,988 665,530 29.3
神戸

市 
計 13,622,766 12,490,423 121,988 1,010,354 91.7

現年度 3,132,191 3,050,261 0 81,930 97.4

過年度 536,809 79,857 18,374 438,578 14.9
広島

市 
計 3,669,001 3,130,119 18,374 520,508 85.3

現年度 6,479,604 6,332,131 ― 147,472 97.7

過年度 466,017 123,520 31,187 311,310 26.5
北九

州市 
計 6,945,621 6,455,651 31,187 458,782 93.0

現年度 7,620,301 7,468,606 ― 151,694 98.0

過年度 416,362 141,284 14,445 260,632 33.9
福岡

市 
計 8,036,663 7,609,890 14,445 412,327 94.7

（注）堺市は平成18年４月より政令指定都市に移行している。 
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収納率等（平成17年度決算額）の他の政令指定都市との比較   （単位：％） 

自治体名 
収納率 

(現年度) 
収納率 

(過年度)
収納率 
(合計) 

調定額のう
ち過年度の
占める割合

（Ａ） 

過年度調定額に占
める不納欠損額の

割合（Ｂ） 

名古屋市 98.8 30.3 96.5 3.4 6.5

札幌市 99.0 29.5 96.4 3.8 17.0

福岡市 98.0 34.0 94.7 5.2 3.5

北九州市 97.7 26.5 93.0 6.7 6.7

神戸市 97.2 29.3 91.7 8.2 11.0

横浜市 98.4 16.0 91.5 8.4 3.8

大阪市 98.3 12.8 90.8 8.8 5.0

川崎市 96.2 20.0 88.2 10.5 0.0

京都市 96.9 20.0 88.0 11.6 4.5

堺市 96.4 23.5 87.9 11.7 0.0

さいたま市 95.7 21.5 86.4 12.6 0.0

広島市 97.4 14.9 85.3 14.6 3.4

仙台市 96.3 18.2 82.6 17.6 8.0

静岡市 92.4 17.9 76.4 21.4 2.8

千葉市 94.4 10.3 73.1 25.2 7.3

（注）１．収納率（合計）の降順で表示している。 

２．堺市は平成18年４月より政令指定都市に移行している。 

 

この表から以下のことがわかる。 

（ア）収納率の高い名古屋市、札幌市については（Ａ）が低く（Ｂ）が高い傾向に

ある。 

（イ）静岡市は現年度の収納率、過年度の収納率共に他の政令指定都市に比較して

低い値を示している。 

（ウ）収納率（合計）の低い千葉市、静岡市については（Ａ）が20％台と他の政令

指定都市に比べて著しく高い値を示している。 

（エ）不納欠損額を計上している政令指定都市の中で、（Ｂ）は静岡市が2.8％と最

も低い値となっている。 

以上のことから、静岡市が他の政令指定都市に比較して収納率が低い原因として以

下のことが考えられる。 

（ア）他都市と比較して現年度の収納率が低い。現年度分の収納率が低下すると、

翌年度の調定額に占める過年度分の割合を上昇させることになる。過年度分の

回収可能性は、時の経過とともに低下するのは明らかであるため、過年度分の

割合が増すほど調定額全体の収納率は低下することになる。 

（イ）過年度の収納率の低迷と調定額に占める過年度の割合が高水準であることか 

ら、滞納整理事務が十分に機能していない状態にあると思われる。 

（ウ）過年度調定額に占める不納欠損額の割合が低い。不納欠損の詳細については 

次項の「不納欠損の状況について」で述べることとする。 
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ク． 不納欠損の状況について 

市営住宅家賃の収入未済額の不納欠損処分について、静岡市は｢市営住宅使用料（家

賃）不納欠損処分取扱い基準｣で以下のように定めている。 

第一回目の督促の指定する納期限の翌日から起算して５年を経過した未納家賃のう

ち、次の一に該当する未納家賃は、不納欠損処分するものとする。 

① 名義人の死亡又は行方不明により、その家族及び連帯保証人に対する未納

家賃の支払い請求も困難なもの。 

② 名義人及び連帯保証人が時効を援用する意思を明確に示しているもの。 

③ 名義人、その家族及び連帯保証人の実状から判断して未納家賃の徴収が不

可能であると、特に市長が認めたもの。 

過去５年間の不納欠損の推移は以下の表のとおりである。 

 

市営住宅使用料の不納欠損の推移        （単位：月、円） 

13年度 14年度 
区 分 

月数 金額 月数 金額 
旧静岡市 403 4,340,053 249 4,586,365 
旧清水市 152 1,628,347 811 9,554,821 

合計 555 5,968,400 1,060 14,141,186 

 

15年度 16年度 17年度 

月数 金額 月数 金額 月数 金額 

1,053 18,007,841 3,371 58,896,977 539 11,020,060

 

この表からも明らかなように平成16年度に他の年度に比較して多額の不納欠損処分

を実施している。これは旧清水市の不納欠損処分の基準を旧静岡市の基準に合わせた

際に発生したものである。 

 

不納欠損内訳（平成17年度）  （単位：月、円） 

事由 月数 金額 

死亡 183 1,844,478 

生活困窮 17 152,700 

居所不明 339 9,022,882 

合計 539 11,020,060 

 

ケ． 収入超過者について 

収入超過者とは、収入の申告等により認定した入居者の収入の額が政令で定める金額

を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き３年以上入居している者をいう（条

例第26条）。 

収入超過者と認定された入居者は、当該認定に係る期間、毎月、公営住宅法施行令（昭

和26年政令第240号。以下「７．市営住宅使用料」において「施行令」という。）第８

条第２項に規定する方法により算定した額を家賃として支払わなければならない。 
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収入超過者の家賃＝通常の家賃＋（近傍同種の家賃－通常の家賃）×設定される率 

（通常の家賃） 

法第16条第１項の本文の規定による家賃の額 

（設定される率） 

施行令第８条第２項の表で設定される率であり、入居者の収入と年度により決定され

る。 

コ． 高額所得者について 

高額所得者とは、収入の申告等により認定した入居者の収入の額が最近２年間引き続

き施行令第９条に規定する金額（月額397千円）を超え、かつ、当該入居者が市営住宅

に引き続き５年以上入居している者をいう（条例第27条第２項）。 

高額所得者と認定された入居者に対し、市長は期限を定めて当該市営住宅の明渡しを

請求するものとしている（条例第29条）。 

市営住宅の制度の趣旨は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を提供する

ことにある。高額所得者が入居し続ける場合は、本来入居すべき低額所得者の入居の

機会を奪うことになり、市営住宅の制度の趣旨に反することとなるため、明渡請求等

の措置が適切に行われる必要がある。 

（高額所得者の家賃について） 

市営住宅入居者は、高額所得者と認定された場合において当該市営住宅に引き続き入

居しているときは、当該認定に係る期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなけ

ればならない。また、明渡期限が到来しても市営住宅を明渡さない場合には、市長は、

明渡期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間につい

て、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下の損害賠償金を徴収す

ることができる（条例第30条）。 

高額所得者の状況（平成18年３月31日現在）   （単位：戸、％） 

区  分 戸数 構成比 

一般 6,244 99.5 

損害賠償金 31 0.5 

(うち高額所得者) (17) (0.3) 

合計      6,275 100.0 

 

（２）実施した主な監査手続 

① 入居者の資格要件の確認業務が適切に実施されていることを確認するために、平

成17年度の入居者について市営住宅入居申込書を閲覧し、関連添付書類との突合を

実施した。 

② 収入認定額が正確であることを確かめるために、「収入認定・家賃決定通知書」

の所得額と収入申告書（その添付書類を含む）を照合した。 

③ 入居者の家賃算定について、算式の諸項目について基礎資料を確認し、具体的な

サンプルを抽出のうえ個別に検討を行った。 



 

  号    外          静 岡 市 報        平成19年3月31日  173 

 

④ 徴収事務及び滞納整理事務の流れについて、フローチャートに基づきヒアリング

して検討を行った。 

⑤ 決算額について、他の政令指定都市との比較分析を実施した。 

⑥ 不納欠損処分の手続が妥当なものかどうか、担当者へ質問して確認した。 

⑦ 滞納金額上位者の滞納整理簿を閲覧し、臨戸等の回収努力が行われているかを確

認した。 

⑧ 書類の保管状況を確認するために現場の視察、ヒアリングを実施した。 

（３）監査結果 

監査の結果、下記事項を除き、特に問題となる事項は、認められなかった。なお、監

査の結果に関連した意見を別冊「包括外部監査の結果に添えて提出する意見」に述べ

ているので参照されたい。 

（４）指摘事項 

ア． 収入認定・家賃決定通知書の記載誤りについて 

収入認定・家賃決定通知書の計算内容を確認した結果、利便性係数の表示に誤りがあ

ることを発見した。 

利便性係数の入力画面で入力した数値は、システム上家賃表作成画面に自動的に反映

されるようになっているが、家賃表作成画面でも利便性係数の直接入力は可能となっ

ている。静岡市では利便性係数を３年に一度更新することになっているため、前回16

年度分を平成15年10月に決定、入力していることから、平成16・17・18年度分は入力

の必要はない。しかし、平成16年度分は入力画面ではなく、家賃表作成画面に直接入

力したため、入力画面の修正がなされないと、平成17年度の家賃は平成15年度以前の

古い利便性係数を引き継いで計算されてしまうことになる。 

前任者から引継ぎを受けた担当者は、平成17年度分の家賃算定にあたり、利便性係数

は前年度に入力画面により修正済みであると判断し、家賃表の作成を進めた。その結

果、平成16年度と平成17年度は、利便性係数、経過年数係数も変動しないため本来前

年度の家賃と変わらないはずであるのに、前年度家賃と一致しないという事象が発生

した。 

家賃決定通知書の発送期限が迫ってきており、家賃は前年と変わらないことは明白で

あるため、家賃の数字のみを前年度の家賃の金額に修正し、利便性係数の数字は誤っ

たまま、家賃決定通知書を住居者に送付した。その結果、家賃決定通知書の中で、計

算が合わないということが発生した。 

当監査での指摘を受け、再度調査したところ、入力画面で利便性係数の修正がなされ

ていないことが発覚した。入力画面により修正し、入力画面と家賃決定通知書の利便

性係数の数値は一致することとなった。 

平成17年度分の入力時点においては、旧静岡市と旧清水市の合併の影響や、担当者の

交代が重なっており、日常的な人手不足の状態にあったことが記載誤りを誘発する要

因になったといえる。 

この記載誤りに対する入居者からの問い合わせは一件もなかったとのことである。 

今回の事象は、本来入力画面で各数値を入力するべきところを、家賃表作成画面から

直接入力してしまったことに原因がある。入力画面から入力することを担当者に徹底
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させることによって今回のような事象は防止できると考える。 

イ． 高額所得者の「見直し」について 

高額所得者と認定された者に対し、市長は期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求

しているが、その請求に応じず明渡期限を過ぎた高額所得者に対して、法的措置をとっ

ていないのが現状である。高額所得者のうち、明渡期限を過ぎても継続して入居して

いる者に対しては、法的措置をとるべきであると考える。なぜなら、住宅に困窮する

低額所得者に対して低廉な家賃の住宅を供給することにより国民生活の安定と社会福

祉の推進に資することが公営住宅法の趣旨であり、高額所得者が条例で定める特別な

事情が存在しないにもかかわらず居すわることはその趣旨に反するからである。 

静岡市では、高額所得者の｢見直し｣をすることによりその該当者を減少させている。

ここで｢見直し｣とは、高額所得者と認定されたものに対して改めて収入認定を行った

結果、該当者の収入が高額所得者の基準を下回っている場合に高額所得者とは扱わず、

明渡請求の対象からも外すといったものである。「見直し」の対象者は、高額所得者の

うち家賃の滞納がなく、収入が著しく減少してから３年以上経過しており、今後も収

入の増加が見込めない者と決裁文書に記されている。 

明渡期限の到来後、引き続き公営住宅に住み続けている者の収入が高額所得者の認定

基準を下回ることとなった場合であっても、明渡期限到来時点で、入居者としての地

位を失っていることとなる。つまり、明渡期限到来後に高額所得者の認定基準に該当

しなくなったとしても、入居者が明渡請求を拒む正当な理由とはならないため、本来

は「見直し」をする必要は無い。 

ここで静岡市の実施した｢見直し｣について以下のことがあげられる。 

（ア）高額所得者の｢見直し｣に関する規程が、条例、施行規則、要領等いずれのも

のにも記載がなく、事業決裁という手続で実施されていること。 

（イ）上述したように、公営住宅の入居者としての地位を失った者を結果として継

続して居住させることになること。 

（ウ）高額所得者の｢見直し｣が必ずしも入居者の要望によるものではなく、都市局

建築部住宅課から入居者に｢賠償金納付書及び見直しについて｣という通知が送

付されたことがきっかけとなっていること。 

（エ）決裁文書（17静都建住第1242号）の高額所得者の見直し理由の中で、｢現在、

高額所得者に対しては、市営住宅の明渡請求を行い、期限までに明渡しのない

場合、近傍同種家賃の2倍の金額を賠償金として請求している。しかしながら、

明渡期限を過ぎた高額所得者に対し法的措置をとらず、賠償金を支払えば継続

して入居できる状況となっている。高額所得者の中には、すでに、収入が著し

く減少してしまった者も出てきており、また、管理人に任命されている者もあ

る。政令改正の収入超過者に係る家賃制度の合理化により、今後、高額所得者

に対しても、住居の明渡しを求めていくこととなるにあたり、これまでの高額

所得者への対応経緯等を考慮し、ここで見直すこととしたい。｣との記述がある

が、明渡期限到来後、法的処置をせず放置してきたことを正当化する理由とは

必ずしもなっていないこと。 

高額所得者に対しては期限を設けて明渡請求を実施し、期限到来後は条例で定める特



 

  号    外          静 岡 市 報        平成19年3月31日  175 

 

別な事情が存在しない限り法的措置を辞さず、強く明渡請求をする必要がある。ただ

し、状況によって個別に判断する余地もあると考えられる。高額所得者である明渡請

求該当者から外したのは、過年度において高額所得者に対する認定後の対応が必ずし

も十分でなく、長い年月が経過してしまったことが原因になったものであると考えら

れる。住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸するという公営住宅の理念

に沿った十分な対応ができなかったものともいえる。 

なお、平成18年10月より高額所得者の認定後の対応が個々の実情に応じて速やかにで

きる体制となり、今後この成果が期待される。過年度認定後の対応が十分にとられな

かったことに関しては「高額認定時と比べて収入状況が大きく減少したこと」等を考

慮して個々に対応していかざるを得ないものであろう。 

ウ． 滞納整理簿の記載について 

滞納整理簿には臨戸の内容、電話連絡の内容等を記載することとなっているが、抽出

したサンプルの中に、半年以上の空白期間があるものが多数発見された。担当者から

は、実際には臨戸等を実施しているが、記載がなされていないケースもあるとの回答

があったが、記載が無いということは臨戸等を実施していたという証拠がなく、何も

滞納整理に関して行動を起こしていなかったことと同じである。滞納整理簿は法的措

置の対象者の選定及び不納欠損処分の判断等に必要かつ重要な資料であることから、

必要最低限の文言は記載すべきである。 

滞納整理簿の記載内容の統一化を図り、電話での納付指導、臨戸等を実施した場合に

は必ず滞納整理簿に記載するよう徴収員に指導する必要がある。 

エ． 関係書類の保管状況について 

住宅課には収入申告書、滞納整理簿等個人情報を多く含む書類が多数保管されている

が、現場の視察、ヒアリングを実施した結果、管理水準は十分とは言い難いものであっ

た。また、住宅課の行政情報の管理については、「住宅課情報セキュリティ業務実施手

順」に記載されているが、当該手順は担当者に十分認知されておらず、それに従って

業務が実施されていない部分があった。 

(ア)  「住宅課情報セキュリティ業務実施手順」によると、家賃滞納目録は、「重要 

性分類Ⅰ」に区分され、保管場所については「キャビネット等に保管し、施錠す

ること。鍵は管理担当統括主幹が保管すること」と記載されているが、担当者の

デスク上の棚に保管されていた。 

(イ)  家賃滞納目録の持ち出しについては、「情報セキュリティ管理者の許可を受け 

たうえ、持ち出し先を記録すること」と記載されているが、家賃滞納目録の持ち

出し先の記載等の管理は全く実施されていない。徴収嘱託員が家賃滞納目録を紛

失した場合、どの書類を紛失したのかを把握できないのが現状である。 

(ウ)  滞納整理簿は、「重要性分類Ⅱ」に区分されるため、その管理場所は「情報セ 

キュリティ管理者に一任する」ことになっている。滞納整理簿についても個人情

報が多く含まれるが、鍵のかからないキャビネットに保管されていた。 

(エ)  滞納金額上位者の中に平成17年度以前の滞納整理簿が無いものが数件発見さ 
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れた。滞納金額上位者についてはより一層注視しなければならないにもかかわら

ず、重要な書類である過去の滞納整理簿が見当たらないというのは、管理状況が

不十分であり、早急に改善する必要がある。 

こうした状況を受けて、次のように改善することが望まれる。 

（ア） 「住宅課情報セキュリティ業務実施手順」を関係者に周知徹底させる必要が

ある。 

（イ） 個人情報の含まれる書類については、流出のリスクを少しでも軽減させるた 

めに施錠可能なキャビネット等に保管する必要がある。 

（ウ） 個人情報の持ち出しについては、記録簿を作成し、紛失のリスクに備える必

要がある。 

（エ） 現在日常的に使用している住宅課関連の資料は膨大であり、現状のスペース、

キャビネットで全て保管するのには限界がある。管理状況を向上させるために

も、住宅課関連の資料の保管スペースを新たに確保するなど物理的な対応が必

要である。 

 

第４．利害関係 

 監査の対象とした事件につき、地方自治法第252条の29の規定により記載すべき利害

関係はない。 

 

 

 

包括外部監査の結果に関する報告に添えて提出する意見 

 

平成18年度の「包括外部監査の結果に関する報告書」に関連し、以下のとおり意見を申

し述べます。 

Ⅰ市税 

１．個人市民税の賦課事務 

（１）所得捕捉調査について 

平成15年度から平成17年度までの所得捕捉調査（事後調査）の結果において、市・

県民税の増加額は以下のとおりである。 

市県民税の増加額の推移 （単位：件、千円）

内  訳 15年度 16年度 17年度 

件数 922 1,071 1,176

所得割額 28,838 36,845 31,453

均等割額 1,907 2,784 2,999

市民税 

小計 30,746 36,929 34,452

所得割額 14,746 18,437 17,076

均等割額 763 928 1,000

県民税 

小計 15,509 19,365 18,076

合  計 46,255 58,994 52,529
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前年度において事後調査を行った結果を次年度の台帳に適時に反映させること

が、効率的に事後調査を行うためには重要であり、事後台帳の「前年度の事後結果」

という欄に前年度の情報を記載して当該年度の事後調査の参考としていた。平成18

年度から、事後台帳上の「過年度課税実績」欄に前年度の処理結果を印字するシス

テムに改修され、より効率的な事後調査が実施できるようになった。今後の効率的

な運用が期待される。 

（２）減免申請書の押印について 

平成17年度の個人市民税における葵区の減免は13件であり、減免額は総額234千円

となっている。葵区の減免に関する資料については、不備は見受けられなかった。

しかし、減免申請書には申請者の押印があるものが６件、押印がないものは７件見

受けられた。規則上は申請書において申請者が押印することとはなっていないが、

押印するか、又は押印しないかを統一して処理することが望まれる。 

（３）虚偽申告又は不申告に係る罰則等について 

地方税法（以下「Ⅰ市税」において「法」という。）によれば、虚偽の申告に関す

る罪（法第317条の４第１項）、不申告による過料（法第317条の５）及び給与支払報

告書等の提出義務違反に関する罪（法第317条の７）が規定されている。静岡市税条

例（平成15年静岡市条例第102号。以下「Ⅰ市税」において「条例」という。）にお

いても、市民税に係る不申告に関する過料の規定があり（条例第28条）、「正当な理

由がなく申告しなかった者は、３万円以下の過料に処する」とされている。しかし、

期限内に納付しなかった場合に延滞金を課してはいるが（条例第41条第３項）、虚偽

申告又は不申告に関する罰則等の規定は適用されてはいない。確かに、他の自治体

においても「虚偽申告又は不申告に係る罰則等」に関しては、前述の法を適用して

いないとのことである。しかしながら、重過失若しくは悪意をもって虚偽申告を行っ

た場合又は長期間にわたり不申告の場合には、当該罰則規定の適用を検討すること

も必要となるであろう。 

（４）委託業務に関する立会等について 

給与支払報告書等の市県民税データエントリー業務及び納税通知書の封入封緘業

務などは外部へ委託している。委託契約書においては「必要と認めるときは、委託

業務の作業に立ち会わせ、又はその処理状況について立入検査をし、若しくは報告

を求めることができる。」と規定されている。しかしながら、このような作業の立会

等は行われていないのが現状である。 

また、当該契約書において個人情報の保護に関しては「秘密の保護」だけでなく、

「使用者への個人情報の管理に係る周知」や「個人情報の適切な管理」が規定され

ている。委託業者の内部において市民の個人情報の管理がどのように行われている

かは、現場に行き、作業の立会等を実施しなければ、わからない場合が多い。近年、

個人情報の管理に関しては厳格となってきており、委託契約書どおりに個人情報の

管理等がなされているかを確認する意味でも定期的に作業の立会等を実施すること

が望まれる。 

なお、平成19年度課税分より現場調査を実施することとなり、改善が見受けられ

た。 
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（５）減免の範囲について 

以下に該当する者のうち､必要があると認める者に対して減免することとなって

いる（条例第43条第１項、同条例施行規則（以下「Ⅰ市税」において「施行規則」

という。）第６条）。 

ア．貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 

イ．学生及び生徒 

（所得税法第２条第１項32号に規定する勤労学生は免除） 

ウ．民法第34条の公益法人及びこれに準ずるもの 

エ．納税義務者が死亡したため、その納税義務を承継した相続人（包括受遺者を

含む。）で、当該承継した市民税の納付が困難と認められる者 

オ． 失業等より前年に比して所得が著しく減少したため市民税の納付が困難と認

められる者 

カ． 災害、傷病等により、所得が著しく減少し、又は異常の出費を要したと認め

られる者 

キ． 災害により死亡し、又は身体に重大な障害を負った者 

ク． 災害により生活に通常必要な資産について損失が生じた者 

ケ． その他特別の理由があるもの 

市民税の減免を受けようとする者は、納期限７日前までに、必要な申請書に減免

を受けようとする理由を証明する書類を添付して提出しなければならない（条例第 

43条第２項）。 

過去５年間の減免実績は以下のとおりである。 

個人市民税の減免実績の推移    （単位：件、円）

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 
区 分 

件数 減免額 件数 減免額 件数 減免額 件数 減免額 件数 減免額

公私の扶助 16 373,100 16 197,800 29 580,200 41 671,600 44 962,000

学生・生徒 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

民法第34条 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

相続人が納

付困難 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

失業等所得

減少 

― ― ― ― 1 12,400 ― ― ― ―

災害・疾病

所得減少 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

災害により

資産減少 

1 15,600 ― ― 2 31,500 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合 計 17 388,700 16 197,800 32 624,100 41 671,600 44 962,000
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個人市民税の減免理由のほとんどが「貧困により生活のため公私の扶助を受ける

者」であり、平成15年度以降増加傾向が際立っているといえる。 

市民税を減免できる者については、「相続人が市民税の納付が困難と認められる者

（施行規則第６条第４項）、「失業等により前年に比して所得が著しく減少したため

市民税の納付が困難と認められる者（同条第５項）」、「災害、傷病等により、所得が

著しく減少し、又は異常の出費を要したと認められる者（同条第６項）」と規定され

ている。しかしながら、この規定だけでは市民税の減免ができるかどうかの基準が

明確ではない。神戸市においては、減免できるかどうかの基準が明確に規定されて

いる。確かに、現在市民税の減免は「生活保護法の規定による生活扶助を受けてい

る者（同条第１項）」がほとんどであるが、大災害や大震災が起こることも考えて、

減免できる範囲の基準を明確化することも必要であろう。 

 

２．法人市民税の賦課事務 

（１）未届け法人の調査について 

過去３年間の未届け法人の調査による課税件数は以下のとおりである。 

 

未届け法人の調査による課税件数 

年度 件数 

平成15年度 ― 

平成16年度 12 

平成17年度  8 

（注） 平成15年度においては、旧静岡市と旧清水市の合併による事

務処理のため、未届け法人の調査は実施しなかった。 

静岡市内に本店を置く法人については、登記がなされているのでこれと照合すること

ができ、また法人市民税は申告書の発送が法人税の申告書及び県民税の申告書と同封さ

れて共同発送されることとなっているため、法人市民税の課税漏れの恐れはそれほど生

じない。しかし、市外に本店を有する法人については、これらの手段がとられていない

ため課税漏れの可能性がある。市内に事務所・事業所を有する法人から市に提出する「法

人設立・設置・転入届出書」で課税対象となる法人を確定するのは十分とは言えず、全

ての法人が確実に届出を行っているとは限らず、届出をしない法人については課税漏れ

となる恐れがある。新たに法人市民税の納税義務者に該当することとなった者には、該

当することとなった日から15日以内に法人の名称、代表者等必要な事項を申告させるこ

とができる（条例第26条第７項）。しかし、この規定には強制力はなく、また期限内に申

告を行わなかった場合の罰則規定は設けられていない。 

市は平成８年度より電話帳との照合による方法で課税対象の調査をしているが、従来

は最新の電話帳と前回発行の電話帳とを照合し、前回発行された電話帳に記載のない法

人を抽出して実施していた。しかし、この抽出方法では前回の電話帳に掲載されている

法人が調査対象外となってしまうため、平成13年度より抽出方法を電話帳に記載されて

いる法人で、法人市民税課税台帳に登録されていない法人を抽出する方法に改めた。こ



 

  号    外          静 岡 市 報        平成19年3月31日  180 

 

れにより、前回発行の電話帳に掲載のある法人も調査対象法人となり、課税漏れを防ぐ

可能性が高まった。そして３年程度の周期で全市を調査できるように中長期計画を立案

して各年度に割り振ることとなった。 

また、平成18年度より静岡県（静岡財務事務所）に提出された設置届出書との照合を

行うことにより、本市に設置届が提出されていない法人の調査が静岡県との協議のうえ

実施されることとなった。 

しかしながら、静岡市以外の所在地に本店がある分割法人については、静岡市で法人

市民税の申告をしていないことが発覚した場合でも静岡市における均等割が課されるだ

けである。また、延滞金は課されるが（法第321条の12第１項、第２項）、加算税は生じ

ない。さらに更正、決定等の期間制限は法定納期限の翌日から起算して５年以内となっ

ており（法第17条の５第３項）、罰則規定としては厳しいものとは言い難い。 

そのため静岡市以外に本店の所在地がある分割法人については、静岡市に給与支払報

告書を提出された場合には把握できるが、そうでない場合には市に法人市民税の申告を

せずに、調査等によりその旨が発覚した場合に納付すればよいと考える法人が生じる可

能性もあるだろう。最近では携帯電話が普及し、電話を設置しなくても営業活動を行う

ことも可能である。しかも、事務所等を親会社、関連会社に間借りをしていれば、法人

市民税が未申告であっても発見するのは困難が予想される。 

そのため、住宅地図に記載されている法人と照合する方法や、インターネットを活用

して企業のホームページに営業所等と記載しているものの、市に申告していない法人を

見つける方法も検討されたい。いずれの方法も従来の電話帳による探索方法を補完する

ように、しかも重点的かつ効率的に行うことが必要である。 

（２）法人市民税の減免について 

法人市民税の減免については、「民法第34条の公益法人及びこれに準ずるもの」（条例

第43条）と規定されている。法人県民税については「民法第34条の規定により設立した

法人で収益事業を行わないもの」（静岡県税賦課徴収条例第14条の２）と規定されている。 

平成18年12月13日に静岡県土地開発公社等３公社の税金未申告が公表された。これを

受け静岡市では、静岡市土地開発公社の状況を確認したところ法人住民税（県税分）に

ついて未申告となっていることが判明した。 

同公社は、平成13年度に市税担当部局より法人住民税（市税分）については、課税対

象となるとの指摘を受けたため減免の手続をとった。この時点で、法人住民税に係る必

要な処理は全て終了したと誤認したため、県税分については未申告となっていた。 

減免の申請は市と県と別々に行わなければならず、また、減免の基準は市と県では異

なるところがあることが認識できていなかったものと思われる。市としては、法人市民

税の減免のひとつである「民法第34条の公益法人及びこれに準ずるもの」の基準に合致

している法人であるかを再度確認することも必要であろう。 

 

３．固定資産税の賦課事務 

（１）償却資産課税事務の効率化について 

償却資産に係る固定資産税の申告書用紙の発送は、毎年12月中旬に行っている。

平成17年度における申告書発送状況は以下のとおりである。 



 

  号    外          静 岡 市 報        平成19年3月31日  181 

 

 

平成17年度の固定資産税申告書（償却資産）発送状況 （単位：件、％）

種 類 静岡地域 清水地域 合 計 構成比 

在 来 4,242 1,961 6,203 23.6

新 規 3,214 1,733 4,947 18.8

電 算 663 54 717 2.7

簡 易 9,963 4,482 14,445 54.9

合 計 18,082 8,230 26,312 100.0

（注）１．「在来」とは、前年度資産登録があり、免税点以上の義務者に対する申

告書の送付先。 

２．「新規」とは、これまで資産登録がない新規事業主等に対する申告書の

送付先。 

３．「電算」とは、課税標準額を自社の電算システムで計算してくる義務者

に対する申告書の送付先。 

４．「簡易」とは、前年度資産登録があり、免税点未満の義務者に対する申

告書（ハガキ形式の簡易申告書）の送付先。 

 

静岡市では、前年度資産登録があれば、免税点未満も含めた義務者全員に対して

申告書を送付している。この免税点未満に該当する申告書発送件数の全体に占める

割合は、54.9%と過半数を占めている。 

この発送コストを考えると、郵送コスト、人件費、印刷代等が挙げられるが、把

握し易い郵送コストのみを試算してみると以下のようになる。 

 

 

 

 

 

免税点未満の義務者が、翌年度免税点を越えて申告してくるケースが多いのであ

れば、免税点未満の義務者全員に対して申告書を発送するメリットもあると考えら

れる。しかし、担当者にヒアリングしたところ、正確な件数は把握していないが該

当する件数は少ないとのことであった。 

毎年発送コストに見合うだけの、税収があるのかどうかを一度検証してみる必要

があるのではないかと考える。その結果、免税点未満の義務者全員に対して一律発

送するのではなく、例えば、ある一定の基準額、かつ、一定の件数を満たさない義

務者に対しては発送先から外すことも考えられる。申告書発送事務の効率化につい

て一度見直すことが必要であると考える。 

（２）償却資産の実地調査について 

償却資産は、土地や家屋と異なり登記制度がなく、課税客体及び納税義務者の把

握が困難であるため、所有者に対して償却資産の申告を義務付けている。一方で、

固定資産税申告書（償却資産）の郵送コスト試算 

発送件数 
１件当たり 

送信用郵送料 

１件当たり 

返信用郵送料 
郵送コスト 

14,445件 80円 50円 1,877千円 
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この申告は固定資産税が賦課課税であることから、あくまで参考資料であり、償却

資産課税の適正申告の確保や未申告の解消を図るために、市町村は実地調査を少な

くとも毎年１回実施しなければならないことになっている（法第408条）。 

毎年、区役所税務課では、実地調査を行っているが、県外にある事業者を対象に

実施しているのみである。また、事業者を選定する基準や対象とする地域について

も具体的な計画に基づいて実施しているわけではない。このことは、事実上、静岡

市内の事業者に対しては、実地調査を行っていないことになる。 

適正な課税を確保するためには、実地調査は極めて重要な手続であるといえるが、

限られた人員と時間の中で効果的な実地調査を行うためには、具体的な計画を策定

し、それに基づき実施していくことが必要である。 

以前、旧静岡市では、平成６年度から平成10年度の５年間、特別調査として業種

を特定して毎年70から90件程度の実地調査を行っていた。しかし、それ以降は、税

務署へ提出する書類の写しを固定資産税申告書（償却資産）と一緒に提出してもら

うようになり、当該書類と申告書をチェックする体制に変更しているので、特定業

種を対象とする実地調査は行っていない。 

国税資料との照合により、申告漏れや申告誤りといった事項については、ある程

度把握することが容易になったと考えられるが、課税客体を網羅的に把握し未申告

の解消を図るためには、不十分である。また、国税資料はあくまで参考資料として

の位置づけであり、原則として実地調査を行うことが必要ではないかと考える。 

今後、効果的な実地調査を行うための具体的な行動計画を策定することが必要で

ある。なお、行動計画策定のためのポイントとして、実地調査対象者をいかに選定

するかが重要である。この選定方法として、決定価格規模別に選定する方法、業種

別に選定する方法、所在地域別に選定する方法、あるいは、このような方法を組み

合わせて選定する方法などが考えられるので、この観点から計画をまず策定しても

らいたい。 

（３）固定資産税申告書（償却資産）のチェック体制について 

固定資産税申告書（償却資産）と国税資料との照合作業を中心としたチェック体

制は、担当者が個別に実施しているのみであり、複数の者によるダブルチェック体

制を実施するまでには至っていない。人員面及び時間面から、全ての申告書をダブ

ルチェックすることは不可能かもしれないが、人的なチェックでは信頼性の点で劣

ることを考慮すると、統計的手法に基づく無作為サンプリングにより申告書を選定

して、ダブルチェックを実施することにより、チェック体制の信頼性を高めること

も必要であると考える。 

（４）賃貸ビル等の内装設備について 

平成16年度の法改正により、家屋の附帯設備については、当該家屋の所有者以外

の者が、その事業の用に供するため、取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付

合したことにより当該家屋の所有者が所有することになったもの（特定附帯設備）

については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である限り、

当該取り付けた者をもって所有者とみなして、当該特定附帯設備のうち家屋に属す

る部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課すことができるようになってい
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る（法第343条第９項）。つまり、賃貸ビルの内装設備については、店子が施工し店

子の事業の用に供しているものについては、店子を所有者とみなして固定資産税を

賦課することができるようになっている。 

このような賃貸ビルの内装設備等に関する課税客体の把握状況について、担当者

にヒアリングしたところ、新規に法人を設立して開業する場合は把握しているが、

それ以外のケースだと自主的に申告がない限り把握していないとのことであった。 

自主的な申告以外に適切な課税客体を把握するための方策が必要であると考えら

れるが、例えば賃貸ビルでの店子の入れ替わり情報を適切に入手するために、賃貸

ビルのオーナーや不動産管理会社への情報提供の依頼や定期的に繁華街を中心とし

た実地調査を行うなどの対策を講じる必要がある。 

（５）経年異動判読調査体制について 

毎年１月１日現在の航空写真をもとに前年度のものと比較して、異動があったも

のについて調査を実施している。このシステムは地番と写真との照合ができるマッ

ピングシステムを採用しているため、地番毎にあるべき建物と航空写真上の建物と

が不一致となっているものを把握することが可能であり、課税漏れを生じさせない

ための有効な調査手法であるといえる。 

この調査の作業シートとして、経年異動表示一覧リストを閲覧したところ、土地

と家屋についてその記載要領が相違していた。具体的には、土地の方では、照合結

果として現地調査の必要性の有無を記載し、現地調査を実施したものについては、

その調査結果を記入することにより顛末が分かるようになっている。これに対して

家屋の方は、現地調査を必要とする物件の特定及び調査を実施した結果、顛末が明

瞭にわかる形式で作成されていない。そのため、調査済チェック欄が未記入、かつ、

備考欄にも未記入の物件がいくつかあり、網羅的に調査が実施されたかどうかの調

査資料として不十分である。家屋についても、土地と同じ様式の経年異動表示一覧

リストを使用することにより、調査の網羅性を確保することが必要であると考える。 

また、当該調査作業は、担当者が個別に行いその結果を集計する仕組みになって

いるが、人的作業であり、当然間違いが発生する可能性があると考えられるので、

上席者の査閲によるチェックや複数の者によるダブルチェックの仕組みを導入する

ことも必要である。 

（６）非課税及び減免物件に関する定期的な現地調査の実施について 

用途変更あるいは有料で使用させることにより、固定資産税の非課税規定の適用

を受けなくなった当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければ

ならないことになっている（条例第63条）。また、貧困により生活のため公私の扶助

を受ける者に該当しなくなった場合や、有料で使用することになった場合など、固

定資産税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨

を市長に申告しなければならないことになっている（条例第77条第3項）。 

非課税及び減免物件の申請時には、申請書の添付資料として証拠書類や現地調査

資料が求められているが、その後の状況変化に対しては固定資産所有者の自主的な

申告に頼っているのが現状である。この仕組みでは、意図的か否かにかかわらず申

告をしないケースや使用実態が相違しているケースが十分想定される。このような
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ケースが想定される以上、これに対処する方法として定期的に現地調査を実施する

ことが必要であると考える。 

（７）固定資産評価員制度について 

法第404条において、固定資産評価員の設置が以下のように定められている。 

・「市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格

の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。」 

・「固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちか

ら、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。」 

また、法第405条において、固定資産評価補助員について以下のように定められて

いる。 

・「市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知

識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固

定資産評価員の職務を補助させることができる。」 

法の規定を受けて、静岡市では助役を固定資産評価員として選任して兼務させて

おり、実際の固定資産の評価に関する事務は、税務課の職員が固定資産評価補助員

として従事している。そのため、静岡市の場合は、毎年、固定資産の状況を固定資

産評価員ではなく、固定資産評価補助員が実地調査によって把握している（法第408

条）。この実地調査によって評価した固定資産について、固定資産評価補助員が評価

調書を作成して、固定資産評価員はそれを取りまとめて市長に提出している（法第4

09条）。 

元々この固定資産評価員制度は、米国の財産税における評価官制度を参考にして

固定資産税制度に導入されたものである。米国では、この評価官になるための資格

要件等は特にないが、任期は４年で選挙を通じて選任されるので、その専門性や実

務経験が問われることになる。また、評価官の下で、評価士が実際の評価作業をし

ているが、評価士になるためには州の定める実務経験と教育訓練が求められている。

このような観点からみていくと、静岡市の固定資産評価員制度が、その立法趣旨か

らみて有効に機能しているとは言い難い状況にあると考えられる。 

そもそも固定資産評価の実務は、高い専門知識と経験を有する者により行われる

必要があると考えられる。それにより、固定資産に関する適正かつ公平な評価、固

定資産評価作業の効率化に結びつけることができるのである。 

研修制度の充実により、固定資産評価に関する専門家を市職員の中から育成して

いく方向性も考えられるが、現行制度の枠内でも固定資産評価員は特別職の地方公

務員であり、常勤・非常勤を問わないとされ、外部からの人材登用も認められてい

る。不動産鑑定士、土地家屋調査士、税理士等の外部専門家を積極的に任用してい

くことが必要ではないかと考える。同じく固定資産評価補助員については、一般職

の地方公務員とされているが、地方公務員制度の改正により、任期付き職員等多様

な雇用形態が可能となってきており、積極的に外部専門家を任用することが必要で

あると考える。 

将来的な方向性として、一層の専門性や公平性の確保や効率性を追求するために

は、評価事務を民間委託することも考えられるが、固定資産の実地調査及びそれに
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基づく評価は公権力の行使にあたることや、住宅内部に民間業者が調査で入ること

による住民の抵抗感を考えると実現は困難である。そこで、各市町村が個々に固定

資産評価を実施するのではなく、地域の地方自治体が協力して固定資産評価事務を

行う共同組織を立ち上げることも将来的な検討課題としてあげられる。 

（８）課税保留の状況について 

平成18年１月１日現在の静岡市における課税保留の状況は以下のとおりである。 

課税保留状況          （単位：筆、㎡）

区 分 筆 数 地 積（㎡） 

相続人不存在 116 73,131.93

所在不明 1,025 235,665.12

所有者不明 5 5,376.09

計 1,146 314,173.14

（注）１．平成18年1月1日現在 

２．「相続人不存在」とは、賦課期日において相続人が確定していない

ため、確定するまでの間、課税保留している物件のことである。 

３．「所在不明」とは、登記簿に登録されているが、所有者から土地は

現存しないとの申し出により課税保留としている物件のことであ

る。 

４．「所有者不明」とは、登記簿に登録されている所有者が、不明のた

め課税保留している物件のことである。 

課税保留物件のうち、所在不明の理由によるものが大半を占めているが、所有者

の申し出により市職員が現地確認をした結果、土地が現存しないことを確認してい

るとのことである。ただし、市として正式に課税保留に係る申請書類や現地確認実

施時の調書などの作成義務を課していないため、所在不明であることを根拠付ける

証拠書類がしっかりと揃っていない状況にある。また、システム上の制約もあり、

所在不明と判定された年度は明確ではなく、長期間に渡って所在不明の状況が続い

ているものと思われる。 

法第381条第７項において、登記されている事項が事実と相違するために、課税上

支障があると認める場合においては、登記事項の修正その他の措置をとるべきこと

を申し出ることができることになっている。非課税理由のうち課税保留になるもの

は、もともと一時的な要因であることを考えると、長期間に渡って所在不明として

管理していくものではないと考えられる。法の規定に従い、登記所に対して登記簿

の修正を申し出て、所在不明物件の解消を進めていくことが必要であると考える。 

併せて、静岡市として所在不明の場合における取扱要領等を作成して、申請書類

の整備も進めていくことが必要である。 

（９）固定資産税の減免について 

市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があ

ると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免すること

ができる（条例第77条）。 

ア．貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 
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イ．公益のために直接専用する固定資産（有料で使用するものを除く。） 

ウ．災害等により著しく価値を減じ、又は滅失した固定資産 

エ．前３号に掲げるもののほか、特別の事情のある固定資産 

この内、特別の事情のある固定資産については、施行規則第７条で以下のように

定められている。 

エ．特別の事情のある固定資産 

（ア）静岡県文化財保護条例（昭和36年静岡県条例第23号）の規定により静

岡県指定有形文化財として指定され、又は静岡市文化財保護条例（平成 

15年静岡市条例第281号）の規定により静岡市指定有形文化財として指定

された土地又は家屋若しくは当該家屋の敷地（有料で貸し付けているも

のを除く。） 免除 

（イ）相続税を納付するため、国に物納したもの 所有権の移転の日以後到

来する納期において納付すべきその固定資産に係る税額を免除 

（ウ）物価統制令（昭和21年勅令第118号）第４条の規定に基づき静岡県知事

が入浴料金を定める公衆浴場の用に供する固定資産 その事由発生の日

以後到来する納期において納付すべきその固定資産に係る税額の３分の

２の額を軽減 

（エ）前３号の規定との均衡上、特に減免を必要と認めるもの 必要と認め

る額を軽減又は免除 

このように、特別の事情のある固定資産のうち特に減免を必要と認めるものにつ

いては、その適用範囲と減免割合に関しては具体的な定めはなく、裁量の範囲を広

く扱っている。静岡市として、裁量の範囲をできるだけ狭めて統一的な扱いをして

いくことが必要であると考えられるため、特別の事情のある固定資産として減免を

受けているものについての実態調査を行い、その適用範囲と減免割合について具体

的なガイドラインを策定することが必要であると考える。  

 

４．軽自動車税の賦課事務 

（１）標識を損傷等した場合の弁償金について 

標識の交付を受けた者は、当該標識を損傷し、若しくは亡失し、又は摩滅したと

きは直ちに、その旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この

場合において、当該標識の損傷又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、

弁償金として標識１枚につき200円を納めなければならない（条例第96条第７項）。 

過去３年間における標識を損傷等した場合に弁償金を徴収した件数の推移は以下の

とおりである。 

軽自動車税 標識損傷弁償金件数の推移 （単位：件）

政令市移行前 政令市移行後 
区  分 

 

計 静岡 清水 葵 駿河 清水

平成15年度 201 - - - - -

平成16年度（総合事務所別） 171 114 57 - - -

平成17年度 196 - - 59 78 59

平成18年度（平成18年9月まで） 72 - - 30 11 31
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標識は通常の運転では損傷等はせず、暴走運転や故意によらなければ損傷等は考

えにくい。また、弁償金は200円であり、標識の購入単価を上回るが、市の職員の手

間や時間を考えれば、標識の損傷等を減少させていく方向が望まれる。例えば、何

度も損傷等を繰り返す者に対しては「誓約書」等を提出させて再発防止の牽制をす

ることも考えられる。 

 

５．入湯税の賦課事務 

（１）特別徴収義務者である鉱泉浴場の経営者の帳簿閲覧状況について 

  入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記

載又は記録しなければならない（条例第139条）。そして、市町村の徴税吏員は、入

湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、特別徴収義務者

等に質問し、又は当該事業に関する帳簿書類その他の物件を調査することができる

（法第701条の５）。 

しかしながら、静岡市においては、特別徴収義務者である鉱泉浴場の経営者に対

して直接又は電話による口頭での確認（課税対象者、入湯税納入申告書の記入等）

は行っているが、帳簿閲覧は実施していない。静岡市においては入湯税の賦課額は

他の市税と比較して極めて少なく１人の担当者で実施している。また入湯税の対象

となる鉱泉浴場施設は井川地区や田代地区などの市街地からかなり遠方にあり、頻

繁に往来できるところにない。しかし、静岡市において入湯税の特別徴収義務者数

は約50件程度あり、前年度と比較して入湯客数が大幅に増減した場合には特別徴収

義務者にその理由を聴取し、場合によっては現地に行き入湯税の帳簿を閲覧するこ

とも必要となろう。平成17年度より日帰りで入湯する者については課税免除となっ

たことから、前年度との入湯客の比較分析はすぐにはできないが、必要があれば特

別徴収義務者の帳簿を閲覧することも考えられる。 

 

６．特別土地保有税の賦課事務 

（１）徴収猶予の原簿への記載について 

毎年の特別土地保有税の申告書に基づき、徴収猶予の相手先別原簿に税額を記載

している。徴収猶予確認申請書どおりに土地等の利用が開始されると過年度分も含

めた徴収猶予税額が原簿から消し込まれることとなる。その場合、徴収猶予確認申

請書の下段に記載されている徴収猶予額の合計と原簿における徴収猶予額の合計を

突合することにより、消込みが正確に、漏れなく行われているかを確かめている。

しかしながら、相手先別原簿の合計額が記載されていないため、担当者以外の者が

確認する場合には、各年度の徴収猶予額を合算し直さなければならない。原簿にお

ける合計額の記載は容易に実施でき、またそれにより原簿における管理にも効率的

であるため実施することが望まれる。 

 

７．収納事務 

（１）納付機会の充実について 

静岡市における市税の納付場所は、原則、金融機関を窓口にしているが、納税者
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の利便性向上を図ることにより、滞納金発生をある程度抑制することも期待できる

ものと考えられる。 

平成19年度から、静岡市では軽自動車税について、コンビニエンス・ストアでの

収納を実施する予定であり、今後その状況を参考にして、さらに他の市税について

もコンビニエンス・ストアで収納できるように税目を拡大していくことが期待され

る。 

さらに、インターネットによる市税納付については、地方税電子協議会が推進す

る電子申告（eLTAX）において、第2次開発として電子納税（マルチペイメント、イ

ンターネットバンキング等）が計画されてはいるものの、他の地方自治体の中には

既にインターネットによる納付を実施しているところもある。納付機会の充実とい

う観点から静岡市も前向きに早期導入に向けて検討していくことが必要である。 

（２）口座振替への移行について 

静岡市における口座振替納付に係る加入率の推移は以下のとおりである。 

口座振替納税の加入率 （単位：％） 

13年度 14年度 
区 分 

旧静岡市 旧清水市 旧静岡市 旧清水市
15年度 16年度 17年度 

市県民税 44.1 39.1 43.6 40.3 42.6 42.1 42.1

固定資産税 

都市計画税 
64.9 57.5 65.2 59.0 63.8 64.2 64.3

軽自動車税 19.0 8.7 20.0 9.8 17.1 17.4 18.1

合 計 52.7 46.0 52.9 47.4 51.5 51.5 51.6

 

旧清水市での口座振替納付に係る加入率が低かったため、合併後の平成15年度に、

新静岡市の加入率の低下がみられるものの、翌年度からほぼ加入率は横ばい状態が

続いていることがわかる。 

静岡市の口座振替促進対策として、納税通知書への加入申込用紙の綴込み、口座

振替の案内チラシの同封、市広報紙への口座振替利用促進案内の掲載を行うととも

に、新聞に年９回納期限の周知記事を掲載する際、併せて口座振替の勧奨記事の掲

載を行っている。 

しかしながら、直近３年間における加入率の推移をみると、その効果が現れてい

るとは言い難い状況にあるのも事実であるといえる。 

口座振替納付に係る加入率の目標数値を具体的に定めて、その達成に向けて十分

な広報活動など効果的な施策を検討することが必要である。 

 

８．滞納整理事務 

（１）納税事務研修の充実について 

平成16年度の政令指定都市における納税事務研修時間を比較した表は、以下のと

おりとなっている。 
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各政令指定都市における納税事務研修時間 （単位：時間）

都市名 基礎研修 中級者研修 管理職研修 専門研修 合計時間 

札幌市 40 16 47 ― 103

仙台市 32 0 8 ― 40

さいたま市 32 24 ― 8 64

千葉市 16 32 ― ― 48

横浜市 104 48 96 56 304

川崎市 40 32 ― 20 92

静岡市 16 24 ― 16 56

名古屋市 32 28 8 20 88

京都市 104 56 72 52 284

大阪市 96 40 24 48 208

広島市 32 24 0 16 72

神戸市 48 40 12 8 108

北九州市 24 16 40 8 88

福岡市 56 24 ― 40 120

平 均 48 28.9 21.9 20.9 119.6

 

上の表から、他の政令指定都市と比較すると静岡市の特徴として、平均研修時間

の半分にも満たない研修時間しか実施していないことがわかる。また、研修内容を

みると管理者研修が全く実施されていないこともわかる。 

滞納整理を円滑に進めるためには、税務特有の知識のみならず、民法、会社法、

倒産関連法制、不動産取引関連知識など幅広い知識の習得が要求される。また、こ

うした知識の習得だけでは十分ではなく、その知識を前提にした実際の納税交渉や

滞納処分事務を通じたノウハウも習得しなければならない。滞納額の圧縮や収納率

の向上を実現していくためには、質の高い税務職員を計画的に育成していくことが

必要であり、少なくとも現行時間数の倍以上の納税事務研修時間を確保することが

必要であると考える。 

特に静岡市では、管理職研修が全く実施されていないが、滞納整理事務を効率的

に実施していくためには、管理職は大量の滞納案件に優先順位を付けながら、また、

的確に財産調査の実施や滞納処分への移行のタイミングを判断するなど進行管理が

非常に重要になってくると思われる。そのため、進行管理が適切に行える管理職向

けの研修をまずは最優先事項として取り組む必要があるのではないかと考える。 

（２）督促状の発送について 

原則として納税者が税金を滞納したときは、納期限後20日以内に督促状を発送し

なければならないことになっている（法第329条第１項ほか）。静岡市では、同法に

従い、納期限後20日以内に督促状を発送している。 

ただし、納期限後であっても発送日までに納付確認がとれた納税者については、

督促状の抜取り作業を実施している。具体的な抜取り作業は、システムから出力さ
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れる督促状引抜リストをもとに行われている。この督促状引抜リストの状況をみた

ところ、チェックマークを入れて漏れがないかどうか確認しているリストもあれば、

何も記載がないものも散見された。 

督促状の抜取り漏れは、市民からのクレームの原因ともなるので、漏れがないよ

うに網羅性を確保する仕組みを取り入れることが必要であると考えられる。抜取り

漏れを防止するために、督促状引抜リストにしっかりとチェックマークを入れるよ

うにルールを定めて、抜取り作業を実施していく必要があると考える。 

（３）分納期間について  

納税者について徴収の猶予が認められるときは、１年以内の期間に限り認められ、

この場合には適宜分割して納付することができる（法第15条第１項）。また、１年経

過後においても、納付することができない理由が認められる場合には、さらに、１

年以内の期間に限り、徴収を猶予することができるので、最長２年間の徴収猶予に

係る分納が認められている（法第15条第２項、第３項）。 

分納期間が２年間経過した場合において、納税者が完納できなければ、徴収の猶

予を取り消し、一時に徴収することができることになっている（法第15条の３第１

項）。 

静岡市の分納案件の管理として、分割納付履行チェックリストを毎月打ち出して、

進行状況を管理しているが、この分割納付履行チェックリストを見たところ、開始

年月日と終了年月日を入力し、分納期間が分かる案件もあれば、未入力で分納期間

が分からない案件もある状況であった。こうした未入力の案件については、分納期

間の年数も不明であり、担当者にヒアリングしたところ、事実上２年間を超える案

件もあるとのことであった。 

静岡市の方針として、分納期間が２年間経過した場合には、原則として滞納処分

を行うことにしている。この方針に沿った対応をしていくためには、まず分納期間

を全ての分納案件に入力することが必要であると考える。その上で、分納期間が２

年間を経過している案件を定期的にシステム上抽出し、２年間を経過した案件につ

いては漏れなく滞納処分が実施されているかどうか検証していく仕組みを導入する

ことが必要であると考える。 

（４）分納不履行後の対応について 

静岡市では、分納不履行後、無財産であることが判明した場合の取扱いとして、

滞納者の生活実態、納付資力、担税力等から判断したうえで、再び分納が認められ

るケースと滞納処分の執行停止に移るケースとに分かれている。ただし、その判断

の基準となるガイドライン等は作成されていない。 

分納不履行後、財産がないにもかかわらず再び分納を認めると、再度、不履行が

発生する可能性が高いものと考えられる。法の上でも、滞納処分することができる

財産がない場合には、滞納処分の執行停止をすることができることになっている（法

第15条の7第１項）。 

回収可能性が見込まれない滞納案件をいつまでも抱えているのではなく、他の徴

収できる可能性のある案件に積極的に手をつけていく方が全体として効率的な徴収

が期待できるのではないかと考える。そこで、分納不履行後の対応について、一定
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のガイドライン等を作成して、財産が無いのであれば機械的に滞納処分の執行停止

を進めていくことも必要ではないかと考える。 

（５）分納時の担保徴取について 

徴収の猶予（法第15条）が認められる場合には、その猶予に係る金額が50万円以

下、又は特別の事情がある場合を除いて、その猶予に係る金額に相当する担保を徴

取しなければならないことになっている（法第16条第１項）。これは、猶予期間中に

おける徴収金の確保を図るために、必ず行わなければならない手続であるといえる。 

一方、静岡市をはじめ、多くの地方自治体では、実務上、徴収の猶予の手続によ

らないで、滞納者に分納を認めており、分納不履行時に財産の差押処分を実行する

方針で対応しているのが実情である。 

法に定める徴収の猶予に該当しない措置として、分納を事実上認めているとはい

え、その実質は徴収猶予のひとつの形態であることを考えると、担保の徴取を確実

に行うことが必要ではないかと考える。担保の徴取を行うことにより、滞納処分時

に差押財産がない場合に備えることもできるはずである。また、法第16条第１項に、

担保の種類としてあげられている、国債、地方債、有価証券、自動車、確実と認め

る保証人の保証などがあるので、不動産以外からも積極的に担保を徴取していくべ

きであると考える。 

（６）分納を認める理由について 

前項でも記載したように静岡市では、滞納者の便宜を図る意味で、法に定める徴

収の猶予の手続によらないで、滞納者に分納を認めている。この場合、滞納者から

提出された「地方税債務の承認及び納税誓約書」（以下「誓約書」という。）を課長

決裁し、分納を認めているケースもあるが、大半のケースは誓約書を使用せずに、

担当者レベルの判断で認めてしまっているのが実情である。 

まず、誓約書を使用して分納を認めているケースを考えてみると、この様式上、

滞納金額と納付計画が記載されているが、なぜ分納を認める必要があるのか、その

理由が記載されていない。一方で、徴収の猶予を申請するときの「徴収猶予申請書」

(様式第18号)をみると、一時に納付が困難な理由を記載することになっている。前

述したように、分納は徴収猶予の一つの形態であると考えることができ、その決裁

手続において、両者に差異を設けるのは好ましいことではないと考える。また、分

納を認める理由が記載されていない現行の決裁手続では、十分に検討されないで、

安易な分納を認めてしまう恐れや、課長に裁量の余地を与え客観性に欠ける恐れも

あるものと考えられる。よって、誓約書に分納を認めざるを得ない理由を明記させ

ることが必要である。 

次に、担当者レベルで分納を認めているケースは、そもそも税金は一括納付が原

則であり、分納はあくまで例外措置であることから、担当者レベルの判断で決めら

れるものではないと考える。担当者に任せてしまうと、安易に分納を認めてしまい、

完納に至るプロセスが明確にならないまま、納税者のとりあえずある分だけ払う姿

勢に繋がり、滞納整理のはずが滞納促進になる恐れが十分にあると思われる。早急

に、誓約書を使用するなどして、所定の上位者による承認のもと分納を認めるよう

に仕組みを改善することが必要である。 
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いずれにしても、分納の実態をシステムで把握して適切な進行管理ができるよう

な体制に変更し、分納を認めるための判断基準としてのガイドライン等も作成する

ことが必要である。 

（７）延滞金の免除について 

徴収の猶予が適用される場合、免除の要件が備わると、納税の猶予期間に対応す

る延滞金を全額、又は２分の１に相当する金額が免除されることになっている（法

第15条の９）。免除される要件は、以下のとおりとなっている。 

 

延滞金の免除要件 

免除割合 要  件 

全額が免除 ① 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災

害を受け、又は盗難にかかったとき 

② 納税者又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷

したとき 

③ ①又は②に類する理由により徴収の猶予をしたとき 

④ 地方税法第15条の７第１項各号該当により滞納処分の執

行を停止したとき 

２分の１が免除 ① 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき 

② 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき 

③ ①又は②に類する理由により徴収の猶予をしたとき 

④ 法定期限から１年を経過した後に賦課したため徴収の猶

予をしたとき 

⑤ 地方税法第15条の５第１項の規定により換価の猶予をし

たとき 

 

静岡市では、実務上、法第15条に定める徴収の猶予を制度としてほとんど適用し

ておらず、分納で対応している。そのため、システム上でも徴収の猶予を実施した

案件であるかどうかを区別する管理もしていないため、延滞金も免除されず満額で

システム計算され、延滞金を徴収しているケースがあるものと考えられる。 

滞納者の滞納に至る経緯として、倒産等の事業の廃止や病気等による要因が多い

のではないかと考えられる。法第15条の９の立法趣旨は、そうした納税者に対して

延滞金を満額課すことは負担が増大することから、免除する制度を導入したもので

あるといえる。そうであるならば、結果として、静岡市は徴収の猶予という制度を

適用していないため、延滞金を過大に徴収しているのではないかと考えられる。 

この点について、早急に事実関係を調査して、何らかの対応策を取る必要がある

と考える。今後の対応策として、分納している案件について、実質、徴収の猶予の

制度を適用しているものと見做して、法第15条の９の要件に該当するものについて

は、延滞金の免除を適用する、あるいは、徴収の猶予の制度を適用した方が良い滞

納案件については、徴収の猶予を積極的に適用していくことなどが考えられる。 
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（８）延滞金の管理について 

静岡市における過去５年間の延滞金の収入状況は、以下のとおりである。 

 

延滞金の収入状況の推移 （単位：千円）

区分 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

延滞金 74,185 71,238 75,891 65,782 75,083

予 算 90,000 108,000 93,000 62,000 59,000

（注）平成13、14年度は、旧静岡市及び旧清水市の合算金額である。 

 

この推移表をみると、延滞金の収入額は、ほぼ横ばいで推移していることがわか

る。また、予算額は過年度の延滞金収入額を参考に算定しているとのことである。 

延滞金は、地方税本税が納付されてはじめて金額が確定する性質のものであるた

め、収納支援システム上では、日々滞納者ごとに個別計算され、更新処理している

のみである。また、延滞金は確定額を調定額としないで、収入額を調定額として処

理していることもあり、収入未済額には含まれていない。 

このため、システムでは一定時点における延滞金総額を把握することができない

ので、静岡市として延滞金の残高が総額でどれぐらいあり、年間にどれぐらい発生

し、そのうち回収できている延滞金はどれぐらいあるのかといった延滞金管理をし

ていない。 

延滞金は、静岡市の債権であることには何ら変わりがなく、その回収率の向上は

重要な検討課題になるものと考えられる。回収率向上のためには、まず現状を分析

したうえで、目標となる金額や回収率を掲げ、その目標達成に向けて努力していく

ことが求められるものと考えられる。今後、延滞金に関する情報を、システムで把

握し、その積極的な回収に向けた施策を実行していくことが必要であると考える。 

（９）滞納処分の実施時期について 

法の上では、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経

過した日までにその督促に係る市民税が完納されない時は、滞納者の財産を差し押

えなければならないことになっている（法第331条第１項ほか）。 

実務上、非常に膨大な量が発生することから、静岡市では、督促状発付後、催告

書（督促状発付後約20日間で発送）が出され、その指定日（催告書は発付後、概ね 

10日間から20日間）を過ぎると滞納者として登録され、実際の滞納整理を始めてい

る。その後、滞納者と折衝を行い納付に努めるものの、納付意思のない者や悪質な

者に対して、財産調査のうえ滞納処分（差押）を行っているが、特に静岡市として、

滞納処分を実施する期限は定めてはいない。 

また、静岡市では現年課税分で100万円未満の新規滞納者は徴収嘱託員が担当し、

滞納繰越分又は100万円以上の現年課税分については市職員が担当するシステムを

採用している。 

督促状発付後10日間経過した後、直ちに滞納者の財産を差し押えなければならな

いと法が定めているのは、時間が経過すればするほど滞納金の回収は困難になる可
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能性が高いことを考慮して早期回収を目指したものと思われる。特に新規に発生し

た滞納案件については、できるだけ早く回収可能性を判断したうえで、差押すべき

滞納案件は差し押さえていくという姿勢が重要であると考える。静岡市として、滞

納者の状況を回収可能性の観点から分類し、回収可能性のある滞納者に対しては滞

納処分を実行し、回収可能性のない滞納者に対しては、滞納処分の執行停止を実行

していくことが必要であると考えるが、その実行期限を明確に定めることが必要で

あると考える。 

（10）差押財産について 

静岡市の財産差押処分の執行状況は、以下のとおりである。 

 

財産差押処分の執行状況 （単位：件、千円）

16年度 17年度 
区 分 

件数 税額 件数 税額 

不動産等 102 146,276 129 144,395

電話加入権 － － － －

信用金庫持分 1 639 － －

預 金 160 126,977 375 149,352

生命保険金 3 3,637 27 38,432

税務署還付金 29 19,590 50 27,073

その他債権 4 7,247 23 10,225

計 299 304,369 604 369,479

 

また、静岡市における財産差押の次年度繰越の状況は、以下のとおりである。 

 

財産差押の次年度繰越状況 （単位：件、千円）

16年度 17年度 
区 分 

件数 税額 件数 税額 

不動産等 372 513,759 429 492,024

電話加入権 373 147,958 322 134,509

その他無体財産権 1 1,945 1 1,945

預 金 33 22,063 92 18,780

生命保険金 8 15,280 17 12,117

税務署還付金 23 6,966 68 20,339

その他債権 13 22,173 17 21,921

計 823 730,147 946 701,636

 

近年、静岡市は、預金を中心とした財産の差押に力を入れる一方で、財産価値の

低い電話加入権の財産差押をしていないことがわかる。 
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静岡市は差押財産の進行管理をしておらず、当然、塩漬け案件についてもその状

況は把握されていない。差押の目的は、滞納者の財産を強制的に換価して滞納金の

回収を図ることであるといえる。その意味から、長期間に渡って差押の状態が継続

している案件については、差押を行っても滞納金の回収に至らない要因があるはず

であり、その要因によっては滞納処分の執行停止を進める、あるいは財産の強制換

価を進めるなどの積極的な対応が必要ではないかと考える。そのためには、まず差

押財産の経過年数を調査して、古い年度のものについては内容を調査するといった

差押財産の進行管理を実施することが必要であると考える。 

なお、差押財産のうち不動産物件については、既に民間金融機関等の抵当権が設

定されているケースが大半を占めているといえ、差押をしてはいるものの事実上回

収見通しがない滞納者がいるものと思われる。将来の不動産物件の値上がりを期待

して差押している案件もあるということであったが、将来の事象を期待するのでは

なく、あくまで現在の状況を基本にして判断していくことが必要であると考える。

同じく、差押財産のうち電話加入権については、近年の状況下では事実上換金価値

が無くなってきているといえ、差押をしているものの事実上回収見通しがない滞納

者が相当数いるものと思われる。このように、事実上滞納金の回収見通しがない滞

納者に対しては積極的な滞納処分の執行停止を進める必要があるものと考える。 

また、静岡市の差押財産の中心は、不動産物件や預貯金であるといえるが、今後

はインターネット公売の実施をさらに充実させるために、自動車、美術品、テレビ、

ピアノなどの動産へと、その対象範囲を広げていくことも必要であると考える。 

（11）不納欠損処分について 

平成17年度の各政令指定都市における不納欠損額の理由別発生状況は以下のとお

りである。 
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各政令指定都市における市税の不納欠損額の発生状況 （単位：千円）

区 分 
処分停止後 

３年経過 

処分停止後

直ちに消滅

処分停止中

時効完成 

時効完成

Ａ 

合 計 

Ｂ 

時効完成

の占める

割合(％)

(Ａ/Ｂ) 

札幌市 75,241 1,290,089 31,004 174,825 1,571,159 11.1

仙台市 267,583 1,229,441 40,306 72,658 1,609,988 4.5

さいたま市 797,913 1,079,178 － 288,115 2,165,206 13.3

千葉市 577,466 1,566,166 1,045,307 497,669 3,686,608 13.5

横浜市 698,219 1,870,208 区分集計していない 3,322,800 －

川崎市 389,335 1,089,834 142,092 － 1,621,261 0.0

静岡市 50,581 256,378 40,164 221,475 568,598 39.0

名古屋市 959,577 547,108 84,037 1,017 1,591,739 0.1

京都市 95,329 1,216,454 区分集計していない 1,418,423 －

大阪市 1,533,251 1,755,201 262,330 573,957 4,124,739 13.9

神戸市 265,395 549,199 412,300 164,093 1,390,987 11.8

広島市 193,351 215,089 215,859 205,174 829,473 24.7

北九州市 228,278 430,152 60,312 17,538 736,280 2.4

福岡市 544,329 570,744 223,032 50,275 1,388,380 3.6

 

 

  

不納欠損に占める時効完成の割合

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

福岡市

北九州市

広島市

神戸市

大阪市

京都市

名古屋市

静岡市

川崎市

横浜市

千葉市

さいたま市

仙台市

札幌市

（％）
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この表から、各政令指定都市の中で、静岡市における不納欠損額に占める時効完

成の割合は40％近くに達しており、非常に高いということがわかる。５年間の消滅

時効が完成したことにより、不納欠損処分の割合が高いということは、この５年間

何の対応もしていなかった滞納案件が多いことを意味しているといえる。 

そこで、静岡市の平成17年度における不納欠損処分の実態を確認するために、金

額上位200件の滞納金額階層別状況を調査した結果は、以下のとおりである。 

 

 平成17年度 市税滞納金額の階層別状況           （単位：件、千円） 

処分停止を 

実行した案件 
時効完成した案件 

時効完成の占める割合

（％） 区 分 

件数 金額 件数 金額 件数割合 金額割合

300万円以上 22 252,514 1 3,629 4.3 1.4

200万円以上 

～300万円未満 

 

15 35,978 5 11,941

 

25.0 24.9

100万円以上 

～200万円未満 

 

27 35,412 11 14,901

 

28.9 29.6

100万円未満 69 38,404 50 26,497 42.0 40.8

合 計 133 362,310 67 56,969 33.5 13.6

 

静岡市では、滞納金額が300万円以上の案件については、収納対策課で管理し、 

300万円未満の案件については各区役所納税課で管理している。収納対策課は、市税

の徴収及び滞納処分に係る企画及び指導、高額等特殊案件の滞納処分、そして市税

の収納整理、還付事務、口座振替事務及び各納税課との調整などを行うために平成 

16年度の機構改正により新設された。しかし、競売事件、破産事件等いわゆる事件

案件の事務処理に忙殺され、本来の重要目的である高額事案の処理、企画及び指導

についてはその役割を十分に果たし得なかった。そのため、所管事務の見直しを行

い、各納税課から収納対策課に引き継ぐ高額事案については平成17年度から300万円

以上と設定している。 

このように収納対策課で集中管理している300万円以上の案件について、５年間の

消滅時効の完成による不納欠損処分は件数及び金額ともに少なく、ほとんどの滞納

案件について滞納整理に着手できていることがわかる。 

一方、各区役所納税課で管理している300万円未満の案件については、５年間の消

滅時効の完成による不納欠損処分は件数及び金額ともに高く、特に100万円未満の案

件については40％以上の案件が何ら整理に着手せずに５年間の消滅時効が完成して

しまったといえる。 

静岡市の重要課題として、各政令指定都市と同じ水準までに、不納欠損額に占め

る時効完成の割合を引き下げることにあるといえ、その実現のためには300万円未満

の小額案件の整理をいかに促進していくかにかかっている。各区役所納税課職員の

スキルアップはもちろんのこと、滞納者の状況を回収可能性の観点から一度総点検
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して、滞納者を適切に分類することにより、財産の差押をすることにより回収が見

込まれる案件は速やかに差押を実施し、財産調査の結果、差し押えるべき財産もな

く回収が見込まれない案件については速やかに滞納処分の執行停止を進めていくこ

とが必要である。また、このような大量の小額案件を整理していくためには、組織

的な行動計画を策定して、具体的な行動マニュアルのもと作業を進めていくことが

必要であり、そのための取組みを早急に検討してもらいたい。 

（12）高額滞納案件について 

滞納金額が1,000万円以上、かつ、滞納発生年度が平成14年度以前の古い滞納案件

のうち、執行停止や差押等の滞納処分が行われていない案件は、以下のとおりであ

る。 

高額滞納者の滞納処分未実施の案件 （単位：千円）

滞納者 発生年度 滞納額 滞納処分をしていない理由 

Ａ ３年度 46,063 現在は法人実体がなく、折衝不能のため 

Ｂ 12年度 34,393 行政不満のあることを念頭に折衝中のため 

Ｃ 13年度 34,351 差押手続が煩雑なため 

Ｄ 13年度 32,073 分納中のため 

Ｅ 10年度 31,344 分納中のため 

Ｆ ７年度 26,796 平成14年度に滞納者死亡したが、相続人の破産

後、処分停止予定のため 

Ｇ 11年度 22,768 平成14年度に滞納者死亡したが、相続財産管理

人に対して交付要求のため 

Ｈ 14年度 20,375 財産調査中のため 

Ｉ ６年度 19,346 分納中のため 

Ｊ 12年度 18,205 実態調査後、処分停止予定のため 

Ｋ ３年度 16,303 過去に差押した不動産を納付により解除したた

め 

Ｌ 11年度 13,596 分納中のため 

Ｍ 13年度 12,881 折衝困難案件のため 

Ｎ 14年度 12,867 土地売却により納付約束のため 

Ｏ 11年度 11,542 分納中のため 

Ｐ 11年度 10,492 分納中のため 

 

静岡市では、平成17年度滞納整理大綱の中で、財産調査の結果に基づき徴収不能

案件かどうかを見極め、特に滞納が３年を経過する者については、平成17年度中の

解決を目指して徹底して滞納整理を行うことにしている。特に滞納処分の停止に該

当するものについては、「滞納処分の停止取扱要領」に基づき適正に速やかに処理す

ることにより、他の滞納整理に早期着手し、市税収入の確保に努めることにしてい

る。 

上の表の古い滞納処分を実施していない高額滞納案件をみると、まず回収可能性
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の観点からみて、回収困難であると認められるものの自己破産等の法的処理が終了

していないか、あるいは実態調査中を理由として滞納処分を実施していない案件が

みられる。「滞納処分の停止取扱要領」によれば、生活困窮者、居所（行先）不明者、

法人の解散等により、徴収権を行使できない滞納者がおり、こうした徴収見込みの

ない滞納事案を放置しておくことは、租税債権処理の停滞化、つまり不良債権の増

大化を生み滞納整理事務の負担増となるとされている。この不良債権を整理し事務

の負担の軽減を図ることによって効率的な滞納整理が運営されることとなり、その

結果徴収率の向上につながることが期待されている。このように「滞納処分の停止

取扱要領」の趣旨に従えば、例え自己破産等の法的手続が完了していない、あるい

は既に差し押えた財産及び差押の対象となりうる財産を強制換価しても「法定納期

限等以前に設定された抵当権の優先」等の規定により、配当を得る見込みがない場

合には滞納処分の停止を速やかに実施する必要があるといえる。つまり、回収不能

と判断される滞納案件については、速やかに滞納処分の停止を進めていくことが必

要である。 

次に、分納中あるいは個別の理由により財産の差押等を実施していない滞納案件

がみられる。「（３）分納期間について」で記載したように、静岡市の方針として、

分納期間が２年間経過した場合には、原則として滞納処分を行うことにしている。

この方針に従えば、差押財産がある案件については財産の差押を速やかに実施する

必要があり、また個別の理由により滞納処分していない案件についても課税の公平

性の観点から納税者の事情とは関係なく財産の差押を速やかに実施することが必要

である。 

（13）収納率向上に向けた体制整備について 

静岡市では、納税者が納期限までに納税しない場合、滞納となり督促状及び催告

書が出され、その指定日を過ぎると滞納者として電算上登録され、実際の滞納整理

が始まる。このうち100万円未満の現年課税分（新規滞納者）については、徴収嘱託

員が担当することになっている。徴収嘱託員は、臨戸、電話、文書等により催告を

行い、徴収業務を行っている。 

徴収嘱託員の場合、催告の基本は臨戸であり、報酬体系は月額基本報酬に実際の

収納金額に応じた能率報酬を加算したものになっているので、収納率向上というイ

ンセンティブは一応取り入れてはいる。一方、徴収嘱託員の臨戸する訪問時間は平

日の昼間が多く、せっかく臨戸しても不在である割合が高いという現状もある。 

効率的に収納率を上げていくための取組みとして、社会保険庁による徴収業務の

民間業者への委託が一定の成果を上げていることや、浜松市が来年度から徴収業務

を民間業者へ委託し、夜間や休日の対応を図ることにより収納率向上を目指してい

る取組みがある。 

こうした中、静岡市としても民間業者によるノウハウを取り入れ、効果的、かつ

効率的な徴収業務の実施を期待できる民間委託や市場化テストについて積極的に取

り組むことが必要である。併せて、電話催告業務についても効率的に実施していく

ことが必要であり、民間業者に委託することも検討してもらいたい。 
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（14）収納体制の強化について 

「地方でできることは地方に」という方針のもと進められている三位一体改革の

一環として、平成19年度から、国の所得税から地方の住民税へ３兆円規模の税源移

譲が実施されることになっている。この税源移譲に伴い地方税の重要性が増す中、

税収入を確実に確保するため、その執行体制をさらに強化することが求められてき

ている。 

このような背景のもと、静岡県では、地方の税務行政の見直しの一環として、現

在、別々に行われている県税、市町村税の賦課徴収事務を一元化し、県、市町が共

同して効率的に処理する組織として静岡地方税機構（仮称）の設立を検討している。

そこでまず、県と市町が連携して滞納整理に当たり、地方税の収入未済額を効率的

に縮減する取組みが重要と考えられることから、徴収困難な事案の滞納整理業務を

行う機構の設立に向けて、現在、協議を進めているところである。 

このような滞納整理を共同処理している事例として、三重地方税管理回収機構や

茨城租税債権管理機構などがあり、徴収率の向上といった効果が現れてきている。

静岡市としても、こうした機構を通じた職員相互交流による徴税技術の向上、機構

から帰任した職員が徴税技術のノウハウをフィードバックすることによる課税技術

のレベルアップなど徴収業務レベルの引き上げに大きく寄与することが期待される

ので、平成20年４月の機構設立の実現に向けて取り組んでもらいたい。 

 

Ⅱ市税以外の収入に係る債権 

１．国民健康保険料 

（１）収納率の低下について 

ア．過去10年間の国民健康保険料の収入未済額等の推移 

（ア）収入未済額（現年賦課分、滞納繰越分）及び収納担当職員数の推移 

平成８年度から平成17年度における国民健康保険料の収入未済額（現年賦課分、滞納

繰越分）及び収納担当職員数の推移は次のとおりである。 

 

国民健康保険料の収入未済額及び収納担当職員数の推移 （単位：百万円）

年度 
８ 

年度 

９ 

年度 

10 

年度

11 

年度

12 

年度

13 

年度

14 

年度

15 

年度 

16 

年度 

17 

年度

現年賦課分 1,060 1,516 1,827 1,724 1,887 1,835 2,034 2,048 1,919 1,928

滞納繰越分 1,268 1,365 1,804 2,243 2,318 2,545 2,809 3,254 3,338 3,426

収納担当 

職員数(人） 
45 47 38 39 40 43 42 41 42 46

（注）平成14年度以前は、旧静岡市と旧清水市の数値を合算して集計してある。 
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（イ）国民健康保険料の収納率の推移 

平成８年度から平成17年度における国民健康保険料の収納率の推移は次のとおり

である。 

 

国民健康保険料の収納率の推移 （単位：％）

年度 
８ 

年度 

９ 

年度 

10 

年度 

11 

年度

12 

年度

13 

年度

14 

年度

15 

年度 

16 

年度 

17 

年度

現年賦課分 93.5 92.0 91.0 91.4 91.4 91.7 90.9 90.6 91.5 91.6

滞納繰越分 21.2 20.9 18.5 17.8 14.7 15.1 14.4 12.7 11.8 12.2

合 計 85.1 84.4 82.0 80.2 79.7 79.5 78.4 76.5 76.4 76.8

（注）平成14年度以前は、旧静岡市と旧清水市の数値を合算して集計してある。 
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(人) 国民健康保険料の収入未済額及び収納担当職員数の推移 

国民健康保険料の収納率の推移



 

  号    外          静 岡 市 報        平成19年3月31日  202 

 

（ウ）国民健康保険料の不納欠損額の推移 

平成13年度から平成17年度における国民健康保険料の不納欠損額の推移は次のと

おりである。 

国民健康保険料の不納欠損額の推移 （単位：百万円）

年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

不納欠損額 993  911 960 1,302  1,220 

 （注）平成14年度以前は、旧静岡市と旧清水市の数値を合算して集計してある。 

 

国民健康保険料の不納欠損額の推移
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（エ）国民健康保険料の収納率等の状況（まとめ） 

以上のことから国民健康保険料の収納状況については次のことがわかる。 

・収入未済額については、現年賦課分については最近８年間は、ほぼ同じ水準で

推移しているが、滞納繰越分についてはこの10年間で大幅に増加している。 

・現年賦課分の収納率が２％程度減少している一方で、滞納繰越分の収納率は大

きく（９％程度）悪化している。その結果、合計でも収納率は大きく（９％程度）

悪化している。 

・収納率の悪化という状況の下、当然の結果として、不納欠損額も増加している。 

・収入未済額の増加、収納率の悪化という状況の下で、平成17年度の収納担当職

員数は10年前と同じ水準（46名）にある。 

・収入未済額が増加している一方で、収納担当職員数に変化が無いことから、職

員１人当たり担当件数が大幅に増加していることが推測される。 

イ．過去10年間の国民健康保険事業会計の状況の推移 

国民健康保険事業会計においては、従来より、保険給付費、老人保健拠出金、介

護納付金等の医療給付費の50％程度を国民健康保険料でまかなうべきであるという

考え方があるようである。 

過去10年間の国民健康保険事業会計において、収入に占める国民健康保険料と支

出に占める保険給付費、老人保険拠出金、介護納付金の推移の状況は次のとおりで

ある。 
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国民健康保険料収入及び医療給付費の状況の推移 （単位：百万円）

年度 
８ 

年度 

９ 

年度 

10 

年度 

11 

年度

12 

年度

13 

年度

14 

年度

15 

年度 

16 

年度 

17 

年度

収入（Ａ）         

国民健康 

保険料(税) 
10,046 11,657 12,437 12,392 13,246 13,404 12,071 21,826 21,278 21,287

支出（Ｂ）        

保険 

給付費 
17,112 17,027 17,078 17,828 18,473 18,921 15,988 35,078 35,453 38,913

老人保健

拠出金 
6,023 6,311 7,193 8,221 7,415 8,523 9,108 14,979 12,725 11,949

介護 

納付金 
― ― ― ― 1,587 1,727 1,471 3,026 3,466 3,901

計 23,136 23,339 24,271 26,049 27,477 29,171 26,568 53,084 51,645 54,764

Ａ/Ｂ(％) 43.4 49.9 51.2 47.6 48.2 45.9 45.4 41.1 41.2 38.9

（注）平成14年度以前は旧静岡市と旧清水市の数値を合算して算出してある。 

医療給付費に対する保険料の割合の推移
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このことから、国民健康保険事業会計が、次のような状況にあることがわかる。 

・平成９、10年度の頃は、50％程度の水準を維持していたが、その後は低落傾向

にあり、平成17年度においては40％を切る水準（38.9％）まで下落している。 

・国民健康保険料（税）でまかなえる医療給付費の割合が低下していることから、

市及び県、国庫からの支出金の割合が増加していることになる。なお、国民健康

保険事業会計の収支が不足した場合の市の一般会計からの繰入金（その他）は、

平成16年度2,049百万円、平成17年度1,030百万円であり、ここ２年間高い水準で

推移している。 

国民健康保険事業会計の収支が急速に悪化（国民健康保険料でまかなえる医療給

付費の割合の低下）しており、国民健康保険料の収納率の低下がその背景にあるこ

とがわかる。 

言うまでもないことであるが、国民健康保険事業会計の収支が悪化することによ
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り、市の一般会計からの繰入金が増加するということは、市民からの税金の負担が

増加しているということであり、また、収支悪化の要因が収納率の低下にあるとす

れば、国民健康保険料の支払いの不完全な者の医療費を市民全体で負担していると

いう構造も見えてくる。 

市としても、収納率を向上することが急務であると思われるが、その方針・対策

については具体的な方向が見えていないのが現状ではなかろうか。収納率の低下に

対する市の認識、具体的な対策等について、調査の過程で生じた疑問点は次のとお

りである。 

・過去10年間、収入未済額が大幅に増加し、収納率が下落しているのに、収納担

当職員数が横ばい状態にあるのはなぜか。 

・差押等の強制的な滞納処分の件数は減少傾向にある。 

・滞納者にとってペナルティ的意味合いを持つ短期被保険者証、資格証明書の発

行件数を増やすといった対策は特にとられていない。（法令に基づいての運用で

あるから、合規性についての問題は無い。） 

人員を増やすことによるコストの問題やペナルティ的手段が社会的弱者を標的と

しかねないなど、様々な問題を抱えていることは理解できるが、思い切った対策を

とらない状況が今後も続けば、国民健康保険事業会計の収支はさらに悪化し、市の

財政、言い換えれば市民はますます大きな負担を強いられることになるであろう。 

国民健康保険料の収納率の低下の問題は、雇用環境の悪化や格差社会の弊害など、

現在の日本が抱える問題と密接不可分の関係にあることから、市ができる対策にも

限界があると思われるが、市民の負担をできる限り小さくするためにも、ぜひ積極

的な対策を講じることを検討していただきたいと考える。なお、国民健康保険料の

徴収を民間に外部委託する方針を決定した自治体（浜松市）もあり、収納率の向上

のためには、他の市町村の状況についても、積極的に情報収集する必要があると思

われる。 

 

２．介護保険料 

（１）現金の管理について 

清水福祉事務所高齢介護課においては、臨時徴収員が徴収した現金と市役所の窓

口で徴収した現金は、17時までは清水会計課の金庫に保管して翌日銀行へ入金する

こととなっていた。その場合、市の職員が徴収した現金と領収証（控）とを突合し

ている。臨時徴収員が17時以降に戻るケースは通常ないため、17時以降については、

明確なルールが定められていない。会計担当課の金庫に保管することが時間的に困

難な場合には、各福祉事務所高齢介護課の責任者が保管する等、17時以降のルール

を明確にしておくことが望ましい。 

また、清水福祉事務所高齢介護課では、つり銭を用いていない。葵及び駿河福祉

事務所においては、それぞれ20,000円を窓口で使用している。つり銭が日常業務で

必要であるかどうかを検討して必要と判断されたならば、つり銭使用の許可を申請

して使用することが必要と考えられる。 
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（２）分納誓約書について 

臨時徴収員が滞納者から保険料を回収してくる際、分納の約束を取り付けてくる

場合には、折衝記録の備考欄にその旨を記載しているが、滞納者との間に分納誓約

書を取り交わしていない。分納は時効の中断をもたらすものであり、時効の管理に

は重要な意味をもつ。現在、分納誓約書の様式は存在するため、それぞれのケース

に応じて分納誓約書の提出を求めることの検討も望まれる。 

（３）滞納リストの管理について 

滞納リストの備考欄には「催」と記載している場合があり、これは注意を喚起す

る滞納者を意味している。その表示理由には住所不明、入院中などがあげられるが、

滞納リストに「催１」とか「催２」などと場合分けして記載をすればより効率的に

管理することが可能となる。滞納者が増加する傾向にあるため、滞納リストの管理

がより重要になるものと考えられる。 

（４）臨戸について 

滞納者に対する臨戸は、清水福祉事務所高齢介護課においては非常勤嘱託員1人で

行われているが、葵福祉事務所及び駿河福祉事務所では行われておらず、その代わ

り介護保険課の職員が督促状、催告書の発送をし、また電話での催告を行っている

のが現状である。電話催告は、介護認定を受けているが滞納している人や滞納額が

比較的少額の人などに対して重点的に行うなど効率的な実施に努めているが、それ

だけで滞納を防止するのに十分とは言い難い。 

臨戸は、介護保険料の滞納者の住居において滞納者と接触し、滞納者の現在の生

活状況を把握するとともに、納付が本当に困難かどうか等の概況を調査することに

重要な意味がある。さらに介護保険料の未納者は高齢者であり、各福祉事務所へ来

庁するのが困難な場合が多いが、直接、住居を訪問することにより未納の介護保険

料を徴収することが可能となる。確かに市の職員を増員して臨戸を行うことは人件

費との費用対効果の面で効率的であるとは言えない。しかしながら、清水福祉事務

所においては非常勤嘱託員が行う臨戸により以下のような効果が生じている。 

 

清水福祉事務所 非常勤嘱託員の臨戸による費用対効果  （単位：件、円）

年度 収納件数 収納金額① 嘱託員の人件費② 効果①－② 

15年度 1,145 6,518,700 2,106,329 4,412,371

16年度 1,285 7,252,500 2,085,118 5,167,382

17年度 1,102 5,640,000 2,085,765 3,554,235

計 3,532 19,411,100 6,277,212 13,133,988

 

これによると清水福祉事務所高齢介護課においては非常勤嘱託員による収納実績

により、毎年約３百万円から５百万円の効果が生じている。高齢社会が進むにつれ

てこの臨戸の重要性はさらに増していくものといえる。 

しかしながら、葵及び駿河福祉事務所高齢介護課においては非常勤嘱託員による

収納が行われていない。職員による臨戸は費用対効果の面で効率的とは言えないと
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すれば、非常勤嘱託員による臨戸による収納を積極的に進める必要があろう。それ

により収納率が向上するとともに高齢者のニーズにも的確に応えることができるこ

ととなろう。 

（５）介護保険料の徴収方法の検討について 

従来、催告書では介護保険料を納付することができなかったが、平成18年12月よ

り一括納付ができる催告書として発送することとした。これにより効率的な収納が

期待できることとなった。 

また、これまでは口座振替未利用者に勧奨通知を６月の納付通知書に同封して送

付しており、口座振替の申込みには金融機関に直接申し込む必要があった。しかし、

平成18年度末から勧奨通知とともにハガキ形式の申込書を送付し、金融機関に出向

かず、郵送で申込みができるようになるため、口座振替の加入促進とそれに伴う収

納率の向上が期待される。 

また、さらなる収納率の向上のためにはコンビニエンス・ストアでの納付を検討

することも有用であろう。 

 

３．母子及び寡婦福祉資金貸付金 

（１）福祉事務所ごとに異なる滞納整理手続について 

各福祉事務所を訪問し、滞納整理手続についてヒアリングしたところ、母子協力

員との連携、滞納リストの管理等は、ほぼ共通していたが、借受人・連帯借受人に

対し文書催告を行う時期、連帯保証人に対し催告を行う時期を定期的に設けている

福祉事務所と、特に設けていない福祉事務所とがあった。福祉事務所によって滞納

整理手続が異なると、どの福祉事務所で貸付を受けたかにより、督促等の厳しさが

異なり、公平性に欠けてしまう。 

各福祉事務所の手続を整理し、人員に応じ実施可能なより良い手続を全福祉事務

所に反映できるようマニュアル化する等、児童福祉課と福祉事務所及び福祉事務所

間での連携が望まれる。 

（２）過年度分の収入未済額への対応について 

静岡市では、償還金の納付を口座振替により受けるため、償還率が非常に良好で

ある。しかし、滞納繰越分に対する償還率は、他の政令指定都市に比しては良好で

あるが、平成16年度は4.4％、平成17年度は2.6％と低い水準である。収入未済金額

は、平成16年度108,626千円、平成17年度124,461千円となっている。 

過年度の調定額に対する収入未済額の償還指導は、主に母子福祉協力員による個

別指導に委ねられている部分が大きい。母子福祉協力員は、非常勤の職員であり、

わずかな報酬のうえ活動実績と報酬が比例しない等、償還指導の実績を期待するに

は十分な条件で活動しているとは言い難い。また、同じ母子福祉協力員であっても、

十分な活動をしてくれる者と、形式上の報告書を提出するのみの者とでは、その活

動実績に大きな差が生じてしまっている。 

償還指導の実績を上げ、母子福祉協力員間の公平性を確保するためには、母子福

祉協力員の報酬について、活動実績と報酬とを何らかの形で比例させる制度の検討

も必要と思われる。 
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例えば、静岡県では、ポイント制が採用されており、母子福祉協力員に対し１ポ

イント250円の報酬が支払われることになっている。償還指導の実績とポイントを連

動させる制度として採用すれば、滞納債権の償還を促進できるのではないか。 

（３）福祉事務所内での徴収員の設置について 

滞納債権の回収が進まない理由のひとつに、担当者が複数の職務を兼任している

ため、滞納整理に手が回らない状況が見受けられた。効率性の観点から、一人が複

数の職務を担当することは優れている。しかし、その結果、滞納整理に手が回らず

多額の滞納債権を回収できないのであれば、償還した者と償還しない者との間に不

公平が生じてしまう。ならば、福祉事務所内で徴収員を設置してはどうか。 

福祉事務所内での滞納債権には、母子及び寡婦福祉資金貸付金以外にも保育料や

生活保護費返還金・徴収金、介護保険料等がある。同一の者がこれらの債務を同時

に負っている場合も考えられるため、同時に償還・収納を進めることができれば効

率的である。また、徴収員を設置することにより、償還した者と償還しない者との

間の不公平が是正される。 

徴収員は、必ずしも正規職員である必要は無く、人生経験豊富で信頼されうる人

格の主婦や定年退職者を非常勤職員として活用すれば、各家庭のデリケートな事情

に応じた対応が期待できると思われる。 

 

４．保育料 

（１）滞納整理マニュアルの具備について 

静岡市の保育料の現年度分の収納率は、他の政令指定都市と比較すると、良好で

ある。しかし、過年度分を含めた収納率で比較した場合に順位が下がるのは、過年

度分の収納率が、他都市と比べて低いからである。その原因は、滞納整理マニュア

ルが整備されていないからと推察できる。 

滞納保育料に対し、督促の手続まではルーチン化された業務として行われている

が、督促してもなお未納の保育料については、催告手続、分納・延納の手続等がマ

ニュアル化されていなかった。 

そのため、福祉事務所の入所担当が手の空いた時間で任意に対応しており、福祉

事務所ごと対応手続が統一化されていない状況であった。特に、清水区は従来（旧

清水市）のノウハウを継続して独自の方法によっている一方で、新たにできた駿河

区では、手が回らぬまま手探り状態であった。延滞保育料の収納指導の公平性の観

点から、福祉事務所によって指導の厳しさが異なることは望ましくない。 

保育課でコントロールできるよう、各福祉事務所の入所担当が行っているノウハ

ウを吸い上げて整理し、良いノウハウが全福祉事務所に反映されるようマニュアル

化することが望まれる。 

（２）システムの活用について 

保育料の管理は、オンライン化された「保育所入所管理システム」により行われ

ている。しかし、折衝記録については福祉事務所ごとに異なり、システム上の「折

衝記録」欄を利用していなかった。 
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折衝記録の記録方法も各福祉事務所で統一化すべきである。具体的には、システ

ム上の「折衝記録」欄を積極的に活用するように改善することが望まれる。 

データ化することで、他の入所担当が容易に折衝状況を把握できるとともに、保

育課でも福祉事務所が行う滞納整理の状況の一部を把握・管理できるようになる。 

（３）収納方法の検討について 

毎月の保育料は、口座振替により納付できるが、滞納となった保育料については、

納付書による納付しかできない状況になっている。下記のような収納方法を可能と

すれば、収納率向上が期待できる。 

 ア．口座振替率の向上 

静岡市では、保育料の口座振替実施率は、平成17年度は74.4％であった。政令指

定都市の中には市立保育所の口座振替実施率が96.6％の都市もあることから、静岡

市の実施率は低い水準であることがわかる。現状、入所決定通知書の送付時に「口

座振替のお願い」を同封しているが、保護者は口座振替依頼書の設置してある金融

機関に赴く手間があるため、利用されない場合が多かった。現在、入所決定通知書

の送付時に「口座振替依頼書」の現物を同封することを検討している。それにより、

若干の口座振替実施率向上が見込まれるものと思われる。 

イ．保育所での収納を可能にする 

幼児・児童の保護者は、保育所に送迎などで必ず出向くのであるから、保育所で

も収納できることとなれば収納率が向上するはずである。特に、滞納者に対しては、

保育所から銀行で納めるよう指導されるより、保育所に直接納めるよう指導される

方が、収納意欲の向上につながると思われる。 

実際に保育所で納めよう保護者も見受けられる一方で、安易に園長や福祉事務所職員 

の善意による納付を許してしまうと、それ自体が不適切な取扱いになるばかりでなく、

錯誤や悪意があった場合には、保護者が支払ったはずの保育料の紛失、横領につながる

恐れがある。 

そこで、市立保育所には現金出納員を設置し、私立保育所には徴収委託を行うこ

とで保育所での収納が可能となり、不適切な取扱いも是正されるのではないかと考

える。 

他の自治体を参考にするなど、検討されることが望まれる。 

ウ．コンビニ収納を可能にする 

納付書による納付の場合、金融機関の時間的な制限等のために滞納となるケース

もある。 

コンビニエンス・ストアでの収納が可能になれば、時間や場所の利便性によって

滞納が回避できる可能性が大である。実際、平成18年２月より水道料金のコンビニ

収納を開始したことにより、平成18年３月の収納金額は、前年同月比10.2％、約64

百万円増加している。保育料収入は一般会計の範疇にあり、特別会計となっている

水道事業と同様に議論できるものではないが、検討材料とされたい。 
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５．生活保護費返還金等 

（１）債権管理台帳の消込み処理のダブルチェックについて 

債権管理台帳は、福祉事務所ごとに任意の様式で作成されている。いずれの様式

でも、債務者の氏名・住所・適用条文・債務額・納入計画等が明示されているが、

消込み履歴の残し方には福祉事務所によって若干の差があった。 

葵福祉事務所では、担当者が表計算ソフトで債権管理台帳を作成するとともに、

財務会計システムの消込みデータもその債権管理台帳にデータとして入力してい

る。他方、駿河福祉事務所では、基本データは表計算ソフトで作成しているが、消

込みは手書きで記入している。清水福祉事務所は、駿河福祉事務所と同様に手書き

で消込み記入を行っているが、さらに、記入した担当者が押印するとともに、それ

を査察指導員が確認して押印している。 

消込み作業をダブルチェックする清水福祉事務所の方法は、一人の者が消込み作

業をするよりも、誤りの可能性を低くできるため優れている。葵・駿河の各福祉事

務所でも、清水福祉事務所に倣い、ダブルチェックによる消込み作業をすべきであ

る。具体的には、消込み作業者と財務会計システムの残高一致を確認する者とを分

離したうえで、それぞれの承認印等の履歴を残すようにする必要がある。 

（２）現業員の員数について 

社会福祉法第16条第1項第２号では、現業を行う所員の員数として、「市の設置す

る事務所にあっては、被保護世帯の数が240以下であるときは、３とし、被保護世帯

数が80を増すごとに、これに１を加えた数」と定めている。すなわち、現業員（ケー

スワーカー）一人につき80世帯の持世帯数が標準となっている。 

政令指定都市の福祉事務所における保護の実施体制は以下の表のとおりである。 
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福祉事務所における保護の実施体制（平成18年４月１日現在） 

現業員 査察指導員 

 現業員数

（人） 

標準数

（人） 

注(1) 

充足率

（％）

注(2) 

持世帯数

（世帯）

注(3) 

査察指導

員数（人） 

保護 

世帯数

（世帯） 

大阪市 504 ― ― 161.7 91 81,498 

堺市 102 160 63.8 127.3 21 12,987 

名古屋市 203 ― ― 108.8 26 22,091 

静岡市 39 45 86.7 96.2 6 3,752 

さいたま市 75 83 90.4 92.5 15 6,934 

神戸市 294 325 90.5 91.8 39 27,337 

福岡市 202 223 90.6 90.2 28 18,214 

広島市 137 151 90.7 88.1 17 12,097 

仙台市 82 90 91.1 87.7 14 7,357 

千葉市 92 96 95.8 86.4 13 7,932 

川崎市 209 211 99.0 80.9 34 16,914 

横浜市 437 437 100.0 81.7 63 35,687 

札幌市 433 425 101.9 78.6 66 34,027 

京都市 330 308 107.1 77.7 45 25,650 

北九州市 144 ― ― 70.3 20 10,125 

（注）１．保護持世帯80世帯／現業員１人 とした場合の現業員の数。 

２．標準数を基準とした場合の現業員数の割合。 

３．現業員一人当たりの実際の持世帯数。 

４．「－」は各市から回答が得られなかったものである。 

 

この表では、持世帯数（現業員一人当たりの担当世帯数）の多いものを上から順

に並べてあるが、静岡市は持世帯数が多い方から４番目になっており、充足率は低

い水準となっている。 

生活保護費返還金等は、保護決定段階で十分な調査が行われ、また、保護受給中

に生活指導が適切に行われていれば、その発生をある程度抑えることができるはず

である。そのためには、現業員の十分な員数確保が必要と思われる。 

また、返還金等が生じた場合であっても、現業員の員数が十分に確保されなけれ

ば、現保護受給者に対する納入指導も十分に行えない可能性がある。加えて、現業

員の員数が十分に確保されなければ、現保護受給者への指導等が主になり、保護廃

止者への納入指導に十分な時間がとれない可能性もある。 

現業員の員数は、生活保護制度の趣旨から総合的に検討されるべきものであり、

債権管理の視点のみから語られるものではない。しかし、他の政令指定都市と比較

しても充足率が低い水準であることを鑑みると、債権管理以外の点からも員数不足

の解消が必要と思われる。近い将来に迫った団塊の世代の大量退職にあわせて、定

年退職者の再任用により員数を確保するなど、員数不足解消に向けた施策を検討さ

れたい。 
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６．老人福祉費負担金及び老人福祉手数料 

（１）債権残高（収入未済額）のダブルチェックについて 

老人福祉費負担金の各人別の費用徴収額の決定は福祉トータルシステムで行って

いるが、歳入調定は財務会計システムで行う必要性から、四半期ごとに同システム

上一括調定を行っている。この場合、福祉トータルシステム上の債権残高と財務会

計システム上の債権残高とに乖離が生じる恐れに留意する必要がある。例えば、財

務会計システム上消込み処理がされているが福祉トータルシステム上はそれが漏れ

てしまった場合や、逆に、財務会計システム上一度消込み処理をされたが福祉トー

タルシステムで重複処理してしまった場合等が考えられる。両システムの残高の乖

離により、繰越調定に過不足や督促状等の発送誤りなどが生じる恐れがあるため、

乖離を回避することが重要である。 

現在、消込み担当者の目視により、福祉トータルシステム上の債権残高の合計額

と財務会計システム上の債権残高が一致していることが確かめられている。しかし、

消込み担当者以外の者が福祉トータルシステム上の債権残高及び財務会計システム

上の債権残高をチェックする仕組みが確立されていない。 

例えば、年度末に両システムの一致を他の者が確かめるよう決裁をとる等、定期

的に担当者と担当者以外の者とのダブルチェックを行う仕組みの構築が必要と思わ

れる。 

（２）他の課との連携について 

老人福祉手数料は、生活保護を受けるようになった場合や死亡の場合には賦課さ

れないが、それらの情報は他の課から受け取る。毎月の賦課計算時に、生活保護・

死亡等の他の課が入力するデータが福祉トータルシステムに反映されていなけれ

ば、誤った計算がされてしまう。例えば、社会福祉課の入力情報となっている生活

保護データが適時に入力されない場合には、本来、賦課すべきでない者に対し、老

人福祉手数料が賦課計算されてしまう。 

そこで、毎月の手数料実績データの入力時期を他の課に示し、他の課では、それ

以前にデータ入力をしてもらう等、他の課との連携のルール化を図る必要がある。 

（３）口座振替の検討について 

老人福祉費負担金及び老人福祉手数料の支払い方法は、納付書による納付のみに

なっているが、多様な納付方法を用意することにより、収納促進が図られる場合が

多い。そこで、老人福祉費負担金及び老人福祉手数料に関しても、口座振替の採用

についての検討が望まれる。 

 

７．市営住宅使用料 

（１）静岡市営住宅家賃滞納整理要綱と実際の滞納整理事務フローの相違について 

「静岡市営住宅家賃滞納整理要綱」の記載と現状の業務フローが一致していない部

分がある。具体的には、同要綱には「滞納月数６ヶ月以上の滞納者に対して、呼出

書を送付する。」とあるが、12ヶ月以上の滞納者に対して呼出書を送付しているのが

現状である。収納率を向上させるためには、滞納月数６ヶ月の時点で入居者に呼出

書を送付し、入居者と面接相談する必要があることを住宅課として認識はしている
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が、現状の人員の中で対応するのは困難であるといえる。収納率を向上させ、業務

全般の管理水準を向上させるためにも滞納整理事務担当のようなポストを新たに独

立して設けることも検討する必要があると思われる。 

（２）滞納者に対する明渡請求について 

明渡請求書については、静岡市営住宅管理条例第34条第１項第２号で３ヶ月以上の

滞納者については発行可能であるが、現状は12ヶ月以上の滞納者のうち、法的措置

対象者に該当したもののみに発行している。 

法的措置対象者の該当基準については「静岡市営住宅家賃滞納整理要領」に記載さ

れている事項を基準とし、担当者が判断している。 

担当者の判断基準は、滞納者の中から50万円以上の高額滞納者を公営住宅管理シス

テムから抽出し、その中から少額でも分割納付を行っている者を除外し、残された

者の中から静岡地区上位15件、清水地区上位５件を抽出しているというものである。 

以上のように、明渡請求書の送付対象は極めて少ない。公営住宅法によると家賃を

３ヶ月以上滞納した場合に、明渡請求できるとの記載があるため（公営住宅法第32

条第１項第２号）、もっと速やかに明渡請求書を送付すべきである。静岡市では、予

算の関係上訴訟件数が制限されるという理由で、訴訟の前提となる明渡請求書の送

付件数を調整しているが、予算を理由に本来明渡請求書を送付すべき先から外すと

いうことは問題である。 

（３）不納欠損処分基準の根拠について 

「市営住宅使用料（家賃）不納欠損処分取扱い基準」によると「５年を経過」とい

う基準が示されているが、その根拠が明確にされていない。民法第169条の定期給付

債務の短期消滅時効が５年であることから、当該条文を根拠としていると推定され

る。民法の条文に従うと、消滅時効の成立には時効の援用が必要であり（民法第145

条）、５年を経過したとしても当事者の援用が無い限り不納欠損処分は実施できな

い。しかし、静岡市では５年を経過したものについて名義人（債務者）からの時効

の援用がなくても名義人の死亡又は行方不明等を理由として不納欠損処分を実施し

ている。これは静岡市の基準が民法第169条の消滅時効の規定のみを根拠としている

のではないことを示している。 

平成17年度において生活困窮を理由として２件の不納欠損処分を実施しているが、

消滅時効成立の前提となる援用通知等を入手しておらず、援用がなされていない状

態で不納欠損処分を行ったことになる。また、死亡及び住居不明を理由とした不納

欠損処分についても消滅時効の援用があったものを処理しているのではなく、請求

が困難なものについて処分をしているということである。このように平成17年度に

おいて時効の援用の結果不納欠損処分されたものは１件も無い。 

以上のように、静岡市で実施されている不納欠損処分は、時効の完成による不納欠

損というよりも、法律的には債権放棄による不納欠損の意味合いが強いと考える。 

不納欠損処分基準の根拠については、平成11年度の包括外部監査の検討事項でも意

見として述べられているが、改善されていないため、不納欠損処分基準の根拠の明

確化について引き続き検討されたい。 

（４）連帯保証人に対する通知について 
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連帯保証人への催告書の通知は滞納が発生してから12ヶ月を経過した時点である。

現状、連帯保証人に対する通知は網羅的になされていないため、例外なく催告書の

通知をすべきである。連帯保証人から支払いを受けている事例はあまり見受けられ

ず、連帯保証人から支払いを拒否された場合にはその後強く支払いを要請していな

い。このままであると、連帯保証の制度の趣旨が没却してしまうこととなるため、

改善が必要である。 

連帯保証人の中には、「もう少し早い段階に連絡をもらいたかった。」という意見

もあるようなので滞納発生から12ヶ月経過するのを待つのではなく、より早い段階

で催告書の通知をすべきである。 

入居年数が長期化するほど、連帯保証人との連絡がつかなくなる可能性が高くな

る。また、連帯保証人も連帯保証についての認識が時間の経過とともに薄れていく

のは明らかであることから、催告書の送付のみならず、定期的に連帯保証人への連

絡をする必要がある。 

（５）入居者の承継について 

入居者管理台帳を抽出して閲覧した中に、名義人が死亡し、台帳上同居者として記

載の無い者が入居しているという事例が発見された。当該事例に関して以下のよう

な問題点がある。 

ア．入居者は、市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとす

るときには、市長の承認を得なければならないが、得ていない。 

イ．入居者が死亡した場合には、当該入居者の同居者が引き続き当該市営住宅の利

用を希望するときは、市長の承認を得る必要があるが、当該手続がなされていな

い。 

ウ．ア、イの承認は、入居者が家賃を３ヶ月以上滞納したとき等には行ってはなら

ないが、当該事例では家賃の滞納が３ヶ月以上あり、そもそも承認の対象とはな

らない。 

エ．不法占拠者から、数万円ずつ不定期に入金があるが、その金額を死亡した名義

人が返済したこととして処理している。 

オ．不法占拠者が近傍同種の家賃を支払ってさえいれば、市側が訴訟を提起しない

限り居すわることができる状況にある。 

仮に現在の占有者が滞納分を全納したとしても上述アの承認を名義人が死亡した

後に得るのは不可能であり、占有者が入居者として認められる手段は残されていな

いことになる。以上のことから、現在の市営住宅占有者には何ら居住の権限は無く、

不法占拠そのものであることから、今後何らかの方策を早急にとる必要がある。 

 


